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ユニバーサル地図／ナビの導入について 

 

１ 導入の背景 

  区では、これまで障害のある方や高齢者など、すべての区民が安心して外出

できるよう、公共施設等のバリアフリー情報を「おでかけまっぷ」にて発信 

している。 

昨年度、まちづくり推進部において見直しを行った「大田区移動等円滑化促

進方針」では、今後の取組の一つとして、公共施設に限らず幅広い施設の「バ

リアフリー情報の集約と活用」を位置付けている。 

また、今年度福祉部において実施した「ユニバーサルデザインのまちづくり

に関する区民アンケート調査」において、施設の設備情報についてニーズが 

あるだけではなく、「目的地の場所」や目的地までの「所要時間」等に関する

情報のニーズが高いことが判明している。 
 

２ 導入の目的 

これらの背景を踏まえ、区民の利便性の一層の向上を図るため、福祉部とま

ちづくり推進部の連携により、民間施設を含めた幅広いバリアフリー情報を集

約でき、目的地までの経路検索も可能な、新たなサービスを試験導入する。 

 

３ サービスの概要 

  全日本空輸株式会社（以下、「ＡＮＡ」という。）が開発した「ユニバーサル

地図／ナビ」を活用し、バリアフリー情報を発信する。 

  詳細は、別紙のとおり 

 

４ 開始予定時期 

令和８年４月初旬 

 

５ その他 

（１）導入経費 

  試験導入期間は、ＡＮＡとの共同実験としての取扱いとなるため、無償。 

   

（２）周知 

  区公式 X や区公式 LINE により広く周知を行うほか、各障がい者団体をはじ

めとした関係団体を通じ、利用の促進を図っていく。 

まちづくり環境委員会 
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大田区営住宅等整備基本方針の策定について

目的

区が供給する公営住宅の整備に関する
方針を明確化し、効果的・効率的な施設
マネジメントの実現による安定的、継続
的な住宅供給を目的として策定する。

シルバーピア

○建設型
・ 長寿命化計画に基づき、居住者の負
担を抑えるため、計画的な修繕を集約
的に行い、住宅の長寿命化を図る。

・ 定期的に建物の劣化状況を点検し、
修繕する。

・ 改修工事や設備の更新の際、省エネ
ルギー化を進め、環境負荷低減を推進
するとともに、機能の回復及び向上を
図る。

○借上型
・ 継続して再借上げ(15年間)を進める。
・ 建物所有者との役割分担に基づき建
物の維持管理を実施し、居住者の住環
境を維持保全する。

区民住宅

・ 民間賃貸住宅との比較や区民住宅の需要の変
化に応じ改修や用途変更等を通じて区民の需要
に対して適切な供給をめざす。

１ 目的と対象

３ 区営住宅等の住宅供給方針

計画の対象

・ 区営住宅 32団地1,364戸
・ 区民住宅  ３団地93戸
・ シルバーピア（区営） 13団地299戸

（区立） ７団地103戸
・ 高齢者アパート 10団地161戸

区営住宅

・ 段階的建替による集約化
・ 耐災害性能・バリアフリー性能も備えつつ間
取りや住宅性能を柔軟に変更可能な構造にする
ことで、世帯構成や需要等の将来的な社会情勢
の変化に対応可能な住宅づくりを進める。

高齢者アパート

・ 建物の状況等を確認し、継続して建物賃貸借
契約を更新するか検討する。

・ 区は建物所有者との役割分担に基づき維持管
理を実施し、居住者の住環境を維持保全する。

民間賃貸住宅ストックの活用を図り、現住戸数を維持しつつ区営住
宅等を将来にわたり適切に維持管理する。

４ 区営住宅等の施設整備方針

５ 区営住宅の再編整備に係る方針

２ 区営住宅等の課題

区営住宅

・ 43棟のうち35棟が法定耐
用年数（70年）の１／２を
経過し住宅が老朽化。

・ 各棟の建設年度が近く法
定耐用年数による建て替え
を行うと、建設年度が集中
し、財政負担や入居者の住
替先確保業務等の負担が大
きい。

・ 小規模な住宅が点在し管
理効率が悪い。

・ 入居者の高齢化・単身化
による住戸の広さと世帯人
数のミスマッチが進行。

高齢者アパート

・ 当初の各部屋の賃貸借期
間は20年間、その後、２年
契約で更新しており、賃料
及び修繕費等、区の負担が
大きくなっている。

・ 建物の老朽化が進んでお
り、定期的な修繕が必要で
ある。

・ 民間住宅を借り上げてい
ることから、手すりの設置
等、バリアフリー化が必要
な住宅もあるため、高齢者
が暮らしやすいよう環境整
備を行う必要がある。

シルバーピア（借上）

・ 借上期間は当初20年間、
再借上期間は15年と長期間
にわたるため、借上料及び
維持管理費等、区の財政負
担が大きい。

・ 建物の老朽化が進んでお
り、定期的な修繕が必要
である。

・ 照明のＬＥＤ化等、区施
設の更新施策に合わせた取
組が、建物所有者の所有物
のため調整を要し、円滑に
対応できないケースも想定
される。

シルバーピア（建設）

・ 建物の老朽化が進み、計
画的な修繕が必要であると
ともに、維持管理費の負担
が大きい。特に大規模改修
工事を実施する場合、居住
者は他の住宅に仮転居する
ため、身体的・精神的な負
担が大きくなる。

① 供給戸数を維持する。
② 建替工事の年度間の平準化を図る。
③ 単身世帯、家族世帯向け間取りの比率に配慮し、

世帯人数に応じた面積の住戸を整備する。
④ 入居者の居住の安定に配慮する。
⑤ 管理敷地面積の削減を図る。
⑥ バリアフリー化や脱炭素化を進める。

【建替えに係る前提条件】

令和８年度に
建替計画を
策定予定

（１）建物の長寿命化

（２）施設整備水準の向上

（３）安全・安心の確保

（４）環境負荷低減・脱炭素の取組

（５）ユニバーサルデザイン化

「大田区営住宅等長寿命化計画」において、22団地の区営住宅が「建
替」、その他の住宅については当面建替不要であったため、区営住宅のみ
を対象とする。

区民住宅

・ 将来的に、住宅の老朽化
による保守管理費用の増大
等が想定される。

⇒

定期的に点検を行い計画
的に修繕を行う。

可変性等を考慮し整備水
準の統一化を図る。

耐災害性能等の向上を図る。

温室効果ガス排出量削減のため、
ZEH基準を目標とする。

だれもが利用しやすい施設・設備
とする。

まちづくり環境委員会
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1 

１ 大田区営住宅等整備基本方針とは 

 （１）目的 

    「大田区営住宅等長寿命化計画」（令和７年 ３月）「令下、「大寿命化計画」（という）

において「今後の営住宅等長に係る取組について「旧耐震構造の営住宅等が建替の

検討時期を迎えたことを踏まえ「大効果的・効率的な施設マネジメントを推進するた

め「既存の宅等ストックの有効活用を図り「営住宅等の建替長も含めた総合的な宅

等政策の検討を進める。（とした。そこで「営が供給する公住宅等の整備に関する方

針を明確計し「効果的・効率的な施設マネジメントの実現による安定的「継続的な

宅等供給を目的として策定するものである。 

 

 （２）方針の位置づけ 

   本方針は「大田区営基本構想（に掲げる将来像を実現するための個別画」である大田

区営公共施設長総合管理画」令和７４ ３月）（「大田区営宅等マスタープラン令和７

５ ３月）（に基づく方針であり「営住宅等長の整備画」の基本方針となるものであ

る。 

 

 ■方針の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総合計画   田区営基本構想 

 

田区営基本画」 

 

田区営実施画」 

宅生活基本画」 

令全国画」） 

東京都 

宅等マスタープラン 

インフラ寿命化計基本画」 

令全国画」） 

田区営公共施設長 

総合管理画」令和７４ ３月） 

田区営宅等マスタープラン 

令和７５ ３月） 

田区営住宅等長整備基本方針 

令本方針） 

田区営都市画」 

マスタープラン 

公住宅等長寿命化計画」

策定指針令国指針） 

田区営住宅等長寿命化計画」 

令和７年 ３月） 

田区営住宅等建替長画」令仮称） 

令和７９ ３月予定） 
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（３）方針の対象 

   本方針は「田区営が条例に基づき管理する営住宅等令建設型：８団地９棟 401 戸「

東京都からの移管：24 団地 34 棟 963 戸）「営民宅等令建設型：３団地 93 戸）「シル

バーピア令建設型：８団地 125 戸「借上型：12 団地 277 戸）「高齢者アパート令借上

型：10 団地 161 戸）の 65 団地 76 棟 2,020 戸を対象とする。 

   ただし「他の施設との複合施設となっている宅等もあるため「それも踏まえた検

討を進める。 
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（４）ＳＤＧｓとの関係 

ア ＳＤＧｓの取組 

ＳＤＧｓ令Sustainable「Development「Goals：持続可能な開発目標）とは「平成

27  ９月開催の国連サミットにおいて全会一致で採択された「2030  までに達成

すべき国際目標である。先進国を含む国際社会共通の目標として「持続可能な世界

を実現するための包括的な 17 のゴールと 169 のターゲットで構成されている。 

営でも 2022「令和７４） ３月に策定した大田区営におけるＳＤＧｓ推進のための

基本方針（に基づき「各種画」長の策定時に「画」に掲げる各施策や各事業長とＳ

ＤＧｓの目標とを整合させ「ＳＤＧｓについて広く普及・啓発するとともに「目標

達成に向けた様々な取組を推進している。 

 

 

イ 区営住宅等整備における取組の推進 

本方針においては「上位画」である大田区営公共施設長総合管理画」（「大田区営

宅等マスタープラン（に基づき「、記のＳＤＧｓの目標達成に向けた取組を推進す

る。 
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２ 区営住宅等の状況 

（１）区営住宅等の供給の経過 

   田区営の公的宅等の供給は「昭７ 53  度に福祉施策として高齢者向けに民間アパー

トを 20  間の契約で高齢者アパートとして借り上げたことに始まり「昭７ 56  度に

は「23 営で初めて公住宅等法に基づく営住宅等令田森東一丁目宅等）の建設を行った。 

また「昭７ 56  度に小規模都住宅等の営移管が都・営間で合意されたことを受け「

田区営においても昭７ 63  度から営住宅等として移管を受け入れ「現在「24 団地 34

棟 963 戸の移管宅等を営住宅等として管理している。 

昭７ 57  度下降「営住宅等の建設はなかったが「平成年 度には新たな営住宅等の

建設が始まり「現在管理する営が建設した営住宅等は「８団地９棟 401 戸令中央四丁目

アパート及び田森西四丁目アパートの建替えによる「プラムハイツ山王及びプラムハ

イツ田森西四丁目を含む）となっている。 

平成４ 度からは「高齢者に配慮したシルバーピアの建設に着手し「現在まで「８団

地 125 戸を建設し「民間からの借上げを含め 20 団地 402 戸を供給している。 

また「平成年 度には「中堅ファミリー層を対象とした営民宅等制度を創設し「建設

型は３団地３棟 96 戸を供給し「借上型は６団地６棟 231 戸を供給した。建設型営民宅

等は「平成 23  に１戸「平成 25  に２戸用途廃止したため現在は 93 戸を供給してい

る。借上型は和７５ 11 月 30 日を下て「すべての借上型営民宅等の借上期間が終了

し「建物所有者に返還している。 

 

（２）役割 

ア 区営住宅 

営住宅等は「公住宅等法に基づき「生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため「

一定の所得基準内で宅等に困窮している営民に対し「低廉な家賃で良好な宅等を供給

するために設置され「32 団地 1,364 戸を管理している。 

家賃の決定「入居者の募集長の宅等管理については「公住宅等法と田区営住宅等条

例長に基づいて行っている。 

 

イ 区民住宅 

    営民宅等は「中堅所得者層のファミリー世帯を対象に優良な賃貸宅等を供給する

ことを目的として「特定優良賃貸宅等の供給の促進に関する法律と田区営民宅等条

例長に基づいて設置されている。 

営民宅等は建設型の３団地 93 戸を管理している。 
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※プラムハイツ北糀谷 

 プラムハイツ北糀谷は「木造の宅等や店舗が密集した地域を防災や居宅性の向上

をめざして「田区営と地権者令宅等を建替える前に宅んでいた方や「土地を所有し

ていた方）と共同して建設した宅等。 

 宅等の総戸数は 34 戸で「そのうち 20 戸を田区営が買い取り「うち１戸は用途廃

止し子ども未来部に移管「令和７８ ２月現在「保育施設として活用）したため 19 戸

を営民宅等として管理している。宅等の管理については「田区営と地権者とで管理

組合を結成して管理している。 

 

ウ シルバーピア 

  （ア）区営シルバーピア 

     営住シルバーピアは「公住宅等法に基づき「生活の安定と社会福祉の増進に寄

与するため「営が建設又は借上げ「一定の所得基準内で宅等に困窮している営民

に対し「低廉な家賃で良好な宅等を賃貸又は転貸するために設置している。緊急

時の対応や日常生活の相談に応じる生活協力員を派遣している(宅み込み含む)ほ

か「緊急通報システムを設置している。建設型の１団地 22 戸と借上型の 12 団地

277 戸の画 13 団地 299 戸を供給している。 

 

（イ）区立シルバーピア 

   営立シルバーピアは「田区営立シルバーピア条例に基づき「高齢者の特性に配慮

した安全で利便性の高い宅等を供給することにより「宅等に困窮する高齢者の生

活の安定と福祉の増進に寄与することを目的に設置している。営住シルバーピア

と同様に「緊急時の対応や日常生活の相談に応じる生活協力員を派遣しているほ

か「緊急通報システムを設置している。年団地 103 戸を供給している。 

 

  エ 高齢者アパート 

高齢者アパートは「高齢者アパート条例に基づき宅等に困窮している高齢者に対

し「営が借り上げた民間アパートを使用させることにより「生活の安定を図ることを

目的に 10 団地 161 戸を供給している。 
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■区営住宅等一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団地数 棟数 管理戸数 建設年度 構造 管理課

8 9 401 S56～H22 SRC/RC

24 34 963 S46～S60 SRC/RC

32 43 1,364 － －

区民
住宅

3 3 93 H7～H9 SRC

（区建設） 1 1 22 H5 SRC

（借上） 12 12 277 － －

計 13 13 299 － －

7 7 103 H4～H10 RC

20 20 402 － －

高齢者
アパート

10 10 161 － －

65 76 2,020 － －

区営
住宅

シルバ
ーピア

建築調整課

住宅区分

（区建設）

（移管）

計

（区建設）

（借上）

計

計

（区営）

（区立）
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（３）住棟別管理状況 

   宅棟別管理状況については「施設への管理範囲が及ばない借上宅等を除いた「営住

宅等「営民宅等「シルバーピアの 43 団地 54 棟 1,582 戸を対象とする。 

  ア 建設年度・建物構造及び耐用年数の状況 

建築基準法の新耐震基準令昭７ 56  より適用）で建てられた宅棟は 22 棟 667 戸「

旧耐震基準の宅棟は全て営住宅等で32棟915戸となっている。建物構造別に見ると「

鉄筋コンクリート(RC)造が 79.6％「鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造が 20.4％であり「

木造「簡易耐火構造の宅棟はない。 

田区営公共施設長総合管理画」で規定する目標耐用 数令80  ）に対して「現段

階で耐用 数の１/２を経過しているものは 35 棟 1,065 戸となっている。 

 
※借上宅等を除く 
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■建設年度別住宅戸数 

 
※借上宅等を除く 

（単位：戸）

建設年度
経過
年数

区営住宅（区
建設）

区営住宅（移
管）

区民住宅（建
設型）

シルバーピア
（区営）

シルバーピア
（区立）

総計

昭和46年度 54 0 254 0 0 0 254

昭和47年度 53 0 100 0 0 0 100

昭和48年度 52 0 134 0 0 0 134

昭和49年度 51 0 12 0 0 0 12

昭和50年度 50 0 243 0 0 0 243

昭和51年度 49 0 101 0 0 0 101

昭和52年度 48 0 53 0 0 0 53

昭和53年度 47 0 0 0 0 0 0

昭和54年度 46 0 0 0 0 0 0

昭和55年度 45 0 18 0 0 0 18

昭和56年度 44 102 0 0 0 0 102

昭和57年度 43 0 36 0 0 0 36

昭和58年度 42 0 0 0 0 0 0

昭和59年度 41 0 0 0 0 0 0

昭和60年度 40 0 12 0 0 0 12

昭和61年度 39 0 0 0 0 0 0

昭和62年度 38 0 0 0 0 0 0

昭和63年度 37 0 0 0 0 0 0

平成元年度 36 0 0 0 0 0 0

平成2年度 35 0 0 0 0 0 0

平成3年度 34 0 0 0 0 0 0

平成4年度 33 0 0 0 0 17 17

平成5年度 32 0 0 0 22 11 33

平成6年度 31 0 0 0 0 15 15

平成7年度 30 34 0 74 0 27 135

平成8年度 29 35 0 0 0 0 35

平成9年度 28 0 0 19 0 12 31

平成10年度 27 40 0 0 0 21 61

平成11年度 26 0 0 0 0 0 0

平成12年度 25 25 0 0 0 0 25

平成13年度 24 0 0 0 0 0 0

平成14年度 23 0 0 0 0 0 0

平成15年度 22 0 0 0 0 0 0

平成16年度 21 0 0 0 0 0 0

平成17年度 20 0 0 0 0 0 0

平成18年度 19 0 0 0 0 0 0

平成19年度 18 0 0 0 0 0 0

平成20年度 17 60 0 0 0 0 60

平成21年度 16 0 0 0 0 0 0

平成22年度 15 105 0 0 0 0 105

平成23年度 14 0 0 0 0 0 0

平成24年度 13 0 0 0 0 0 0

平成25年度 12 0 0 0 0 0 0

平成26年度 11 0 0 0 0 0 0

平成27年度 10 0 0 0 0 0 0

平成28年度 9 0 0 0 0 0 0

平成29年度 8 0 0 0 0 0 0

平成30年度 7 0 0 0 0 0 0

令和元年度 6 0 0 0 0 0 0

令和2年度 5 0 0 0 0 0 0

令和3年度 4 0 0 0 0 0 0

令和4年度 3 0 0 0 0 0 0

令和5年度 2 0 0 0 0 0 0

令和6年度 1 0 0 0 0 0 0

401 963 93 22 103 1,582総計
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■構造別住宅数 

 

 

 

■目標耐用年数（80 年）の１/２超過住宅数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC SRC RC SRC

区営 住宅 36 7 892 472

区民 住宅 0 3 0 93

シルバ ーピア 7 1 103 22

43 11 995 587

79.6% 20.4% 62.9% 37.1%

棟数ベース 戸数ベース

計

～39年 40年～ ～39年 40年～

区営 住宅 8 35 299 1,065

区民 住宅 3 0 93 0

シルバ ーピア 8 0 125 0

19 35 517 1,065

35.2% 64.8% 32.7% 67.3%
計

棟数ベース 戸数ベース
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イ 住戸規模別の区営住宅等のストック状況 

営住宅等長の宅戸規模は「50～55㎡未満の宅戸が最も多く供給されており「60㎡未

満の宅戸規模が占める割合は約 89％となっている。また「東京都から移管を受けた営

住宅等の宅戸規模は「35～40㎡未満の宅等が最も多い。 

なお「シルバーピアは「単身者用を 30 ㎡「2 人世帯用を 40 ㎡「２人下上世帯用を 

55㎡として供給しており「単身者用の宅等を多く供給している。 

■住戸面積別の区営住宅等の住宅戸数 

 

 

※借上宅等を除く 

（単位：戸）

住戸規模
区営住宅（区

建設）
区営住宅（移

管）
区民住宅（建

設型）
シルバーピア
（区営）

シルバーピア
（区立）

合計

35㎡未満 51 4 20 83 158 10.0%

35～40㎡未満 233 233 14.7%

40～45㎡未満 60 204 2 14 280 17.7%

45～50㎡未満 58 184 242 15.3%

50～55㎡未満 56 228 6 290 18.3%

55～60㎡未満 82 109 11 202 12.8%

60～65㎡未満 91 1 24 116 7.3%

65～70㎡未満 3 42 45 2.8%

70～75㎡未満 0 0.0%

75～80㎡未満 0 0.0%

80㎡以上 16 16 1.0%

合計 401 963 93 22 103 1,582 100.0%
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■住宅種別の住戸面積帯の状況 

 
※借上宅等を除く 

ウ 高齢入居者に配慮した住宅設備改修の推進 

大田区営基本画」（令和７年 ３月）よると「田区営の和７６ の高齢計率令65 歳下

上）は 22.2％となっている。また「営住宅等においては 60 歳下上の入居者がいる世帯

を高齢者世帯としており「60 歳下上の高齢者世帯割合は 78.6％と高い状況にある。そ

のため「高齢者が安心して宅み続けられる宅等設備改修として「入居者の退去に合わせ

て「浴室のバリアフリー計工事を随時実施している。 

これまでの営住宅等の浴室は「設置型ではなく入居者の浴槽持込となっていた。近 

のバリアフリー計工事では「風呂釜を埋め込み式に変更することで「床と浴槽までの高

さを低くし「高齢者にもまたぎやすい浴槽を設置することで「転倒事故の予防に努める

改修工事を行っている。 

また「高齢者及び身体障がい者世帯を対象に玄関「トイレ「浴室長への大手すり（の 

設置長宅等設備の改善を行っている。 

なお「共用階段の手すりは全宅棟において設置済である。 
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（４）入居状況 

  ア 入居率 

和７年令2025） ５月１日現在「営住宅等長管理戸数 2,020 戸に対して「入居戸

数は 1,869 戸であり「入居率は 92.5％となっている。宅等種別の入居率をみると「

営住宅等 93.8％「営民宅等 97.8％「シルバーピア 88.3％「高齢者アパート 89.4％

と全ての宅等で入居率が高いことが伺える。なお和７６ 度は「田規模修繕による

宅み替えを実施したシルバーピアがあったため「例 に比べて入居率が低くなって

いる。 

 

  イ 世帯人員の状況 

営住宅等の世帯人員で最も割合が高いのは単身世帯の 47.0％であり「次に２人 

世帯の 36.2％となっている。営民宅等はファミリー層に向けた宅等供給を行ってい

るため「４人世帯の 38.5％が最も高く「次に３人世帯の 34.1％となっている。シル

バーピアは単身者用「２人世帯用「２人下上世帯用の宅等供給を行っているが「単

身世帯が 78.6％「２人世帯が 21.4％となっている。高齢者アパートについては「単

身者世帯が 93.1％「２人世帯が 6.9％となっている。 

 

 

資料：和７年 ５月１日時点 

単身 2人 3人 4人 5人 6人以上 合計

1,364 1,279 601 463 139 56 14 6 1,279

(100.0%) (93.8%) (47.0%) (36.2%) (10.9%) (4.4%) (1.1%) (0.5%) (100.0%)

93 91 1 12 31 35 10 2 91

(100.0%) (97.8%) (1.1%) (13.2%) (34.1%) (38.5%) (11.0%) (2.2%) (100.0%)

402 355 279 76 0 0 0 0 355

(100.0%) (88.3%) (78.6%) (21.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

161 144 134 10 0 0 0 0 144

(100.0%) (89.4%) (93.1%) (6.9%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

2,020 1,869 1,015 561 170 91 24 8 1,869

(100.0%) (92.5%) (54.3%) (30.0%) (9.1%) (4.9%) (1.3%) (0.4%) (100.0%)
全体

種別 管理戸数 入居住戸
入居世帯

区営住宅

区民住宅

シルバーピア

高齢者アパート
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  ウ 居住者の年齢構成の状況 

営住宅等長において「世帯主が 60 歳下上の高齢者世帯の割合は 82.4％となって

いる。 

営住宅等では「世帯主が 60歳下上の高齢者世帯の割合が 78.6％であり「70歳代

が 29.9％「80歳下上が 33.4％と同程度の割合を占める。39歳下、の世帯主は 2.3％

と少数である。 

一方「営民宅等では 60歳未満の世帯主が 60.4％と過半を占めている。 

 

■住宅種別の世帯主年齢の状況 

 

 

資料：和７年 ５月１日時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

39歳以下 40～49歳 50～59歳 計 60～69歳 70～79歳 80歳以上 計

1,364 1,279 29 78 167 274 196 382 427 1,005 1,279

(100.0%) (93.8%) (2.3%) (6.1%) (13.1%) (21.4%) (15.3%) (29.9%) (33.4%) (78.6%) (100.0%)

93 91 14 19 22 55 20 13 3 36 91

(100.0%) (97.8%) (15.4%) (20.9%) (24.2%) (60.4%) (22.0%) (14.3%) (3.3%) (39.6%) (100.0%)

402 355 0 0 0 0 6 78 271 355 355

(100.0%) (88.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (1.7%) (22.0%) (76.3%) (100.0%) (100.0%)

161 144 0 0 0 0 3 30 111 144 144

(100.0%) (89.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (2.1%) (20.8%) (77.1%) (100.0%) (100.0%)

2,020 1,869 43 97 189 329 225 503 812 1,540 1,869

(100.0%) (92.5%) (2.3%) (5.2%) (10.1%) (17.6%) (12.0%) (26.9%) (43.4%) (82.4%) (100.0%)

種別 管理戸数 入居住戸

入居世帯

一般（世帯主） 高齢者（世帯主）
合計

区営住宅

区民住宅

高齢者アパート

全体

シルバーピア
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  エ 世帯の収入状況 

営住宅等における収入超過世帯の状況をみると 81世帯令6.3％）が収入基準を上

回っている。収入超過者「高額所得者に対しては「営民宅等長の案内や他宅等への

誘導などを行い「田区営住宅等条例長に基づいて適切に対応を行っている。 

 

■住宅種別の世帯の収入状況 

    

 

資料：和７年 ５月１日時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則階層 裁量階層 画 原則階層 裁量階層 画

1,364 1,279 239 950 1,189 66 11 77 4 9 1,279

(100.0%) (93.8%) (18.7%) (74.3%) (93.0%) (5.2%) (0.9%) (6.0%) (0.3%) (0.7%) (100.0%)

93 91 - - - - - - - - 91

(100.0%) (97.8%) - - - - - - - - (100.0%)

299 276 0 276 276 - - - - - 276

(100.0%) (92.3%) (0.0%) (100.0%) (100.0%) - - - - - (100.0%)

103 79 - - - - - - - - 79

(100.0%) (76.7%) - - - - - - - - (100.0%)

161 144 - - - - - - - - 144

(100.0%) (89.4%) - - - - - - - - (100.0%)

2,020 1,869 239 1,226 1,465 66 11 77 4 9 1,869

(100.0%) (92.5%) (12.8%) (65.6%) (78.4%) (3.5%) (0.6%) (4.1%) (0.2%) (0.5%) (100.0%)

シルバーピア
令営立）

シルバーピア
令営住）

種別 管理戸数 入居宅戸
収入基準内世帯 収入超過世帯

高額所得 合画

全体

営住宅等

営民宅等

高齢者アパート

未申告
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  オ 応募状況 

営住宅等は「抽選により入居者を決定している。直近５ 間の応募倍率は 30倍程

度で推移しているが「和７３令2021） には 37.9倍と高倍率となった。 

営民宅等については先着順による入居を行っていたが「和７６ 度からは抽選に

より入居者を決定し「シルバーピアはポイント方式により入居者を決定している。 

   ※高齢者アパートは「その都度「申請に応じて使用を許可している。 

 

資料：和７８ １月１日時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集総数 応募総数 倍率 募集総数 応募総数 倍率 募集総数 応募総数 倍率

営住宅等 1,364 28 1,062 37.9 32 958 29.9 35 977 27.9

世帯向 - 18 510 28.3 14 467 33.4 30 478 15.9

単身者向 - 9 549 61.0 17 487 28.6 4 491 122.8

車いす使用者向 - 1 3 3.0 1 4 4.0 1 8 8.0

営民宅等 93 - - - - - - - - -

シルバーピア 402 14 378 27.0 11 350 31.8 11 284 25.8

単身世帯 - 10 300 30.0 8 276 34.5 8 211 26.4

二人世帯 - 4 78 19.5 3 74 24.7 3 73 24.3

全体 1,859 42 1,440 34.3 43 1,308 30.4 46 1,261 27.4

募集総数 応募総数 倍率 募集総数 応募総数 倍率 募集総数 応募総数 倍率

営住宅等 1,364 30 997 33.2 35 999 28.5 160 4,993 31.2

世帯向 - 20 484 24.2 21 467 22.2 103 2,406 23.4

単身者向 - 9 509 56.6 12 517 43.1 51 2,553 50.1

車いす使用者向 - 1 4 4.0 2 15 7.5 6 34 5.7

営民宅等 93 2 6 3.0 4 24 6.0 6 30 5.0

シルバーピア 402 17 301 17.7 15 308 20.5 68 1,621 23.8

単身世帯 - 12 239 19.9 10 225 22.5 48 1,251 26.1

二人世帯 - 5 62 12.4 5 83 16.6 20 370 18.5

全体 1,859 49 1,304 26.6 54 1,331 24.6 234 6,644 28.4

種別 管理戸数
和７６ 和７年 和７３～年 

種別 管理戸数
和７３ 和７４ 和７５ 
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３ 区営住宅等の需要の見通し 

（１）住宅確保用配慮者の推計 

公住宅等の需要の見通しの検討にあたっては「国土交通省国土技術政策総合研究所

が開発・配布している大宅等確保要配慮者世帯数推画支援プログラム（を使用する。 

大宅等確保要配慮者世帯数推画支援プログラム（において推画可能な対象世帯と推

画結果の活用場面の関係を図示すると「、図のようになる。２つの推画のうち「将来の

営住宅等の目標管理戸数の見定めという目的には「特に自力では最低居宅面積水準を

達成することが著しく困難であり「公的な支援により居宅の安定の確保を図るべき世

帯令下、大要支援世帯数（という。）を推画する推画令１）を行うことになる。 

 

■推画可能な対象世帯と推画結果の活用場面令赤枠は今回実施する推画） 

     

資料：大宅等確保要配慮者世帯数推画支援プログラム利用手引き及び技術的解説（令国土交通省「和７ 4 1月） 

 

 （２）要支援世帯の推計 

   ア 要支援世帯の推計について 

近 の国及び地方公共団体の厳しい財政状況のもとでは「公住宅等ストックの量

的拡田は困難となっており「公住宅等の供給にあたっては「真に宅等に困窮する者

への的確な供給が強く求められるようになっている。一方で「公住宅等への入居者

資格を有する世帯のすべてが公住宅等への入居ニーズを有しているとは限らない。

このため「公住宅等の入居資格世帯のうち「公住宅等による要支援世帯数を的確に

推画することが求められる。 

大宅等確保要配慮者世帯数推画支援プログラム（では「大公住宅等の入居資格世

帯（のうち「大著しい困窮 収水準（未満の世帯を『要支援世帯』と設定し「推画を

行うことができる。なお「大著しい困窮 収水準（とは「 収と地域の民間賃貸宅

等市場令家賃相場）の状況から「適切な家賃負担で「適切な広さの民間賃貸宅等に

入居できる 収令家族人数により異なる）である。 
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■大著しい困窮 収水準（未満世帯 

 

 資料：大宅等確保要配慮者世帯数推画支援プログラム利用手引き及び技術的解説（令国土交通省「和７ 4 1月） 

さらに「大著しい困窮 収水準（未満の世帯の推画に加えて「世帯 収「居宅面

積水準「家賃負担率の観点から宅等の困窮状況を、図に示す４類型に営分し「各類

型に該当する世帯数を要支援世帯数として推画を行うことができる。 

■要支援世帯数に係る宅等の困窮状況４類型 

 

 
※高家賃負担率： 収 200万円下、の世帯のうち民住借家世帯における平均家賃負担率のこと 

資料：大宅等確保要配慮者世帯数推画支援プログラム利用手引き及び技術的解説（令国土交通省「和７ 4 1月） 
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イ 推計フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．住宅確保要配慮者世帯数の推計 

 

Ⅰ．世帯数の推計（世帯主年齢５歳階級別世帯類型別） 

【ステップ１】借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数の推計 

１）住宅所有関係・世帯人員・年間収入階級別世帯数の推計 

２）借家世帯の世帯人員・収入分位５分位階級別世帯数の推計 

 

【ステップ２】「公営住宅の入居資格世帯数」の推計 

              １）基準年収以下の世帯の割合の推計 

本来階層：収入分位 25％、裁量階層：収入分位 40％以下の世帯 

２）本来階層、裁量階層の世帯数の推計 

【ステップ３】a.公営住宅の入居資格世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計 

１）最低居住面積水準の民間賃貸住宅の家賃水準の推計 

２）適正な家賃負担率で適切な広さの民間賃貸住宅入居に必要な年収の推計 

３）必要年収未満の世帯数の推計【借家の世帯人員・収入分位別】 

b.公営住宅の入居資格世帯のうち「特定のニーズを有する要支援世帯数」の推計 

１）借家の世帯人員別最低居住面積水準未満率の推計 

２）高家賃負担率の推計 

３）住宅の困窮状況４類型の世帯数推計 

世
帯
人
数
別 

収
入
分
位
別 

持家・借家別 

構成比の 

実績値 

世
帯
人
数
別 

持家・借家別 

収
入
分
位
別 

目標年次*の 

構成比の 

推計値 

世
帯
人
数
別 

収
入
分
位
別 

持家・借家種別 

世帯数 

（総数） 

目標年次 

の 

世帯数 

推計値 
＝ × 

世帯人数、持家・借家：住宅・土地統計調査（2008、2013、2018 年） 

収入分位：家計調査年報（2002～2019 年 全国） 

世
帯
人
数
別 

収
入
分
位
別 

世帯数 

（借家総数） 
× ＝ 

世
帯
人
数
別 

収
入
分
位
別 

目標年次の 

基準年収

以下世帯

割合推計

値 

世
帯
人
数
別 

収
入
分
位
別 

世帯数 

（公営施策対象） 

 

× ＝ 
世
帯
人
数
別 

収
入
分
位
別 

目標年次の 

必要年収

未満世帯

割合推計

値 

世
帯
人
数
別 

世帯数 

（著しい困窮年収

未満の世帯数） 

収入分位 25％、40％は世帯人員により異なる 

適正な家賃負担限度率の範囲で最低居住面積水準の民間賃貸住宅に居住するために必要な年収は世帯人

員、収入分位により異なる。 

*目標年次は 2020、2025、2030、2035、2040、2045 年の５年毎 

世
帯
人
数
別 

収
入
分
位
別 

世帯数 

（公営施策対象） 

 

世帯数 

推計値 
＝ 世帯主数 ＝ 人口 × 

・国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計』（2019 年 4 月推計）都道府県と区世帯主率格差より推計 

世帯主率 

（人口に占める世帯主数の割合） 

国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（2018 年推計） 

世
帯
人
数
別 

収
入
分
位
別 

世帯数 

（公営施策対象） 

 

× ＝ 

世
帯
人
数
別 

収
入
分
位
別 

世帯数 

（住宅の困窮状況 

４類型の世帯数） 

最低居住面積 

水準未満率 

or 

高家賃負担率 
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   ウ 推計結果 

   （ア）「著しい困窮年収水準」未満の世帯数 

2020～2045  度までの５ 毎における公住宅等の入居資格世帯数「著しい困

窮 収未満の世帯数の推画結果を示す。いずれも 2045  度にかけて増加し続け

ると推画される。2045  度央の著しい困窮 収未満の世帯数は 50,624 世帯「

2020  度央に対して約 5,000 世帯程度増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,138
55,752

57,580 58,807 59,401 60,626

45,779
47,884 49,285 50,019 50,140 50,624

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2020

年度央

2025

年度央

2030

年度央

2035

年度央

2040

年度央

2045

年度央

公営住宅の入居資格世帯数（Ｙ） 著しい困窮年収水準未満の世帯数（Ｘ）
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（イ） 特定のニーズを有する要支援世帯数の推計結果 

 

2020 

 度央 

2025 

 度央 

2030 

 度央 

2035 

 度央 

2040 

 度央 

2045 

 度央 

著しい困窮 収水準未満であり「かつ「

最低居宅面積水準未満である世帯数 
Ａ 6,962 6,629 6,309 5,982 5,646 5,401 

著しい困窮 収水準未満であり「かつ「

最低居宅面積水準下上である世帯のう

ち「高家賃負担率下上である世帯数 

Ｂ 6,029 6,361 6,607 6,776 6,870 7,028 

著しい困窮 収水準下上であり「かつ「

最低居宅面積水準未満である世帯数 
Ｃ 960 955 950 960 969 1,006 

著しい困窮 収水準下上であり「かつ「

最低居宅面積水準下上である世帯のう

ち「高家賃負担率下上である世帯数 

Ｄ 270 278 276 276 280 300 

Ａ＋Ｂ 合画 12,990 12,990 12,916 12,758 12,516 12,429 

Ａ＋Ｃ 合画 7,922 7,584 7,260 6,942 6,615 6,406 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ 合画 13,950 13,945 13,866 13,718 13,485 13,434 

Ａ～Ｄ 合画 14,220 14,223 14,143 13,994 13,765 13,735 

※推画世帯数の記載は「小数点下、を四捨五入により端数処理をしているため「合画値が一致しない場合がある。 

 

 

 

 

6,962 6,629 6,309 5,982 5,646 5,401

6,029 6,361 6,607 6,776 6,870 7,028

960 955 950 960 969 1,006

270 278 276 276 280 300

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
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年度央

2025

年度央

2030

年度央

2035

年度央

2040

年度央

2045

年度央

特定のニーズを有する要支援世帯

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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   ■2045 年度央の特定のニーズを有する要支援世帯数の推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,028 世帯 

300 世帯 

5,401 世帯 

1,006 世帯 
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 （３）対応可能なストックの推計 

   ア ストックの想定 

     宅等確保要配慮者に対応可能なストックの種別として「公住宅等や活用可能な

民間賃貸宅等が挙げられる。 

種別 戸数 備考 

公住宅等 営住宅等 1,364戸 田区営住宅等一覧 

都住宅等 6,358戸 都住宅等団地一覧令和７６ ３月 31日現在） 

シルバーピア 402戸 営住：299戸 営立：103戸 

高齢者アパート 161戸  

活用可能な 

民間賃貸宅等 

居宅世帯あり 13,663戸 和７５ 宅等・土地統画調査を活用し推画 

推画方法は大イ（参照 賃貸用の空き家 2,707戸 

合画 24,655戸  

 

   イ 活用可能な民間賃貸住宅の推計 

     宅等確保要配慮者のうち「著しい困窮 収未満の世帯が「入居可能な民間賃貸

宅等長のストック量を推画する。入居可能な民間賃貸宅等の条件として「大低廉な

家賃（かつ大一定の質（を設定する。大居宅世帯のある宅等（の推画結果を活用し「

賃貸用の空き家についても推画する。 

   ■低廉な家賃と一定の質 

・世帯人員別に定められている生活保護の宅等扶助上限額と同程度の家賃を大低廉

な家賃（とする。 

・世帯人員別に「最低居宅面積水準をもとに宅等の面積帯を設定する。宅戸面積が

18 ㎡下上令1 人世帯の最低居宅面積水準は 25 ㎡下上ではあるが「東京都のセーフ

ティネット宅等の登録基準長を勘案し設定）であること「及び新耐震基準令1981  

令昭７ 56  ）６月下降に建築）を満たしていることを大一定の質（とする。 

 

想定する世帯人員 家賃 面積 

単身世帯向け 
単身世帯の宅等扶助上限額(53,700 円) 

同程度の家賃：5.4 万円未満 
18～29 ㎡下、 

2 人世帯向け 
2 人世帯の宅等扶助限度額(64,000 円) 

同程度の家賃：6.4 万円未満 
30～49 ㎡下、 

3～5 人世帯 
3～5 人世帯の宅等扶助上限額(69,800 円) 

同程度の家賃：7.0 万円未満 
50～69 ㎡下、 

6 人世帯下上 
6 人世帯の宅等扶助上限額令75,000 円） 

同程度の家賃：7.5 万円未満 
70 ㎡下上 
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■活用可能な民間賃貸宅等の推画方法令居宅世帯のある宅等） 

 

 

資料：和７５ 宅等・土地統画調査から推画 

 

 

 

 

 

 

 

 

令戸）

合画
3万円
未満

3万円下上
4万円未満

4万円下上
5万円未満

5万円下上
6万円未満

6万円下上
7万円未満

7万円下上
8万円未満

8万円下上
9万円未満

9万円下上
10万円未
満

10万円下
上

11万円未
満

11万円下上
12万円未満

12万円下
上

170,870 4,400 1,670 3,180 14,890 25,790 28,840 25,730 14,170 8,360 8,180 35,660
(100.0%) (2.6%) (1.0%) (1.9%) (8.7%) (15.1%) (16.9%) (15.1%) (8.3%) (4.9%) (4.8%) (20.9%)

23,055 594 225 429 2,009 3,480 3,891 3,472 1,912 1,128 1,104 4,812
(13.5%) (0.3%) (0.1%) (0.3%) (1.2%) (2.0%) (2.3%) (2.0%) (1.1%) (0.7%) (0.6%) (2.8%)
37,781 1,033 497 1,144 5,555 9,409 10,335 6,443 2,259 429 223 454

(22.1%) (0.6%) (0.3%) (0.7%) (3.3%) (5.5%) (6.0%) (3.8%) (1.3%) (0.3%) (0.1%) (0.3%)
27,304 747 359 827 4,015 6,800 7,469 4,656 1,633 310 161 328

(16.0%) (0.4%) (0.2%) (0.5%) (2.3%) (4.0%) (4.4%) (2.7%) (1.0%) (0.2%) (0.1%) (0.2%)
48,450 1,260 230 230 560 2,210 2,940 8,640 6,970 5,160 6,000 14,250

(28.4%) (0.7%) (0.1%) (0.1%) (0.3%) (1.3%) (1.7%) (5.1%) (4.1%) (3.0%) (3.5%) (8.3%)
21,540 270 250 100 450 480 940 1,010 1,450 1,460 1,320 13,810

(12.6%) (0.2%) (0.1%) (0.1%) (0.3%) (0.3%) (0.6%) (0.6%) (0.8%) (0.9%) (0.8%) (8.1%)
8,260 100 0 180 640 550 510 160 140 600 210 5,170

(4.8%) (0.1%) (0.0%) (0.1%) (0.4%) (0.3%) (0.3%) (0.1%) (0.1%) (0.4%) (0.1%) (3.0%)
3,180 180 20 0 230 420 230 840 30 60 130 1,040

(1.9%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.2%) (0.1%) (0.5%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.6%)
1,280 180 0 0 50 180 110 40 300 80 0 340

(0.7%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.1%) (0.0%) (0.2%) (0.0%) (0.0%) (0.2%)
※29㎡下、の宅等数の記載については「小数点下、を四捨五入により端数処理

■住戸面積別・家賃帯別の住宅数（29㎡以下については、特別区の借家面積区分別世帯数にて按分）

70～99㎡

100～149㎡

150㎡下上

民住借家

18㎡未満

18～24㎡

25～29㎡

30～49㎡

50～69㎡

●活用可能な民営借家数

（18㎡以上を参入）

宅等扶助
上限額

⇒ 算入範囲
宅等扶助上
限額未満の
民住借家数

4,897

3,539

64,000 6.4万円未満 3,164

69,800 7.0万円未満 1,550

75,000 7.5万円未満 3,155

83,800

16,305

●民営借家のS56以降比率（R5）

173,990

145,800

83.8%

●活用可能な民営借家数（R5）

■活用可能な民営借家数
●住宅扶助上限額と居住者人数

S56 下降の民住借家

宅等扶助限度額未満かつ

一定の質が確保された民住借家
13,663

※上表の、線の数値に
ついては「宅等扶助上
限額を基に按分して算
定している

民住借家総数

2人

3～5人

6人

7人下上

1人 53,700 5.4万円未満
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■活用可能な民間賃貸宅等の推画方法令賃貸用の空き家） 

 

 

資料：和７５ 宅等・土地統画調査から推画 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住戸面積別・家賃帯別の賃貸用の空き家数（民営借家の構成比（P23）で「賃貸用の空き家数」を按分）

合画
3万円
未満

3万円下上
4万円未満

4万円下上
5万円未満

5万円下上
6万円未満

6万円下上
7万円未満

7万円下上
8万円未満

8万円下上
9万円未満

9万円下上
10万円未
満

10万円下
上

11万円未
満

11万円下上
12万円未満

12万円下
上

33,850 864 313 577 2,677 4,662 5,235 5,005 2,911 1,828 1,812 7,966
(100.0%) (2.6%) (0.9%) (1.7%) (7.9%) (13.8%) (15.5%) (14.8%) (8.6%) (5.4%) (5.4%) (23.5%)

4,568 118 45 85 398 689 771 688 379 223 219 953
(13.5%) (0.3%) (0.1%) (0.3%) (1.2%) (2.0%) (2.3%) (2.0%) (1.1%) (0.7%) (0.6%) (2.8%)

7,485 205 99 227 1,101 1,864 2,048 1,276 448 85 44 90
(22.1%) (0.6%) (0.3%) (0.7%) (3.3%) (5.5%) (6.0%) (3.8%) (1.3%) (0.3%) (0.1%) (0.3%)

5,410 148 71 164 795 1,347 1,480 922 323 61 32 65
(16.0%) (0.4%) (0.2%) (0.5%) (2.3%) (4.0%) (4.4%) (2.7%) (1.0%) (0.2%) (0.1%) (0.2%)

9,599 250 46 46 111 438 582 1,712 1,381 1,022 1,189 2,823
(28.4%) (0.7%) (0.1%) (0.1%) (0.3%) (1.3%) (1.7%) (5.1%) (4.1%) (3.0%) (3.5%) (8.3%)

4,268 53 50 20 89 95 186 200 287 289 262 2,736
(12.6%) (0.2%) (0.1%) (0.1%) (0.3%) (0.3%) (0.6%) (0.6%) (0.8%) (0.9%) (0.8%) (8.1%)

1,637 20 0 36 127 109 101 32 28 119 42 1,024
(4.8%) (0.1%) (0.0%) (0.1%) (0.4%) (0.3%) (0.3%) (0.1%) (0.1%) (0.4%) (0.1%) (3.0%)

630 36 4 0 46 83 46 166 6 12 26 206
(1.9%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.2%) (0.1%) (0.5%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.6%)

254 36 0 0 10 36 22 8 59 16 0 67
(0.7%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.1%) (0.0%) (0.2%) (0.0%) (0.0%) (0.2%)

※空き家数の記載については「小数点下、を四捨五入により端数処理

70～99㎡

100～149㎡

150㎡下上

賃貸用の空き家

18㎡未満

24㎡未満

25～29㎡

30～49㎡

50～69㎡

■活用可能な賃貸用の空き家数
●住宅扶助上限額と居住者人数 ●活用可能な賃貸用の空き家数

（18㎡以上を参入）

宅等扶助
上限額

⇒ 算入範囲
宅等扶助上限

額未満の賃貸

用の空き家数

970

701

64,000 6.4万円未満 627

69,800 7.0万円未満 307

75,000 7.5万円未満 625

83,800

3,230

●民営借家のS56以降比率（R5）

173,990

145,800

83.8%

●活用可能な賃貸用の空き家数（R5）

2人

3～5人

6人

7人下上

民住借家総数

S56 下降の民住借家

宅等扶助限度額未満かつ

一定の質が確保された賃貸用の空き家数
2,707

1人 53,700 5.4万円未満
※上表の、線の数値に
ついては「宅等扶助上
限額を基に按分して算
定している
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（４）要支援世帯と対応可能なストックの比較 

2045  の宅等確保要配慮者の見通しに対して「2025  の対応可能なストックを比

較する令ストックについては「将来にわたり同様のボリュームの維持が必要なことに

留意）と「要支援世帯数は 13,735 世帯「公住宅等の戸数は 8,285 戸となり「公住宅

等だけでは要支援世帯に対する宅等支援は難しい。一方で「低廉かつ一定の質がある

民間賃貸宅等ストックを含めると「要支援世帯に対応可能なストック数は 24,655 戸

となり「その活用を図ることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 世帯（2045 年推計値） 】 【 ストック（2025 年推計値） 】 

要支援世帯 
A～D：
13,735 
A～B：

A:5,401 

B:7,028 

著しい困窮年収水準未満の
世帯：50,624 

※C～Dは著しい困窮

年収水準以上 

対応可能なストック 
：24,655戸 賃貸用の空き家：2,707 戸 

居住世帯のある民間賃貸住宅 
：13,663戸 

区営住宅：1,364戸 

都営住宅：6,358戸 

シルバーピア：402戸 

高齢者アパート：161戸 
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４ 区営住宅等の住宅供給方針 

田区営は「効果的・効率的な営政の推進長により「これまで堅実な財政運住を実現し

てきた。しかし「中寿期的な視点で将来を見据えると「少子計・超高齢社会への対応や「

公共施設の更新時期が集中するなど「営財政は「多くの圧迫要因を抱えている。また「

田区営公共施設長総合管理画」では「2060  までに「2015  に比べて延床面積の総量を

概ね１割程度削減する目標を掲げている。 

こうした状況のなか「営住宅等長の新たな建設や借上げではなく「居宅支援協議会長

の取組を促進し「民間賃貸宅等ストックの活用をさらに図りながら「営住宅等長を将来

にわたり適切に維持管理することで「安全で安心な宅等を要支援世帯に供給していく。 

 

（１）区営住宅 

  ア 背景及び課題 

   ・43 棟のうち 35 棟が法定耐用 数令70  ）の１／２を経過し宅等が老朽計。 

・各棟の建設 度が近く法定耐用 数による建て替えを行うと「建設 度が集中し「

財政負担や入居者の宅替先確保長の負担が田きい。 

   ・10 戸に満たない小規模な宅等が点在し管理効率が悪い。 

   ・入居者の高齢計・単身計による宅戸の広さと世帯人数のミスマッチが進行。 

   ・多くの宅等が災害危険営域長の指定営域に位置している。 

  イ 方針 

現宅戸数を維持しつつ管理コスト長を考慮し「宅等の段階的建替により集約計を

進め「耐災害性能・バリアフリー性能も備えつつ間取りや宅等性能を柔軟に変更可

能な構造にすることで「世帯構成や需要長の将来的な社会情勢の変計に対応可能な

宅等づくりを進める。 

 

（２）区民住宅 

  ア 背景及び課題 

・下前は借上宅等を含めた９団地 327 戸を管理しており「定員割れによる空き宅戸

があったが「借上宅等の返還に伴い入居率は概ね 100％となっている。 

・供給開始時から 20  間は国庫交付金による家賃補助があり「良質な新築宅等を比

較的低廉な家賃で供給をしていたが「家賃補助が順次終了したことで家賃は近傍

同種額と同水準となっている。 

  イ 方針 

現入居率を踏まえ「当面「現宅戸数を維持する。今後「宅等の老朽計による保守管

理費用の増田長が想定され「その際には田規模改修や用途変更が考えられる。民間賃 

貸宅等との比較や営民宅等の需要の変計に応じ改修や用途変更長を通じて営民の需

要に対して適切な供給をめざす。 



27 

（３）シルバーピア 

  ア 区営シルバーピア(借上型) 

（ア）背景及び課題 

・借上期間は当初 20  間「再借上期間は 15  と寿期間にわたるため「借上料及

び維持管理費長「営の財政負担が田きい。 

・建物の老朽計が進んでおり「定期的な修繕が必要である。 

・照明のＬＥＤ計長「営施設の更新施策に合わせた取組が「建物所有者の所有物

のため調整を要し「円滑に対応できないケースも想定される。 

（イ）方針 

民間賃貸宅等への宅等確保支援事業を拡充することにより「新たな借上げは「 

当面行わないが「宅等に困窮している高齢者向宅等の供給を維持するため「継続

して再借上げ(15  間)を進めていく。 

営は建物所有者との役割分担に基づき建物の維持管理を実施し「居宅者の宅環 

境を維持保全する。 

 

  イ 区立シルバーピア及び区営シルバーピア(建設型) 

 （ア）背景及び課題 

・建物の老朽計が進み「画」的な修繕が必要であるとともに「維持管理費の負担

が田きい。特に田規模改修工事を実施する場合「居宅者は他の宅等に仮転居す

るため「身体的・精神的な負担が田きくなる。 

・特別養護老人ホーム長「他の施設との複合宅等が多いため「画」的な修繕を実

施する際「関連部局長との調整を要する。 

（イ）方針 

民間賃貸宅等への宅等確保支援事業を拡充することにより「新たな整備は「当 

面行わないが「寿命化計画」に基づき「居宅者の負担を抑えるため「画」的な修

繕を集約的に行い「宅等の寿命化計を図る。定期的に建物の劣計状況を点検し「

修繕する。改修工事や設備の更新の際「省エネルギー計を進め「環境負荷低減を

推進するとともに「機能の回復及び向上を図る。 

 

（４）高齢者アパート 

 ア 背景及び課題 

・当初の各部屋の賃貸借期間は 20  間「その後「２ 契約で更新しており「賃料及

び修繕費長「営の負担が田きくなっている。 

・建物の老朽計が進んでおり「定期的な修繕が必要である。 

・民間宅等を借り上げていることから「手すりの設置長「バリアフリー計が必要な

宅等もあるため「高齢者が暮らしやすいよう環境整備を行う必要がある。 
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イ 方針 

民間賃貸宅等への宅等確保支援事業を拡充することにより「新たな賃貸借は当 

面行わないが「宅等に困窮している高齢者向宅等の供給を維持するため「建物の状

況長を確認し「継続して建物賃貸借契約の更新の必要性について検討する。 

営は建物所有者との役割分担に基づき維持管理を実施し「居宅者の宅環境を維持

保全する。 
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５ 区営住宅等の施設整備方針 

  営住宅等長の施設整備方針は「大田区営公共施設長総合管理画」（に基づき「次のとお

りとする。 

（１）建物の長寿命化 

田区営公共施設長総合管理画」令和７４ ３月）において「大躯体の健全性調査の結

果が良好な建物には「40  目に寿命化計改修を実施し「建築後 80  まで使用すること

を目標とする（ことが定められた。これに基づき「目標耐用 数を公住宅等法施行和で

定める耐用 数 70  から「80  に設定する。 

  ア ストックの状況把握 

（ア）定期点検及び日常点検の実施 

点検の充実は「建物の老朽計や劣計による事故長を未然に防ぎ「その点検結果

を記録・保管することで「修繕工事の効率的な実施にもつながる。建物を寿期活

用していくために「次の点検を行い「結果を適切に記録・保管する。 

①定期点検 

建物の劣計・損傷状況をより適切に把握・診断するために「有資格者による施

設及び設備点検を定期的に実施する。 

定期点検は「消防法に基づく消防設備点検や昇降機点検「建築基準法第 12 条

に規定される定期点検など「法和に定められた期間と内容で行う。 

②日常点検 

日常的な施設管理及び保全を目的に「一か月に１度「国土交通省が作成した大公

住宅等長日常点検マニュアル（を参考に施設内外の巡回点検を実施する。 

なお「軽微な不具合を発見した場合は「その都度補修を行うことで施設及び設

備の劣計・損傷の進行を防ぎ「良好な状況を維持することに努める。 

③退去時の点検 

入居状態では確認しにくい室内や浴室「バルコニーなどの宅戸内の状況につい

ては「入居者の退去に合わせて点検を実施する。 

④緊急点検 

台風や地震などの自然災害の発生により「施設や設備の損傷が懸念される場合

は「緊急事態発生対応として実地調査を行う。 
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点検の分類 点検方針 対象 

定期点検 法定点検長 
消防設備点検や昇降機点検「建築基準法

第 12 条点検などを実施する。 

建築基準法第 12 条点検 

昇降機点検 

消防設備点検 

水道設備点検 

避雷設備点検 

汚水貯留槽点検 など 

日常点検 

巡回点検 

月１回の定期的な巡回点検を実施する。 

巡回は「施設整備長の保守点検及び補修

などを実施するとともに「点検結果を記

録・保管する。 

施設内外 

退去時点検 

入居者の退去に合わせて宅等内の設備

点検を実施するとともに「点検結果を記

録・保管する。 

宅等内 

緊急点検 緊急事態 
緊急事態が発生した時には「実地調査と

応急対処を行う。 
施設内外 

 

（イ）点検結果等に基づく修繕の実施 

点検結果に基づき必要な修繕事業を実施し「中寿期の維持管理画」で定めた修

繕・改善事業の内容と実施時期を確認する。また「点検結果の緊急性に応じて「維

持管理画」の優先順位と事業内容の見直しを行うとともに「見直しを行った際は「

その理由などの情報をデータベースに蓄積することで「大点検（大修繕（大画」（の

メンテナンスサイクルの構築を図るものとする。 

 

（ウ）点検結果や実施した修繕内容のデータ管理 

各種点検記録や修繕履歴を団地・宅棟単位で管理する維持管理データベースを構

築する。データベースは国土交通省の大公住宅等長維持管理データベース（を参考

にし「定期点検や日常点検の結果「修繕長の工事履歴などの情報を入力し「蓄積す

る。 
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 ■メンテナンスサイクル模式図 

 

 

 

イ 改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減 

営住宅等長の寿命化計を図るうえで「健全な状態を維持できるよう改善事業を実施

する。老朽計が進行しているコンクリート構造の宅棟でも「劣計状況調査とコンクリ

ート中性計強度試験を行い「躯体が健全な状態である場合には寿命化計を図る。また「

宅棟設備を健全な状態で維持するため「点検で発見した設備の不具合は軽微なうちに

補修し「修繕費用の縮減を図るとともに「点検や修繕内容を記録することで「適切な

維持管理を行うものとする。 

改善事業を実施するか建替事業を実施するかを判断する際にライフサイクルコス

ト令ＬＣＣ）の比較を行うことで「その縮減効果から事業手法が適切であるか判断す

る。 
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（２）施設整備水準の向上 

   築 数が経過すると「大経 的な劣計（令物理的劣計）のほかに「社会的要求水準が

上がることによって「建築当初の整備水準が相対的に低、する大機能的・社会的劣計（

が見られるようになる。 

   これらに対応するため「整備時に求める性能を用途別「規模別に設定することで「

営の公共施設の整備水準の向上と統一計を図る。 

 

 ■考慮すべき性能 

可変性（フレキシビリティ） 将来の機能向上や用途変更に対応できるように「間仕

切りの容易な変更や機械室「配管スペース「階高など宅

棟に余裕を持たせた設画とする。 

メンテナンス性 ・建築物を構成する部材は多く「それぞれの耐用 数も

異なり「物理的「機能的劣計の速度も異なることか

ら「改修工事の際は耐用 数があるほかの部位に影響

がないように「更新が容易な構造とする。 

・使用する部材は「ライフサイクルコストを考慮して耐

久性が高いものを選択する。 

・清掃や保守点検「修繕長の維持管理業務を効率的に実

施可能な設画とするとともに「寿期的な維持管理画算

を作成しコストを把握する。 

環境負荷低減・脱炭素 再生可能エネルギーの活用を含め環境負荷の低減・脱

炭素に対応した設画とする。 

 

（３）安全・安心の確保 

   営民の生化と財産を守るため「施設の安全・安心の確保は必須であり「施設管理に

おける最優先事項とする。 

  ア 耐震化対策の推進 

    大構造設画指針令田区営）（令和７４ ４月）に基づく耐震基準に適するよう努め

る。営住宅等については「32「団地 43「棟のうち「６棟は耐震補強が必要と判定され

たが「和７元 度に全棟の耐震改修が完了した。 

  イ 施設の安全性確保 

    建築設備やエレベーターなどの設備についても「点検マニュアル長による適切な

メンテナンスや交換により「利用者長の安全性を確保する。 

  ウ 耐災害性能の向上 

    耐震性能だけでなく洪水や津波長による被害を最小計するため「災害営域や各種

ハザードマップを考慮し宅等の特性ごとに必要な災害対策の検討を進める。 
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エ 防犯性能の向上 

    建物の改修時や建替時には「近 の治安情勢を鑑み「居宅者の安全・安心を確保

するため「防犯カメラの設置長の検討を進める。 

 

（４）環境負荷低減・脱炭素 

  ア 地球温暖化対策に向けた取り組み 

  （ア） 国、東京都の動向 

  国は「2020令和７２） 10 月に 2050  までにカーボンニュートラル※社会の

実現を宣言「2021令和７３） ６月には大地球温暖計対策の推進に関する法律（

の一部改正を実施し「自治体や企業の脱炭素計を促進する事業を推進している。 

  また「東京都は「2021令和７３） １月に 2030  度までに温室効果ガス排出

量 50％削減令2000  度比）を表明している。 

※カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ「温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにすること。「大排出を全体としてゼロ（というのは「二酸計炭素をはじめ

とする温室効果ガスの大排出量（から「植林「森林管理などによる大吸収量（

を差し引いて「合画を実質的にゼロにすることを意味している。 

 

（イ） 大田区の取組 

営は 2022「令和７４） ３月に大田区営環境アクションプラン（改定に合わせ

2030  までに温室効果ガス排出量 46％削減令2013  度比）を表明した。 

その実現に向けた環境負荷低減への取り組みとして「大田区営公共施設長総

合管理画」（においては「今後公共施設を新築する際には「ZEB「令ZEB「Nearly「

ZEB「ZEB「Ready「ZEB「Oriented の４種類）の基準をめざし進めると明記してい

る。 

    「  本指針は「「大宅等（を対象とするため ZEH※基準を満たした宅等の整備を目標

とする。 

※ZEH令Net「Zero「Energy「House） 

      ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で「外皮の断熱性能長を田幅に向

上させるとともに「高効率な設備システムの導入により「室内環境の質を維持

しつつ田幅な省エネルギーを実現した上で「再生可能エネルギー長を導入する

ことにより「 間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることをめざした

宅等。ZEB が「大ビルや店舗「学校「工場などの非宅等（を対象にするのに対して「

ZEH は大宅等（を対象とする。 
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（５）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

   2024令和７６） に改定した大田区営ユニバーサルデザインのまちづくり基本方針

アクションプラン（の大やさしさが広がり「だれもが安心して快適にすごせるまち お

おた（をめざす。ユニバーサルデザインを積極的に導入し「だれもが利用しやすい施

設・設備とする。 
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６ 再編整備に係る方針 

  寿命化計画」において「事業手法の判定を行い「旧耐震構造の営住宅等 22 団地が「大建

替（の判定であり「営住宅等下外の宅等については「「大当面管理する団地令建替えを前提

としない）（の判定であったため「本方針では営住宅等を主とした再編整備方針とする。

事業手法の判定については「寿命化計画」の見直しに応じて再度判定を行う。 

（１）検討の前提条件 

営住宅等長再編整備の検討に当たっては「次の点を前提条件とする。 

① 供給戸数を維持する。 

② 建替工事の 度間の平準計を図る。 

③ 単身世帯「家族世帯向け間取りの比率に配慮し「世帯人数に応じた面積の宅戸

を整備する。 

④ 入居者の居宅の安定に配慮する。 

⑤ 管理敷地面積の削減を図る。 

⑥ バリアフリー計や脱炭素計を進める。 

  

（２）建替・集約対象団地の選定 

   建替・集約対象団地の選定にあたって「次の４つの視点を考慮する。 

ア 住宅の長期活用 

    宅等の寿命化計を図ることで「原則「「大田区営公共施設長総合管理画」（に基づく

目標耐用 数 80  での建替えをめざす。しかし「昭７ 60  下前に建設された宅等

は「建設 度が集中し移転先の確保が難しい点や建設事業費の集中が懸念される。 

    そのため「全宅等を目標耐用 数まで活用し建替えを行うことは困難であるが「

宅等の寿期活用を図るため「建替えの先行を行う場合には耐用 数に近いものから

営の整備方針に基づき検討する。 

 

  イ 高度利用等による住戸数の確保 

    小規模な宅等が分散している場合には「日常的な保守点検や修繕など「宅等の維

持管理や運住の効率計が難しい。また「宅戸数や入居者が少ない団地は「今後日常

的な維持保全を担う自治組織を構成することが困難となることが見込まれる。 

そのため「宅等の集約計を進めていく必要があるが「建替後について建替下前の

入居者分の宅戸数を原則確保するため「高度利用長により宅戸数の増加が可能とな

る団地を優先的な建替・集約の対象とする。 
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  ウ 住宅の安全性 

    激甚計・頻発計する豪雨や首都直、地震長のおそれなど「近 「都市災害リスク

が高まっている。田区営は東京湾岸に立地した自治体であるため「洪水や津波の被

害「地震発生時における家屋倒壊などを想定した減災への取り組みを図る必要があ

る。そのため「建替団地を選択する際には「田区営高台まちづくり基本方針を踏ま

え「災害危険営域や各種ハザードマップ長を考慮し検討を行う。 

 

エ 住宅の利便性 

建替え及び用途廃止に伴い「居宅する団地から建替後の宅等に移転する居宅者が

一定数生じる。そこで「入居者の理解を得るために「移転先は交通や生活利便性長

を考慮した宅等で「従前の生活環境やコミュニティが可能な範囲で継続できること

が望ましい。また「田区営公共施設適正配置方針「令平成 28  ３月）に基づき「保育

園や福祉施設など地域ニーズに合わせた公共施設との複合計長を検討し「宅等の利

便性の向上を図る必要がある。そのため「建替団地を選択する上での優劣を検証し「

より利便性の高い団地を優先的な建替・集約の対象とする。 

 

（３）建替・集約事業への取組 

  ア 効果的なスケジュール 

入居者の宅替先や複合施設の移転長の課題を考慮し「画」修繕を踏まえた建替・

集約事業全体のスケジュールを管理する。 

 

イ 事業の経済性 

  次のとおり「営の財政負担軽減を考慮する。 

・建替事業費令建設経費・移転経費）を抑制し「国の交付金長を活用する。 

・既存入居者の宅戸確保「移転負担軽減など複合的な要因を考慮し「１団地ごとの 

建替えでなく「スケールメリットを活かした一連の事業として実施する。 

・建替事業に伴う借上宅等の返還長を検討し「営の管理する宅等全体として効率的

な事業とする。 

 

ウ 敷地の有効活用 

営有財産の効率的かつ有効活用の観点から「高度利用により敷地を最田限に活用

することや「集約により用途廃止する宅等長から生じる余剰地を有効活用すること

が重要である。公共施設の併設「老朽計した他の公共施設跡地への建替え「営住宅

等長に隣接した公園の位置入れ替え長により同敷地面積で宅戸数増加や宅環境・利

便性向上の可能性があることを踏まえ「他の公共施設を含めた全庁的な検討を進め

る。 
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エ 整備する住戸 

公住宅等の需要と宅等確保用配慮者の推移を参考に「当面「管理戸数は現行の水

準を維持するが「社会情勢長の変計に応じて見直しを行う。 

 

オ 住替 

（ア）入居者への配慮 

建替えに伴い現入居者の宅替えが必要となるが「営住宅等入居者の中には高齢

者や子育て世帯長「宅替えに田きな負担がかかる世帯が多い。そのため「宅替え

に際しては十分に配慮しつつ建替事業を進める。建替宅等及び用途廃止宅等入居

者については「宅替えについて十分な期間を設けたうえで「従前の近隣コミュニ

ティの継続性を踏まえ「原則「入居者が同時期・同地域に移転できるよう配慮す

る。また「円滑な宅替えを促すために立地や設備長についても考慮する。 

  

（イ）住替先の確保 

宅替えにあたっては建替宅等の入居者と同数の宅替先を確保する必要があり「

建替予定及びその近隣の営住宅等の募集停止を行うことで「空き宅戸を確保するこ

とを原則とする。ただし「営住宅等の敷地に縛られず他の公共施設跡地に宅替宅戸

を建設する手法や「シルバーピア「・都住宅等長の公住宅等や民間ストックの活用長「

全庁的な検討を通じて居宅者の状況に応じた適切な宅替先の確保に努める。 

 

（４）建替手法 

   建替手法について「次の２つの視点を考慮する。 

① 経費の節減及び質の統一性の確保 

    ・建替えには多額の経費が必要となることから「建設事業費の節減とともに「国

の交付金長を活用するなど財政負担の軽減を図る。 

    ・建替えに際し「民間との連携長により民間の創意工夫を最田限活用するため「

PPP/PFI 手法についても検討する。 

    ・建替・集約事業にあたり「建設事業費だけではなく「維持管理コストの抑制な

ど「後 度負担も考慮する。 

    ・複数団地を建て替える中で維持管理の効率性長を考慮し「外観や設備といった

宅等仕様長の統一性を検討する。 

   ②入居者及び近隣の負担軽減 

    ・入居者からの相談長への対応や先行整備した宅等をモデルルームとして活用す

るなど「入居者の不安を払拭し「安心して移転できるよう配慮する。 

    ・入居者の 齢構成長を踏まえ「本移転など引っ越しに係る問い合わせ長に丁寧

な対応が求められる。効率的で継続的な移転支援により「入居者の負担を軽減
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する。 

    ・建設工事の工程や騒音長の影響など「建設現場の近隣の不安解消や負担軽減を

考慮する。 

 

ア 事業方式 

公住宅等の供給方式は「一般的には「行政による直接建設方式「民間宅等ストック

を活用する借上公住方式「建設された宅等を買取る買取公住方式の３つが整備手法と

してあるが「建替えを行う際には「様々な手法を比較・検討し進める。 

（ア）直接建設方式 

特徴：仕様発注により「団地ごとの個別契約で行われる。この方式は「行政が主

体となって新たに宅等を建設し「宅民へ提供する。 

利点：建設過程が明確であり「要件に応じた設画や建設が可能。 

課題：事業者による創意工夫の余地は少なく「工期の短縮長に制約がある。個々

の契約ごとの調整が必要になることから「契約間での連携が難しい場合があ

り「工期の延寿やコストの増加が懸念される。 

（イ）借上公営方式 

特徴：民間宅等を借り上げて公住宅等として提供する方式。借上期間中に民間事

業者に対し賃料を支払い「宅民へ提供する。 

利点：既存の宅等を活用するため「スピーディーに宅等を供給することが可能。 

課題：借上期間が寿期計すると「事業収支が悪計するリスクがある。特に賃料の

見直しや運住コストの増加が影響する可能性がある。借上期間終了後の移転

先が不足するおそれがあり「宅民に対する影響が田きくなる。また「移転に

伴う負担が発生する。 

（ウ）買取公営方式 

特徴：建設された宅等を一括で購入する方式。性能発注や他の業務を分割せずに「

事業者に対して一括で発注することが可能。 

利点：事業者のノウハウを活用できるため「複数団地の連続した建替えにおいて「

効率的かつ創意工夫が期待される。パートナーとなる事業者との連携を図る

ことで「複数の団地を一体的に整備し「入居者の移転支援と組み合わせた事

業スキームが実現可能になり「円滑な移転や宅環境の改善が期待される。 

課題：事業者の選定にあたり「提案される案を評価する上での手順「評価方法を

あらかじめ策定しておくとともに「一般的に審査委員会の設置・運住が必要

である。工事監理を直接行わないため「宅等性能評価制度や瑕疵担保制度の

活用「信頼できる応募者の参加に向けた募集条件長「品質確保を図る工夫に

より「一定の品質を担保することが求められる。 
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イ 事業者募集 

・複数団地の建替や入居者移転など「本事業は様々な要素を含むため「事業者選定に

あたっては「建替事業費に加え「民間ノウハウの活用や事業実績「安定した事業進

行といった視点が重要である。価格面だけでなく提案内容に重点を置いて「広く事

業者を募集することが必要である。 

・建替・集約事業は「事業期間が寿期に渡り「宅戸数や建設地「併設施設が確定して

いないなど未確定要素もあるため「スケールメリットを活かしつつ「営と連携して

事業画」を具体計するパートナーとしての事業者を選定することが重要である。 

・入居者や近隣地域の不安や負担を軽減し「建替・集約事業を円滑に進めるには「早

期に事業者を決定して「具体的な事業画」を進めていく必要がある。 

・建替・集約事業に関する基本的な事項を定める基本協定を締結することで「宅等建

設や移転支援のノウハウを有する事業者と営が連携して「包括的に一連の事業を

進めることが可能である。 

下上のことから「営住宅等の建替・集約事業を進めるにあたり「パートナーとし 

て適切かつ安定的な事業者を選定するため「広く提案を受ける公募型プロポーザル

の実施を検討する。 

 

７ 今後の区営住宅等に係る取組 

  少子高齢社会に伴う人口減少や「ライフスタイルや家族形態の多様計など「社会情勢

が田きく変計する中「営が所有する多くの公住宅等は昭７後期に建設され「現在の需要

とのミスマッチが生じている。さらに「宅等の老朽計による維持・更新費用の増加や借

上宅等の寿期契約による賃借料累画の増田が懸念される。 

こうした中「営の公住宅等政策は転換期を迎え「子育て世帯や高齢者・障がい者など配

慮を必要とする方への支援のほか「バリアフリー計の促進や災害対応など「新たな行政

需要に対応しつつ「建物管理の効率計を図る必要がある。 

宅等確保要配慮者に対する営の宅等政策は「居宅支援協議会長の仕組みを有効に活用

し「福祉施策とのさらなる連携により入居支援の強計を図るとともに「セーフティネッ

トの根幹としての営住宅等長を安全・安心かつ適切に提供することである。 

和７８ 度下降には「営住宅等長を適切に提供していくため「老朽計している宅等の

建替えに伴う公共施設の複合計や集約建替を含めた再編整備画」を関係部局と検討し「

地域の活力向上と宅み続けたいまち No.1 の実現をめざす。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田区営住宅等長整備基本方針 和７８ ２月 

田区営まちづくり推進部建築調整課 

〒144-8621 

東京都田区営蒲区五丁目１３番１４号 

電話：０３－５年４４－１３４４ 

F A X：０３－５年４４－１５５８ 



 

 

 

 

令和７年度 下丸子駅周辺地区踏切解消促進協議会の開催結果について 

 

１ 開催概要 

開催日時 令和８年１月 20日（火） 16時から 17時 15分まで 

開催場所 大田区民プラザ 地下１階 展示室 

次第 

（１）開会挨拶 

（２）来賓紹介 

（３）顧問挨拶 

（４）活動報告 

（５）結成宣言・活動方針の報告 

（６）講演 法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科教授 高見公雄氏 

「まちづくりにおける踏切解消の重要性」 

（７）閉会挨拶 

 

２ 出席者（84名） 

【理事】 

  地区に関係する自治会・町会及び商店会、工和会協同組合、区立小・中学校 PTA、 

まちづくり環境委員会委員長、同副委員長、鉄道・都市づくり部長 

 【顧問】 

  大田区長、同副区長、大田区議会議長、同副議長 

【来賓等】 

  国会議員、都議会議員、区議会議員、自治会・町会、関係団体等 

 

 

まちづくり環境委員会 

令和８年３月５日 

鉄道・都市づくり部 資料 15 番 

所管 鉄道・都市づくり課 
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下丸子駅周辺地区グランドデザイン(素案)及び下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針(素案) 

に関する区民意見公募手続（パブリックコメント）等の実施結果及び策定について 

 

１ 区民意見公募手続（パブリックコメント）の実施結果 

(１) 実施期間 

令和７年 12月 11日（木）から令和８年１月６日（火）まで 

 

(２) 周知方法 

区報 12月 11日号、区ホームページ、X（エックス） 

・区ホームページ 閲覧回数 795回 

・区公式 X 表示回数    7,370回 

 

(３) 閲覧方法及び閲覧場所 

区ホームページ、鉄道・都市づくり課、区政情報コーナー、各特別出張所 

 

(４) 意見及び内訳（詳細は添付資料：別紙１のとおり） 

■グランドデザイン：提出者数 10名、意見数 16件（電子申請 10名、紙申請０名） 

主な意見 件数 

計画全般 １件 

目指すまちの姿❶ ９件 

目指すまちの姿❷ ３件 

目指すまちの姿❸ ３件 

計 16件 

 

■都市基盤整備方針：提出者数 11名、意見数 15件（電子申請 11名、紙申請０名） 

主な意見 件数 

計画全般 ３件 

方針１_法指定踏切の解消 ４件 

方針２_駅前広場の整備 ２件 

方針４_環状第８号線立体交差化に伴う影響の解消 １件 

方針５_駅北側の都市基盤の強化 ３件 

その他 ２件 

計 15件 

 

(５) 区民説明会 

■開催日時 

第１回：令和７年 12月 19日（金）18時 30分から 19時 30分まで 

第２回：令和７年 12月 20日（土）10時 30分から 11時 30分まで 

オープンハウス型説明会：令和７年 12月 20日(土)12時 30分から 16時 00分まで 

■会場 

矢口特別出張所 １階 大会議室 

 

 

まちづくり環境委員会 

令和８年３月５日 

鉄道・都市づくり部 資料 16 番 

所管 鉄道・都市づくり課 
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２ グランドデザイン、都市基盤整備方針の策定について 

パブリックコメントの結果を踏まえ、別紙２から別紙５のとおり下丸子駅周辺地区グ

ランドデザイン（案）及び下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（案）を取りまとめた。

今後、令和８年３月中に両計画を策定する。 

 

なお、パブリックコメントの結果を踏まえた計画の修正箇所は以下のとおりである。

別紙２及び別紙３のそれぞれにおいて、修正箇所を黄色で表記している。 

 

■下丸子駅周辺地区グランドデザイン（案） 

修正箇所 内容 

別紙３ 本編（案） P.28 説明文に「歴史・」を記載 

別紙２ 概要（案） P. 3 

別紙３ 本編（案） P.36 

将来イメージ図のうち、イラスト❶、❹、鳥観図

を修正 

 

■下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（案） 

修正箇所なし 

 

３ 添付資料 

別紙１：パブリックコメントの結果（同意見要約） 

別紙２：下丸子駅周辺地区グランドデザイン（案）【概要】 

別紙３：下丸子駅周辺地区グランドデザイン（案）【本編】 

別紙４：下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（案）【概要】 

別紙５：下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（案）【本編】 
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区民意見公募手続（パブリックコメント）の結果（同意見要約） 

【募集期間】 令和７年12月 11日（木）から令和８年１月６日（火）まで 

【募集方法】 電子申請（LoGo フォーム）、郵送、ファクシミリ、窓口へ持参 

【意見総数】 グランドデザイン：10 名 16 件（電子申請 10名、紙申請０名）  

都市基盤整備方針：11名 15件（電子申請11名、紙申請０名） 

【区民意見公募手続（パブリックコメント）に提出されたご意見と区の考え方】 

※「意見要旨」の文言については、趣旨を損なわない範囲で要約又は一部を抽出しています。 

グランドデザイン 

№ 分類 意見要旨 区の考え方 

1 計画全般 

全般的に地域住民の理解が得られる計画な

のか。 

下丸子駅周辺地区の踏切対策とまち

づくりを検討するにあたり、令和３年度から

令和４年度にかけて「下丸子駅周辺地

区のまちの将来を考える会」を開催し、地

域の方々からいただいたご意見を踏まえて

「下丸子駅周辺地区まちづくり構想」を策

定しました。 

今回の素案作成にあたっても、「下丸子

駅周辺地区グランドデザイン策定に向けた

まちづくり検討会」を開催し、地域の方々

からいただいたご意見を参考にしました。 

このほか、地域でのアンケートや実証実

験等を通じ、いただいたご意見も参考にし

ました。 

今後も、地域の皆さまからご意見を伺い

ながら、多くの方にご理解をいただけるよう

努めてまいります。 

2 
目指すまちの

姿❶ 

千鳥町駅と下丸子駅は約 550m と近く、ど

ちらも利用する区民が多い。特に、池上線利用

者が下丸子駅に向かう場合は千鳥町駅で降

車する動線が重要となる。しかし、グランドデザイ

ンでは両駅間の動線改善に関する記述が不十

分で、P43の「これからマップ」には千鳥町駅に

関する情報が欠如している。 

都市基盤整備方針の考えに合わせ、グラン

ドデザインにも両駅のつながり強化や、具体的な

動線改善策の明記が望まれる。 

グランドデザインでは、P22の図「回遊の

軸のイメージ」にあるように、千鳥町駅をは

じめとする駅北側への歩行者ネットワークの

形成を念頭に置いた施策を掲げておりま

す。これを踏まえ、都市基盤整備方針に

おいて、歩行者ネットワークの考え方や都

市基盤整備の将来イメージを検討しまし

た。 

ご意見を踏まえ、今後駅周辺の道路や

駅前広場等の検討を深度化していく中

で、両駅間の動線についても考慮してまい

ります。 

別紙１ 
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グランドデザイン 

№ 分類 意見要旨 区の考え方 

3 

目指すまちの

姿❶ 

ありがちな駅前ロータリーが整備されてしまう

危惧を感じる。当地区のコミュニティバスは 40

分に 1本程度で定員 15人と極めて小規模

で、多くの人のニーズを満たすわけでもないバス

のために、駅前広場にバス 1台分のスペースが

固定されてしまうのはもったいないと思う。タクシ

ーもスマホで呼び出す時代に移行しており、タク

シープールも不要である。現状の区民プラザ前

の区道で自動車の停車空間は確保されている

ので、駅前広場にロータリーを設置する必要は

ない。ウォーカブルなまちづくりというビジョンがある

ので、駅前に車のためのスペースを広く取るので

はなく、歩行者空間や人の憩いの場を確保して

はどうか。 

当地区における公共交通機関の利便

性向上のため、駅前広場における交通結

節機能の整備は必要不可欠であると考え

ております。その形状については、駅周辺の

道路ネットワークも含めて今後検討を進め

てまいります。ご意見のとおり、グランドデザ

インでは、「ウォーカブルなまち」を目指す姿

として掲げておりますので、歩きたくなる、く

つろぐこともできる空間の創出に向けた検

討をあわせて行ってまいります。 

4 

駅から下丸子 4丁目までの動線も開発して

ほしい。道幅が狭く自転車が通行するのも危険

である。ケヤキ並木のように新しく植樹できない

か。 

いただいたご意見を参考に、植樹も含め

て歩行者環境の充実や自転車と歩行者

が共存できる通行空間の確保に取り組ん

でまいります。 

5 

下丸子は地域資源がとても豊富なエリアなの

で、P29「当地区の地域資源を巡る回遊ルート

を地域が主体となって考案します。」は、地域の

方々のまちづくりへの参画意欲を促す良い取組

みである。快適で移動しやすい回遊ルートにな

るよう、歩道環境の改良や商店のファサード整

備など、道路・景観整備にも併せて取り組むこと

が重要である。 

いただいたご意見を参考に、歩行者が

円滑に移動でき、快適に過ごせる道路空

間の整備を進めてまいります。 

6 

踏切解消のために、下丸子駅を立体化する

ことに反対する。 

現在の下丸子駅の利便性は、改札からすぐ

に電車に乗れること、多摩川線の本数が多く待

ち時間が少ないことである。池上駅が立体化し

たが、乗降に不便であり失敗した良い先例であ

る。同じ間違いをしないため、下丸子駅の立体

化には反対する。 

下丸子 1号・2号踏切は、歩行者や

自動車の円滑な通行や安全性に支障を

きたしている踏切であることから、平成 29

年に改正踏切道改良促進法に基づき課

題のある踏切として指定されており、これら

の踏切の解消が喫緊の課題であると考え

ています。都市基盤整備方針にも記載し

ているように、踏切の解消手法としては鉄

道の連続立体化が望ましいと考えていま

す。踏切対策と合わせ、駅周辺のまちづく

りを一体的に行っていくことで、安心・安全

で快適なまちを実現できるよう、引き続き

検討を進めてまいります。 
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グランドデザイン 

№ 分類 意見要旨 区の考え方 

7 

目指すまちの

姿❶ 

 

「区民プラザ入口」交差点付近は、歩車分

離されていない。生活交流ゾーンの道路におい

て、歩車分離を明確にしてほしい。 

いただいたご意見を参考に、歩行者の

安全な通行空間確保等による通行環境

の向上を図り、目指すまちの姿である「居

心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまち」

の実現に向けて取り組んでまいります。 

8 

 下丸子駅北側のコインパーキングは稼働率が

高いことを踏まえ、駅北側の地下に大規模駐

車場の設置を検討してはどうか。 

新空港線の開通に伴い多摩川線沿線や当

地区の価値も変化してくると思うので、大規模

駐車場で地域活性化を図ってみてはどうか。現

状では羽田空港の駐車場の混雑により空港内

での渋滞があるため、羽田空港駐車場のサテラ

イトとしての利用が考えられる。空港への送迎や

空港施設の利用、展望デッキ利用、多摩川の

花見、散歩、各種スポーツなどにも利用されると

思う。 

道路及び駅前広場の構造については、

今回グランドデザインと合わせて策定する

都市基盤整備方針も踏まえ、今後さらに

検討を深度化してまいります。いただいたご

意見については参考にさせていただきます。 

9 

車通りが多かったり駅が混みやすかったりする

ので、再開発は大変ありがたい。池上のように

蒲田ほど大きくなくても便利な駅ビルができてほ

しい。 

いただいたご意見を参考に、目指すまち

の姿❶でお示ししたとおり、駅と駅周辺を

一体的空間として捉えたウォーカブルで居

心地のよい空間の整備を進めてまいりま

す。 

10 

移動円滑化・バリアフリーはもとより、「ウォーカ

ブルなまち」全体の中でユニバーサルデザインのコ

ンセプトを実現していかなくてはならない。全体イ

メージでそれを表せたら良い。P36の「駅前拠

点ゾーン」や「生活交流ゾーン」のイラストで、車

椅子の方など障がいのある方も含め、誰もが快

適に憩い、交流しているイメージを盛り込んだら

どうか。 

（素案の修正対応） 

ご意見を踏まえ、P36 のイラスト❶、❸

及び鳥観図を修正しました。 

11 

目指すまちの

姿❷ 

商店の利用が増えることにより、新しい発想

のお店ができてくると地域の活性化につながると

思う。また、駅周辺に大規模駐車場を設け、区

の広報により利用促進を図ることが、多摩川

線、新空港線の利用を増やし地域の活性化に

つながると思う。 

いただいたご意見を参考に、目指すまち

の姿❷や❸でお示ししたとおり、魅力のあ

る商店街づくりや生活を豊かにする機能の

創出などに取り組んでまいります。 

12 

スーパー、ドラッグストア、クリニック、保育所な

ど日常生活に直結する業種を優先的に集積さ

せてほしい。駅周辺で買い物や医療が完結す

れば、地域の魅力が高まると思う。 

施策❶-ウ-②でお示しした駅周辺の整

備と合わせた生活利便機能の誘導などの

取組の参考にさせていただきます。 
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グランドデザイン 

№ 分類 意見要旨 区の考え方 

13 
目指すまちの

姿❷ 

さらに人を呼び込む仕組みよりも、今住んで

いる人たちやこれから住む人たちが、まず駅まで

出て買い物をしたくなるようなまちにしてほしい。

それに伴って回遊ルートやコミュニティエリアに立

ち寄るようになると思う。 

目指すまちの姿❶、❷及び❸の実現に

向けた取組の参考にさせていただきます。 

14 

目指すまちの

姿❸ 

人が増えたり便利になったりするのはいいこと

であるが、下丸子に暮らし続ける人や日常的に

通う人の不利益にならないようにしてほしい。 

人の往来が増えるということは、治安が悪くな

る可能性が上がること・ごみが増えること・災害

時の一人当たりの資源が少なくなってしまうこと・

道路が劣化しやすくなることにつながる。 

インフラ整備により治安の改善につながると思

うが、元々細い道や暗い道が多い中、公園や

賑わいの場よりも、交番や街灯、防犯カメラを

増やすなどの現実的で具体的な対策をお願い

したい。 

いただいたご意見を参考に、インフラ整

備だけでなく、空間の活用方法や維持管

理についても検討してまいります。 

15 

下丸子駅北側に位置する広大な敷地を有

する光明寺は「都市基盤整備方針の対象範

囲」に含まれているが、グランドデザインでは P46

に「地域資源」としてのみ言及され、具体的な

連携や再開発計画への反映が不足している。 

駅周辺環境の改善を図る上で、光明寺の存

在は無視できない。今後の再開発計画におい

て、光明寺との一体的なグランドデザインの検討

を求める。 

（素案の修正対応） 

ご意見を踏まえ、グランドデザインの

P28のリード文で「地区内に立地する歴

史・文化施設や公園など」と修正しまし

た。 

歴史・文化資源なども生かしたやすらぎ

のある空間を創出できるよう、様々なストッ

クの活用を検討し、地域の関係者とも連

携してまちづくりを進めてまいります。 

16 

「様々な地域ストックの利活用」では、まちな

かのストックを点として捉えるだけでなく、「回遊ル

ート」や「ウォーカブルなまち」の中のネットワークを

構成する拠点としても位置付けアピールすること

で、更に魅力が発信できるのではないか。 

いただいたご意見を参考に、施策❸-ウ-

①において、これらの活動の場も踏まえた

回遊ネットワークの検討を進めてまいりま

す。 

 

 



5 

都市基盤整備方針 

№ 分類 意見要旨 区の考え方 

1 

計画全般 

現在の改札に加え、鵜の木側や武蔵新

田側にも改札を設置し、急行が停車しない

予定の隣の駅利用者も下丸子駅にアクセ

スしやすいようにしてほしい。また鵜の木側に

も駐輪場を新設してほしい。この機会に周

辺の古い建物は建て替えて、再開発を促

進してほしい。 

改札の設置については、鉄道事業者が

対応すべきことでありますが、区としても今

後の駅周辺のまちづくりの動向を踏まえ鉄

道事業者と意見交換をしていきます。 

駐輪場の配置についても、今後のまちづ

くりの動向を踏まえ検討していきます。 

 

2 

全般的に地域住民の理解が得られる計

画なのか。 

下丸子駅周辺地区の踏切対策とまち

づくりを検討するにあたり、令和３年度から

令和４年度にかけて「下丸子駅周辺地

区のまちの将来を考える会」を開催し、地

域の方々からいただいたご意見を踏まえて

「下丸子駅周辺地区まちづくり構想」を策

定しました。 

今回の素案作成にあたっても、「下丸子

駅周辺地区グランドデザイン策定に向けた

まちづくり検討会」を開催し、地域の方々

からいただいたご意見を参考にしました。 

このほか、地域でのアンケートや実証実

験等を通じ、いただいたご意見も参考にし

ました。 

今後も、地域の皆さまからご意見を伺い

ながら、多くの方にご理解をいただけるよう

努めてまいります。 

3 

駅に愛着が持てるように、生活に選択肢

が増えるような店舗の誘致をしてほしい。 

道路は駅前だけではなく多摩川の近くで

も劣化したものを見かける。プラスになること

もよいが、マイナスをゼロにするよう考えてもら

いたい。 

いただいたご意見につきましては、グラン

ドデザインに掲げる目指すまちの姿❶-ウ-

②駅・駅前・駅周辺の一体的整備におい

て、今後の検討の参考とさせていただきま

す。 

道路の劣化など、現状生じている都市

基盤上の課題につきましては、道路を管

理する関係部署等へ適切に共有させてい

ただきます。 



6 

都市基盤整備方針 

№ 分類 意見要旨 区の考え方 

4 

方針１_法指

定踏切の解消 

鉄道の立体化が具体化されていないの

で、方針が理解しがたい。地下化、もしく

は、高架化、それぞれの整備費がどうなるの

か、整備費の負担割合（東急、大田区、

国など）がどのようになるのかを概算でよいの

で示してほしい。 

本方針では、鉄道の連続立体交差化

により踏切の解消を進めていくことが望まし

いことをお示しした段階です。今後さらに深

度化し、構造や事業費、その負担割合等

について、関係機関や関係事業者と協議

しながら検討してまいります。 

5 

法指定踏切の解消については、下丸子

1号踏切と 2号踏切がセットになって議論

されている。下丸子 1号踏切の混雑は、朝

の歩行者の通勤ラッシュによるもので、自動

車はほとんど通行しない。鉄道ではなく、歩

行者を立体化する方がコストが抑制される

ことが明らかである。近隣の目黒線奥沢駅

でも、最近、歩道橋が設置されており、同

様の方式で早く安く整備できると思う。歩道

橋設置の検討結果を示してほしい。 

方針 P33では、下丸子１号踏切に関

して、歩道橋等の立体横断施設の設置に

ついても検討しています。下丸子１号踏

切の歩行者混雑対策として考えられる選

択肢ではありますが、踏切自体の除却が

できず、安全面に課題が残ると考えていま

す。 

一方で下丸子２号踏切については、道

路側を立体化した場合、多摩川線と環八

の距離が近いことから、立体化した道路と

環八を接続することができないため、鉄道

側を立体化することが望ましいと考えていま

す。このため、複数の踏切を同時に解消で

きる鉄道の連続立体化が最も効果的な

対策であると結論付けています。 

6 

下丸子駅のみだけではなく、多摩川線全

線で高架化もしくは地下化できないか。他

の駅の開発もしくは駅を刷新する機会にして

ほしい。 

多摩川線は、中原街道や新幹線、国

道１号線、環状８号線などとすでに立体

交差しており、一律で高架化または地下

化することは困難です。 

都市基盤整備方針では、法指定踏切

である下丸子１号・２号踏切は安全性

確保の観点から早期対策が必要なため、

これらの踏切を中心に、立体交差化して

いくこととしています。 

これらの取組や、新空港線の開業によ

り、下丸子駅周辺や多摩川線沿線に新

たな価値が生まれ、その効果は近隣の地

区にも広がっていくことが期待されます。他

の地区においても、まちづくりの機運の高ま

りに応じて、検討を行ってまいります。 

 

 



7 

都市基盤整備方針 

№ 分類 意見要旨 区の考え方 

7 

方針１_法指

定踏切の解消 

方針２_駅前

広場の整備 

法指定踏切の解消、駅前広場の設置

検討に反対する。 

多くの地域住民が住んでいる地域で、対

象地域住民への影響が大きく、計画自体

がナンセンスである。 

踏切により、歩行者が安全に通行でき

ないことや、交通渋滞の発生、また、地域

が分断されるなど問題が生じています。さら

に、交通広場が整備されていないため、バ

ス等の乗り場が分かりにくい状況にありま

す。こうした地域の課題を解消するために

は、鉄道の立体化や駅前広場の創出が

必要だと考えます。 

対象地域にお住まいの皆さまへの影響

については、十分に配慮しながら進めること

が重要であると考えており、今後も、地域

の皆さまのご意見を伺いながら、事業にご

理解をいただけるよう努めてまいります。 

8 

方針２_駅前

広場の整備 

駅前広場の整備では、バスロータリーを設

置することが大目標にされているが、当地の

コミュニティバスは 40分に 1本程度で定員

も 15人と極めて小規模で、駅前広場にバ

ス 1台分のスペースを固定するのはもったい

ない。現状の区民プラザ前の区道で自動車

の停車空間は確保されているので、駅前広

場にロータリーを設置する必要はない。どこの

駅前にもある駅前ロータリーを整備するより

も、人が憩える芝生空間を整備した方がクリ

エイティブである。車のロータリーというのは車

道を広く確保することであって、ウォーカブル

なまちづくりというビジョンに矛盾している。 

９ 

駅前広場の機能を、交通結節機能と滞

留機能の両面から捉えることは重要である。

したがって駅前広場の配置検討において

も、滞留機能面の評価分析項目を加える

べきである。 

ご意見として今後の参考にさせていただ

きます。 

10 

方針４_環状

第８号線立体

交差化に伴う影

響の解消 

光明寺付近を通る道路が整備できるな

ら、光明寺池の再開放も視野に入れてほし

い。駅から少し離れるが、水辺のひとときもパ

ブリックスペースとして重要である。 

グランドデザインの目指すまちの姿❸「豊

かな暮らしを実現する活動・場が充実した

まち」にお示ししたように、様々なストックの

活用を検討し、地域の関係者とも連携し

てまちづくりを進めてまいります。 

11 

方針５_駅北

側の都市基盤

の強化 

「駅北側には駐車場などの低未利用地

が多く分布」という課題感はそのとおりであ

る。 

駅北側は多摩川線の北側に住んでいる

区民からすると下丸子の玄関にあたる場所

となるため、「駅北側の都市基盤の強化」と

して「駅前広場や道路の整備と合わせ、駅

前のポテンシャルを活かした土地利用を図り

ます。」という取り組みは、ぜひ進めるべきで

ある。 

いただいたご意見を参考に、今後の検

討を進めてまいります。 



8 

都市基盤整備方針 

№ 分類 意見要旨 区の考え方 

12 

方針５_駅北

側の都市基盤

の強化 

多摩堤通りは交通量も多く環状八号線

の立体化に伴い高さが取れないと聞いてい

る。グランドデザインへの意見に記載した駅

北側の地下駐車場を多摩堤通りと接続し

てはどうか。地下化することで駅北側パブリッ

クスペースの安心感にも貢献ができると思

う。 

道路及び駅前広場の構造については、

今回の都市基盤整備方針を踏まえて今

後さらに検討を深度化してまいります。いた

だいたご意見も参考にさせていただきます。 

13 

大田区民プラザは、プラットフォームの延

伸や駅舎の再開発の中に組み込むなど、一

体となった再開発を期待する。 

本方針は、駅周辺の道路や駅前広場

の整備を検討していく上での基本的な考

え方を取りまとめたものになります。グランド

デザインにおいて「公共施設の再編」という

施策も掲げていることに加え、本方針 P42

及び P43では、「鉄道立体化を契機にま

ちづくりを検討する範囲」を示しております

ので、これらを踏まえ、今後の都市基盤整

備の検討と併せて駅周辺の公共施設のあ

り方についても検討してまいります。 

14 

15 
その他 

「区民プラザ入口」交差点について 

①盲人用信号に変更してほしい。 

かなりの交通量であるが視覚障害者向け

音響信号ではないため、視覚障害のある家

族は同じ方向へ行く人とタイミングを合わせ

て歩いているが、信号無視やギリギリで渡る

人がいてとても危険である。 

②交差点付近の危険な状況の整備 

交通量が多いのにも関わらず、中央分離

帯や植え込み、段差、交差点自体の角度

などかなり視認性の低い複雑な交差点であ

り、交通事故も起きている。植え込みや段

差、道路の交差角度など改善してほしい。 

③交差点を渡った先が狭すぎる 

下丸子側・千鳥町側どちらも、交差点付

近の歩道が狭すぎ、歩行者・自転車・車両

どの立場でも狭くて危険を感じる事が多々

あるため、広くしてほしい。 

いただいたご意見を参考にするとともに、

道路や交通を管理する関係部署等へ適

切に共有させていただきます。 

 

 



◼ まちづくり構想における当地区の現況

（まちづくり構想策定当時の現況）

第３章 地区の現況

◼ 下丸子駅周辺地区の現況と社会状況

（まちづくり構想策定以降の情報等を加え再整理）

強み

・旧池上道の交通の要衝として栄え築いた歴史・文化

・日本を代表する大手企業と高い技術力を持った町工場の集積地

・夜間人口よりも昼間人口の方が多いポテンシャルのあるまち

・ものづくり、住宅、商業が共存する多様性のあるまち

・文化施設や自然などの地区独自の魅力的な資源

弱み

・東京と神奈川を結ぶ広域交通処理上のボトルネックの存在

・踏切による駅周辺の混雑、歩行者の安全性の低下

・住工混在による物流と生活動線の錯綜による歩行者の安全性低下

・下丸子駅の脆弱な交通結節機能

・オープンスペースの不足

・ものづくり企業の減少による技術継承の課題と操業環境の変化

・多摩川氾濫による浸水や高潮による被害等

社会動向

・新しい生活様式 ・産業構造の転換 ・都市再生

・防災・SDGs   ・交通環境        ・国際交流

＜グランドデザインの位置づけ＞

＜グランドデザインの対象範囲＞

※本図は概念図であり、整備等が決定したものではありません。

◼ 下丸子駅周辺地区まちづくり構想における当地区の将来都市構造

将来の将来のあるべき姿として、「まちづくりコンセプト」及び

４つの「目指すまちの姿」を設定

上記の実現に向け、３つのゾーンと４つのネットワークにより将

来都市構造図（概念図）を整理

◼ まちづくりコンセプト

 空港につながり、職・住・憩い・にぎわいが集まるまち

～新たな価値を生み出すまち・クリエイティブタウン～

◼ 目指すまちの姿

①居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまち 

②多様な交流からイノベーションや産業がはぐくまれるまち

③豊かなくらしを実現する活動・場が充実したまち

④地域・企業とともにつくり・つかう「共創」のまち

◼ ３つのゾーン

◼ ４つのネットワーク

４つの交通モード(鉄道・歩行者・自動車・自転車)から構成

◼ 地区の位置づけ

・下丸子駅周辺地区は、都市計画マスタープランで「生活拠点」と位置づけられ

ている。また、おおた都市づくりビジョンでは、まちづくりの将来像「空港に

つながり、職・住・憩い・にぎわいが集まるまち」が示されている。

＜将来都市構造図（概念図）＞

「駅前拠点ゾーン」

商業施設や区民プラザ等が集積

「生活交流ゾーン」

 駅前拠点ゾーンの外に広がる住宅と商業が混在

「住工共生ゾーン」 

生活交流ゾーンの外に広がる住宅と工場等が混在

地区の現況

・人口 増加傾向（ファミリー層の流入）

昼間人口が多い

・土地利用 住工混在 ／ 駅南側には商店街が形成

オープンスペースが少ない

・道路 昔ながらの街区形成

狭い幅員、行き止まり道路が多数存在

・交通 法指定踏切（下丸子１号・２号踏切）の存在と

踏切での渋滞・混雑

・産業 工場数の減少

・みどり 多摩川沿いの他、駅周辺にもみどりが点在

・災害リスク 風水害による浸水被害の想定

地区を取り巻く社会状況

・新空港線の整備 ・周辺地区のまちづくり

・「新しい生活様式」の現状 ・新たなモビリティの普及

・ 高台まちづくり ・ウォーカブルなまちづくりの推進

・みどりの重要性とグリーンインフラの推進

第２章 下丸子駅周辺地区の位置づけ

第１章 グランドデザインについて

下丸子駅周辺地区グランドデザイン（案）概要

第４章 目指すまちの姿に向けた取組

◼ 背景

・下丸子１号・２号踏切が改正踏切道改良促進法に基づく改良すべき踏切道として

指定されている。

・当地区の20年後（2040年）の目指すまちの姿とその実現に向けた取組方針である

「下丸子駅周辺地区まちづくり構想（以下「まちづくり構想」という。）」を令和

５年３月に策定した。

・まちづくり構想で掲げる当地区のまちづくりコンセプトの実現に向け、住民や企

業などの地域の関係者と区が連携し、より具体的な取組を位置付ける「下丸子駅周

辺地区グランドデザイン」（以下「グランドデザイン」という。）を策定する。

◼ 対象範囲

 対象範囲は、まちづくり構想と同様の範囲とする。

◼ 計画期間

 概ね20年とし、計画期間中に社会環境の変化などが生じた場合、適宜必要な見直し

を行う。

1

別紙２



○まちづくり構想で設定した目指すまちの姿の実現に向け、41の取組を示した。

第４章 目指すまちの姿に向けた取組

2

下丸子駅周辺地区グランドデザイン（案）概要



3

〇イラストで将来の下丸子駅周辺地区の姿を示した。

第４章 目指すまちの姿に向けた取組

※あくまでもイメージであり、整備・実施が決定されたものではありません。

下丸子駅周辺地区グランドデザイン（案）概要

❺ ❹
❶❷❸❾

❼

■駅前拠点ゾーン

■すべてのゾーン

■生活交流ゾーン

■住工共生ゾーン

鉄道が立体化され歩行者が自由に行き来し、く
つろいでいる。広場では鉄道・バスなどの乗換
えがスムーズにできる。

再編された施設で文化芸術に触れる機会が提供
されている。施設周辺では多くの人が行き交い
活気にあふれている。

駅まち一体となったオープンスペースでは、イ
ベントなどが開催され、地域の方や来街者でに
ぎわっている。

行政や地域、事業者などがまちづくりについ
てのディスカッションや、連携した活動を
行っている。

多摩川とまちをつなぐ案内に導かれ、まちなか
を自転車で安全に心地よく移動することができ
る。

住工共生が維持されたまちでは、イベントなど
を通じて開かれた工場で多様な人材とつながり
が生まれている。

様々な移動手段がモビリティ・ハブで接続し、
まちを回遊することができる。商店ではバス
の待ち時間を快適に過ごすことができる。

まちなかに生みだされたオープンスペースで
様々な人が集い、地域交流の場となっている。

商店街は歩行者中心の空間となっており、買
い物や食事のほか、憩いの場にもなっている。

東急多摩川線
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第１章 グランドデザインについて 

１．背景 

下丸子駅周辺地区（以下「当地区」という。）は、大田区都市計画マスタープランにおい

て、多摩川河川敷の広大な敷地や豊かな自然を維持・保全・活用するとともに、工場と住宅

が調和した都市づくりを進める「多摩川沿い地域」の中で、生活拠点に位置づけられ、暮ら

す・働くなどの生活を支える多様な機能の集積を進めるなど、地域特性を活かしながら、維

持・強化・活性化を行っていくまちづくりが求められています。 

平成29年３月に策定した「おおた都市づくりビジョン」では、当地区は重点プロジェクト

「新空港線軸の形成」における重点地区に位置付けられ、新空港線と合わせた駅改築のほか、

駅前広場などの交通結節機能の整備をはじめとするまちづくりを推進することにより、新空

港線軸沿線地域の拠点の形成を図るとされています。 

このような中、下丸子駅前と都市計画道路補助第28号線（ガス橋通り）の踏切（下丸子１

号踏切・下丸子２号踏切）が改正踏切道改良促進法に基づく改良すべき踏切道に指定された

ことや、新空港線整備の機運の高まりを踏まえ、令和５年３月に「下丸子駅周辺地区まちづ

くり構想」（以下「まちづくり構想」という。）を策定し、当地区の概ね20年後（2040年）の

目指すまちの姿とその実現に向けた取組方針をまとめました。 

今回、まちづくり構想で掲げる当地区のまちづくりコンセプトの実現に向け、より具体的

な取組を位置付ける「下丸子駅周辺地区グランドデザイン」（以下「グランドデザイン」と

いう。）を策定しました。 

 

下丸子駅周辺地区グランドデザイン策定に向けたまちづくり検討会 

まちづくり構想の策定に際しては、地区の関係者

をメンバーとした当地区のまちの将来を考える会

（以下「勉強会」という。）を開催し、意見交換を

行いました。 

グランドデザインの策定においても、地区関係者

との連携を図るため、勉強会参加者を中心にメンバ

ーを募り、「下丸子駅周辺地区グランドデザイン策

定に向けたまちづくり検討会」（以下「検討会」と

いう。）を開催し、まちづくりに資するご意見を提

案いただきました。区は、いただいたご意見を参考

にグランドデザインを策定しました。  

検討会の様子 
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２．策定趣旨 

グランドデザインは、総合計画、大田区都市計画マスタープラン及びおおた都市づくりビ

ジョンに基づき、地区関係者の意見を反映させるかたちで策定されたまちづくり構想を上位

計画とします。また、まちづくり構想に示されたまちづくりコンセプト「空港につながり、

職・住・憩い・にぎわいが集まるまち～新たな価値を生み出すまち・クリエイティブタウン

～」の実現に向けた施策を推進することを目的としています。 

グランドデザインと併せて作成する都市基盤整備の取組に関する方針を定めた「下丸子駅

周辺地区都市基盤整備方針」（以下「都市基盤整備方針」という。）に基づき、当地区のまち

の将来像を実現していきます。 

グランドデザインの位置付け 

 

 

３．対象区域 

グランドデザインの対象区域は、まちづ

くり構想と同様の範囲とします。 
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４．計画期間 

まちづくり構想との整合を図る観点から、2040年代を見据えた計画期間とします。グラン

ドデザインは、計画策定直後から対応することが望ましいと考えられる取組や、都市基盤の

整備など、長期的な視点からの取組も含まれています。そのため、概ね各種取組の実施期間

を短期（５年）、中期（10年）、長期（20年）と設定し、５年間を目処に実施状況や成果を確

認しながら、当地区が目指すまちの姿へと近付けていきます。 
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第２章 下丸子駅周辺地区の位置づけ 

１．上位計画における位置づけ 

（１）大田区基本構想 

大田区基本構想は、2040年ごろ（令和22年ごろ）の大田区のめざすべき将来像「心やす

らぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」を提示し、今後のまちづくりの方向性を明

らかにした、区の最上位の指針です。そして、「将来像」を実現するためのまちの姿とし

て、４つの「基本目標」を定めています。 

そのひとつが、基本目標４「安全・安心で活気とやすらぎのある快適なまち」であり、

グランドデザインとも関連が深いものとなっています。 

 

大田区基本構想  

基本目標４ 安全・安心で活気とやすらぎのある快適なまち  

安全なだけではなく安心であり、日々の生活を心穏やかに快適に過ごせることは、誰もが住み

続けたいと思えるまちの実現につながります。 

また、23区で唯一空港を有している強みをはじめ、様々な地域の特色をまちの活力につなげて

いくことも重要です。 

都市の強靭化を進めるとともに、多様な地域特性を踏まえて、活気とやすらぎのある快適なま

ちをめざします。 
 

・強靱な都市基盤の整備と地域の連携の強化により、心から安心できるまちになっています 

・利便性の高い交通ネットワークの整備により、誰もがどこへでも気軽に移動できるようになっ

ています 

・鉄道沿線から広がる活気あるまちづくりや、空港を持つ強みを活かしたまちづくりを通じてに

ぎわいと交流が生み出されています 

・安心で快適な住環境の整備により、ずっと済み続けたいまちになっています 

・地域の特性を活かした、多様な特色を持つ公園が充実しています 

・身近な場所でふれあえる水やみどりがあり、やすらぎを感じられるまちになっています 
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（２）大田区都市計画マスタープラン（令和４年３月改定） 

大田区都市計画マスタープランでは、概ね20年後（2040年代）を見据えた大田区の将来

都市像として「『暮らす・働く・訪れる』大田区らしい多彩な景色が人々を惹きつける」

と設定しています。将来都市像の実現に向けて、生活の中の人々の活動（ソフト施策）と

それを支える都市基盤整備などの都市計画と深く関わる取組（ハード施策）が一体となっ

た展開が必要です。そこで、ソフト施策とハード施策を織り交ぜた４つのテーマとその目

指す姿を設定し、区民をはじめとした様々な主体と共有しながら、実現に向けて取り組む

こととしています。 

   

 

大田区都市計画マスタープランの４つのテーマ・めざす姿・視点 
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当地区は「生活拠点」に位置付けられ、暮らす・働くなどの生活を支える多様な機能の

集積を進めるとともに、地域特性を活かしながら、生活の中心となる拠点として維持・強

化・活性化を図っていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区都市計画マスタープランにおける将来都市構造 
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（３）おおた都市づくりビジョン（平成29年３月策定） 

本ビジョンでは、新空港線との関係から広域的視点に立った当地区の交通ネットワーク

上のあり方や、ものづくり産業の集積や多摩川などの地域資源を背景としたまちづくりの

将来像「空港につながり、職・住・憩い・にぎわいが集まるまち」が示されています。 

 

 

（４）下丸子駅周辺地区まちづくり構想（令和５年３月策定） 

本構想では、当地区の強み・弱み・社会動向とまちの将来に求められるものを整理し、

およそ20年後の当地区のあるべき姿を示すまちづくりコンセプトと、４つの「目指すまち

の姿」を設定しました。目指すまちの姿では、道路と鉄道の立体化に伴う駅周辺の基盤整

備によるウォーカブルなまちづくりをベースに、イノベーションや豊かなくらしが実現す

るまちを、地域・企業・行政など、様々な主体によって共創していくことを掲げています。

本構想については、第４章でも記載します。 
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２．関連計画 

（１）大田区鉄道沿線まちづくり構想（令和６年３月） 

本構想は、新空港線の整備に伴って民間都市開発の機運が高まることが予想される中、

公民が協働し、地域課題の解決や公共貢献に資する良好なまちづくりが行われるよう、新

空港線軸（東急多摩川線・新空港線・京急空港線）をはじめとする、大田区内の鉄道沿線

の各駅周辺地区を対象として沿線のまちの将来像やその実現に向けた道筋を示すものです。 

 

 
大田区鉄道沿線まちづくり構想の対象範囲 

 

新空港線軸（東急多摩川線・新空港線・京急空港線）における東急多摩川線の将来構想

では、当駅周辺も以下のように位置付けられ、その進展が期待されています。 

 

・蒲田駅をはじめ、多摩川駅や下丸子駅周辺地区のまちづくりが推進し、各地区間のヒ

ト・モノ・コトの行き来が増え、それらが有機的に結びつくことで、沼部駅や鵜の木

駅など多摩川線各駅周辺地区にも効果が波及し、沿線全体が活性化する 

・多摩川河川敷や、多摩川駅・沼部駅・鵜の木駅・下丸子駅付近を通る旧六郷用水散策

路など、水と緑のネットワークを利活用し、市街地の中で自然を感じられる潤いと憩

いの場を形成する 

・鵜の木駅周辺については、地区の特徴を活かしたイベントなどと連携したまちづくり

を推進する 
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第３章 地区の現況 

１．まちづくり構想における下丸子駅周辺地区の現況 

まちづくり構想では、策定当時の当地区の現況分析に基づき、地区の特徴を強み・弱み・

社会動向として、次のようにまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

強み 

○旧池上道の交通の要衝として栄え

築いた歴史・文化 

○日本を代表する大手企業と高い技

術力を持った町工場の集積地 

○夜間人口よりも昼間人口の方が多い

ポテンシャルのあるまち 

○ものづくり、住宅、商業が共存す

る多様性のあるまち 

○文化施設や自然などの地区独自の

魅力的な資源 

弱み 

○東京と神奈川を結ぶ広域交通処理上のボトルネッ

クの存在 

○踏切による駅周辺の混雑、歩行者の安全性の低下 

○住工混在による物流と生活動線の錯綜による歩行

者の安全性低下 

○下丸子駅の脆弱な交通結節機能 

○オープンスペースの不足 

○ものづくり企業の減少による技術継承の課題と操

業環境の変化 

○多摩川氾濫による浸水や高潮による被害など 

社会動向 

■新しい生活様式 ・新たなライフスタイルへの転換と価値観の変化 

  ・ダイバーシティ経営の推進 

■産業構造の転換 ・デジタル・トランスフォーメーション（DX） 

  ・Society5.0によるサイバーとフィジカルの融合による新たな産業の創造 

  ・羽田イノベーションシティなどのイノベーション拠点の形成 

■都市再生 ・公民連携の推進 

  ・居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり 

  ・駅まち空間の形成 

  ・選ばれる都市としての魅力づくり 

  ・みずとみどりを中心とした環境共生都市づくり 

■防災・SDGs   ・災害・感染症などに対応した安心できる都市環境の形成（オープ

ンスペースの確保や屋外空間の活用など） 

  ・SDGsの推進 

  ・ゼロカーボンシティの実現 

■交通環境  ・新空港線の開通により、副都心と空の玄関口と直通 

・環状第８号線と補助第 28号線の立体交差化、補助第 28号線の整備、JR

南武線の鉄道立体化、外環道の延伸などによる広域交通ネットワーク

の強化 

  ・自動運転技術の進化、新たなモビリティの導入 

■国際交流 ・インバウンドの増加 

  ・海外との産業連携の強化 
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２．下丸子駅周辺地区の現況と社会状況 

当地区の現況と社会状況を、まちづくり構想策定以降の情報などを加え、再整理しました。 

 

（１）地区の現況 

①人口 

当地区の人口は増加傾向で、15歳未満人

口が20年前より大きく増加しており、ファ

ミリー層の流入が多いことが推測されま

す。 

また当地区は、企業の本社や工場などが

多く立地していることにより、昼間人口比

率が大きくなっています。 

 

 

 

 

昼夜間人口比率（出典：令和２年国勢調査結果（総務省）） 

 

 

  

人口の推移（出典：平成12年、平成22年、

令和２年国勢調査結果（総務省）） 

14,495

22,354 22,991

0

10,000

20,000

30,000

H12 H22 R2

（人）

15歳未満 15～64歳 65歳以上
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②土地利用 

当地区では、多摩川沿いに工場や住工併用工場が点在し、住居系と産業系の土地利用

が混在しています。東急多摩川線を隔てて駅南側には個店が連なる商店街が形成※１され

ていますが、駅北側には駐車場などの低未利用地が多く分布※２しています。また、駅周

辺に公園などのオープンスペースが少ないことが特徴の一つとして挙げられます。 
 

 
 

③道路 

 当地区は戦後の耕地整理により、自動車の相互通行に問題がないと考えられる幅員６

ｍ以上の道路による街区が形成されています。一方で、駅周辺は道路幅員が狭く、行き

止まりとなっている道路も多数存在しています。 

道路幅員の状況（1/2500地形図を基にした図上計測）  

土地利用現況（出典：令和２年都市計画基礎調査） 

※１ 

※２ 
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④交通 

朝夕、駅周辺は地域住民と近隣の企業や工場へ

の通勤者などで混雑しています。朝の通勤時間

は、東急多摩川線の踏切の開閉により一度に多く

の人が通行し、歩道から車道に人があふれる状況

が見受けられます。 

特に、「下丸子１号・２号踏切」は、改正踏切道

改良促進法に基づき、改良すべき踏切道に指定さ

れており、抜本的な対策が求められています。 

今後、新空港線の開通による駅利用者や、補助

第28号線などの都市計画道路の整備による自動車

交通量の変化に伴い、これらの課題の深刻化が懸

念されます。このため、早急かつ効果的な対策を

実施する必要があります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤産業 

区全体における過去20年間の従業者数

の変化をみると、サービス産業を中心と

した第３次産業に従事する人が増えてい

る一方で、製造業の数が20年間で約1,500

人減少しています。 

当地区においても、多摩川沿いの大規

模事業所の立地に変化がないことを踏ま

えると、住宅地の中で共生してきた工場

の減少が推測されます。 
 

 

通勤ラッシュ時の下丸子駅前の様子 

下丸子２号踏切の様子 

踏切 状況 

下丸子１号踏切 
法指定：歩行者ボトルネック踏切 

（施行規則第２条第２項） 

下丸子２号踏切 

法指定：自動車・歩行者ボトルネッ

ク踏切 

（施行規則第２条第１項） 

鵜の木３号踏切 

法指定：老人福祉施設接近踏切 

（施行規則第２条第９号）  

※対策済み 

 

蒲田方面 

多摩川方面 

下丸子 
２号踏切 

下丸子 
１号踏切 鵜の木 

３号踏切 

過去 20 年における従業者数の変化 

（出典：平成 12 年、平成 22 年、令和２年 

国勢調査結果（総務省）） 



13 

⑥みどり 

平成30年度大田区みどりの実態調査による

と、下丸子の緑被率は20％以上、30％未満とな

っており、大田区の中では相対的に上位に位置

しています。 

緑被分布（右図）を見ると多摩川沿いの企業

敷地や大規模集合住宅にみどりが多く分布して

いますが、駅近くにおいても寺社の敷地などを

中心にみどりが点在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

⑦災害リスク 

当地区は、多摩川氾濫、高潮、内水氾濫の風水害による浸水被害が想定されており、

特に多摩川氾濫の場合、当地区のほぼ全域が浸水する可能性があります。 

矢口西小学校及び矢口中学校が水害時緊急避難場所に指定されていますが、これらの

避難所も浸水区域にあるため、風水害の際には条件付き使用(２階以上を使用)すること

になります。駅周辺で浸水しない地域へ避難するためには、環状第８号線より北側の高

台地域に行く必要があります。 

大田区防災ハザードマップ（出典：水防法に基づく多摩川ハザードマップ（最大浸水深）） 

下丸子駅周辺地区の緑被分布 

（出典：平成30年度大田区みどりの実態調査） 

町別緑被率 

（出典：平成30年度大田区みどりの実態調査） 

下丸子 
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（２）地区を取り巻く社会状況 

①新空港線の整備 

現在、新空港線第一期区間の整備に向けた取組が進められており、これにより区内の

東西方向の移動が便利になるとともに、東急東横線などとの相互直通運転が可能になり、

区内から羽田空港や、渋谷・新宿・池袋、埼玉方面へのアクセスが便利になります。令

和７年10月３日に国土交通省より認定された速達性向上計画では、東急東横線から乗り

入れる列車が停車できるよう、乗車場（プラットホーム）の整備などを行うことが盛り

込まれています。 

 

新空港線の整備区間 

 

②周辺地区のまちづくり 

都市計画マスタープランで区の中心拠点と位置付けられている蒲田駅周辺では、新空

港線開業時を見据え、将来に渡る持続的な発展に向け、駅周辺の交通ネットワークや基

盤整備の検討を行っています。新空港線がつながる多摩川線では下丸子駅や多摩川駅が、

近くを通る池上線では池上駅や雪が谷大塚駅が「生活拠点」として位置付けられていま

す。 

また、下丸子から近い川崎市では、小杉

駅周辺地区、川崎駅周辺地区が「広域拠

点」として、新川崎駅・鹿島田駅周辺地区

が「地域生活拠点」として位置づけられ、

まちづくりが進められているほか、ＪＲ南

武線（矢向駅～武蔵小杉駅間）の連続立体

交差事業が行われています。 

当地区については、新空港線整備に伴っ

て東急東横線から乗り入れる列車が下丸子

駅に停車する想定であるほか、補助第28号

線（ガス橋通り）がＪＲ南武線連続立体交

差事業に伴って川崎市側の区間で整備が進

んでいくことを踏まえると、当地区も、踏

切解消と併せて地域特性を活かしたまちづ

くりを進めていくことが求められます。  
下丸子駅と近隣の他拠点 
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③「新しい生活様式」の現状 

新型コロナウイルス感染症がまん延した令和元年以降、情報通信技術(ICT)を活用し

て、会社のオフィス以外の場所で仕事を行う働き方であるテレワークが広まりました。

東京都による「テレワーク実施率調査」によると、都内企業のテレワーク実施率は令和

２年３月から４月にかけて約３倍程度増加し、62.7％となりました。令和５年以降、増

減を繰り返しながらも５割前後となっており、令和２年と比較すると令和７年時点にお

いても２倍程度の従業者がテレワークをしていることが分かります。 

 
テレワーク実施率の推移（出典：テレワーク実施率調査（東京都）） 

 

④新たなモビリティの普及 

まちづくり構想の策定当時もシェアサイクルやカーシェアといったサービスが普及し

つつありましたが、その後、電動スクーターのシェアサービスが始まるなど、新たなモ

ビリティが普及しています。 

電動キックボードの利用に関するアン

ケート調査では、電動キックボードを利

用したことのある人は全体の１割程度に

留まっているものの、利用したいと考え

ている人は全体の３割を超える結果とな

っています。 

また、同アンケートにおいて、３割弱がシ

ェアサイクル、２割弱が電動キックボード

（シェアリング）を今後利用したい交通手段

として回答しており、シェアモビリティによ

る移動が増えていくと考えられます。 

当地区内にも、シェアモビリティのポート

が点在しており、駅へのアクセスや地区内外

の移動などに利用されています。 

 

 

 

24.0 

62.7 

52.1 52.3 
54.1 

51.7 

46.7 45.2 44.1 
41.6 

46.9 
43.5 

45.9 45.0 
43.2 

50.5 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

R2.3 R2.4 R4.4 R4.7 R4.10 R5.1 R5.4 R5.7 R5.10 R6.1 R6.4 R6.7 R6.10 R7.1 R7.4 R7.7

出典：東京都「電動キックボードに関するインタ

ーネットアンケート」（令和５年 12 月実施） 

10.0 90.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用経験

利用経験あり 利用経験なし

34.8 65.2 利用意向

利用意向あり 利用意向なし

79.4 

74.6 

59.8 

54.7 

37.0 

36.4 

27.7 

22.7 

18.2 

12.2 

4.8 

0.0 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

徒歩

電車

自転車（個人所有）

バス

自動車（個人所有）

タクシー

自転車（シェアリング）

自動車（シェアリング）

電動キックボード（シェアリング）

バイク

電動キックボード（個人所有）

その他

特にない

電動キックボードの利用経験と利用意向 

今後利用したい交通手段 
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⑤高台まちづくり 

区は、強靭で回復しやすい減災都市の実現を目指し、持続可能なまちづくりを推進す

るため、「大田区高台まちづくり基本方針」を策定しています。本方針では、近年の気

候変動によって水害が激甚化・頻発化していることなどを踏まえ、区民の生命・財産を

保護することを目的に、水害被害の抑制を図るための方策のひとつとなる高台形成の具

体的な実現方策を整理しています。 

当地区の大部分は平坦な低地であり、多摩川氾濫の場合に地域全体で大きく高台が不

足するため、公共施設の新築・改築に合わせた高台の創出のほか、既存の民間・公共施

設を活用した避難スペース・待避スペースの確保などの様々な手段によって、高台の確

保がまちづくりの方向性に示されています。 

 
 

 

 

⑥ウォーカブルなまちづくりの推進 

ウォーカブルとは、車中心から“人中

心”の都市空間へと転換するため、街路

空間の再構築による快適な歩行環境の創

出や、沿道と街路を一体的に利活用でき

るようにすることで、人々が集い憩い多

様な活動を繰り広げられる場の創出を目

指すものです。 

ウォーカブル政策は、地域活性化に関

する政策、交通政策、駐車場政策と連携

していくことによって、「行きたくな

る」視点を重視していくことが大切で

す。これらの取組が都市に活力を生み出し、持続可能かつ高い国際競争力の実現につな

がると注目されています。大田区は、国土交通省が募集する「ウォーカブル推進都市」

に賛同し、ウォーカブルなまちづくりを目指しています。 

「「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり 

～ウォーカブルなまちなかの形成～」 

（出典：国土交通省） 

駅周辺等の拠点エリアの基盤整備にあわせ

た高台の創出や、橋梁等を含む広域輸送路

との連結による非浸水動線の確保 

多摩川沿い地域の水害リスク分析結果と高台まちづくりの方向性 

（出典：大田区高台まちづくり基本方針） 
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⑦みどりの重要性とグリーンインフラの推進 

 みどり豊かで快適な都市を形成するためには、公園・緑地などの適正な保全、緑化の

推進、及び都市公園・緑地の整備・管理などの推進が必要となっています。大田区では、

グリーンインフラ、脱炭素化、SDGsなどの社会情勢の変化を新たな要素として捉え、み

どりのまちづくりを加速させる取組が「大田区緑の基本計画グリーンプランおおた」に

より進められています。 
 

  ＜みどりのまちづくりの方針＞ ※「多摩川沿い地域」より抜粋 

①２つのみどりの拠点の保全・再生に取組みます 

②みどりの骨格となる崖線沿いのみどりや多摩川沿いのみどりを守り、つくります 

③公園不足地域の解消に努め、地域の魅力を活かした公園・緑地を整備します 

④旧六郷用水を活かしたネットワークをつくります 

⑤多摩川につながる水と緑を活かしたみどりのまちづくりを進めます 

 

 

さらにグリーンインフラに関しては「大田区グリーンインフラ事業計画」を策定し、

公民連携の下で自然環境の多機能性を発揮し、防災・減災、環境、地域振興の３つの分

野での課題に対して取り組んでいます。 
 

 
グリーンインフラ導入イメージ図 

  

地域別方針（出典：大田区緑の基本計画グリーンプランおおた） 
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第４章 目指すまちの姿に向けた取組 

１. 下丸子駅周辺地区の目指すまちの姿と将来都市構造 

まちづくり構想では、おおよそ20年後の当地区のあるべき姿として、「まちづくりコンセ

プト」と４つの「目指すまちの姿」を設定し、その実現に向けたまちづくりの取組方針を整

理しました。 

また、「目指すまちの姿」の実現に向けた将来都市構造を３つのゾーンと４つのネットワ

ークにより整理しています。 

グランドデザインでは、「目指すまちの姿」と将来都市構造及び第３章で整理した地区の

現況に基づき、より具体的に実施する取組について整理しました。 

 

まちづくりコンセプト 

 

目指すまちの姿 
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３つのゾーンと４つのネットワーク 

 

下丸子駅周辺地区の将来都市構造図（概念図） 

 

※上図は概念図であり、整備などが決定したものではありません。 
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２．取組の体系 

具体的に実施する取組の体系は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すまちの姿❶ 居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまち 

取組 取組方針・対象ゾーン 

ア． 

立体化による 

一体的な回遊性向上 

ウ． 

駅まち一体空間の実現 

イ． 

人中心の街路 

ネットワークの創出 

エ． 

地域のモビリティ 

（移動のしやすさ）の向上 

①道路と鉄道の立体化の推進 

②都市計画道路の将来的整備への対応 

③鉄道の南北をつなぐ歩行者ネットワークの形成 

④道路と鉄道の立体化に伴う空間の活用 

①地区内道路の役割検討 

②歩行者中心の街路の整備・運用 

③街路における滞留空間の創出 

①駅前広場の整備 

②駅・駅前・駅周辺の一体的整備 

①自転車駐車場の整備 

②まちなかでのモビリティ・ハブの拠点配置の検討 

③新しい移動手段に適した道路環境の整備 

目指すまちの姿❷ 多様な交流からイノベーションや産業がはぐくまれるまち 

取組 取組方針・対象ゾーン 

ア． 

インキュベーション機能 

による様々なチャレンジ 

の支援 

ウ． 

チャレンジスペースの創出 

 

イ． 

魅力のある商店街づくり 

エ． 

ものづくりと 

多様な主体の交流 

①道路と鉄道の立体化に伴う創出空間における産業面 

での利活用 

②多様な人材の交流・マッチングの促進 

①商店街の魅力発信・創出 

②商店街における歩行環境の充実 

 

①ストックを活用した試験的出店の促進 

 

①工場の魅力発信と交流促進 

②ビジネスマッチング機会の創出 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 
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目指すまちの姿❸ 豊かなくらしを実現する活動・場が充実したまち 

取組 取組方針・対象ゾーン 

ウ． 

みずとみどりを活かした 

まちづくり 

①多摩川を活かした回遊促進 

②みどりによる快適な街路空間の形成 

ア． 

生活を豊かにする機能 

の創出 

①駅まち空間整備の波及効果による生活サービスの充実 

②公共施設の再編 

イ． 

地域らしい文化交流の場 

づくり 

 

①駅周辺公園の利活用の促進 

②区民プラザを中心とした文化芸術の普及と交流促進 

③多様なニーズによる公共施設利用の推進 

④様々なストックの利活用 

エ． 

防災・減災による 

安全・安心の 

まちづくり 

 

 

①駅前広場の防災機能の充実 

②駅前及び駅周辺における防災機能の整備 

③街区の防災安全性の向上 

④通学路周辺の交通安全対策の充実 

⑤地域と連携した避難機能の確保 

⑥住民の防災意識の向上 

目指すまちの姿❹ 地域・企業とともにつくり・つかう「共創」のまち 

取組 取組方針・対象ゾーン 

ウ． 

実証実験・検証を通じた 

目標の実現 
①実証実験・検証の推進 

イ． 

マッチングによる連携の 

きっかけづくり 

①スキルやノウハウを有する人材などのマッチング促進 

②利活用可能なストックの情報集約・管理 

③コーディネーターの育成・活躍支援 

エ． 

情報発信の強化 

 

①幅広い層に向けた地区の魅力の発信 

ア． 

共創のためのエリアプラット 

フォームの構築 

①まちづくり推進体制の検討 

②マッチングの機会づくり 

③地域での対話の機会づくり 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 

駅前 

生活 

住工 
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３．取組の詳細 

■目指すまちの姿❶ 居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまち 

＜イメージ＞ 

鉄道の南北を自由に往来でき、駅や駅前はもとより、地区全体に歩きたくなるほか、くつ

ろぐこともできる歩行者ネットワークを形成します。また、多様なモビリティで移動できる

駅前と街路をつくり、「新しい価値を生み出すまち・クリエイティブタウン」となるための

都市基盤を形成します。 

 

ア．立体化による一体的な回遊性向上 

❶-ア-①道路と鉄道の立体化の推進 

道路と鉄道の立体化による踏切解消に向けて、地域の機運を高めるとともに、関係者

と協議を行いながら具体的な手法を検討していきます。 

 

❶-ア-②都市計画道路の将来的整備への対応 

下丸子２号踏切の解消とあわせ、道路の混

雑解消の観点から補助第28号線の未整備区間

の整備実現に向けて調整を進めます。また、

環状第８号線の立体交差化に伴う影響につい

ても検討を行い、これらの事業を推進するた

めに関係機関との連携を強化していきます。 

 
 

❶-ア-③鉄道の南北をつなぐ歩行者ネットワークの形成 

道路と鉄道の立体化による踏切解消や駅前

の歩行者動線の確保により、鉄道の南北をつ

なぐ歩行者ネットワークを形成し、駅周辺の

空間の一体性を高めます。また、回遊の軸と

なる道路では、歩行環境の充実を図ることに

より徒歩による回遊を促します。 

 
 

❶-ア-④道路と鉄道の立体化に伴う空間の活用 

道路と鉄道の立体化によって創出される空

間について、地域などの多様な主体が関わり、地域の活性化を促進できるような活用方

法を検討します。 

 

  

第４次優先整備路線位置図 

下丸子駅 

下丸子 
２号踏切 

下丸子駅 

千鳥町駅 

回遊の軸のイメージ 
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イ．人中心の街路ネットワークの創出 

❶-イ-①地区内道路の役割検討 

当地区の将来都市構造に基づき、歩行者、自転車、自動車、鉄道の４つの交通モード

におけるネットワークの考え方を整理し、人中心のまちづくりを支える街路ネットワー

クを創出します。 

 

❶-イ-②歩行者中心の街路の整備・運用 

１）歩行者環境の充実  

歩行者の安全な通行空間確保や道路のバリアフ

リー化、無電柱化をはじめ、舗装や街路灯に係る

デザイン、街路樹の整備などにより、ウォーカブ

ルで居心地のよい歩行者の通行環境の向上を図り

ます。 

商店街など、歩行者の通行が中心となる道路に

沿った街区については、地区計画による壁面後退

など、歩道幅員の確保のための方策を検討しま

す。 

 

２）ユニバーサルデザインの推進  

年齢、性別、国籍、障がいの有無に関わらず、

多様な人々が安心して訪れ、回遊することができ

るよう、サイン計画などユニバーサルデザインの

考え方を取入れた整備を推進します。 

また、推進するにあたり、おおたユニバーサル

デザインのまちづくりパートナーと連携してい

きます。 

 

３）自転車と歩行者が共存できる通行空間の確保 

自転車と歩行者が共存できる交通環境を目指

し、大田区自転車ネットワーク整備実施計画と

連動した自転車走行環境の整備を進めます。ま

た、自転車交通のマナーの周知に取り組み、使

用者に安全運転を促し、自転車と歩行者ともに

安全安心に通行できる道路環境を実現します。 

 
 

４）自動車の進入抑制 

地域の状況に応じ、歩行者の通行の多い道路への自動車進入の抑制、カラー舗装な

どの整備を検討し、歩行者が安心して歩いて楽しめる空間づくりを推進します。 

姫路市における取組の様子 

（出典：国土交通省） 

まちづくりパートナーによるユニバーサル

デザインの点検の様子（出典：大田区 HP） 

自転車交通マナー周知のためのチラシ 

（出典：大田区 HP） 
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❶-イ-③街路における滞留空間の創出  

歩道空間にベンチを設置するなど、歩行者が休息

するための滞留空間の創出を検討します。ベンチな

どの設置場所や管理の方法に関しては、地域と連携

しながら検討し、道路空間だけでなく民間の空地な

どの活用も検討していきます。 

 

 

ウ．駅まち一体空間の実現 

❶-ウ-①駅前広場の整備 

公共交通が円滑に利用できる交通結節機能を整備します。また、ベンチなどの休憩施

設の設置や緑化などを図ることで、こどもから高齢者まで多様な方が居心地よく過ごす

ことができるとともに、多様な主体によるイベントなどが実施できるスペースを備えた

広場空間を駅前に整備します。併せて、駅前広場に接続する道路についても検討を進め

ます。 

 

❶-ウ-②駅・駅前・駅周辺の一体的整備 

１）駅まち空間の核となる駅舎・駅前空間の整備 

駅とまちがつながることで、円滑な移動ができまちににぎわいが生まれるよう、駅

と駅周辺を一体的空間として捉えたウォーカブルで居心地のよい空間の整備を進めて

いきます。 
 

  
鉄道用地の活用 

（左：東下北沢-下北沢区間（地下化）、右：武蔵境駅-東小金井駅区間（高架化）） 

 

２）駅周辺と相乗効果を生む生活利便機能の誘導   

商業施設や公共サービスなど、駅前拠点ゾーンに生活利便機能を誘導することで、

生活利便機能により生じるにぎわいをまちなかへとつなぎ、にぎわいの相乗効果を生

み出していきます。 

また、現在の当地区が持つまちなみとの調和を意識し、使い方やデザインも含め、

地域特性に合わせたまちづくりを促します。 

新宿区における取組の様子 

（出典：国土交通省） 



25 

 

エ．地域のモビリティ（移動のしやすさ）の向上 

❶-エ-①自転車駐車場の整備 

駅前広場やその周辺に自転車駐車場を整備することにより、地域住民の駅へのアクセ

ス性の向上に加え、来街者による自転車での回遊性を向上します。 

 

❶-エ-②まちなかでのモビリティ・ハブの拠点配置の検討 

来街者が自動車からパーソナルモビリ

ティへの乗換えができるよう、駅前広場

を含む駅周辺ほか、生活交流ゾーンの周

縁にもシェアモビリティ拠点の配置を検

討します。 

 

 
 

❶-エ-③新しい移動手段に適した道路環境の整備 

地区の移動のしやすさを向上するため、パーソナルモビリティやグリーンスローモビ

リティなど、新たな交通モードの導入と活用について、ニーズ、事業スキーム、運営体

制、基盤整備、安全対策など、様々な観点から実現の可能性を検討します。また、これ

らの新たな移動手段にも対応できるような道路環境の整備を検討します。 
 

    
  

モビリティ・ハブのイメージ（出典：国土交通省資料） 

パーソナルモビリティ「WHILL」の 

試乗体験の様子（出典：千葉市） 

グリーンスローモビリティの 

試乗体験の様子（出典：松戸市） 
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■目指すまちの姿❷ 多様な交流からイノベーションや産業がはぐくまれるまち 

＜イメージ＞ 

多様な主体の交流を通して既存の商店街や地区の特徴であるものづくり産業の魅力を高め、

住・工・商が連携・共生するまちを実現します。 

 

ア．インキュベーション機能による様々なチャレンジの支援 

❷-ア-①道路と鉄道の立体化に伴う創出空間における産業面での利活用  

道路と鉄道の立体化によって創出される空間に

ついて、事業者によるシェアオフィス、コワーキ

ングスペース及びインキュベーション施設などの

オフィス機能の設置を支援し、当地区の企業や来

訪するビジネスパーソン、テレワークの住民、ス

タートアップを志す人たちなどが集う場の創出に

向け連携します。 

 
 

❷-ア-②多様な人材の交流・マッチングの促進  

地区内のシェアオフィスやコワーキングスペースにおいては、利用者・利用企業の交

流機会をつくり、新たなビジネスの創出を支援します。また、地域の住民と利用者・利

用企業などとの交流にも携わり、交流者同士が持つスキル・ノウハウを活用した地域課

題の解決につなげていきます。 

 

 

イ．魅力のある商店街づくり 

❷-イ-①商店街の魅力発信・創出 

地区の商店街の魅力を地域内外に向けて発信する

ことを支援します。魅力の発信を通じて新規出店者

が参入するなど商店街に新たな魅力が創出され、商

店街が持続的に維持・発展する循環が生み出されて

いきます。 

 

 

 

❷-イ-②商店街における歩行環境の充実  

当地区が持つまちの雰囲気を活かし、買い物や飲食を楽しむことができるよう、商店

街の歩道や街路灯を維持整備するとともに、沿道にベンチを配置するなど休憩空間の創

出を検討します。 

また、地区計画などを活用して歩行環境やにぎわい創出のためのスペース確保を図るな

ど、都市計画上の規制・誘導による環境整備の取組を検討します。 

京急本線の高架下を活用した 

コワーキング施設「KOCA」（出典：東京都） 

情報発信の事例（蒲田西口商店街のデジ

タルサイネージ）（出典：大田区 HP） 
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ウ．チャレンジスペースの創出 

❷-ウ-①ストックを活用した試験的出店の促進  

空家や空室を活用し商店街活性化を図る公益性のある取組を推進します。当地区への

事業者の参入や、チャレンジショップの出店など、空家・空室を地域のために役立てた

いと考える所有者・管理者と空家などを活用して公益目的で活動したい利用希望者の双

方合意によるマッチング成立へ向けたサポートを行います。 

 

 

エ．ものづくりと多様な主体の交流 

❷-エ-①工場の魅力発信と交流促進 

ものづくり企業などと連携した製品の魅力をよ

り高める活動の展開、工場の魅力をより深く知る

ことを目的とした工場見学、工場や働く人たちの

姿を周知するなど、地域住民や来街者がものづく

り産業の存在に気づくきっかけをつくります。ま

た、工場の魅力をまちなかで伝えるため、鉄道立

体化に伴う創出用地や地区内の空き店舗を活用し

たショーケースや公共施設における製作体験イベ

ントを事業者などが実施するよう促します。 

 

❷-エ-②ビジネスマッチング機会の創出 

１）まちなかでのマッチング機会の創出 

事業者などがシェアオフィス、コワーキングスペース及びインキュベーション施設

などにおいて施設利用者・利用企業との交流機会をつくり、付加価値の創出や販路拡

大などを目的としたビジネスマッチング活動を支援します。さらに区内のイノベーシ

ョン拠点などと連携することで活動の深度化・発展を図ります。 

 

２）インキュベーションイベントの実施 

シェアオフィスの利用者、住民やものづくり企業などが参加し、新しいビジネスア

イデアや起業家を育成・支援するためのイベントの開催を支援します。 

  

おおたオープンファクトリーの様子 

（出典：おおたオープンファクトリー公式 HP） 
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■目指すまちの姿❸ 豊かなくらしを実現する活動・場が充実したまち 

＜イメージ＞ 

駅周辺に生活を豊かにする機能を誘導するとともに、地区内に立地する歴史・文化施設や

公園などの公共施設、多摩川河川敷やまちなかのみどりを資源とした交流や活動のための場

づくりに取り組みます。また、災害時の防災機能も備えることで、様々な状況に対応できる

まちをつくります。 

 

ア．生活を豊かにする機能の創出 

❸-ア-①駅まち空間整備の波及効果による生活サービスの充実 

新空港線の整備や鉄道の立体化に伴って生じる

駅周辺の利用者増をまちなかへと導くため、地区

計画などを活用し、生活交流ゾーンにおいて店舗

や生活利便機能の誘導を図り、地域のくらしを豊

かにする取組を検討します。 

 

 

❸-ア-②公共施設の再編 

公共施設の利便性を高めることでくらしを豊かにするよう、駅周辺への公共施設の適

正配置を図るなど、地域にふさわしい公共サービスの再編を検討します。 

 

 

イ．地域らしい文化交流の場づくり 

❸-イ-①駅周辺公園の利活用の促進  

駅周辺の公園は、”ひと”と”ひと”とが行き交う地域の重要な交流拠点であるとと

もに、子どもの遊び場や健康づくりの場など、都市環境における多面的な役割を最大限

発揮していきます。また、地域コミュニティのさらなる充実に向け、事業者を中心に地

域産業との関連性や公民連携など、多角的な視点から地域の魅力を高めることに取り組

みます。 

 

❸-イ-②区民プラザを中心とした文化芸術の普及と交流促進 

区民プラザで提供される文化芸術について情報

発信を強化し、多くの方が区民プラザで文化芸術

に触れる機会をつくります。また、住民による活

動成果の発表や、利用者による相互交流の場とし

て活用していきます。 

 

 

 

駅まち空間のイメージ（出典：国土交通省） 

区民プラザ（出典：大田区 HP） 
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❸-イ-③多様なニーズによる公共施設利用の推進 

区民プラザなどの公共施設は、当日の空き施設

の利用や多目的利用の推進など、より柔軟に利用

できるようにすることで、地域活動が広がるよう

支援します。 

多摩川河川敷周辺については、スポーツやレク

リエーションなどの多様な活動の受け皿になる場

所として住民の利活用を促進します。 

 

❸-イ-④様々なストックの利活用  

公園や公共施設、空き店舗など、まちなかに点在する様々なストックを、こどもの居

場所や学びの場、高齢者の活躍の場、地域福祉活動の場などに利活用する取組を支援し、

住民主体でストックを利活用する地域になることを目指します。 

 

 

ウ．みずとみどりを活かしたまちづくり 

❸-ウ-①多摩川を活かした回遊促進 

１）地域資源を巡る回遊ネットワークの形成  

来街者が地区を楽しく回遊できるよう、駅周辺から商店街、多摩川を結び、当地区

の地域資源を巡る回遊ルートを地域が主体となって考案します。 

 

２）自転車での回遊促進と安全確保の両立 

多摩川沿いでサイクリングを楽しむ人たちが、当地区内にも訪れてもらうようサイ

ンや自転車通行空間の整備などに取り組みます。 

 

❸-ウ-②みどりによる快適な街路空間の形成 

１）みどりの活用による良好な景観形成 

大田区景観計画において景観重要公共施設に

位置付けられている並木など、みどりのさらな

るの魅力向上を目的とした取組を住民自ら検討

し、地域に提案していきます。 

 

多摩川河川敷（出典：大田区 HP） 

景観重要公共施設の１つであるガス橋 

通りのケヤキ並木（出典：大田区 HP） 
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２）まちなかにおけるグリーンインフラの取組 

公園、広場及び道路など、まちなかのみどり空

間をグリーンインフラとして扱うことで、さまざ

まな地域課題の解決につなげていきます。 

 

 

 

 

 

エ．防災・減災による安全・安心のまちづくり 

❸-エ-①駅前広場の防災機能の充実 

駅前広場は、平常時・非常時ともに利用できるフェーズフリーの考え方に立ち、災害

発生時の一時集合場所になるとともに、周辺の公共施設と連携した帰宅困難者の受け入

れや、水害時の高台緊急避難先としての機能を検討します。 

 

❸-エ-②駅前及び駅周辺における防災機能の整備 

道路と鉄道の立体化に伴って整備される新しい駅舎やその周辺においては、在勤者が

多く利用する駅であることを考慮し、災害時の帰宅困難者の一時受け入れに活用できる

スペースを確保し、備蓄施設を整備するよう促します。 

 

❸-エ-③街区の防災安全性の向上 

地域の関係者と連携し、建物の共同化による災害対策を講じた建築物の整備や高台の

創出ほか、民地も活用した避難経路の確保などの対策にも取り組み、市街地としての安

全性を確保していきます。 

 

❸-エ-④通学路の交通安全対策の充実 

安全で安心して暮らせるまちづくりを実現するため、地域住民が主体となる見守り活

動を支援するほか、学校と警察、行政などが連携した点検活動に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区立東糀谷防災公園のビオトープ 

（出典：大田区グリーンインフラ事業計画） 
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❸-エ-⑤地域と連携した避難機能の確保 

当地区は多摩川氾濫時の浸水想定区域に含まれていることから、公共施設の新築・改

築に合わせた高台の創出のほか、既存の民間・公共施設を活用した避難スペース・待避

スペースの確保などの様々な手段によって、浸水時の避難機能が確保できるよう検討し

ます。 

 

❸-エ-⑥住民の防災意識の向上 

大田区防災アプリをはじめとする各種情報媒体による防災情報

の発信、ハザードマップなどの刊行物による普及啓発、実施され

る地域の避難訓練などを通じて、地域住民それぞれが正しい知識

を身に付けるとともに、自助や共助の意識を醸成することで、災

害に強い地域を目指します。 

 

 

 

  

  

大田区防災アプリの 

トップ画面 

（出典：大田区 HP） 
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■目指すまちの姿❹ 地域・企業とともにつくり・つかう「共創」のまち 

＜イメージ＞ 

行政をはじめ、住民や地域団体、地区内企業ほか、地区に関心を持つ来街者などと目指す

まちの姿や、それぞれの思いを共有し、まちづくりに取り組むための体制をつくることで、

持続的に共創の輪を広げます。 

 

ア．共創のためのエリアプラットフォームの構築 

❹-ア-①まちづくり推進体制の検討 

グランドデザインの策定を契機に、目指すまちの姿の実現に向け、地域主体のまちづ

くり推進体制の構築や、プレイヤーの発掘、育成の取組について検討します。 

 

❹-ア-②マッチングの機会づくり 

まちづくり推進体制を基盤に、地域での活動を望む住民や、様々なスキル・ノウハウ

を有する住民などがつながる機会の創出を目指します。 

 

❹-ア-③地域での対話の機会づくり 

グランドデザインを実現するためのまちづくりについて、区や地域、まちづくり推進

体制及び事業者などの対話による連携を進めていきます。 

また、まちづくり推進体制において、身近な地域課題やそれを解決するための手法な

どを話し合う機会をつくっていきます。 

 

 

イ．マッチングによる連携のきっかけづくり 

❹-イ-①スキルやノウハウを有する人材などのマッチング促進 

事業者などが、地区内のシェアオフィスやコワーキングスペース、ショーケースの運

営を通じて形成された人的ネットワークや人材発掘のノウハウを蓄積し、それらを区内

へと展開することで、より広いネットワークをつくることを目指し関係者間で連携して

いきます。 

 

❹-イ-②利活用可能なストックの情報集約・管理 

地区内で利活用可能なストックの情報を集約・管理し、利用希望者とつなぐ仕組みづ

くりを地域と検討します。 

 

❹-イ-③コーディネーターの育成・活躍支援 

地域での人と人、人と活動、人とストックのマッチングやその後の活動を支援するコ

ーディネーターを育成し、地域での活動を支援します。 
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ウ．実証実験・検証を通じた目標の実現 

❹-ウ-①実証実験・検証の推進 

行政をはじめ、住民、事業者などが連携し、目指すまちの姿の実現に資する実証実験

を行い、その結果を検証します。そのプロセスの中で利活用の主体形成や地区関係者の

理解促進を図り、まちの新たな価値創出を目指します。 

 

 

エ．情報発信の強化 

❹-エ-①幅広い層に向けた地区の魅力の発信 

まちづくり推進体制が主体となり商店会などと連

携し、当地区のヒト・モノ・コトに関する情報を集

約し、駅周辺やまちなかでの情報発信、さらにはウ

ェブサイトやSNSの活用により、地区内外に発信し

ていきます。  

  

大田区の大森銀座商店街に設置された 

デジタルサイネージ（出典：東京都） 
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４．取組の期間・主体など 

実施期間（短・中・長期）、都市基盤整備方針との関連、実施主体ごとに整理しました。 
 

 

 

 

 
 

■目指すまちの姿❶ 居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまち 

 

■目指すまちの姿❷ 多様な交流からイノベーションや産業がはぐくまれるまち 

 

 

まちづくり構想 

での取組方針 

対象ゾーン 
取組 

期間 都市基盤 

整備方針 

実施 

主体 駅前 生活 住工 短期 中期 長期 

ア． 

立体化による 

一体的な回遊性向上 

○   

①道路と鉄道の立体化の推進    ○  

②都市計画道路の将来的整備への対応    ○  

③鉄道の南北をつなぐ 

歩行者ネットワークの形成 
   ○  

④道路と鉄道の立体化に伴う空間の活用    ○  

イ． 

人中心の街路 

ネットワークの創出 

○ ○ ○ 

①地区内道路の役割検討    ○  

②歩行者中心の街路の整備・運用    ○  

③街路における滞留空間の創出    ○  

ウ． 

駅まち一体空間の 

実現 

○   
①駅前広場の整備    ○  

②駅・駅前・駅周辺の一体的整備    ○  

エ． 
地域のモビリティ
（移動のしやすさ）
の向上 

○ ○ ○ 

①自転車駐車場の整備    ○  

②まちなかでのモビリティ・ハブの拠点配

置の検討 
   ○  

③新しい移動手段に適した道路環境の整備    ○  

まちづくり構想 

での取組方針 

対象ゾーン 
取組 

期間 都市基盤 

整備方針 

実施 

主体 駅前 生活 住工 短期 中期 長期 

ア． 

インキュベーション 

機能による様々な 

チャレンジの支援 

○   

①道路と鉄道の立体化に伴う 

創出空間における産業面での利活用 
     

②多様な人材の交流・マッチングの促進      

イ． 

魅力のある 

商店街づくり 

○ ○  
①商店街の魅力発信・創出      

②商店街における歩行環境の充実      

ウ． 
チャレンジスペース
の創出 

○ ○ ○ ①ストックを活用した試験的出店の促進     
 

エ． 
ものづくりと多様な
主体の交流 

○  ○ 
①工場の魅力発信と交流促進      

②ビジネスマッチング機会の創出      

【期間】 

短期：～５年 

中期：５年～10 年 

長期：10 年～20 年以上 

 

   ：目標時期を設定し、実施する取組または 

実施に向けて検討・調整を行う取組など 
 

：継続して実施する取組など 

【実施主体】 

   ：区民（住民）、下丸子在勤・在学の人など 
 

   ：地元企業、鉄道事業者、開発事業者、商店街など 
 
   ：大田区、東京都、国など 

【都市基盤整備方針】 

 ○：都市基盤整備方針で検討する取組 
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■目指すまちの姿❸ 豊かなくらしを実現する活動・場が充実したまち 

■目指すまちの姿❹ 地域・企業とともにつくり・つかう「共創」のまち 

まちづくり構想 

での取組方針 

対象ゾーン 
取組 

期間 都市基盤 

整備方針 

実施 

主体 駅前 生活 住工 短期 中期 長期 

ア． 
生活を豊かに 
する機能の創出 

○   
①駅まち空間整備の波及効果による生活

サービスの充実 
    

  

②公共施設の再編      

イ． 
地域らしい 
文化交流の 
場づくり 

○ ○ ○ 

①駅周辺公園の利活用の促進      

②区民プラザを中心とした文化芸術の普及
と交流促進 

     

③多様なニーズによる公共施設利用の 
推進 

     

④様々なストックの利活用      

ウ． 
みずとみどりを活
かしたまちづくり 

○ ○ ○ 
①多摩川を活かした回遊促進    ○  

②みどりによる快適な街路空間の形成      

エ． 
防災・減災による
安全・安心のまち
づくり 

○ ○ ○ 

①駅前広場の防災機能の充実    ○  

②駅前及び駅周辺における 
防災機能の整備 

   ○ 
 

③街区の防災安全性の向上       ○  

④通学路の交通安全対策の充実    ○  

⑤地域と連携した避難機能の確保         

⑥住民の防災意識の向上         

まちづくり構想 

での取組方針 

対象ゾーン 
取組 

期間 都市基盤 

整備方針 

実施 

主体 駅前 生活 住工 短期 中期 長期 

ア． 
共創のための 
エリアプラット 
フォームの構築 

○ ○ ○ 

①まちづくり推進体制の検討      

②マッチングの機会づくり      

③地域での対話の機会づくり      

イ． 
マッチングによる
連携のきっかけ 
づくり 

○ ○ ○ 

①スキルやノウハウを有する人材などの 
マッチング促進 

     

②利活用可能なストックの情報集約・ 
管理 

     

③コーディネーターの育成・活躍支援      

ウ． 
実証実験・検証を
通じた目標の実現 

○ ○ ○ ①実証実験・検証の推進     
 

エ． 
情報発信の強化 

○ ○ ○ ①幅広い層に向けた地区の魅力の発信      
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５．将来の下丸子駅周辺地区の姿  

 これまでに示した取組に基づき、まちづくりコンセプト「空港につながり、職・住・憩い・にぎわいが集まるまち ～新たな価値を生み出すまち・クリエイティブタウン～」が実現した場合の将来の当地区のイ

メージを作成しました。  ※あくまでもイメージであり、整備・実施が決定されたものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❺ ❹ ❶❷❸❾ 

❻ 

❼ 

❽ 

■駅前拠点ゾーン 

■すべてのゾーン 

■生活交流ゾーン 

■住工共生ゾーン 

鉄道が立体化され歩行者が自由に行き来し、
くつろいでいる。広場では鉄道・バスなどの
乗換えがスムーズにできる。 

再編された施設で文化芸術に触れる機会が提
供されている。施設周辺では多くの人が行き
交い活気にあふれている。 

駅まち一体となったオープンスペースでは、
イベントなどが開催され、地域の方や来街者
でにぎわっている。 

行政や地域、事業者などがまちづくりについての
ディスカッションや、連携した活動を行ってい
る。 

多摩川とまちをつなぐ案内に導かれ、まちなかを
自転車で安全に心地よく移動することができる。 

住工共生が維持されたまちでは、イベント
などを通じて開かれた工場で多様な人材と
つながりが生まれている。 

様々な移動手段がモビリティ・ハブで接続
し、まちを回遊することができる。商店で
はバスの待ち時間を快適に過ごすことがで
きる。 

まちなかに生みだされたオープンスペース
で様々な人が集い、地域交流の場となって
いる。 

商店街は歩行者中心の空間となっており、
買い物や食事のほか、憩いの場にもなって
いる。 

東急多摩川線 

❺ 

❻ 

❼ 

❷ ❸ 

❽ ❾ 

❶ 

❹ 
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６．都市基盤整備の方向性 

 区では、グランドデザインにおいて示した施策を都市基盤整備の面から実現していくため、

今後の都市基盤整備の内容や、その実現に向けた手順・方策などを検討する都市基盤整備方

針を策定します。 

 都市基盤整備方針には、以下の取組に関連した内容を記載します。関連する取組の詳細は

次のとおりです。 

  

 整備方針に関連する取組 

目指すまちの姿❶-ア-① 道路と鉄道の立体化の推進 

目指すまちの姿❶-ア-② 都市計画道路の将来的整備への対応 

目指すまちの姿❶-ア-③ 鉄道の南北をつなぐ歩行者ネットワークの形成 

目指すまちの姿❶-ア-④ 道路と鉄道の立体化に伴う空間の活用 

目指すまちの姿❶-イ-① 地区内道路の役割検討 

目指すまちの姿❶-イ-② 歩行者中心の街路の整備・運用 

目指すまちの姿❶-イ-③ 街路における滞留空間の創出 

目指すまちの姿❶-ウ-① 駅前広場の整備 

目指すまちの姿❶-ウ-② 駅・駅前・駅周辺の一体的整備 

目指すまちの姿❶-エ-① 多様なモビリティとの結節機能の整備 

目指すまちの姿❶-エ-② まちなかでのモビリティ・ハブの拠点配置の検討 

目指すまちの姿❶-エ-③ 新しい移動手段に適した道路環境の整備 

目指すまちの姿❸-ウ-① 多摩川を活かした回遊促進 

目指すまちの姿❸-エ-① 駅前広場の防災機能の充実 

目指すまちの姿❸-エ-② 駅前及び駅周辺における防災機能の整備 

目指すまちの姿❸-エ-③ 街区の防災安全性の向上 

目指すまちの姿❸-エ-④ 通学路周辺の交通安全対策の充実 

 

 整備方針策定後も、区は、目指すまちの姿の実現に向け、地区の課題解決に資する都市基

盤整備を適宜検討していきます。 

検討を進めるにあたっては、地域の皆さまに整備へのご理解とご協力をいただけるよう、

ご意見をお聞きしながら丁寧に取り組んでいきます。 
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第５章 実現に向けて 

１．計画策定から推進、実現へ 

まちづくり構想の策定など、これまでの当地区のまちづくりは、地区関係者や住民の意見

交換により検討を進めてきました。 

グランドデザイン策定のプロセスにおいても検討会を開催し、街路、商店街・産業、オー

プンスペース、地域資源という４つのテーマについて、現状と将来像、解決すべき課題とそ

のための取組に関する意見交換や、当地区の生活者としての視点から、日常生活において求

められるまちの機能などに関する意見交換をワークショップ形式で行いました。 

こうした経緯を踏まえ、グランドデザイン策定後も「目指すまちの姿❹ 地域・企業とと

もにつくり・つかう「共創」のまち」に基づき、住民や事業者、行政が協働し、まちづくり

の担い手を増やし、参画の輪を広げながらまちづくりを推進していくための体制を構築して

いきます。 

そしてまちづくりコンセプトである「空港につながり、職・住・憩い・にぎわいが集まる

まち～新たな価値を生み出すまち・クリエイティブタウン」の実現に向けて、上記関係者に

加え、まちづくりの専門家や、地域課題の解決に関心のある個人・団体など、様々な人々と

ともにまちの未来を共創していきます。 
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２．計画の見直しの考え方 

グランドデザインに示す取組（短期～長期）の進行管理を行うとともに、駅周辺の整備や

新空港線の整備などの具体化・進捗に合わせて、まちづくりの効果や影響などの検証も行い

ながら、グランドデザインの内容を適宜更新していきます。 
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参考資料 

１．策定の体制 

令和５年度から７年度にかけ、商店会や自治会・町会、工和会協同組合、おおたクリエイ

ティブタウンセンター、下丸子に立地する民間企業、そして地区住民をメンバーとした「下

丸子駅周辺地区グランドデザイン策定に向けた検討会」を開催し、グランドデザイン策定の

参考となるまちづくりに資するご意見をいただきました。 

 

（１）下丸子駅周辺地区グランドデザイン策定に向けたまちづくり検討会の構成 

 ■会長 

（一社）おおたクリエイティブタウンセンター 野原卓センター長 

（横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 教授） 

■委員 

分野 所属団体など 

アーバンデザインセンター （一社）おおたクリエイティブタウンセンター 

地域 矢口北町会 

地域 下丸子東町会 

地域 下丸子三丁目町会 

地域 下丸子四丁目町会 

地域 シエルズガーデン自治会 

地域 ザ・リバープレイス自治会 

地域 鵜の木西町会 

地域 千鳥南町会 

地域 社会福祉士 

地域 東京サーハウス自治会 

地域 シエルズガーデン自治会 

地域 飲食店運営 

商業 下丸子商栄会 

商業 下丸子商店会 

教育 矢口西小学校 

教育 矢口中学校 

産業 工和会協同組合 

事業者 東急（株） 

事業者 東急電鉄（株） 

事業者 （株）三桂製作所 

事業者 （株）白洋舍 

事業者 キヤノン（株） 

事業者 東日本電信電話（株） 

事業者 Beステーション凛 

区民活動団体 NPO法人ジェンダー平等Labota 

区民活動団体 読み聞かせの会（下丸子四丁目児童館） 

区民活動団体 たまこの会（地域活動グループ） 

区民活動団体 矢西ビクトリー（ソフトボールクラブ） 

区民活動団体 NPO法人ベアーズ（総合型地域スポーツクラブ） 

公募  
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２．策定経過 

年度 開催日 回数 

令和５年度 令和６年２月17日 第１回検討会 

令和６年度 

令和６年７月20日 第２回検討会 

令和６年９月７日 第３回検討会 

令和６年９月27日 

～令和６年10月18日 

下丸子駅周辺の踏切に関するアンケート 

令和６年10月17日 第４回検討会 

令和６年11日30日 下丸子駅周辺地区におけるまちづくりに向けた実

証実験 

令和６年12月３日 第５回検討会 

令和７年度 

令和７年６月27日 第６回検討会 

令和７年８月29日 第７回検討会 

令和７年10月29日 第８回検討会 

令和８年１月23日 第９回検討会 

 

（１）検討会実施概要 

検討会は、グランドデザインに記載する取組の参考となるアイデアの検討を目的として、

令和５年度より開始しました。第１回検討会でのワークショップで抽出した「街路を考える」

「商店街の活用や新たな産業を考える」「オープンスペースの活用を考える」「地域資源の活

用、景観づくりを考える」という４つのテーマに基づきグループワークを行いました。 

第６回検討会からは、当地区の居住者として、駅前での過ごし方や下丸子駅前や周辺に望

まれるオープンスペースや商業・業務機能などについて、グループワークによる意見交換を

行いました。 

検討の様子は、広報誌（「下丸子駅周辺地区まちづくりニュース」や、「下丸子まちづくり

マガジンmeet-up Shimomaruko」）に取りまとめ、地域に周知を行いました。 

検討会でのご意見を参考に、区は取組の実施に向け地域の皆様へのご理解に努めていきま

す。 

 

 

各回の実施概要は以下のとおりです。 

開催回 概要 会場 

第１回検討会 

・おおたクリエイティブタウンセンター 野原卓センター長

（横浜国立大学大学院 准教授※開催時）講演 

・ワークショップ：検討会で話し合うテーマの検討 

矢口特別出張所 

第２回検討会 
・ワークショップ：４つのテーマを踏まえ地区の課題と目指す

姿を検討 
大田区民プラザ 

第３回検討会 
・ワークショップ：第２回で整理した課題・目指す姿を踏まえ

た取組と主体に関するアイデア出し 
大田区民プラザ 

第４回検討会 
・ワークショップ：これまでに整理した課題・目指す姿・取

組・主体を整理し、取組の参考アイデアとしてまとめる 
大田区民プラザ 
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第５回検討会 
・ワークショップ：他グループの検討内容について意見交換

し、取組の参考となるアイデアを練り上げ 
大田区民プラザ 

第６回検討会 
・ワークショップ：駅前や周辺のオープンスペースでの過ごし方に

ついて意見交換し、オープンスペースのイメージを具体化・共有 

矢口 

区民センター 

第７回検討会 
・ワークショップ：駅前や周辺に求める商業・業務機能につい

て意見交換し、商業・業務機能のイメージを具体化・共有 
大田区民プラザ 

第８回検討会 
・ワークショップ：通勤や買い物などで日常的に通る道路を再

確認し、道路沿いに求める滞在空間や機能を検討 

矢口 

区民センター 

第９回検討会 
・ワークショップ：公共空間や空きストックを活用した過ごし

方を検討 
大田区民プラザ 

 

【参考】「下丸子駅周辺地区まちづくりニュース」において、まちづくりの進捗状況や、検

討会の取組を周知 
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【参考】検討会で出た取組の参考となるアイデア(まちづくりマガジン「meet-up Shimomaruko Vol.2」より) 
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（２）踏切に関するアンケート 

当地区の住民を対象として、まちづくりの方向性を周知するとともに、下丸子１号・２号

踏切の利用状況や課題認識、また駅周辺の都市基盤に対する評価などを把握することを目的

にアンケート調査を実施しました。 

項目 内容 

実施方法 
インターネットによる調査を基本とした。なお、鵜の木特別出張所、矢口特別

出張所などに紙の調査票を設置し、紙での回答にも対応した。 

実施期間 令和６年９月27日（金）から令和６年10月18日（金）まで 

周知方法 

鵜の木地区、矢口地区を対象に、自治会・町会掲示板へのチラシ掲示及び回覧 

小中学校（東調布第三小学校、千鳥小学校、矢口西小学校、多摩川小学校、大

森第七中学校、矢口中学校）、特別出張所など区施設へのチラシ掲示及び配布 

回答数 489件（インターネット：482件、紙：7件） 

 

下丸子１号・２号踏切の交通環境について満足している方（「とても満足」と「ほぼ満足」

と回答した方）は、およそ４分の１であり、半数以上の方が満足していない（「とても不満」

と「やや不満」）と回答しています。 
 

   

 

下丸子１号踏切に対する不満の理由としては、複数ある選択肢のうち、「踏切で待ってい

ると自転車・歩行者で混雑し、危ない」が最も多い結果となりましたが、「踏切で待つ時間

が長い」「待つ回数が多い」「線路の南北で行き来が不便」「踏切の歩道が狭く危ない」など

も多くの回答がありました。 

下丸子２号踏切については、「道路の渋滞が多い」が最も多くなっていますが、下丸子１

号踏切と同様に他の選択肢についても多くの

ご意見がありました。 

下丸子１号・２号踏切の踏切道対策として

は、「鉄道の連続立体化」との回答が最も多

い結果となりました。 

 

 なお、アンケートの結果は、区ホームーペ

ージで公開しております。 

 

N＝375(未回答を除く) N＝367(未回答を除く) 

N＝450(未回答を除く) 
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（３）下丸子駅周辺地区のまちづくりに向けた実証実験 

令和６年11月30日（土）午前10時から午後４時まで、人通りが多い駅前の歩道で、通行に

支障がない範囲内にテーブルや椅子などを設置し、新たな道路空間の利用方法について検証

しました。 

  

  

 

併せて利用者に対してアンケートをし

たところ、97.1%が実証実験のような公共

空間を必要としており、特に休憩・待ち

合わせや飲食のための場所が求められて

いました。自由意見では、特に子育てを

している住民からこどもといっしょに居

ることのできる場所に対する期待や遊び

場の機能を求める声が寄せられていまし

た。 

 

 

 

 

                   

     

     

     

     

     

    

    

    

                   

        

  

       

      

          

          

            

  

   

                 

      

                                           

                                      

                                              

                          

               

                      

            

         

   

             

      

         

   

            

         

   

             

         

   

              

         

   

             

      

         

   

            
         

   

                

      

            

            

 

                  
                  

    

 

 

 

 

 

 

 

公共空間への期待に関するアンケート結果 

N＝275 
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３．地域資源 

ここでは、当地区における主な地域資源を紹介します。これらの資源をまちづくりに活かし、下丸子の歴史や地域性を後世に引き継いでいく必要があります。 

 

■歴史資源 

❶連光院 

戦国時代には創建され

ていたとされる寺院。

山門は東京都の指定文

化財。 

❷六所神社 

鎌倉時代に地元の領主

が氏神を祭ったことが

起源とされる神社。 

❸新田神社 

新田義貞の次男・新田

義興を祀るため創建さ

れた神社。 

❹光明寺 

奈良時代に創建され、

今に至る。新大田区 

百景にも選出。 

❺六郷用水  

南北引き分け跡 

江戸時代に開削された

六郷用水が南北の水路

に分流されていた地

点。 

■文化資源 

❿大田区民プラザ 

音楽や芸能などの公演

を定期的に開催する地

域の文化芸術の拠点。 

 

❼下丸子公園 

多摩川の旧跡「矢口の

渡し」を景観として再

現した公園。 

■自然資源 

❻多摩川河川敷 

多摩川河川敷は、空か

らも見える骨太なみど

りの骨格であるととも

に、憩いの場・レクリ

エーションの場。 

⓫大田区立 

下丸子図書館 

下丸子なかよし公園に隣接す

る図書館。手芸、料理、育児

関係の図書の収集が特色。 

■産業資源 

⓬下丸子商栄会・ 

下丸子商店会 

昔ながらの八百屋や

魚屋、和菓子屋、定

食屋などが軒を連ね

ており、駅前ながら

も風情のある雰囲気

を醸成。 

⓭ガス橋 

当地区と川崎市中原

区上平間を結ぶ橋。

ガス管が渡されてい

たところに橋を架け

たことからガス橋と

命名。 

⓮創造製作所 

くりらぼ多摩川 

武蔵新田駅近くの工

場をリノベーション

して設けられた、「も

のづくりのまちづく

り」を行うための地

域交流拠点。 

 

❽ガス橋通りのケヤキ並木 

補助第 28号線の環状第８号線

からガス橋までの区間はガス

橋通りと呼ばれ、ケヤキ並木

は新大田区百景にも選定。 

 

❾まちなかのみどり 

天祖神社（下丸子児

童遊園）と下丸子諏

訪神社（諏訪児童遊

園）、妙蓮塚三体地蔵

尊のイチョウ、しいの

古木など、まちなか

に大樹が多数存在。 
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４．大田区区民意見公募手続（パブリックコメント）及び区民説明会 

 素案の説明・周知を図るとともに、区民等の皆さまから意見を広く収集し反映させるた

め、大田区区民意見公募手続き（パブリックコメント）を実施しご意見を募集しました。ま

た、区民説明会、オープンハウス型説明会を開催しました。 

 

●パブリックコメント 

 実施時期：令和７年 12 月 11 日（木）から令和８年１月６日（火）まで 

 概要  ：電子申請（LoGo フォーム）、郵送、ファクシミリ、窓口へ持参 

意見総数：10 名 16 件（電子申請 10 名、紙申請０名）  

 

●区民説明会 

【開催日時】 

第１回：令和７年 12月 19 日（金）18時 30 分から 19 時 30 分まで 

第２回：令和７年 12月 20 日（土）10時 30 分から 11 時 30 分まで 

オープンハウス型説明会：令和７年 12月 20 日(土)12 時 30 分から 16時 00 分まで 

【会場】 

矢口特別出張所 １階 大会議室 

 

●意見要旨

№ 意見要旨 区の考え方 

1 

全般的に地域住民の理解が得られる計

画なのか。 

下丸子駅周辺地区の踏切対策とまちづくりを

検討するにあたり、令和３年度から令和４年度

にかけて「下丸子駅周辺地区のまちの将来を考

える会」を開催し、地域の方々からいただいた

ご意見を踏まえて「下丸子駅周辺地区まちづく

り構想」を策定しました。 

今回の素案作成にあたっても、「下丸子駅周

辺地区グランドデザイン策定に向けたまちづく

り検討会」を開催し、地域の方々からいただい

たご意見を参考にしました。 

このほか、地域でのアンケートや実証実験等

を通じ、いただいたご意見も参考にしました。 

今後も、地域の皆さまからご意見を伺いなが

ら、多くの方にご理解をいただけるよう努めて

まいります。 
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№ 意見要旨 区の考え方 

2 

千鳥町駅と下丸子駅は約 550mと近

く、どちらも利用する区民が多い。特

に、池上線利用者が下丸子駅に向かう場

合は千鳥町駅で降車する動線が重要とな

る。しかし、グランドデザインでは両駅

間の動線改善に関する記述が不十分で、

P43の「これからマップ」には千鳥町駅

に関する情報が欠如している。 

都市基盤整備方針の考えに合わせ、グ

ランドデザインにも両駅のつながり強

化、具体的な動線改善策の明記が望まれ

る。 

グランドデザインでは、P22の図「回遊の軸

のイメージ」にあるように、千鳥町駅をはじめ

とする駅北側への歩行者ネットワークの形成を

念頭に置いた施策を掲げております。これを踏

まえ、都市基盤整備方針において、歩行者ネッ

トワークの考え方や都市基盤整備の将来イメー

ジを検討しました。 

ご意見を踏まえ、今後駅周辺の道路や駅前広

場等の検討を深度化していく中で、両駅間の動

線についても考慮してまいります。 

3 

ありがちな駅前ロータリーが整備され

てしまう危惧を感じる。当地区のコミュ

ニティバスは 40分に 1本程度で定員 15

人と極めて小規模で、多くの人のニーズ

を満たすわけでもないバスのために、駅

前広場にバス 1台分のスペースが固定さ

れてしまうのはもったいないと思う。タ

クシーもスマホで呼び出す時代に移行し

ており、タクシープールも不要である。

現状の区民プラザ前の区道で自動車の停

車空間は確保されているので、駅前広場

にロータリーを設置する必要はない。ウ

ォーカブルなまちづくりというビジョン

があるので、駅前に車のためのスペース

を広く取るのではなく、歩行者空間や人

の憩いの場を確保してはどうか。 

当地区における公共交通機関の利便性向上の

ため、駅前広場における交通結節機能の整備は

必要不可欠であると考えております。その形状

については、駅周辺の道路ネットワークも含め

て今後検討を進めてまいります。ご意見のとお

り、グランドデザインでは、「ウォーカブルな

まち」を目指す姿として掲げておりますので、

歩きたくなる、くつろぐこともできる空間の創

出に向けた検討をあわせて行ってまいります。 

4 

駅から下丸子 4丁目までの動線も開発

してほしい。道幅が狭く自転車が通行す

るのも危険である。ケヤキ並木のように

新しく植樹できないか。 

いただいたご意見を参考に、植樹も含めて歩

行者環境の充実や自転車と歩行者が共存できる

通行空間の確保に取り組んでまいります。 
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№ 意見要旨 区の考え方 

5 

下丸子は地域資源がとても豊富なエリ

アなので、P29「当地区の地域資源を巡

る回遊ルートを地域が主体となって考案

します。」は、地域の方々のまちづくり

への参画意欲を促す良い取組みである。

快適で移動しやすい回遊ルートになるよ

う、歩道環境の改良や商店のファサード

整備など、道路・景観整備にも併せて取

り組むことが重要である。 

いただいたご意見を参考に、歩行者が円滑に

移動でき、快適に過ごせる道路空間の整備を進

めてまいります。 

6 

踏切解消のために、下丸子駅を立体化

することに反対する。 

現在の下丸子駅の利便性は、改札から

すぐに電車に乗れること、多摩川線の本

数が多く待ち時間が少ないことである。

池上駅が立体化したが、乗降に不便であ

り失敗した良い先例である。同じ間違い

をしないため、下丸子駅の立体化には反

対する。 

下丸子 1号・2号踏切は、歩行者や自動車の

円滑な通行や安全性に支障をきたしている踏切

であることから、平成 29年に改正踏切道改良

促進法に基づき課題のある踏切として指定され

ており、これらの踏切の解消が喫緊の課題であ

ると考えています。都市基盤整備方針にも記載

しているように、踏切の解消手法としては鉄道

の連続立体化が望ましいと考えています。踏切

対策と合わせ、駅周辺のまちづくりを一体的に

行っていくことで、安心・安全で快適なまちを

実現できるよう、引き続き検討を進めてまいり

ます。 

7 

「区民プラザ入口」交差点付近は、歩

車分離されていない。生活交流ゾーンの

道路において、歩車分離を明確にしてほ

しい。 

いただいたご意見を参考に、歩行者の安全な

通行空間確保等による通行環境の向上を図り、

目指すまちの姿である「居心地が良く歩きたく

なるウォーカブルなまち」の実現に向けて取り

組んでまいります。 
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№ 意見要旨 区の考え方 

8 

 下丸子駅北側のコインパーキングは稼

働率が高いことを踏まえ、駅北側の地下

に大規模駐車場の設置を検討してはどう

か。 

新空港線の開通に伴い多摩川線沿線や

当地区の価値も変化してくると思うの

で、大規模駐車場で地域活性化を図って

みてはどうか。現状では羽田空港の駐車

場の混雑により空港内での渋滞があるた

め、羽田空港駐車場のサテライトとして

の利用が考えられる。空港への送迎や空

港施設の利用、展望デッキ利用、多摩川

の花見、散歩、各種スポーツなどにも利

用されると思う。 

道路及び駅前広場の構造については、今回グ

ランドデザインと合わせて策定する都市基盤整

備方針も踏まえ、今後さらに検討を深度化して

まいります。いただいたご意見については参考

にさせていただきます。 

9 

車通りが多かったり駅が混みやすかっ

たりするので、再開発は大変ありがた

い。池上のように蒲田ほど大きくなくて

も便利な駅ビルができてほしい。 

いただいたご意見を参考に、目指すまちの姿

❶でお示ししたとおり、駅と駅周辺を一体的空

間として捉えたウォーカブルで居心地のよい空

間の整備を進めてまいります。 

10 

移動円滑化・バリアフリーはもとよ

り、「ウォーカブルなまち」全体の中で

ユニバーサルデザインのコンセプトを実

現していかなくてはならない。全体イメ

ージでそれを表せたら良い。P36の「駅

前拠点ゾーン」や「生活交流ゾーン」の

イラストで、車椅子の方など障がいのあ

る方も含め、誰もが快適に憩い、交流し

ているイメージを盛り込んだらどうか。 

（素案の修正対応） 

ご意見を踏まえ、P36のイラスト❶、❸及び

鳥観図を修正しました。 

11 

商店の利用が増えることにより、新し

い発想のお店ができてくると地域の活性

化につながると思う。また、駅周辺に大

規模駐車場を設け、区の広報により利用

促進を図ることが、多摩川線、新空港線

の利用を増やし地域の活性化につながる

と思う。 

いただいたご意見を参考に、目指すまちの姿

❷や❸でお示ししたとおり、魅力のある商店街

づくりや生活を豊かにする機能の創出などに取

り組んでまいります。 
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№ 意見要旨 区の考え方 

12 

スーパー、ドラッグストア、クリニッ

ク、保育所など日常生活に直結する業種

を優先的に集積させてほしい。駅周辺で

買い物や医療が完結すれば、地域の魅力

が高まると思う。 

施策❶-ウ-②でお示しした駅周辺の整備と合

わせた生活利便機能の誘導などの取組の参考に

させていただきます。 

13 

さらに人を呼び込む仕組みよりも、今

住んでいる人たちやこれから住む人たち

が、まず駅まで出て買い物をしたくなる

ようなまちにしてほしい。それに伴って

回遊ルートやコミュニティエリアに立ち

寄るようになると思う。 

目指すまちの姿❶、❷及び❸の実現に向けた

取組の参考にさせていただきます。 

14 

人が増えたり便利になったりするのは

いいことであるが、下丸子に暮らし続け

る人や日常的に通う人の不利益にならな

いようにしてほしい。 

人の往来が増えるということは、治安

が悪くなる可能性が上がること・ごみが

増えること・災害時の一人当たりの資源

が少なくなってしまうこと・道路が劣化

しやすくなることにつながる。 

インフラ整備により治安の改善につな

がると思うが、元々細い道や暗い道が多

い中、公園や賑わいの場よりも、交番や

街灯、防犯カメラを増やすなどの現実的

で具体的な対策をお願いしたい。 

いただいたご意見を参考に、インフラ整備だ

けでなく、空間の活用方法や維持管理について

も検討してまいります。 

15 

下丸子駅北側に位置する広大な敷地を

有する光明寺は「都市基盤整備方針の対

象範囲」に含まれているが、グランドデ

ザインでは P46に「地域資源」としての

み言及され、具体的な連携や再開発計画

への反映が不足している。 

駅周辺環境の改善を図る上で、光明寺

の存在は無視できない。今後の再開発計

画において、光明寺との一体的なグラン

ドデザインの検討を求める。 

（素案の修正対応） 

ご意見を踏まえ、グランドデザインの P28

のリード文で「地区内に立地する歴史・文化施

設や公園など」と修正しました。 

歴史・文化資源なども生かしたやすらぎのあ

る空間を創出できるよう、様々なストックの活

用を検討し、地域の関係者とも連携してまちづ

くりを進めてまいります。 
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№ 意見要旨 区の考え方 

16 

「様々な地域ストックの利活用」で

は、まちなかのストックを点として捉え

るだけでなく、「回遊ルート」や「ウォ

ーカブルなまち」の中のネットワークを

構成する拠点としても位置付けアピール

することで、更に魅力が発信できるので

はないか。 

いただいたご意見を参考に、施策❸-ウ-①に

おいて、これらの活動の場も踏まえた回遊ネッ

トワークの検討を進めてまいります。 
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５．用語集 

用語 解説 

あ行 

イノベーション 

技術の革新にとどまらず、これまでとは全く違った新た

な考え方、仕組みを取り入れて、新たな価値を生み出

し、社会的に大きな変化を起こすこと。 

インキュベーション 
企業や新事業の創出を支援し、その成長を促進させるこ

と。 

インバウンド 外国人が日本を訪れる旅行。 

ウォーカブル 

「歩く」を意味する“walk”と「～できる」の“able”

を組み合わせた造語で、広義では、車中心から“人中

心”の都市空間へと転換し、歩行者が快適に過ごせる魅

力的なまちなかの創出を図る概念。 

駅前広場 

鉄道と他の交通手段とを結び、効率的な交通処理を図る

ことを目的として鉄道駅に設置される広場。交通機能だ

けでなく、まちの玄関口として景観、防災、地域住民の

交流といった多様な機能を持つ都市施設。 

駅まち空間（駅まち一体空間） 

駅や駅前広場と周辺市街地を切れ目なく一体的に捉え、

相互の関係性を踏まえながら機能配置を検討する空間。

駅と街を自然につなげ、総合的な都市機能の向上を目指

す考え方。 

エリアプラットフォーム 

行政をはじめ、まちづくりの担い手であるまちづくり会

社・団体、まちづくりや地域課題解決に関心がある企

業、自治体・町内会、商店街・商工会議所、住民・地権

者・就業者などが集まって、まちの将来像を議論・描

き、その実現に向けた取組（＝まちづくり）について協

議・調整を行うための場。 

オープンスペース 一般に開放されている公共性の高い空間。 

オープンファクトリー 

ものづくりの価値を地域で共有し、国内外に発信してい

くために、町工場を期間限定で無料一斉公開するイベン

ト。 大田区では（一社）おおたクリエイティブタウン

センターや工和会協同組合、（一社）大田観光協会など

が連携し実施。 

か行 

改正踏切道改良促進法 

踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及

び交通の円滑化に寄与することを目的に昭和36年に制定

された法律。その後の改正により、国土交通大臣が指定

する「改良すべき踏切道」（法指定踏切）について、鉄

道事業者と道路管理者が協力して対策を講じる仕組みが

強化された。 

共創 

多様な立場の人々が新たな価値を共に創造していくこ

と。「協働」と近い概念であるが、「協働」とは協力して

何かに取り組んでいる「状態」を表すのに対し、「共

創」とは共に協力しながら新たな「価値を創出」してい

くという「結果」に重点を置いた概念。 

グリーンスローモビリティ 

時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用し

た小さな移動サービスで、その車両を含めた総称のこ

と。 
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用語 解説 

グリーンインフラ 

住みやすいまちをつくる社会基盤施設（インフラ）に、

海、河川、池、緑地などの自然環境（グリーン）が有す

る機能を活用することで、まちづくりの課題解決につな

げる取組。 

くりらぼ多摩川 

ものづくりに自ら関わり、交流するためのものづくり拠

点。中小企業ではなかなか手の届かないものづくりブラ

ンドづくり、ワークショップを通じたものづくり体験・

魅力発信など「創造製作所」として、様々な事業を展

開。 

公開空地 

建築基準法に基づく総合設計制度や高度利用地区制度な

どの都市開発諸制度を利用し、容積率緩和などの特例を

受ける代わりに、建物敷地内に設けられた一般公衆が自

由に利用できる空間。民有地でありながら公共的利用に

供される都市空間。 

高架化 
地上の鉄道や道路を、橋梁などを使って上空へ移設する

こと。 

耕地整理 

耕地整理法（昭和24年度廃止）に基づく土地改良事業

で、一般には農地の有効利用と収穫の増大を目的とし

て、区画を整形化し、水路や道路の整備を図ることによ

り利用形態を近代化した事業のことを指す。下丸子地域

では工業誘致を目的に実施された。 

交通結節機能（交通結節点） 

駅前広場やバスターミナルなど、複数あるいは異種の交

通手段を相互に連絡する乗り継ぎ・乗り換えのための場

所のこと。 

公民連携 
行政と民間企業や学術機関等が協働で、それぞれの強み

を活かした公共サービスの提供などを行うこと。 

コミュニティバス 
自治体が主体となって運行するバス全般を指す。地域の

ニーズや事情にあわせて柔軟な運行が見られる。 

コワーキングスペース 

主に個人で仕事を行うことが多い人同士で会議室、作業

スペースなどを共有しながら仕事を行うことができ、利

用者同士の交流や共同といったコミュニティ形成を促す

場のこと。 

さ行 

シェアモビリティ 

個人所有のモビリティとは異なり、不特定多数が移動す

る公共性を有する交通手段。自転車（シェアサイク

ル）、自動車（カーシェアリング）、電動キックボード、

電動スクーターなどの乗り物を複数の利用者で共有する

サービス。 

新空港線 

平成28年の交通政策審議会答申第198号に示された「国

際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェク

ト」に位置付けられた鉄道路線の１つ。 

区内の東西交通の移動利便性向上、沿線まちづくりへの

寄与、羽田空港及び都心部、埼玉方面へのアクセス強化

などの効果が期待される。 

浸水想定区域 
河川の氾濫や高潮などにより、水没が想定される区域の

こと。 

スタートアップ 新しい技術等を有し、成長を目指す企業のこと。 
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用語 解説 

ゼロカーボンシティ 
2050年までに温室効果ガス実質ゼロを目指す団体として

国の認定を受けた地方公共団体。 

た行 

ダイバーシティ経営 

多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会

を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創

造につなげている経営。 

滞留空間 
待ち合わせや休憩、イベントなどができ、災害時には避

難者を受け入れることができる空間。 

高潮 

台風や発達した低気圧が通過する際に海面の水位が大き

く上昇する現象。海水が堤防を越え、浸水被害をもたら

す可能性がある。 

高台 
浸水位よりも地盤や建物等の床が高く、浸水に対する安

全性の高い場所。 

建物の共同化 

複数の土地所有者（２人以上）が協力して一体的に建物

を建て替えること。個別の建て替えでは土地を有効活用

できない場合や、小規模建物が密集して環境が悪く防災

上危険な地域の環境改善を目的とする。 

地区計画 

都市計画法に基づき、住民の合意に基づいたまちづくりの

要請に応え、道路・公園などの配置や建築物に関する制限

などについて、地区特性に応じてきめ細かく定める計画。 

チャレンジショップ 

商売を始めたいが経験がなく、最初から独立店舗で始め

ることが困難な人に対し、行政や商工会議所などが家賃

や管理費などを一定期間無償または低額で店舗を貸し出

す制度のこと。 

低未利用地 

本来適正に利用されるべき土地であるにも関わらず、十

分に活用されていない土地。空き地、空き家の敷地、駐

車場など、潜在的な利用価値に比べて効果的に使われて

いない土地を指す。 

デジタル・ 

トランスフォーメーション（DX） 

デジタル技術やデータを活用して、既存の業務のあり方

やサービスを変革・創造すること。 

都市基盤 
道路、公園、下水道など、都市の産業活動や住民の生活

を支える骨格となる公共施設の総称。 

都市計画道路 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画

法に基づいて計画・決定された道路。将来の都市構造を

見据えて配置される重要な都市基盤施設。 

な行 

内水氾濫 

下水道等の排水施設の能力を超えた雨が降った時や、雨

水の排水先の河川の水位が高くなった時等に、雨水が排

水できなくなり浸水する現象。 

は行 

ハザードマップ 
災害発生時の被害想定区域や避難場所、避難経路などを

地図上に示した地図。 

羽田イノベーションシティ 

大田区が、羽田みらい開発株式会社と公民連携によりま

ちづくりを進め、開業したまち。新たなビジネスやイノ

ベーションの創造、国内外に日本のものづくり技術や日

本各地域の魅力を発信している。 
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用語 解説 

パーソナルモビリティ 
まちなかでの近距離移動を想定した１～２人乗りの小型

電動コンセプトカーなどを指す次世代自動車の概念。 

バリアフリー 

障がい者、高齢者などが社会生活を営む上で支障となる

物理的、社会的、制度的、心理的な様々な障壁を取り除

くこと。 

ビジネスマッチング 

企業がビジネスの目的を果たすために、適したパートナ

ーを見つけるための「場」や「サービス」のこと。ビジ

ネスマッチングは、ビジネスにおける需要と供給を取り

持ち、業務を依頼したい企業と、業務を受注したい企業

のWin-Winの関係を構築する。 

フェーズフリー 
身のまわりにあるモノやサービスを、日常時はもちろん、

非常時にも役立つようにデザインしようという考え方。 

壁面後退 

地区計画などにおいて壁面の位置の制限が定められた道

路に面する敷地において、制限値に応じて壁面を後退す

ること。 

ボトルネック 
道路などのインフラや業務の一連の流れの中で、停滞や

生産性の低下を招いている箇所や工程などのこと。 

ま行 

無電柱化 

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良

好な都市景観の創出を図るため、電線共同溝などの整備

により、道路上に張り巡らされた電線類を地下に収容す

ること。 

モビリティ・ハブ 様々な交通モードの接続・乗換拠点。 

や行 

優先整備路線 

東京都と特別区及び26市２町において、都市計画道路を

計画的、効率的に整備するため、おおむね10年間で優先

的に整備すべき路線に位置付けられた路線のこと。 

ユニバーサルデザイン 

あらかじめ障がいの有無、年齢、性別、国籍等に関わら

ず、多様な人々が利用しやすいように考えて、都市や生

活環境をデザインすること 

ら行 

リノベーション 
建築・不動産（公共空間も含む）の改修などによって新

しい付加価値を組み込むこと。 

連続立体交差事業 

市街地において道路と交差している鉄道を一定区間連続

して高架化又は地下化することで立体化を行い、多数の

踏切の除却や新設交差道路との立体交差を一挙に実現す

る都市計画事業。 

緑被率 

緑の総量を把握する方法の一つで、航空写真などによっ

て上空から見たときのみどりに覆われている面積の割合

のこと。森林・樹林地のほか、草地や農地、公園や道

路、学校などの公共公益施設のみどり、住宅、工場など

の民有地のみどりなどが含まれる。 

A-Z  

Society5.0 

サイバー（仮想）空間とフィジカル（現実）空間を高度

に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の

解決を両立する、人間中心の社会。 

 



・土地利用

工場や住工併用工場が点在し、駅南側には商店街、北側には駐車場等の低未利用地が多く分布している

・交通

 下丸子駅南側の歩行者交通量が多く、通勤時間帯には混雑が目立つ

 下丸子駅北側には区営自転車駐車場があるが、南側は不足

 ガス橋通りを中心に渋滞している。駅周辺では送迎や荷捌きのための駐停車が見られる

 1日３万人以上が下丸子駅を利用。利用者のうち約 95％が徒歩や自転車を利用

 コミュニティバスのバス停が駅から約 200ｍ離れた位置にあり、乗り継ぎに不便

・安全、安心（風水害）

浸水被害が想定されており、特に多摩川氾濫ではほぼ全域が浸水する可能性がある

下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（案）概要 

■ 都市基盤整備方針とは

下丸子駅周辺地区グランドデザインにおける都市基盤整備に関連

した施策を踏まえ、より具体的な取組を整理

■ 対象範囲

下丸子駅を中心とした駅周辺のエリアを主な対象

■ 計画の位置づけ

下丸子駅周辺地区まちづくり構想に基づく、「下丸子駅周辺地区

グランドデザイン」に即す

■ 計画期間 2040 年代

第１章 都市基盤整備方針について

＜都市基盤整備方針の対象範囲＞

■ 都市基盤に係る現状

・都市計画

近隣商業地域を中心に、第一種住居地域、準工業地域、工業地域等が指定されている。幹線道路として

環状第 8 号線と補助第 28 号線が通っているが、この交差部の環状第8号線には立体化の都市計画線が引か

れている。また、千鳥町駅付近では、補助 28 号線が未整備で優先整備路線に位置付けられている。

第３章 下丸子駅周辺地区の将来都市構造と都市基盤整備

第２章 都市基盤整備等の現状

■ 下丸子駅周辺地区の位置

・東急多摩川線の運行により、交通利便性が高い立地

・新空港線整備で、羽田空港や都心へのアクセス向上が期待

・下丸子駅は東急東横線から乗り入れる列車が停車できるよう、乗降場（プラットホーム）の整備が行わ

れる計画

・補助 28 号線等の整備により、東京・神奈川を結ぶ幹線道路としての役割向上が期待

■ 下丸子駅周辺地区まちづくり構想における当地区の将来都市構造

将来のあるべき姿として、「まちづくりコンセプト」及び４つの「目指すまちの姿」を設定

上記の実現に向け、３つのゾーンと４つのネットワークにより将来都市構造図（概念図）を整理

■ 目指すまちの姿

①居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまち

②多様な交流からイノベーションや産業がはぐくまれるまち

③豊かなくらしを実現する活動・場が充実したまち

④地域・企業とともにつくり・つかう「共創」のまち

「駅前拠点ゾーン」
商業施設や区民プラザ等が集積

「生活交流ゾーン」
駅前拠点ゾーンの外に広がる住宅と商業が混在

「住工共生ゾーン」
生活交流ゾーンの外に広がる住宅と工場等が混在

■ ４つのネットワーク

４つの交通モード(鉄道・歩行者・自動車・自転車)から構成

■ 当地区に求められる都市基盤整備

補助第28号線の整備、環状第８号線の立体交差化、新空港線第一期整備区間の開通、法指定踏切の解消
を前提条件として整理する

＜駅北側の低未利用地＞ ＜駅南側の混雑の様子＞

＜将来都市構造図（概念図）＞

歩行者

自転車

自動車

鉄 道

バ ス

■ まちづくりコンセプト

空港につながり、職・住・憩い・にぎわいが集まるまち～新たな価値を生み出すまち・クリエイティ
ブタウン～

■ ３つのゾーン

鉄道

歩行者

自転車(実線)
自動車(点線)

1

ゾーン 求められる都市基盤整備

駅前拠点 ・踏切の解消と新たな交差道路の整備により、鉄道南北の移動が安全かつ容易になり人々
の回遊が活発化して地域全体に一体感ある賑わいを生み出す

・新空港線の整備による交通需要に対応する交通結節点を整備する
・地域の活動や住民・来訪者の交流、滞在を促す広場空間を創出する
・災害時に住民、従業員、来街者が安全・安心に避難できる防災拠点を整備する

生活交流 ・昔ながらの街路網を活かしながら通過交通
を抑制した歩行者優先の空間を整備し、
駅前と一体となったウォーカブルな環境を
創出する

・交通拠点（モビリティ・ハブ）を配置
し、地区内の移動ネットワークを構築
する

・公共空間や公開空地等を活用し、地域
コミュニティの形成と防災の機能を
備えたオープンスペースを充実させる

住工共生 ・歩行者中心の街区への自動車の進入を
抑制する

＜３つのゾーン＞

方針では、当地区の将来像（目指すまちの姿）の実現に向け、まちづくり構想を参考に、３つのゾーン

の地域特性を踏まえた当地区に求められる都市基盤を整理

別紙４



＜４つのネットワークと将来交通ネットワーク図＞

4 つの交通モード（歩行者、自転車、自動車、鉄道）におけるネットワークの考え方を整理

※鉄道は、歩行者・自転車・自動車との関係性が大きいことから、それぞれのモードに含めている。

 

B 自動車の進入抑制

Ｊ 交通処理の円滑化

Ｋ 地域の交通需要に対応した交通結節点の確保

Ｌ 次世代モビリティに対応した道路空間の確保

Ｇ 自転車の安全な走行空間の確保

Ｈ 自転車駐車場の適正配置

Ｉ 交通拠点（モビリティ・ハブ）の確保

Ａ 鉄道の南北をつなぐ歩行者ネットワークの形成
Ｂ 自動車の進入抑制
Ｃ 滞留空間の確保や商店の魅力発信・創出による歩いて楽しい

空間の確保
Ｄ 学校周辺の交通安全対策の強化
Ｅ 歩行者環境の充実
Ｆ 地域資源を巡る回遊ネットワークの形成

②自転車ネットワークの考え方 ③自動車ネットワークの考え方

自動車・鉄道自転車・鉄道歩行者・鉄道

① 歩行者ネットワークの考え方

下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（案）概要 

2
※考え方及び駅の位置は決定したものではありません



■ 下丸子駅周辺地区の将来像の実現に向けて対応すべき事項

下丸子駅周辺地区の将来交通ネットワーク図と対応すべき事項との関係図

下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（素案）概要 2025.10.16時点

第４章 下丸子駅周辺地区の都市基盤整備方針
■ 下丸子駅周辺地区の都市基盤整備方針・具体的な整備内容の検討

将来像の実現に向け、次のとおり方針を整理した。（なお、駅周辺の都市基盤整備に大きく関係する
[１]から[４]については、具体的な整備内容を検討）。

※これらは、将来的な整備の方向性に関する区の考え方を示したものである。今後、整備内容の詳細化
や実現に向け、地域の皆さまへのご理解に努めるとともに、関係機関と調整を進める。

下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（案）概要 

3

対応すべき事
項

都市基盤整備方針
鉄道連続立体交
差化との関係性
イ ロ ハ

[1]法指定踏切の解消

鉄道の連続立体化による法指定踏切を解消し、交通渋滞や歩
行者の混雑を解消
⇒下丸子１・２号踏切と鵜の木３号踏切を一体的に解消する
連続立体交差化を実施

○

[2]駅前広場の整備

交通結節機能と滞留機能を兼ね備え、地域防災にも資する駅
前広場を整備
⇒「駅北側」に配置する２ケースを軸に今後検討を進める

〇 〇

[3]千鳥三丁目交差

点の渋滞解消

交差点の改良による交通渋滞の緩和

⇒現状幅員において適切な長さの右折レーンを確保
〇

[4]環状８号線の立
体交差化に伴う影
響の解消

多摩堤通りから環状８号線への新たなアクセス道路を整備し
、道路ネットワークを確保
⇒多摩堤通りを主軸に、環状 8 号線の藤森稲荷交差点に接続す
る道路を整備

〇

[5]駅北側の都市基盤
の強化

駅前広場や道路整備と合わせ、駅前のポテンシャルを活かし
た土地利用を図る

○ 〇

[6]駅周辺の歩道混雑
の解消

歩行者中心の駅アクセスルートを確保
鉄道立体化後の南北の歩行者ネットワーク整備
歩行者や自転車中心の道路空間の再編を図り、下丸子駅と千
鳥町駅等の周辺地域とのつながり強化

〇 〇 〇

[7]自転車駐車場の適
正配置

駅利用や商店街利用等、利便性の高い自転車駐車場の適正配置 〇 〇 〇

[8]都市計画道路の整
備

早期整備へ関係機関と協力 〇

[9]通学路等の交通
安全対策の充実

危険個所を特定し、面的な交通安全対策を充実 〇

[10]まちなかのオ
ープンスペースの
充実

民間と連携し、まちなかの空地を活用し、コミュニティ形成
や防災力向上に資するオープンスペースを設置

〇

[11]防災力の向上
駅前広場の整備に加え、周辺街区の建物の共同化の促進によ
る地域の防災性向上

〇 〇

[12]交通の拠点の充
実

公共施設、民間の協力によるモビリティ・ハブの設置、新た
な移動手段に対応する道路環境の整備

〇

[13]駅から多摩川
等の地域資源への
アクセス性向上

回遊の軸となる道路において、案内サインや特色ある舗装 〇

【凡例】鉄道連続立体交差化との関係性 イ：関係なく実施可能 ロ：一体的な
整備が必要 ハ：完了後に整備



■ 各都市基盤の検討結果を踏まえた将来イメージ ＜【パターンＡ】：駅前広場を多摩堤通り側に接続する場合＞

下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（案）概要 

4

現時点でのイメージです。鉄道の高架化又は地下化等整備が決定されたものではありません



■ 各都市基盤の検討結果を踏まえた将来イメージ ＜【パターンＢ】：駅前広場を補助28号線側に接続する場合＞

下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針（案）概要 

5

現時点でのイメージです。鉄道の高架又は地下化等整備が決定されたものではありません



別紙５ 
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第１章 都市基盤整備方針について 

１．都市基盤整備方針とは 

下丸子駅周辺地区（以下「当地区」という。）では、大田区都市計画マスタープランにお

ける生活拠点としての位置付けや、下丸子駅付近の交通上課題のある踏切（下丸子１号・２

号踏切）への対応などを背景として、当地区の概ね20年後（2040年）のまちづくりコンセプ

トとその実現に向けたまちづくりの方針を定めた「下丸子駅周辺地区まちづくり構想」（以

下「まちづくり構想」という。）を令和５年３月に策定しました。 

その後、まちづくり構想に掲げる当地区のまちづくりコンセプトの実現に向け、住民や企

業等などの地域の関係者と区が連携し、より具体的な取組を位置付ける「下丸子駅周辺地区

グランドデザイン」（以下「グランドデザイン」という。）を令和８年３月に策定しました。 

グランドデザインにおける都市基盤整備に関連した施策を踏まえ、まちづくりコンセプト

の実現に向けて対応すべき事項について具体的な取組を整理した下丸子駅周辺地区都市基盤

整備方針(以下「都市基盤整備方針」という。)を策定します。 

 

 

２．対象範囲 

都市基盤整備方針では、下丸子駅を中心とした駅周辺のエリアを主な対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市基盤整備方針の対象範囲 

下丸子駅 

都市基盤整備方針 

の対象エリア 

鵜の木駅 

グランドデザイン 
の対象区域 

武蔵新田駅 
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３．計画の位置付け 

都市基盤整備方針は、総合計画、大田区都市計画マスタープラン、おおた都市づくりビジ

ョン、大田区鉄道沿線まちづくり構想及びまちづくり構想に基づき策定された「下丸子駅周

辺地区グランドデザイン（令和８年３月）」に即し、当地区の都市基盤整備に関する方針を

示しています。下丸子駅を中心とする地区を対象に、法踏切の解消をはじめ、道路、駅前広

場などの都市基盤を整備するための方針を提示することで、今後のより具体的な整備内容

や、その取組に向けた手順・方策などの検討につなげ、最終的にはまちづくり構想に示され

る当地区のまちづくりコンセプトを実現することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市基盤整備方針の位置付け 

 

４．計画期間 

グランドデザインと同様に、2040年代を見据えた計画期間とします。 

検討にあたっては、当地区で計画期間内に起こり得る変化として、新空港線第一期区間の

開業や、都市計画道路（環状第８号線の立体交差化や補助第28号線の整備など）を想定し、

これらに対応できる都市基盤を検討します。 
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第２章 都市基盤の現状 

１．広域的な下丸子駅周辺の位置 

当地区には、東急多摩川線が通っており、交通利便性が高い立地条件にあります。 

現在、新空港線第一期区間の整備に向けた取り組みが進められており、これにより区内

の東西方向の移動が便利になるとともに、東急東横線などとの相互直通運転が可能になり、

区内から羽田空港や、渋

谷・新宿・池袋、埼玉方面

へのアクセスが便利になり

ます。令和７年10月３日に

国土交通省より認定された

速達性向上計画では、東急

東横線から乗り入れる列

車が停車できるよう、乗降場（プラットホーム）の整備などを行うことが盛り込まれてい

ます。 

また、羽田空港や東名高速道路東京ICなどにアクセスできる環状第８号線が通っている

ほか、周辺には放射第１号線（第二京浜＝国道１号）や放射第19号線（第一京浜＝国道15

号）、放射第２号線、国道409号（府中街道）などの広域幹線道路が存在し、自動車による

交通利便性も高い状況にあります。 

都内と川崎市を結ぶ都市計画道路補助第28号線は、川崎市側の区間がJR南武線の連続立

体交差事業（区間：矢向駅～武蔵小杉駅間）に伴って整備される予定である一方で、第４

次優先整備路線に位置付けられている環状第８号線以北の区間が未整備となっています。 

 

  

新空港線の整備区間 

下丸子駅周辺の道路網の状況 
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２．都市基盤に関わる現状 

（１）都市計画（用途地域、都市計画道路など） 

当地区の用途地域は下丸子駅周辺の「近隣商業地域」を中心に、駅の東西及び南側は

「第一種住居地域」、多摩川方面は駅に近い側から順に「準工業地域」及び「工業地域」

が指定されています。また環状第８号線沿道は「準住居地域」が指定されています。 

都市計画道路については、「環状第８号線」と「補助第28号線」の２路線が通っていま

す。現在は、環状第８号線の立体交差部分と、補助第28号線の環状第８号線から放射第１

号線（第二京浜＝国道１号）の間の区間が未整備となっています。なお、この区間につい

ては、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」にて優先整備路線に

位置付けられています。 

 

 

 

  

大田区地域地区図（R7.3 作成） 
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（２）土地利用 

①土地利用の状況 

当地区では、多摩川沿いに工場や住工併用住宅が点在し、住居系と産業系の土地利用が

混在しています。東急多摩川線を隔てて駅南側には個店が連なる商店街が形成※１されてい

ますが、駅北側には駐車場などの低未利用地が多く分布※２しています。また、駅周辺に公

園などのオープンスペースが少ないことなどが特徴として挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大田区都市計画施設図（R7.3 作成） 

土地利用現況（出典：令和 2年都市計画基礎調査） 

下丸子駅 

※１ 

※２ 

駅北側の低未利用地が多く分布

している様子（※２の範囲） 

  個店が連なる商店街（※１の範囲） 

  駐車場などの低未利用地が多い 

（※２の範囲） 
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②道路基盤の状況 

当地区は戦後に耕地整理が行われ、補助第28号線の東側を中心に、幅員６ｍ以上の道路

による街区が形成されている一方で、駅周辺は道路幅員が狭く、行き止まりとなっている

道路も多数存在しています。 

  

道路幅員の状況（1/2500 地形図を基にした図上計測） 
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（３）交通 

①歩行者 

歩行者交通量は、駅の北側よりも南側（多摩川側）が多い傾向となっています。 

朝夕の時間帯、駅周辺は地域住民や近隣の企業・工場への通勤者などで混雑しています。

特に朝の通勤時間帯は、東急多摩川線の踏切の開閉に伴って一度に多くの人が通行し、歩

道から車道に人があふれる状況が見受けられます。 

 

  

H30 及び R1 調査結果をもとに作成 

通勤ラッシュ時の 

下丸子駅前の様子 

53
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39 39
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42 40
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1 2 3 4 5 6 7 8

歩
行

者
の

滞
留

人
数

（
人

）

下丸子１号踏切の踏切遮断時１回あたり

の歩行者滞留人数（各時間台の最大値）

下丸子１号踏切の踏切遮断時１回あたりの 

歩行者の滞留人数の最大値（令和 7年度大田区調査） 
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②自転車  

区内では大田区自転車ネットワーク整備実施計画のも

と、自転車ネットワークの整備が進められています。 

下丸子駅北側には下丸子駅前自転車駐車場があり、自

転車369台、原付10台を収容することが可能です。一方

で、駅の南側にはまとまった自転車駐車場がなく、商店

街に路上駐輪されている状況が見受けられます。 

シェアモビリティのポートは当地区内に点在してお

り、駅アクセスや地区内外の移動などに活用されています。 

 

 

 

 

 

 

  

自転車ネットワークと自転車駐車場、シェアモビリティのポートの状況（令和７年８月時点） 

下丸子駅前自転車駐車場 

＜管理者＞大田区 

＜収容台数＞ 

自転車：369 台 

原付：10 台 

商店街の路上駐輪の状況 
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③自動車 

当地区を横断する多摩堤通りやガス橋通り（補助第28号線）では、東急多摩川線の踏切

や環状第８号線との交差点周辺において混雑している状況が見られます。道路の混雑度は、

多摩堤通り及びガス橋通りは1.25～1.50、環状第８号線はガス橋通りを起点に世田谷方面

は1.00未満、羽田方面は1.25～1.50となっています。 

下丸子駅には駅前広場がないため、駅付近の道路上で駅利用者の送迎が行われています。

また、駅周辺の商店街を中心に、荷捌きや沿道店舗利用などを目的とした駐停車車両が見

受けられます。特に区民プラザ前の道路では、平日で144台の自動車が駐停車した状況が

確認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混雑度 交通の状況 

1.00 未満 昼間12時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行できる。

渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。 

1.00～1.25 昼間12時間のうち道路が混雑する可能性のある時間帯が１～２時間

（ピーク時間）ある。何時間も混雑が連続するという可能性は非常に

小さい。 

1.25～1.50 ピーク時はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速

度的に増加する可能性が高い状態。ピーク時のみの混雑から日中の連

続的混雑への過度状態と考えられる。 
1.50～1.75 

1.75 以上 慢性的混雑状態を呈する。 

  

当地区周辺の道路の混雑度（出典：平成 27 年センサス） 

混雑度の解釈（出典：道路の交通容量（社団法人日本道路協会／S59.9 を参考） 
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＜下丸子２号踏切における自動車滞留長（各時間帯の最大値）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下丸子駅付近での駐停車車両の実態調査（調査時間：平日 6時～19 時）＞ 
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16 時台 
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下丸子２号踏切における自動車滞留長（令和 7 年度大田区調査） 

下丸子駅付近の駐停車車両の実態調査（令和 7 年度大田区調査） 
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※時間台を跨いで駐停車している車両は、それぞ

れの時間台でカウントしています。そのため、

上記グラフで示すＡ区間の駐停車車両の総台数

と時間台別駐停車台数の合計値は異なります。 
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④公共交通【鉄道】 

＜下丸子駅の概況＞ 

下丸子駅の乗降人員は 1 日当たり３万人を超えており、東急多摩川線では蒲田駅に次い

で乗降人員が多い駅となっています。駅利用者のうち 95％程度が徒歩や自転車を利用して

います。 

項目 概況 

駅構造 地上駅・相対式ホーム２面２線 

乗降人員※１ 
31,438人（令和６年度） 

（東急多摩川線では蒲田駅に次いで多い） 

運行状況※１ 
平日ピーク時（７・８時台） 

：上り下りともに記載時間当たり15本～16本 

交通結節機能 駅前広場なし 

駅からの交通手段の割合※２ 
徒歩：92.1％ 自転車：4.4％ 自動車：0.6％ 

路線バス・コミュニティバス：0.8％ 不明：2.1％ 

※１ 東急電鉄 Web サイトより   ※２ 平成 30 年パーソントリップ調査より 

＜踏切の概況＞ 

東急多摩川線には多くの踏切が存在し、事故や渋滞の発

生、生活道路の分断など、踏切に起因する様々な課題を抱

えています。 

特に、「下丸子１号・２号踏切」は、改正踏切道改良促進

法に基づき、改良すべき踏切道（以下、「法指定踏切」とい

う。）に指定されており、抜本的な対策が求められていま

す。 

今後、予定されている新空港線の開通による駅利用者

や、補助第28号線などの都市計画道路の整備による自動車

交通量の変化に伴い、これらの課題の深刻化が懸念されま

す。このため、早急かつ効果的な対策を実施する必要があ

ります。 

 

 状況 備考 

鉄
道
に
よ
る
課
題 

鉄道 ・鉄道により生活動線が分断されている 
 

下丸子 

１号踏切 
・踏切周辺の混雑による歩行者安全性の低下 

【法指定】 

歩行者ボトルネック 

踏切 

下丸子 

２号踏切 

・東京と神奈川を結ぶ広域交通処理上の 

ボトルネックの存在 

・迂回車両の地区内進入による安全性の低下 

【法指定】 

自動車・歩行者 

ボトルネック踏切 

（上）下丸子駅前の朝の時間帯の様子 

（下）踏切の位置図 
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（参考）下丸子１・２号踏切の法指定踏切の指定状況 

踏切 指定状況 

下丸子 

１号踏切 

【歩行者ボトルネック踏切】 

・１日あたりの踏切自動車交通遮断量と１日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和

が５万以上で、かつ、１日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が２万以上のもの 

＜参考＞R3.9時点の踏切自動車交通遮断量：7,384台・時、踏切歩行者等交通遮断量：

170,819人・時、合計：178,203人・時（国土交通省踏切道安全通行カルテ） 

下丸子 

２号踏切 

【自動車ボトルネック踏切】 

・１日当たりの踏切自動車交通遮断量が５万以上のもの 

＜参考＞R3.9時点の踏切自動車交通遮断量：55,998台・時（国土交通省踏切道安全通行カ

ルテ） 

【歩行者ボトルネック踏切】 

・１日あたりの踏切自動車交通遮断量と１日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和

が５万以上で、かつ、１日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が２万以上のもの 

＜参考＞R3.9時点の踏切自動車交通遮断量：55,998台・時、踏切歩行者等交通遮断量：

22,140人・時、合計：78,138人・時（国土交通省踏切道安全通行カルテ） 

 

⑤公共交通【バス】 

当地区はコミュニティバス（たまちゃんバス）が運行しています。コミュニティバスは

下丸子・矢口・千鳥にまたがるエリアを１時間に１本～２本の頻度で、左周り（反時計回

り）の一方通行で運行しています。 

コミュニティバスの「下丸子駅入口」バス停は、駅前や周辺に停留所を設けることが困

難なため、駅から約200ｍ離れた位置にあり、駅での乗り継ぎが不便な状況です。 

 

 

 

  

下丸子駅周辺のバス路線図（出典：東急バス、大田区） 

約 200ｍ 
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（４）安全・安心 

①風水害 

当地区は、多摩川氾濫、高潮、内水氾濫の風水害による浸水被害が想定されており、特

に多摩川氾濫の場合、ほぼ全域が浸水する可能性があります。 

矢口西小学校及び矢口中学校が水害時緊急避難場所に指定されていますが、これらの避

難所も浸水区域にあるため、風水害の際には条件付き使用(２階以上を使用)することにな

ります。駅周辺で浸水しない地域へ避難するためには、環状第８号線より北側の高台地域

に行く必要があります。 

  

 

 

  

大田区防災ハザードマップ（水防法に基づく多摩川ハザードマップ（最大浸水深）） 
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②火災・地震 

当地区には、地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うための緊急輸送道路として、

環状第８号線（第１次）、補助第28号線（第２次）が指定されています。 

また補助第28号線は、震災時に避難場所である多摩川河

川敷へ安全に避難するための道路（避難道路）として指定

されています。 

当地区の建物構造を見ると、耐火構造及び準耐火造を合

わせると７割強を占めており、延焼などに強い建物が多く

分布しています。 

駅周辺の建築年を見ると、1990年代以前（築30-39年～

築40年以上）に建築された建物が約４割を占めています。

都市基盤整備方針の目標年次である2040年代には、これら

の建築物の多くが築50年を超え、更新期を迎えることが予

測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震や火災による危険性を「延焼危険度」から

検証しました。検証の範囲は右図に示すとおり道

路や地形的特徴によって区分けされた４つのエリ

アを対象としています。 

検証の結果は次頁のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険性検証の対象エリア 

建物の構造 

（出典：令和 3 年都市計画基礎調査） 

左図の範囲における建物の建築年 
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＜延焼危険度の検証＞ 

不燃領域率について、エリア２，３はどちらも60％台と、焼失率がほぼ０％となる70％

に近い数値のため、70％を超えているエリア１，４とともに延焼の危険性は小さいと判断

できます。また、木防建ぺい率についてはいずれのエリアも20％以下で、延焼の危険性は

小さいと判断できます。 

 不燃領域率 木防建ぺい率 

エリア１ 77.3％ 9.6％ 

エリア２ 62.1％ 16.1％ 

エリア３ 67.1％ 14.8％ 

エリア４ 73.8％ 10.5％ 

 

  

不燃領域率と焼失率の関係性 
（出典：震災に強い都市づくり・地区まちづくりの手引き） 

木防建ぺい率と焼失率の関係性 
（出典：建設省建築研究所資料を基に作成） 

概ね 20％以下の水準に達するとほぼ焼失しない
市街地と判断できる 

概ね 40％以上の水準に達すると焼失率は
急激に低下し、70％以上に達すると焼失
率はほぼ 0％となる 
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第３章 下丸子駅周辺地区の将来都市構造と都市基盤整備 

１．計画における下丸子駅周辺地区の将来都市構造 

（１）大田区都市計画マスタープラン（令和４年３月改定） 

下丸子駅周辺は「生活拠点」に位置付けられ、暮らす・働くなどの生活を支える多様な

機能の集積を進めるなど、地域特性を活かしながら、生活の中心となる拠点として維持・

強化・活性化を図っていくことが求められています。 

また、地域別方針では「多摩川沿い地域」に含まれ、多摩川河川敷の広大な敷地や豊か

な自然を維持・保全・活用するとともに、工場と住宅が調和した都市づくりを進めること

が求められています。 

上記の実現に向け、以下の都市基盤整備に関わる方針が示されています。 

 

大田区都市計画マスタープランにおける下丸子駅周辺の都市基盤に関わる方針 

【将来都市構造】 

○生活拠点 

・生活関連施設の集積を進めるなど、地域特性を活かしながら、生活の中心となる拠点

として維持・強化・活性化を行っていく。 

【地域別方針／多摩川沿い地域の都市づくり方針】 

○個性が光る生活拠点の都市づくり 

・新空港線や踏切除却などの鉄道事業の進展に併せた基盤整備による産業ビジネス機能

や生活支援機能の集約化を図るとともに、ものづくりの資源を活かした生活拠点の形

成を目指す。 

○拠点交通網をはじめとした交通環境の整備 

・補助第 28 号線の拡幅整備や、環状第８号線と補助第 28 号線の立体交差化、東急多摩

川線の立体化による踏切の除却、駅周辺の基盤施設整備により交通渋滞の解消や駅へ

のアクセス利便性の向上を図る。 

○拠点交通網を支える公共交通等の利便性向上 

・駅前広場の整備などにより、バスへの接続性の向上など、公共交通の利便性向上と交

通結節機能を強化し、誰もが安全で快適に往来する、にぎわいとゆとりのある都市空

間の形成を図る。 

○風水害・土砂災害に強い市街地の形成 

・水害に強いまちを目指して、総合的な治水対策を推進する。 

○水と緑のネットワークの整備 

・まちのシンボルとなっている多摩川の河川敷や公園とレクリエーション施設などが一

体となった水と緑のネットワークを形成し、地域の回遊性を高める。 
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大田区都市計画マスタープランにおける将来都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大田区都市計画マスタープランにおける将来都市構造 

大田区都市計画マスタープランにおける多摩川沿い地域の都市づくり方針図 
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（２）下丸子駅周辺地区まちづくり構想（令和５年３月策定） 

まちづくり構想では、おおよそ 20 年後の当地区のあるべき姿として、「まちづくり

コンセプト」と４つの「目指すまちの姿」を設定しました。また、これらの実現に向

けた将来都市構造を３つのゾーンと４つのネットワークにより、将来都市構造図を整

理しました。 

■まちづくりコンセプトと目指すまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

■まちづくりコンセプトの実現に向けた取組方針 

【目指すまちの姿①】 

居心地が良く歩きたくなる 

ウォーカブルなまち 

【目指すまちの姿②】 

多様な交流からイノベーションや 

産業がはぐくまれるまち 

ア 立体化による一体的な回遊性向上 

イ 人中心の街路ネットワークの創出 

ウ 駅まち一体空間の実現 

エ 地域のモビリティ（移動のしやすさ）

の向上 

 

ア インキュベーション機能による様々な

チャレンジの支援 

イ 魅力のある商店街づくり 

ウ チャレンジスペースの創出 

エ ものづくりと多様な主体の交流 

【目指すまちの姿③】 

豊かなくらしを実現する 

活動・場が充実したまち 

【目指すまちの姿④】 

地域・企業とともにつくり・つかう 

「共創」のまち 

ア 生活を豊かにする機能の創出 

イ 地域らしい文化交流の場づくり 

ウ みずとみどりを活かしたまちづくり 

エ 防災・減災による安全・安心のまち 

づくり 

ア 共創のためのエリアプラットフォーム 

の構築 

イ マッチングによる連携のきっかけ 

づくり 

ウ 実証実験・検証を通じた目標の実現 

エ 情報発信の強化 
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■下丸子駅周辺地区の将来都市構造図（概念図） 

 

 

 

 

 

  

＜３つのゾーン＞ 

⚫ 商業施設や大田区民プラザ等が集積する『駅前拠点ゾーン』 

⚫ 駅前拠点ゾーンの外側に広がる良好な住宅地と小売商業が混在する『生活交流ゾーン』 

⚫ 生活交流ゾーンの外側に広がる、住宅と町工場等が混在する『住工共生ゾーン』 

＜４つのネットワーク＞ 

⚫ 『鉄道』『歩行者』『自動車』『自転車等』から構成され、道路と鉄道の立体化により

これらのネットワークの充実を図る 

  下丸子駅周辺地区の将来都市構造図（概念図）  ※下図は概念図であり、整備等が決定したものでは 

ありません 
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■将来都市構造図を構成する都市基盤の役割（凡例の詳細） 

  
都市基盤 役割など 

【機能】 

拠点機能の集積 

 

 鉄道とその他の交通手段をつなぐ交通結節点 

 地域住民の日常生活を支え、生活の質を高める機能の集積 

 来訪者をもてなし、自由に過ごすことができる機能の集積 

広場・公園・河川敷 

 

 地域住民が集い・憩える空間 

 地域のイベントなどの地域コミュニティの空間 

 スポーツができ、子ども達の遊び場となる空間 

【ネットワーク／鉄道関係】 

東急多摩川線 

 

 多摩川に沿って運行する鉄道路線 

 新たに整備される新空港線第一期整備区間と接続する公共交

通軸 

検討範囲 

 

 法指定踏切の解消を目的とした鉄道の連続立体交差化の検討

範囲 

対策が必要な 

法指定踏切 

 改正踏切道改良促進法に基づき、抜本的な対策により課題解

消が求められる踏切（下丸子１号・２号踏切） 

法指定踏切 

（対策済み） 

 改正踏切道改良促進法に基づき、課題のある踏切として指定

され、既に対策を実施した踏切（鵜の木３号踏切※） 

【ネットワーク／歩行者ネットワーク】 

駅と多摩川を結ぶ 

アクセスルート 

 下丸子の地域資源のひとつである多摩川へ、より分かりやす

く、歩きたくなるアクセスルート 

歩行者ネットワーク 

 

 歩行者が安全・安心して歩くことができる歩行者優先のネッ

トワーク 

鉄道南北回遊 

ネットワーク 

 鉄道の連続立体交差化と併わせて、鉄道南北を横断する歩行

者通路を確保し、鉄道南北の回遊性を高めるネットワーク 

【ネットワーク／自転車ネットワーク】 

自転車ネットワーク 

 
 地区内外を自転車で安全に通行できる自転車ネットワーク 

【ネットワーク／自動車ネットワーク】 

幹線道路 

 
 都市間を移動する広域交通を円滑に処理する道路 

補助幹線道路 

 

 地区で発生する自動車交通を幹線道路へ円滑に処理し、生活

道路への通過交通の進入を抑制する道路 
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（３）下丸子駅周辺地区グランドデザイン（令和８年３月策定） 

まちづくり構想で掲げる当地区のまちづくりコンセプトの実現に向け、住民や企業などの

地域の関係者と区が連携し、より具体的な取組を位置付けるグランドデザインにおいて、実

施期間（短・中・長期）、都市基盤整備方針との関連、実施主体ごとに整理しました。取組

の体系は以下のとおりです。 

都市基盤整備方針では、目指すまちの姿である「❶居心地が良く歩きたくなるウォーカブ

ルなまち」「❸豊かなくらしを実現する活動・場が充実したまち」のうち、都市基盤整備に

関する取組について整理しています。 
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２．下丸子駅周辺地区に求められる都市基盤整備 

ここでは、まちづくり構想における将来都市構造を構成する「３つのゾーン」と「４つ

のネットワーク」の観点から整理します。整理にあたり、以下に示す基盤整備が行われる

ことを前提とします。 

■当地区に求められる都市基盤整備の内容を検討する上での前提条件 

・補助第28号線（環状第８号線～国道１号間／第４次優先整備路線）の整備 

・環状第８号線の立体交差化の整備 

・新空港線第一期整備区間の開通 

・法指定踏切（下丸子１号踏切、下丸子２号踏切）の解消 

 

（１）３つのゾーン 

将来都市構造図で示されるゾーンは、当地区の土地利用の状況などから、駅周辺で商

業・業務施設や文化施設などの都市機能が集積している「駅前拠点ゾーン」、昔ながらの

住宅市街地が形成されている「生活交流ゾーン」、町工場や大規模な企業などと住宅が共

存している「住工共生ゾーン」の３つに分けられます。 

ここでは、当地区のまちづくりコンセプト（目指すまちの姿）の実現に向け、３つのゾ

ーンの地域特性を踏まえ、まちづくり構想を参考に、当地区に求められる都市基盤を再整

理しました。 
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①駅前拠点ゾーンにおいて求められる都市基盤整備 

 

②生活交流ゾーンにおいて求められる都市基盤整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③住工共生ゾーンにおいて求められる都市基盤整備 

 

 

 

  

【駅前拠点ゾーン】求められる都市基盤整備 
グランドデザイン 

の施策との対応 

ａ踏切の解消と新たな交差道路の整備により、鉄道南北の移動が安全かつ

容易になり人々の回遊が活発化して地域全体に一体感ある賑わいを生み

出す 

・❶-ア-① 

・❶-ア-③ 

・❶-ア-④ 

・❶-ウ-② 

・❷-イ-② 

ｂ新空港線の整備による交通需要に対応する交通結節点を整備する 
・❶-ウ-① 

・❶-エ-① 

ｃ地域の活動や住民・来訪者の交流、滞在を促す広場空間を創出する 
・❶-ウ-① 

・❶-ウ-② 

ｄ災害時に住民、従業員、来街者が安全・安心に避難できる防災拠点を整

備する 

・❸-エ-① 

・❸-エ-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活交流ゾーン】求められる都市基盤整備 
グランドデザイン 

の施策との対応 

ｅ昔ながらの街路網を活かしながら通過交通を抑制した歩行者優先の空間

を整備し、駅前と一体となったウォーカブルな環境を創出する 

・❶-イ-① 

・❶-イ-② 

・❶-イ-③ 

・❷-イ-② 

ｆ交通拠点（モビリティ・ハブ）を配置し、地区内の移動ネットワークを

構築する 

・❶-エ-① 

・❶-エ-② 

・❶-エ-③ 

ｇ公共空間や公開空地などを活用し、地域コミュニティの形成と防災の機

能に資するオープンスペースを充実させる 

・❶-イ-③ 

・❸-イ-④ 

・❸-エ-③ 

 

【住工共生ゾーン】求められる都市基盤整備 
グランドデザイン 

の施策との対応 

ｈ歩行者中心の街区への自動車の進入を抑制する 
・❶-イ-① 

・❶-イ-② 

ｉ交通拠点（モビリティ・ハブ）を配置し、地区内の移動ネットワークを

構築する 

・❶-エ-① 

・❶-エ-② 

・❶-エ-③ 

ｊ公共空間や公開空地などを活用し、地域コミュニティの形成と防災の機

能に資するオープンスペースを充実させる 

・❶-イ-③ 

・❸-イ-④ 

・❸-エ-③ 
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（２）４つのネットワーク 

当地区の交通ネットワークは４つの交通モード（歩行者、自転車、自動車、鉄道）によ

って構成されています。まちづくり構想及びグランドデザインにおける取組などを参考に、

それぞれの交通モードにおけるネットワークの考え方を以下に整理しました。 

※交通モード「鉄道」は、「歩行者・自転車・自動車」との関係が大きいことから、それ

ぞれのモードに含めて表現しています。 

 

■各モードにおいて求められる都市基盤（ネットワークの考え方）と、グランドデザイン

の施策との対応 

モード 
求められる都市基盤 

（ネットワークの考え方） 
グランドデザイン 

の施策との対応 

歩行者 

・鉄道 
Ａ 鉄道の南北をつなぐ歩行者ネットワークの形成 

・❶-ア-① ・❶-ア-③ 

・❶-ア-④ ・❶-ウ-② 

Ｂ 自動車の進入抑制 ・❶-イ-① ・❶-イ-② 

Ｃ 滞留空間の確保や商店の魅力発信・創出による歩

いて楽しい空間を確保 

・❶-イ-① ・❶-イ-② 

・❶-イ-③ ・❷-イ-② 

Ｄ 学校周辺の交通安全対策の強化 ・❸-エ-④ 

Ｅ 歩行者環境の充実 
・❶-イ-① ・❶-イ-② 

・❷-イ-② 

Ｆ 地域資源を巡る回遊ネットワークの形成 
・❶-イ-① ・❶-イ-② 

・❶-イ-③ ・❸-ウ-① 

自転車 

・鉄道 

Ｇ 自転車の安全な走行空間の確保 ・❶-イ-① ・❶-イ-② 

Ｈ 自転車駐車場の適正配置 ・❶-エ-① 

Ｉ 交通の拠点（モビリティ・ハブ）の確保 
・❶-ウ-① ・❶-エ-① 

・❶-エ-② ・❶-エ-③ 

自動車 

・鉄道 

Ｂ 自動車の進入抑制 ・❶-イ-① ・❶-イ-② 

Ｊ 交通処理の円滑化 
・❶-ア-① ・❶-ア-② 

・❶-イ-① 

Ｋ 地域の交通需要に対応した交通結節点の確保 ・❶-ウ-① 

Ｌ 次世代モビリティに対応した道路空間の確保 
・❶-イ-① ・❶-エ-② 

・❶-エ-③ 
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①歩行者ネットワーク（鉄道含む）の考え方 

 

 

 

  

Ａ 鉄道の南北をつなぐ歩行者ネットワークの形成 

・鉄道の連続立体交差化による踏切解消や鉄道横断箇所の

追加、駅前の歩行者動線の確保により、地域分断を解消

し、南北を安全に回遊できる一体的な拠点を形成する 

・踏切の解消や鉄道横断箇所の追加により、水害時に安全

な高台まで円滑に避難できる経路を確保する 

Ｅ 歩行者環境の充実 

・回遊軸となる道路では、安全な通行空間の確保、バリアフリー化、無電柱化に

加え、デザイン性のある舗装・街路灯や街路樹の整備により、歩行環境の充実

を図る 

Ｆ 地域資源を巡る回遊ネットワークの形成 

・案内サインや舗装デザインの工夫により、駅周辺から商店街、多摩川などの地

区内の資源への回遊を促す 

・下丸子公園を回遊拠点として、イベントなどを通じた日常交流の場を創出する 

Ｃ 

 

・駅前に住民や来街者が自

由に過ごせる滞留空間を

創出する 

・既存制度を活用し、沿道

商店と連携した設えによ

り、歩いて楽しい空間を

創出する 

Ｂ 自動車の進入抑制 

・歩行者中心の街区へ

の自動車の進入抑制

手法を検討し、歩

行者が安心して歩い

て楽しめる空間づく

りを推進する 

Ｄ 学校周辺の交通安全対策の強化 

・通学路や危険な交差点などにお

ける安全対策を充実する 

※考え方及び駅の位置は 
決定したものではありません 
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②自転車ネットワーク（鉄道含む）の考え方 

 

 

 

 

  

Ｇ 自転車の安全な走行空間の確保 

・安全で、快適な自転車走行環境の整備・改善を

継続的に推進する 

Ｈ 自転車駐車場の適正配置 

・駅や商店街の利用など多

様なニーズに対応した自

転車駐車場を確保する 

Ｉ 交通の拠点（モビリティ・ハブ）の確保 

・駅周辺や下丸子公園に地域内外の移動を

支える交通拠点（ポート、休憩場、案内

所など）の形成 

※考え方及び駅の位置は 
決定したものではありません 
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③自動車ネットワーク（鉄道含む）の考え方 

 

 

 

 

  

Ｌ 次世代モビリティに対応した道路空間の確保 

・今後の社会情勢の変化や技術革新などを見据

え、次世代モビリティに対応した道路空間の確

保を検討する 

Ｂ 自動車の進入抑制

・歩行者中心の街区への自

動車の進入抑制手法を検

討し、歩行者が安心して

歩いて楽しめる空間づく

りを推進する 

Ｋ 地域の交通需要に対応し

た交通結節点の確保 

・鉄道と他の交通モードが

円滑に接続する、誰もが

利用しやすい交通結節点

を確保する 

Ｊ 交通処理の円滑化 

・踏切の解消により

交通を円滑に処理

できるネットワー

クを形成する 

※考え方及び駅の位置は 
決定したものではありません 
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④将来交通ネットワークの考え方 

①歩行者、②自転車、③自動車のネットワーク（鉄道含む）の考え方から、当地区が目

指す将来ネットワークの考え方を以下に整理しました。 

■下丸子駅周辺地区の将来交通ネットワーク図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※考え方及び駅の位置は決定したもの

ではありません 
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第４章 下丸子駅周辺地区の都市基盤整備方針 

１．下丸子駅周辺地区の都市基盤整備方針  ここでは、第３章を踏まえ、当地区のまちづくりコンセプトの実現に向けて対応すべき事項について、具体的な取組を整理しました。 

 

 

  

第３章 計画における下丸子駅周辺地区の将来都市構造 

まちづくり構想における目指すまちの姿と将来都市構造 

■目指すまちの姿 

① 居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまち 

② 多様な交流からイノベーションや産業がはぐくまれるまち 

③ 豊かなくらしを実現する活動・場が充実したまち 

④ 地域・企業とともにつくり・つかう「共創」のまち 

■将来都市構造（概念図） 

【３つのゾーン】 

駅前拠点／生活交流／住工共生 

【４つのネットワーク】 

歩行者／自転車／自動車／鉄道 

＜３つのゾーン＞ 

＜４つのネットワーク＞ 

求められる都市基盤整備内容を、将来都市構造を 

構成する「ゾーン」と「ネットワーク」の観点から整理 

第４章 下丸子駅周辺地区の都市基盤整備方針 

方針 
番号 

対応すべき事項 
求められる 

都市基盤整備 
都市基盤整備方針 

鉄道連続立体 

交差化との関係性 

取組の 

スケジュール グランドデザイン 

の施策との対応 
イ ロ ハ 短期 中期 長期 

 法指定踏切の解消 
駅前ａ 歩行Ａ 

自動Ｊ 自転Ｇ 

⇒鉄道の連続立体交差化により法指定踏切を解消し、交通渋滞

や歩行者の混雑を解消します。【具体的な解決策を検討１】 
  ○  

   ・❶-ア-① 

・❶-ア-③ 

 駅前広場の整備 
駅前ｂｃ 歩行Ｃ 

自転ＨＩ 自動Ｋ 

⇒交通結節機能と滞留機能を兼ね備え、地域防災の機能も備え

た駅前広場を整備します。【具体的な解決策を検討２】 
  ○  ○ 

    ・❶-ウ-①～② 

・❸-エ-① 

 
千鳥三丁目交差点の

渋滞解消 
自動Ｊ 

⇒千鳥三丁目交差点の改良により交通渋滞を緩和します。 

【具体的な解決策を検討３】 
 ○   

   ・❶-ア-② 

・❶-イ-① 

 

環状第８号線 

立体交差化に伴う 

影響の解消 

自動Ｊ 

⇒多摩堤通りから環状第８号線にアクセスする新たな道路を整

備し、道路ネットワークを確保します。 

【具体的な解決策を検討４】 

 ○   

   
・❶-ア-② 

・❶-イ-① 

 
駅北側の都市基盤の

強化 
駅前ａ 

⇒駅前広場や道路の整備と合わせ、駅前のポテンシャルを活か

した土地利用を図ります。 
  ○  ○ 

   
・❶-ウ-② 

 
駅周辺の歩道混雑 

解消 

駅前ａ 

歩行ＢＥ 自転Ｇ 

⇒現状の道路配置や方針２の検討結果を踏まえ、歩行者中心の

駅アクセスルートを確保します。 

⇒鉄道の連続立体交差化後、南北歩行者ネットワークを整備

し、特定道路への歩行者集中を緩和します。 

⇒歩行者や自転車中心に道路空間を再編し、下丸子駅と千鳥町

駅など周辺地域とのつながりを強化します。 

 ○  ○  ○ 

   

・❶-ア-③ 

・❶-イ-①～② 

 
自転車駐車場の 

適正配置 

駅前ｂ 生活ｆ 

自転Ｈ 

⇒駅利用や商店街利用など利便性の高い自転車駐車場の適正配

置を検討します。 
 ○  ○  ○ 

   
・❶-エ-①～② 

 都市計画道路の整備 自動Ｊ 
⇒都市計画道路の早期整備へ、関係機関と協力して取り組みま

す。 
 ○   

   
・❶-ア-② 

 
通学路など 

交通安全対策の充実 

生活ｅ 住工ｈ 

歩行Ｄ 自転Ｇ 

⇒地区内道路の交通状況を踏まえ、危険個所を特定し交通安全

対策を充実していきます。 
 ○   

   ・❶-イ-① 

・❸-エ-④ 

 
まちなかオープンス

ペースの充実 
生活ｇ 住工ｊ 

⇒民間と連携しながら、まちなかの空地を活用してコミュニテ

ィ形成や防災力向上に資するオープンスペースの設置を検討

します。 

 ○   

   ・❶-ア-④ 

・❶-イ-③ 

・❷-イ-② 

・❸-イ-④ 

 防災性の向上 
駅前ｄ 生活ｇ 

住工ｊ 歩行Ａ 

⇒方針２に基づく駅前広場整備に加え、周辺街区で建物の共同

化などを促進し、地域防災性を向上させます。 
 ○   ○ 

   
・❸-エ-①～③ 

 交通拠点の充実 
生活ｆ 住工ｉ 

自転Ｉ 自動Ｌ 

⇒公共施設のほか、民間協力も得て、モビリティ・ハブを設置

検討し、移動手段を充実させます。 

⇒交通の拠点の充実に加え、新たな移動手段にも対応できるよ

う道路環境の整備も検討します。 

 ○    

   

・❶-エ-①～③ 

 

駅から多摩川など 

地域資源への 

アクセス性向上 

駅前ａ 生活ｆ 

住工ｉ 歩行Ｆ 

⇒回遊の軸となる道路において案内サインや特色ある舗装を検

討します。 
 ○    

   ・❶-ア-③ 

・❶-イ-①～③ 

・❸-ウ-① 

 

当
地
区
の
将
来
都
市
構
造
の
実
現
に
向
け
て
対
応
す
べ
き
事
項
を
抽
出
し
、
そ
の
事
項
に
対
す
る
取
組
方
針
を
「
都
市
基
盤
整
備
方
針
」
と
し
て
整
理 

ネット
ワーク 

求められる都市基盤整備 
（ネットワークの考え方） 

歩行者 

・鉄道 

Ａ 鉄道の南北をつなぐ歩行者ネットワークの形成 

Ｂ 自動車の進入抑制 

Ｃ 滞留空間の確保や商店の魅力発信・創出による歩いて楽

しい空間を確保 

Ｄ 学校周辺の交通安全対策の強化 

Ｅ 歩行者環境の充実 

Ｆ 地域資源を巡る回遊ネットワークの形成 

自転車 

・鉄道 

Ｇ 自転車の安全な走行空間の確保 

Ｈ 自転車駐車場の適正配置 

Ｉ 交通の拠点（モビリティ・ハブ）の確保 

自動車 

・鉄道 

Ｊ 交通処理の円滑化 

Ｋ 地域の交通需要に対応した交通結節点の確保 

Ｌ 次世代モビリティに対応した道路空間の確保 

 

方針 
[1] 

方針 
[2] 

方針 
[3] 

方針 
[4] 

方針 
[5] 

方針 

[6] 

方針 
[7] 

方針 
[8] 

方針 
[9] 

方針 
[10] 

方針 
[11] 

方針 
[12] 

方針 

[13] 

【凡例】鉄道連続立体交差化との関係性 イ：関係なく実施可能 ロ：一体的な整備が必要 ハ：完了後に整備 
取組のスケジュール 短期：～５年 中期：５～10 年 長期：10～20 年以上    ：継続して実施する取組など 

   ：目標時期を設定し、実施する取組または実施に向けて検討・調整を行う取組など 

ゾーン 求められる都市基盤整備 

駅前 

拠点 

ａ 踏切解消や新たな交差道路の整備による鉄道南北の安全

で容易な移動と一体的な賑わい創出 

ｂ 新空港線整備による交通需要に対応する交通結節点の整備 

ｃ 交流や滞留を促す広場空間の創出 

ｄ 安全・安心に避難できる防災拠点の整備 

生活 

交流 

ｅ 歩行者優先の空間整備によるウォーカブルな環境の創出 

ｆ 交通拠点の配置による移動ネットワークの構築 

ｇ 地域交流や防災機能を備えたオープンスペースの充実 

住工 

共生 

ｈ 歩行者中心の街区への自動車の進入抑制 

ｉ 交通拠点の配置による移動ネットワークの構築 

ｊ 地域交流や防災機能を備えたオープンスペースの充実 
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２．下丸子駅周辺地区のまちづくりコンセプトの実現に向けて対応  

すべき事項 

■下丸子駅周辺地区の将来交通ネットワーク図（P.29）と対応すべき事項の関係図 

 

  [1]法指定踏切の解消 

[3]千鳥三丁目 

交差点の渋滞解消 

[6]駅周辺の歩道

混雑解消 

[7]自転車駐車場

の適正配置 

＜地区全体＞ 

[10]まちなかオープンスペースの充実 

[11]防災性の向上 

[12]交通拠点の充実 

[13]駅から多摩川など地域資源へのアクセス性向上 

[8]都市計画道路

の整備 

[4]環状第８号線立体交差化

に伴う影響の解消 

[9]通学路など交通安全対

策の充実 

[5]駅北側の都市基盤の強化 

文（矢口西小学校） 

※駅の位置は決定したものではありません 

[2]駅前広場の整備 
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３．具体的な整備内容の検討  

前項では、整理したまちづくりコンセプトの実現に向けて対応すべき事項に対する具体的

な取組内容を都市基盤整備方針として整理しました。 

その中でも、法指定踏切の解消や今後起こり得る変化（新空港線や都市計画道路の整備な

ど）への対応は、当地区のまちづくりにおいてより重要性の高い取組であることから、４つ

の対応すべき事項【検討１～検討４】について、具体的な整備内容を検討しました。 

なお、【検討１～検討４】以外の対応すべき事項についても、引き続き、具体的な整備内

容の検討に取り組んでいきます。 

１ 法指定踏切の解消 

取組 

内容 

・踏切道対策手法としては、踏切が除却され、歩行者等などの交通の安全性と

円滑化を改善できる「道路又は鉄道の立体化」が有効と考えられます。 

・道路の立体化は、現道や周辺街区の状況（下丸子２号踏切では環状第８号線

の交差点までの距離が短く地上へ擦り付けることができない）から困難な状

況です。 

⇒したがって、「鉄道の連続立体交差化」が最も効果的な対策と考えます。 

⇒法指定踏切である「下丸子１号・２号踏切」は安全性確保のため早期対策が

求められることから、２つの踏切を中心に、構造物を地上へ擦り付ける際の

周辺地域への影響を考慮し、「下丸子１・２号踏切と鵜の木３号踏切」を立

体交差化区間として、これらを一体的に解消する鉄道の連続立体交差化を行

うこととします。 

⇒本対策の実現に向けて、必要な調査・検討を計画的に進め、2040年代の事業

完了を目指します。 

 

  

※下記の内容は、将来的な整備の方向性に関する区の考え方を示したものであり、整備

が決定したものではありません。今後、整備内容の詳細化や取組に向け、地域の皆さま

へのご理解に努めるとともに、関係機関と調整を進めていきます。 
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① 踏切道対策手法の検討 

国では踏切解消の手法として以下の手法が示されています。当地区の地域特性を考慮し

た手法の比較検討により、「①連続立体交差化」と「②単独立体交差化」が効果的な手法

と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策 内容 検討結果 

①連続立体交

差化 

・鉄道を連続的に立体交差化（高架化また

は地下化）することで複数の踏切道を一

挙に除却する ○ 
・踏切が除却され、自動車・歩行者

の交通円滑化などが期待される 
②単独立体化 

・道路又は鉄道を単独で立体交差化し、踏

切道を除却する 

⑤歩行者等立

体横断施設

の整備 

・踏切道の近傍に横断歩道橋などの立体横

断施設を整備し、踏切道の横断交通量を

減少させる 

▲ 

・踏切が除却できない 

・横断交通量は減少するが、全ての

歩行者の横断施設（通路）利用は

見込めない 

・横断歩道橋や自由通路を設置でき

るスペースが踏切近傍や駅構内に

確保することが難しい 

⑥自由通路の

整備 

・駅構内に自由通路を整備し、踏切道を通

行する歩行者などを迂回させることで、

踏切道の横断交通量を減少させる 

その他の対策 

③踏切拡幅 

④カラー舗装 

⑦自転車駐車場・駅前広場の整備 

⑧ボラードの設置による交通転換 

⑨保安施設の整備 

⑩踏切道密接関連道路の整備 

⑪駅の出入り口の新設 

⑫踏切道内誘導表示等の設置 

▲ 

・踏切は残存し、対策により横断者

数の減少は見込めないことから、

法指定踏切の解消に繋がらない 

踏切道の対策手法（出典：国土交通省） 
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地域特性を考慮した手法の比較検討により、効果的と判断した①と②の手法について、

下丸子1号踏切と2号踏切での対策を検討しました。その結果、道路の立体化が難しい

こと、また複数の踏切を同時に解消できることの理由から、「鉄道の連続立体交差化」

が最も効果的な対策方法であると結論づけました。＜下記は、下丸子２号踏切における

比較検討＞ 

 ❶単独立体化（道路） ❷鉄道の連続立体交差化 

対策 

イメージ 

  

踏切問題に 

対する対応 

○:踏切解消により、自動車・歩行者

など、交通の円滑化と安全性向上

が図られる 

○:踏切解消により、自動車・歩行者

など、交通の円滑化と安全性向上

が図られる 

実現性 

×:線路を越えたあと、規定の勾配で

環状第８号線に接続するには延長

が足りない（立体化するためには

環状第８号線も上越し（地下化の

場合は下越し）することになる） 

▲:道路の設置スペースの確保（用地

取得）が必要 

▲:整備に伴う用地取得（高架化の場

合、線路北側に環境側道の確保）

が必要 

その他  

○:踏切部以外にも鉄道を横断する通

路の設置が可能であり、鉄道を横

断した回遊性の向上が期待される 

○:鉄道の連続立体交差化により生ま

れる地上空間に、地区に求められ

る機能や空間を配置できるなど、

地域の利便性向上や活性化に貢献

できる 

○:鉄道を高架化した場合、浸水など

の発生時、一時避難場所としての

活用が期待できる 

評価 ▲ ○ 

  



35 

② 鉄道の連続立体交差化の区間検討 

法指定踏切である「下丸子１号・２号踏切」は安全性確保の観点から早期対策が必要で

ある。そのため、これら踏切を中心に構造物と地上を擦り付ける際の周辺地域への影響を

考慮し、「下丸子１・２号踏切と鵜の木３号踏切」を立体交差化区間として、これらを一

体的に解消する鉄道の連続立体交差化を行うこととします。 

■鉄道の連続立体交差化区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鉄道の連続立体交差化縦断図（イメージ） 

＜高架化の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

＜地下化の場合＞ 

 

 

  

下丸子駅 鉄道の連続立体交差化の区間 

約 900ｍ 

下丸子１号踏切 

【法指定踏切】 

下丸子２号踏切 

【法指定踏切】 

鵜の木３号踏切 

【法指定踏切（対策済）】 

鉄道の連続立体交差の区間は区の考えであり、決定したものではありません 

※駅の位置は決定したものではありません 
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２ 駅前広場の整備 

取組 

内容 

⇒交通結節機能と滞留機能を兼ね備えた駅前広場を創出します。 

○交通結節機能（駅利用者のアクセスや乗り換えのために設ける空間） 

路線バス：１台分  タクシー：２台分  一般車用：１台分 

○滞留機能 

待ち合わせや休憩、イベントなどができ、災害時には避難者を受け入れる滞留 

空間の確保 

○駅前広場（交通結節機能＋滞留機能）の規模と配置 

【規模】約3,900㎡（駅前広場計画指針より） 

【配置】駅前に配置し、周辺道路とアクセスさせる 

⇒駅前広場については、関係機関と協議を進めながら、連続立体交差事業に併

わせた整備完了を目指します。 

■駅前広場の規模と配置の検討 

① 駅前広場の規模 

グランドデザインの策定に向けた検

討会や実証実験で得られた駅前広場の

使い方、過ごし方に関する意見などを

踏まえると、地域として一定規模のま

とまった広場空間の確保が求められて

います。 

駅前広場の規模は、当地区の交通実

態や将来需要などを考慮し、駅前広場

計画指針より「3,900㎡程度」の面積

を算出しました。この面積は、交通処

理に必要な交通空間（車道＋歩道）に

加え、併せて災害時における滞留機能

などに活用できる環境空間を確保する

ことができます。また、地域との連携

より多様な活用を目的とした空間とし

ての機能も確保可能です。 

  

車道 1,350 ㎡ 歩道 600 ㎡ 
環境空間（歩道含まない） 

1,950 ㎡ 
※環境空間比 50％の場合 

必要面積 3,900 ㎡ 

「駅前広場計画指針」に基づく駅前広場基準面積の考え方 

交通空間（車道＋歩道） 
1,950 ㎡ 

※交通処理上必要な最低限の「歩道」は交通結節点のために必要な空間として捉

え環境空間に含めない考え方 

・鉄道とバス、タクシーの乗り換えや、駅へ

の自転車などでアクセスしやすい交通広場

を整備 

・くつろげる広場 

・イベントで人と人のつながりができる空間 

・災害時に避難場所となる空間 

・周辺の地域資源への案内 

・自由に活用できる空間が充実 

・健康や交流の場として活用 

・子ども達がいつも遊べる場所を増やす など 

＜駅前広場に対する地域の意見＞ 
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② 駅前広場の配置検討  

駅前広場は、現状の土地利用や建物配置、駅南側に集中する歩行者の交通安全性を確保

する観点から、駅南側に自動車が進入する交通結節点の配置は難しいと考え、駅北側への

配置を基本としました。 

 ケース１：駅北側① ケース２：駅北側② ケース３：ベイ型 

イメージ 

※駅前広場の

位置につい

ては今後詳

細検討 

   

駅前広場 

のイメージ 

・ロータリーを配置  ・ロータリーを配置 

 

・ベイ型を配置 

都
市
基
盤
の
課
題
へ
対
応 

交 通 結

節 点 の

確保 

○交通結節点を駅出入

口付近に確保できる 

▲駅出入口から少し離

れる 

○交通結節点を駅出入

口付近に確保できる 

新 た な

モ ビ リ

テ ィ へ

の対応 

○一定程度の空間を確保でき、モビリティの変化

に対して柔軟に対応できる 

▲空間は最小限だが、

新たなモビリティに

対応できる空間の確

保が難しい 

交通処理 

の観点 

多摩堤通りに接続 補助第28号線に接続 多摩堤通りに接続 

○駅北側に設けることで、歩行者交通量の多い 

南側と車両動線を分離できる 

▲車両が南側へ通過す

る動線となり、車両

と歩行者などとの錯

綜が懸念される 

▲路線バスが補助第28

号を運行する場合、

交通結節点へのアク

セスに迂回が必要 

▲補助第28号線との交

差点（上記イメージ

図の青丸の交差点）

が鋭角のため交差点

改良が必要 

▲路線バスが補助第28

号を運行する場合、

交通結節点へのアク

セスに迂回が必要 

○駅北側に設けること

で、歩行者交通量の

多い南側と車両動線

を分離できる 

▲補助第28号線の交通

を阻害しないため、

右折レーンの確保が

必要 

評価 ○ ○ ▲ 

駅前広場 
の範囲 
イメージ 



38 

■駅前広場の配置検討の条件 

バス路線 

○バス路線はコミュニティバスの運行を考慮する。 

※新空港線の開通を契機として、路線バスの運行の可能性があること

から、バスバースを設ける場合は路線バスに対応した配置とする

（補助第28号線を通る路線バスを想定）。 

駅の改札 ○現在の位置を基本とする（下丸子１号踏切付近）。 

駅前広場の 

配置 

○なるべく駅に近い位置に配置する（鉄道とのアクセス強化）。 

○歩行者交通量が駅南側で多いことから、歩行者と車両の動線ができ

るだけ重ならないよう、駅北側への配置を前提とする。 

その他 

○今後想定されるモビリティの変化に柔軟に対応できる空間を確保す

る。 

⇒自動運転や新たに出てくるモビリティにも柔軟に対応できる一定

程度の空間を確保 
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３ 千鳥三丁目交差点の渋滞解消 

取組 

内容 

⇒現状幅員において道路構造令に沿った適切な区間の右折レーンの確保を検

討します。 

⇒現状幅員で右折レーンを確保した場合、自転車の通行空間の確保が難しく

自転車ネットワークを分断してしまう課題が残ることから、沿道の開発動

向などを踏まえ、整備済み道路の再拡幅などの可能性も検討します。 

⇒これらを踏まえ、千鳥三丁目交差点南側の信号交差点における制御の変更

などを検討します。 

 

・千鳥三丁目交差点付近の信号機の配置により、交差点部に必要な右折レーンが確保でき

ず、渋滞が発生しているため、右折レーンを確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道 

路面標示の見直 

歩道 
３ｍ 

車道９ｍ 
３ｍ×３ 

歩道 
３ｍ 

歩道 

整備前 整備後（見直） 

信号の間隔が
短く、適正な
延長の右折レ
ーンを確保で
きていない 

右折レーンの距離不足が要因で、

右折待ち車両による渋滞を引き起

こしている 
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４ 環状第８号線立体交差化に伴う影響の解消 

取組 

内容 

⇒道路ネットワークの確保と交通処理などの観点から、多摩堤通りを主軸とし

て藤森稲荷前交差点に接続する道路を整備します。駅前広場が「ケース１」

となる場合は、広場への接続にも機能します。 

 

・環状第８号線の立体交差化により、区民プラザ入口交差点で車両通行のための高さ制限

が生じ、交通機能が低下する可能性があるため、道路を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備のイメージ

環状第８号線の立体交差化計画では、区民プラザ入

口交差点で自動車通行に必要な高さ（4.5m以上）を

確保できないため、交通の流れに制限が生じ、多摩

堤通りの機能が大きく低下する可能性がある 

環状第８号線の 
立体交差区間 
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４．各都市基盤の検討結果を踏まえた将来イメージ 

これまでの都市基盤に関わる検討結果を踏まえ、その組み合わせによる当地区の将来イ

メージを作成しました。駅前広場の配置について、「ケース１」と「ケース２」の２パタ

ーンが想定されることから、駅前広場を「ケース１」の場合で描いた将来イメージを【パ

ターンＡ】、「ケース２」の場合で描いた将来イメージを【パターンＢ】として整理しまし

た。（この将来イメージは現時点でのものであり、整備が決定されたものではありませ

ん。） 

今後、このイメージをもとに、地域の皆さまや関係者、関係機関などと検討・調整を進め

ていきます。 

将来イメージは駅前拠点ゾーンを中心に描いていますが、他のゾーンについてもまちづ

くりコンセプト（目指すまちの姿）の実現に向けて求められる都市基盤整備の内容を踏ま

え、都市基盤の形成に向けた検討を引き続き行ってまいります。 
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＜将来イメージ【パターンＡ】：駅前広場を「ケース１」の配置とした場合＞ 

  

  

駅前広場のイメージ（拡大図） 

現状の道路配置などを踏まえ、歩行者中心の駅アク

セスルートを確保するとともに、歩行者や自転車中

心に道路空間を再編し、下丸子駅と千鳥町駅など周

辺地域とのつながりを強化します。 

交差点の改良やアクセス

道路の整備などにより、

道路ネットワークを確保

します。 

鉄道の連続立体交差化に

より法指定踏切を解消

し、交通渋滞や歩行者の

混雑を解消します。 

鉄道の連続立体交差化後、南北歩行者ネット

ワークを整備し、特定道路への歩行者集中を

緩和します。 

回遊の軸となる道路において、案内サインや

特色ある舗装を検討します。 

駅前広場や道路の整備

と合わせ、駅前のポテ

ンシャルを活かした土

地利用を図ります。 

方針[5] 方針[13] 

交通結節機能と滞留機能

を兼ね備え、地域防災の

機能も備えた駅前広場を

整備します。 方針[2] 方針[6] 方針[3][4][8] 方針[1] 

駅利用など、利便性の高

い自転車駐車場の適正配

置を検討します。 方針[7] 

方針[6] 

現時点でのイメージです。鉄道の高架化又は地下化等整備が決定されたものではありません 
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＜将来イメージ【パターンＢ】：駅前広場を「ケース２」の配置とした場合＞ 

  

 

 

  

駅前広場のイメージ（拡大図） 

現状の道路配置などを踏まえ、歩行者中心の

駅アクセスルートを確保するとともに、歩行

者や自転車中心に道路空間を再編し、下丸子

駅と千鳥町駅など周辺地域とのつながりを強

化します。 

交差点の改良やアクセス

道路の整備などにより、

道路ネットワークを確保

します。 

鉄道の連続立体交差化に

より法指定踏切を解消

し、交通渋滞や歩行者の

混雑を解消します。 

鉄道の連続立体交差化後、南北歩行者ネット

ワークを整備し、特定道路への歩行者集中を

緩和します。 

回遊の軸となる道路において、案内サインや

特色ある舗装を検討します。 

駅前広場や道路の整備

と合わせ、駅前のポテ

ンシャルを活かした土

地利用を図ります。 

方針[5] 方針[13] 

交通結節機能と滞留機能

を兼ね備え、地域防災の

機能も備えた駅前広場を

整備します。 方針[2] 

方針[6] 

方針[3][4][8] 方針[1] 

駅利用など、利便性の高

い自転車駐車場の適正配

置を検討します。 方針[7] 

方針[6] 

現時点でのイメージです。鉄道の高架化又は地下化等整備が決定されたものではありません 
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第５章 実現に向けて 

１．共創のまちづくりの推進 

当地区のまちづくりコンセプトを実現していくためには、地域住民や事業者などの様々

な主体と行政がお互いに役割を明確にしつつ、連携してまちづくりを進めていくことが必

要です。 

また、当地区の都市基盤の整備の実現に向けて、引き続き鉄道事業者や道路などの公共

空間を管理する関係機関などと調整を図り、事業推進に取り組みます。 

 

■共創のまちづくりのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実現に向けて 

下丸子駅周辺のまちづくりを確実に進めるためには、都市基盤整備方針で位置付けた整備

内容の詳細化や取組に向けた手順、方策（事業手法）などを検討する必要があります。 

今後、基盤整備と関連する計画・事業と整合を図りながら、時代の潮流に合わせた発展的

な視点で検討を行い、当地区のまちづくりコンセプトの実現を目指していきます。 
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参考資料 

１．策定にあたり 

都市基盤整備方針の策定にあたっては、都市計画・まちづくりの専門家である法政大学の

高見公雄教授、および都市デザイン・地域再生の専門家である横浜国立大学の野原卓教授か

ら、専門的知見に基づく助言を得て策定しました。 

 

分野 所属団体 

学識経験者 高見公雄 

法政大学 デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 教授 

学識経験者 野原卓 

横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 

都市イノベーション学府 教授 

 

２．大田区区民意見公募手続き及び区民説明会 

素案の説明・周知を図るとともに、区民等の皆さまから意見を広く収集し反映させるため、

大田区区民意見公募手続き（パブリックコメント）を実施しご意見を募集ました。また、区

民説明会、オープンハウス型説明会を開催しました。 

 

●パブリックコメント 

 募集期間：令和７年 12 月 11 日（木）から令和８年１月６日（火）まで 

募集方法：電子申請（LoGo フォーム）、郵送・持参、ファクシミリ、窓口へ持参 

意見総数：11 名 15 件（電子申請 11 名、紙申請０名） 

 

●区民説明会 

【開催日時】 

第１回：令和７年 12月 19 日（金）18時 30 分から 19 時 30 分まで 

第２回：令和７年 12月 20 日（土）10時 30 分から 11 時 30 分まで 

オープンハウス型説明会：令和７年 12月 20 日(土)12 時 30 分から 16時 00 分まで 

【会場】 

矢口特別出張所 １階 大会議室 
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●意見要旨 

№ 意見要旨 区の考え方 

１ 

現在の改札に加え、鵜の木側や

武蔵新田側にも改札を設置し、急

行が停車しない予定の隣の駅利用

者も下丸子駅にアクセスしやすい

ようにしてほしい。また鵜の木側

にも駐輪場を新設してほしい。こ

の機会に周辺の古い建物は建て替

えて、再開発を促進してほしい。 

改札の設置については、鉄道事業者が対応す

べきことでありますが、区としても今後の駅周

辺のまちづくりの動向を踏まえ鉄道事業者と意

見交換をしていきます。 

駐輪場の配置についても、今後のまちづくり

の動向を踏まえ検討していきます。 

 

２ 

全般的に地域住民の理解が得ら

れる計画なのか。 

下丸子駅周辺地区の踏切対策とまちづくりを

検討するにあたり、令和３年度から令和４年度

にかけて「下丸子駅周辺地区のまちの将来を考

える会」を開催し、地域の方々からいただいた

ご意見を踏まえて「下丸子駅周辺地区まちづく

り構想」を策定しました。 

今回の素案作成にあたっても、「下丸子駅周

辺地区グランドデザイン策定に向けたまちづく

り検討会」を開催し、地域の方々からいただい

たご意見を参考にしました。 

このほか、地域でのアンケートや実証実験等

を通じ、いただいたご意見も参考にしました。 

今後も、地域の皆さまからご意見を伺いなが

ら、多くの方にご理解をいただけるよう努めて

まいります。 

３ 

駅に愛着が持てるように、生活

に選択肢が増えるような店舗の誘

致をしてほしい。 

道路は駅前だけではなく多摩川

の近くでも劣化したものを見かけ

る。プラスになることもよいが、

マイナスをゼロにするよう考えて

もらいたい。 

いただいたご意見につきましては、グランド

デザインに掲げる目指すまちの姿❶-ウ-②駅・

駅前・駅周辺の一体的整備において、今後の検

討の参考とさせていただきます。 

道路の劣化など、現状生じている都市基盤上

の課題につきましては、道路を管理する関係部

署等へ適切に共有させていただきます。 
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№ 意見要旨 区の考え方 

４ 

鉄道の立体化が具体化されてい

ないので、方針が理解しがたい。

地下化、もしくは、高架化、それ

ぞれの整備費がどうなるのか、整

備費の負担割合（東急、大田区、

国など）がどのようになるのかを

概算でよいので示してほしい。 

本方針では、鉄道の連続立体交差化により踏

切の解消を進めていくことが望ましいことをお

示しした段階です。今後さらに深度化し、構造

や事業費、その負担割合等について、関係機関

や関係事業者と協議しながら検討してまいりま

す。 

５ 

法指定踏切の解消については、

下丸子 1 号踏切と 2 号踏切がセッ

トになって議論されている。下丸

子 1 号踏切の混雑は、朝の歩行者

の通勤ラッシュによるもので、自

動車はほとんど通行しあい。鉄道

ではなく、歩行者を立体化する方

がコストが抑制されることが明ら

かである。近隣の目黒線奥沢駅で

も、最近、歩道橋が設置されてお

り、同様の方式で早く安く整備で

きると思う。歩道橋設置の検討結

果を示してほしい。 

方針 P33 では、下丸子１号踏切に関して、歩

道橋等の立体横断施設の設置についても検討し

ています。下丸子１号踏切の歩行者混雑対策と

して考えられる選択肢ではありますが、踏切自

体の除却ができず、安全面に課題が残ると考え

ています。 

一方で下丸子２号踏切については、道路側を

立体化した場合、多摩川線と環八の距離が近い

ことから、立体化した道路と環八を接続するこ

とができないため、鉄道側を立体化することが

望ましいと考えています。このため、複数の踏

切を同時に解消できる鉄道の連続立体化が最も

効果的な対策であると結論付けています。 

６ 

下丸子駅のみだけではなく、多

摩川線全線で高架化もしくは地下

化できないか。他の駅の開発もし

くは駅を刷新する機会にしてほし

い。 

多摩川線は、中原街道や新幹線、国道１号

線、環状８号線などとすでに立体交差してお

り、一律で高架化または地下化することは困難

です。 

都市基盤整備方針では、法指定踏切である下

丸子１号・２号踏切は安全性確保の観点から早

期対策が必要なため、これらの踏切を中心に、

立体交差化していくこととしています。 

これらの取組や、新空港線の開業により、下

丸子駅周辺や多摩川線沿線に新たな価値が生ま

れ、その効果は近隣の地区にも広がっていくこ

とが期待されます。他の地区においても、まち

づくりの機運の高まりに応じて、検討を行って

まいります。 
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№ 意見要旨 区の考え方 

７ 

法指定踏切の解消、駅前広場の

設置検討に反対する。 

多くの地域住民が住んでいる地

域で、対象地域住民への影響が大

きく、計画自体がナンセンスであ

る。 

踏切により、歩行者が安全に通行できないこ

とや、交通渋滞の発生、また、地域が分断され

るなど問題が生じています。さらに、交通広場

が整備されていないため、バス等の乗り場が分

かりにくい状況にあります。こうした地域の課

題を解消するためには、鉄道の立体化や駅前広

場の創出が必要だと考えます。 

対象地域にお住まいの皆さまへの影響につい

ては、十分に配慮しながら進めることが重要で

あると考えており、今後も、地域の皆さまのご

意見を伺いながら、事業にご理解をいただける

よう努めてまいります。 

８ 

駅前広場の整備では、バスロー

タリーを設置することが大目標に

されているが、当地のコミュニテ

ィバスは 40 分に 1 本程度で定員

も 15 人と極めて小規模で、駅前

広場にバス 1 台分のスペースを固

定するのはもったいない。現状の

区民プラザ前の区道で自動車の停

車空間は確保されているので、駅

前広場にロータリーを設置する必

要はない。どこの駅前にもある駅

前ロータリーを整備するよりも、

人が憩える芝生空間を整備した方

がクリエイティブである。車のロ

ータリーというのは車道を広く確

保することであって、ウォーカブ

ルなまちづくりというビジョンに

矛盾している。 

９ 

駅前広場の機能を、交通結節機

能と滞留機能の両面から捉えるこ

とは重要である。したがって駅前

広場の配置検討においても、滞留

機能面の評価分析項目を加えるべ

きである。 

ご意見として今後の参考にさせていただきま

す。 

10 

光明寺付近を通る道路が整備で

きるなら、光明寺池の再開放も視

野に入れてほしい。駅から少し離

れるが、水辺のひとときもパブリ

ックスペースとして重要である。 

グランドデザインの目指すまちの姿❸「豊か

な暮らしを実現する活動・場が充実したまち」

にお示ししたように、様々なストックの活用を

検討し、地域の関係者とも連携してまちづくり

を進めてまいります。 
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№ 意見要旨 区の考え方 

11 

「駅北側には駐車場などの低未

利用地が多く分布」という課題感

はそのとおりである。 

駅北側は多摩川線の北側に住ん

でいる区民からすると下丸子の玄

関にあたる場所となるため、「駅

北側の都市基盤の強化」として

「駅前広場や道路の整備と合わ

せ、駅前のポテンシャルを活かし

た土地利用を図ります。」という

取り組みは、ぜひ進めるべきであ

る。 

いただいたご意見を参考に、今後の検討を進

めてまいります。 

12 

多摩堤通りは交通量も多く環状

八号線の立体化に伴い高さが取れ

ないと聞いている。グランドデザ

インへの意見に記載した駅北側の

地下駐車場を多摩堤通りと接続し

てはどうか。地下化することで駅

北側パブリックスペースの安心感

にも貢献ができると思う。 

道路及び駅前広場の構造については、今回の

都市基盤整備方針を踏まえて今後さらに検討を

深度化してまいります。いただいたご意見も参

考にさせていただきます。 

13 

大田区民プラザは、プラットフ

ォームの延伸や駅舎の再開発の中

に組み込むなど、一体となった再

開発を期待する。 

本方針は、駅周辺の道路や駅前広場の整備を

検討していく上での基本的な考え方を取りまと

めたものになります。グランドデザインにおい

て「公共施設の再編」という施策も掲げている

ことに加え、本方針 P42 及び P43 では、「鉄道

立体化を契機にまちづくりを検討する範囲」を

示しておりますので、これらを踏まえ、今後の

都市基盤整備の検討と併せて駅周辺の公共施設

のあり方についても検討してまいります。 
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№ 意見要旨 区の考え方 

14 

15 

「区民プラザ入口」交差点につい

て 

①盲人用信号に変更してほしい。 

かなりの交通量であるが視覚障

害者向け音響信号ではないため、

視覚障害のある家族は同じ方向へ

行く人とタイミングを合わせて歩

いているが、信号無視やギリギリ

で渡る人がいてとても危険であ

る。 

②交差点付近の危険な状況の整備 

交通量が多いのにも関わらず、

中央分離帯や植え込み、段差、交

差点自体の角度などかなり視認性

の低い複雑な交差点であり、交通

事故も起きている。植え込みや段

差、道路の交差角度など改善して

ほしい。 

③交差点を渡った先が狭すぎる 

下丸子側・千鳥町側どちらも、

交差点付近の歩道が狭すぎ、歩行

者・自転車・車両どの立場でも狭

くて危険を感じる事が多々あるた

め、広くしてほしい。 

いただいたご意見を参考にするとともに、道

路や交通を管理する関係部署等へ適切に共有さ

せていただきます。 
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３．用語集  

用語 解説 

あ行  

イノベーション 

 技術の革新にとどまらず、これまでとは全く違った新

たな考え方、仕組みを取り入れて、新たな価値を生み出

し、社会的に大きな変化を起こすこと。 

インキュベーション 企業や新事業の創出を支援し、その成長を促進させること。 

ウォーカブル 

「歩く」を意味する“walk”と「～できる」の“able”

を組み合わせた造語で、広義では、車中心から“人中

心”の都市空間へと転換し、歩行者が快適に過ごせる魅

力的なまちなかの創出を図る概念。 

駅前広場 

鉄道と他の交通手段とを結び、効率的な交通処理を図る

ことを目的として鉄道駅に設置される広場。交通機能だ

けでなく、まちの玄関口として景観、防災、地域住民の

交流といった多様な機能を持つ都市施設。 

駅前広場計画指針 
鉄道駅の駅前広場を対象として、広場の計画上必要な機

能や施設量の算定方法などを示すガイドライン。 

駅まち空間（駅まち一体空間） 

駅や駅前広場と周辺市街地を切れ目なく一体的に捉え、

相互の関係性を踏まえながら機能配置を検討する空間。

駅と街を自然につなげ、総合的な都市機能の向上を目指

す考え方。 

エリアプラットフォーム 

行政をはじめ、まちづくりの担い手であるまちづくり会

社・団体、まちづくりや地域課題解決に関心がある企

業、自治体・町内会、商店街・商工会議所、住民・地権

者・就業者などが集まって、まちの将来像を議論・描

き、その実現に向けた取組（＝まちづくり）について協

議・調整を行うための場。 

延焼危険度 

地震が起きた時に発生した火災が周囲の建物に燃え移

り、広がっていく危険性を評価したもの。建物の密集度

や材質、道路の幅、消防活動のしやすさなどを考慮し

て、地域ごとの火災リスクを示す指標。 
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用語 解説 

オープンスペース 
一般に開放されている公共性の高い空間。 

か行  

改正踏切道改良促進法 

踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及

び交通の円滑化に寄与することを目的に昭和 36年に制

定された法律。その後の改正により、国土交通大臣が指

定する「改良すべき踏切道」（法指定踏切）について、

鉄道事業者と道路管理者が協力して対策を講じる仕組み

が強化された。 

環境空間 

駅前広場は交通空間と環境空間に分類され、各種交通を

処理する交通空間に対して、環境空間は交流や景観形

成、防災機能などに資する公共的なオープンスペースの

こと。 

環境側道 

鉄道の高架化に関連して、都市環境の保全に資する目的

で、高架構造物に沿って住宅が連続して並んでいる区間

（連たんしている区間）に設置される道路。高架下の日

照・通風の確保や騒音・振動の軽減など、沿線住環境の

保全に寄与するとともに、緊急車両の通行路や避難路と

しての防災機能も担う。 

幹線道路 

自動車の通行を主な目的とした都市交通の骨格をなす道

路のこと。主に都市内や都市間を結び、日常的な交通需

要に対応する。 

共創 

多様な立場の人々が新たな価値を共に創造していくこ

と。「協働」と近い概念であるが、「協働」とは協力して

何かに取り組んでいる「状態」を表すのに対し、「共

創」とは共に協力しながら新たな「価値を創出」してい

くという「結果」に重点を置いた概念。 

緊急輸送道路 

東京都地域防災計画に定める、高速自動車国道、一般国

道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道

路と知事が指定する拠点（指定拠点）とを連絡し、又は

指定拠点を相互に連絡する道路のこと。 
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用語 解説 

広域幹線道路 

物流・交通の拠点や産業集積地などを結ぶ、国土・地域全

体の骨格を形成する道路ネットワーク。効率的な物流や地

域間の連携を支える役割を担う。幹線道路よりも広域的な

スケールで、複数の都道府県や地域ブロックを跨いで機能

し、高速道路や国道などの規格の高い道路が該当する。 

公開空地 

建築基準法に基づく総合設計制度や高度利用地区制度な

どの都市開発諸制度を利用し、容積率緩和などの特例を

受ける代わりに、建物敷地内に設けられた一般公衆が自

由に利用できる空間。民有地でありながら公共的利用に

供される都市空間。 

高架化 
地上の鉄道や道路を、橋梁などを使って上空へ移設する

こと。 

耕地整理 

耕地整理法（昭和 24 年度廃止）に基づく土地改良事業

で、一般には農地の有効利用と収穫の増大を目的とし

て、区画を整形化し、水路や道路の整備を図ることによ

り利用形態を近代化した事業のことを指す。下丸子地域

では工業誘致を目的に実施された。 

交通結節機能（交通結節点） 

駅前広場やバスターミナルなど、複数あるいは異種の交

通手段を相互に連絡する乗り継ぎ・乗り換えのための場

所のこと。 

コミュニティバス 
自治体が主体となって運行するバス全般を指す。地域の

ニーズや事情にあわせて柔軟な運行が見られる。 

混雑度 
道路の混雑の程度を示す指標。道路の交通容量に対する

交通量の比で表される。 

さ行  

シェアモビリティ 

個人所有のモビリティとは異なり、不特定多数が移動す

る公共性を有する交通手段。自転車（シェアサイク

ル）、自動車（カーシェアリング）、電動キックボード、

電動スクーターなどの乗り物を複数の利用者で共有する

サービス。 

次世代モビリティ 
自動運転に代表される先端テクノロジーを活用した進化

型の移動手段。 
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用語 解説 

自動車滞留長 

信号交差点や踏切において、赤信号から青信号に変わっ

た、又は遮断機が開いた瞬間の停止線から最後尾の車両

までの距離のこと。 

自由通路 

鉄道駅の利用者や一般歩行者の通行の利便性向上のた

め、駅舎と一体的に整備される通路施設およびその付帯

施設のこと。 

新空港線 

平成 28 年の交通政策審議会答申第 198 号に示された

「国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジ

ェクト」に位置付けられた鉄道路線の１つ。 

区内の東西交通の移動利便性向上、沿線まちづくりへの

寄与、羽田空港及び都心部、埼玉方面へのアクセス強化

などの効果が期待される。 

た行  

滞留機能（滞留空間） 
待ち合わせや休憩、イベントなどができ、災害時には避

難者を受け入れることができる空間。 

建物の共同化 

複数の土地所有者（2人以上）が協力して一体的に建物

を建て替えること。個別の建て替えでは土地を有効活用

できない場合や、小規模建物が密集して環境が悪く防災

上危険な地域の環境改善を目的とする。 

単独立体交差化 
道路又は鉄道を単独で立体交差化し、踏切道を除却する

手法。 

地下化 
道路または鉄道のどちらか一方を地下化することで、踏

切を除去し交通の円滑化と安全性を高める手法。 

低未利用地 

本来適正に利用されるべき土地であるにも関わらず、十

分に活用されていない土地。空き地、空き家の敷地、駐

車場など、潜在的な利用価値に比べて効果的に使われて

いない土地を指す。 

道路構造令 

道路の安全性・円滑性を確保するために、最低限確保す

べき技術的基準を定めた法令。道路の幅員や勾配、曲線

半径などの構造基準を規定している。 

都市基盤 
道路、公園、下水道など、都市の産業活動や住民の生活

を支える骨格となる公共施設の総称。 
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用語 解説 

都市計画道路 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画

法に基づいて計画・決定された道路。将来の都市構造を

見据えて配置される重要な都市基盤施設。 

は行  

バスバース 

駅前広場やバスターミナルで、バスが停まって人が乗り

降りするための専用スペース。バスが安全に停車できる

ように作られた場所のこと。 

バリアフリー 

障がい者、高齢者などが社会生活を営む上で支障となる

物理的、社会的、制度的、心理的な様々な障壁を取り除

くこと。 

避難道路 

災害が起きたとき、避難場所まで安全に逃げるための道

路。特に避難場所が遠い地区や、火事が広がりやすい地

区で重要な道で安全に避難できるように整備された道路

のこと。 

法指定踏切 

改正踏切道改良促進法に基づき、課題のある踏切として

指定されている踏切。下丸子地域では、「下丸子 1 号踏

切（歩行者ボトルネック踏切）」と「下丸子２号踏切

（自動車ボトルネック踏切）」が指定されている。 

踏切自動車交通遮断量 
自動車交通量と踏切遮断時間を乗じた値（踏切自動車遮

断交通量＝自動車交通量×踏切遮断時間）。 

踏切歩行者等交通遮断量 

歩行者および自転車の交通量と踏切遮断時間を乗じた値

（踏切歩行者等交通遮断量＝歩行者および自転車の交通

量×踏切遮断時間）。 

不燃領域率 

市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化や

道路、公園などの空地の状況から算出し、不燃領域率が

70％を超えると市街地の焼失率はほぼゼロとなる。 

補助幹線道路 
幹線道路を補完し、区域内に発生集中する交通を効率的

に集散させるための補完的な幹線街路のこと。 

ボトルネック 
道路などのインフラや業務などの一連の流れの中で、停

滞や生産性の低下を招いている箇所や工程などのこと。 
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用語 解説 

ボラード 
道路や広場などに設置して自動車の侵入を阻止したりす

る目的で設置される、地面から突き出した杭のこと。 

ま行  

無電柱化 

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良

好な都市景観の創出を図るため、電線共同溝などの整備

により、道路上に張り巡らされた電線類を地下に収容す

ること。 

木防建ぺい率 

地区面積に対する木造（防火木造を含む）建築物の割合

で、木防建ぺい率が 20％未満では安全と判断できるが

40％を超えると木造、防火造がどのような割合で混在し

ていても延焼が拡大する恐れがある。 

モビリティ・ハブ 様々な交通モードの接続・乗換拠点。 

や行  

優先整備路線 

東京都と特別区及び 26市２町において、都市計画道路

を計画的、効率的に整備するため、おおむね 10年間で

優先的に整備すべき路線に位置付けられた路線のこと。 

用途地域 

都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつ

かの類型に区分し、住居の環境の保護又は業務の利便の

増進を図るため、類型に応じた建築規制を行うもの。 

ら行  

連続立体交差事業 

（連続立体交差化） 

市街地において道路と交差している鉄道を一定区間連続

して高架化又は地下化することで立体化を行い、多数の

踏切の除却や新設交差道路との立体交差を一挙に実現す

る都市計画事業。 
 

 



 

まちづくり環境委員会 

令和８年３月５日 

都市基盤整備部 資料 27番 

所管 公園課 

 

大田区パークマネジメントマスタープラン（案）について 

 

１ 大田区パークマネジメントマスタープラン（案）について 

現在、区内 572 箇所の公園を対象に運営、整備及び管理の総合的な方針を示す「大

田区パークマネジメントマスタープラン」の策定を進めている。計画策定に伴い、令

和７年 12 月末から令和８年１月初旬にかけて、パブリックコメント及び区立小中学校

を対象としたアンケートを実施した。 

 本計画では、「豊かなくらしと彩りあるまち みんなで育む愛され公園」を将来像と

し、魅力あふれる公園づくりのさらなる推進へ繋げる羅針盤として、令和８年３月の

策定を予定している。 

 

２ 計画の概要 

・計画名：「大田区パークマネジメントマスタープラン」 

・計画期間：20か年計画、概ね５年毎の改定や見直し 

・重点的な取組 

〇 こども・子育て支援に寄与するパークマネジメント 

〇 グリーンインフラを積極的に活用するパークマネジメント 

〇 駅周辺のにぎわい創出に寄与するパークマネジメント 

 

３ 添付資料 

・資料① パブリックコメントの結果及び対応 

・資料② 小中学生向けアンケートの結果及び対応 

・資料③ 大田区パークマネジメントマスタープラン概要版（案） 

・資料④ 大田区パークマネジメントマスタープラン（案） 

・資料⑤ 大田区パークマネジメントマスタープランこども版（案） 

 

 

  



大田区パークマネジメントマスタープラン こども版（素案）
小中学生を対象としたアンケート結果を踏まえた変更点

「大田区パークマネジメントマスタープラン（素案）」に対するパブリックコメントの実施結果について

パブリックコメントの結果及び対応 資料①



①
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小中学生向けアンケートの結果及び対応

小中学生向けアンケートの実施結果について

資料②



小中学生向けアンケートの結果及び対応
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大田区パークマネジメント

マスタープランについて 
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1  計画の目的及び位置づけ 

1.1  目的と背景 

 区は、令和６年３月に「大田区基本構想」を策定し、大田区の将来像として「心やすらぎ 未

来へはばたく 笑顔のまち 大田区」を掲げ、めざすべきまちの姿として、４つの基本目標を定

めました。 

 主に公園・緑地に関するものとして基本目標４「安全・安心で活気とやすらぎのある快適なま

ち」においては、地域の特性を活かした多様な特色を持つ公園が充実しているまちの姿を描いて

います。 

めざす将来像の実現に向けて、区内の572か所の公園・緑地（以下、公園という）を対象に、運営、

整備及び管理に関する総合的な方針を示す羅針盤となる計画として、「大田区パークマネジメント

マスタープラン」（以下、本計画という）を策定しました。 

※公園・緑地の箇所数は、令和７年４月１日時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定のポイント 
 

“こども”の視点を統合するパークマネジメント 

公園のめざすべき姿をわかりやすく可視化し、大人の意見に加え、こども 

や子育て世代のニーズを的確に捉え、具現化するパークマネジメント方針を 

示します。 

 

区の特色を活かした“各公園”における方向性の明確化 

まちづくりに関する各種計画を踏まえ、区の特性や特色を明確化し、拠点 

となる公園や地域に根ざした公園がめざすべき方向性を示します。 

 

“公園の魅力”を一層際立たせる新たな方向性や取組推進 

駅周辺公園を起点としたにぎわい創出や、公園をグリーンインフラとして活

用するなど新たな方向性や取組の推進により、地域の特性を活かした魅力やに

ぎわいを引き立て、多くの人々に愛される公園をめざします。 
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1.2  位置づけ 

 本計画は、上位計画と整合を図るとともにみどりの総合的な方針を示す「大田区緑の基本計画

グリーンプランおおた（以下、グリーンプランという。）」を踏まえ、公園の運営、整備及び管理

に関する方向性を示します。また、まちづくりに関連する各種計画との方向性を一致させること

で、公園のめざすべき方向性を明確化します。 

 

図 1 本計画の位置づけ 

 

2  計画期間 

本計画は、令和８年度から令和 27年度までの 20か年の計画です。 

前期計画（令和８年度から令和 17年度まで）と後期計画（令和 18年度から令和 27年度まで）

に分け、概ね５年毎に計画改定や見直しを行います。 

 なお、公園の箇所数や対象箇所などの情報に変更が生じた場合は、随時更新を行います。 

 

図 2 計画期間 
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3  計画の対象 

本計画は、区立の公園、児童公園及び緑地など都市公園法に基づく都市公園をはじめとした公

園機能を有するみどりの空間を対象とします。また、区内の都立公園などは、区が管理を行う公

園とのネットワークや機能を踏まえ、総合的な視点で整理します。 

 

表 1 本計画の対象となる公園・緑地 

種別 説明 

区立公園 

公園 
面積が概ね 1,000 ㎡以上あるいは、1,000 ㎡未満でも施設

などが充実し、公園としての機能を満たすもの。 

児童公園 面積が 1,000 ㎡未満のもの。 

児童遊園 
神社地、民有地、道路敷などを活用し、児童の健全な遊

び場として設置したもの。 

緑地 

多摩川河川敷に区で設置した施設や都市計画緑地の一

部。また、旧呑川などの埋立地に設置した緑地施設も含

む。 

一時開放運動場 

東京都港湾局との運営協定に基づき、都市計画道路予定

用地において、児童などの遊び場や運動広場として活用

したもの。（昭和島運動場のみ該当） 

その他緑地 

水路及び河川を埋め立て緑地として整備したものや、都

市公園法になじまない土地を公園空間として利活用して

いるもの。 

都立公園 海上公園 
東京都が所管する公園。（城南島海浜公園、東京港野鳥公

園など） 

※都立公園に関しては、所管である東京都と適宜連携を図ります。 
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4  策定体制 

本計画は、庁内検討委員会や作業部会で計画の方向性を定めるとともに、学識経験者で構成す

る学識経験者ヒアリングにて提言・助言を得て構成を整理しました。また、区民意識調査やこど

もを対象としたアンケート及びパブリックコメントの実施により幅広い世代を対象とした区民の

意見を取り入れて策定しました。 

 

 

図 3 取組体制図  
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5  将来像 

5.1  将来像 

 本計画の将来像は、次のように設定します。 

 

① まちなかのにぎわいは、公園を通じてこどもがのびのびと遊び、地域の人々が楽しく交

流を深めることで育まれます。また、公民連携による公園内でのイベントや飲食を通じて、

訪れる人々に新たな出会いや楽しさを提供し、地域の憩いの場としての役割を果たします。 

② まちなかの安全・安心は、公園をグリーンインフラとして活用し公園の有する機能を最

大限発揮することで形成されます。また、生物生息空間の創出などの環境視点を組み込むこ

とで、ネイチャーポジティブに寄与します。 

③ まちなかのアイデンティティは、公園を介して地域の歴史文化やシンボルを創り、大

田区のまちににぎわいと魅力を与え、未来の世代に誇りを受け継ぎます。 

 

図 4 将来像のイメージ  

将来像 

豊かなくらしと彩りあるまち みんなで育む愛され公園 
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5.2  将来像の実現に向けたプロセス 

次のプロセスに沿って、将来像の実現をめざします。 

 

 

図 5 将来像の実現に向けたプロセス 

5.3  計画目標 

2045 年には区民一人当たりの公園面積６.0 ㎡以上をめざします。  

区民ニーズなどをはじめとした公園を取り巻く様々な要素を踏まえ、公園をよ

り良くするための視点として「つくる」「支える」「守りつなぐ」「つかう」「高

める」の５つのアプローチを活用します。 

５つのアプローチを踏まえ「運営」「整備」「管理」の３つの視点から公園にお

ける取組方針を示します。 

将来像の実現に向けて、まちづくりにおける関連計画と整合を図り、地域特性

を活かしたパークマネジメント方針に基づく取組を推進します。区民一人ひと

りが地域の庭として感じられる、魅力あふれる公園づくりをめざします。 

区民一人当たりの公園面積６.0㎡以上 目標値 

STEP １ 

STEP ２ 

STEP ３ 
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6  ５つのアプローチ 

SDGsをはじめとする国・都における公園づくりの方向性、区の上位計画及び区民ニーズなどを

踏まえ、将来像の実現に向けた公園をより良くするための視点を「つくる」「支える」「守りつな

ぐ」「つかう」「高める」の５つのアプローチとして整理しました。これらのアプローチに基づき、

公園づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくる 多様な個性と機能を備えた新時代の公園を生み出す 

 新たな公園をつくり、広げる 

 新たな公園の整備やリニューアルによ

り、計画的に個性や機能を醸成し、まちのみ

どり空間を創出・拡充します。 

 

【主な取組例】 

⚫ 積極的な制度活用による公園整備 

⚫ 公園ストック再編などによる計画的な公

園のリニューアル 

 

公園のリニューアル 

 １ 

公園機能の拡充 
 

拡充 

拡充 

特色あふれる多様な個性をつくる  ２ 

 地域の特性や区民ニーズを踏まえるとともに

公園の個性や特徴を的確に捉え、大田区らし

い公園づくりを進めます。 

個性あふれる鉄道模遊具 
（道塚南公園） 

【主な取組例】 

⚫ まちづくりにおける関連計画を踏まえた

公園づくり 

⚫ 立地条件や地域特性を踏まえた魅力的な

公園づくり 

多彩なレクリエーション空間をつくる 

 憩いやにぎわいに寄与する多彩なレクリ

エーション空間を創出することで、人々

や地域の豊かさにつながる公園機能を拡充し

ます。 

 ３ 

のびのび過ごせる 
芝生広場の創出 

【主な取組例】 

⚫ オープンスペースや芝生広場などの創出 
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支える 幅広い世代の安全、健康と成長を支える 

 くらしの安全・安心を支える 

 災害に強いまちづくりに向けて公園をグ

リーンインフラとして活用すること

で、区民の安全・安心なくらしを支えます。 

 

【主な取組例】 

⚫ 雨水貯留・浸透施設の導入・拡充 

⚫ 災害に備えるための公園運営 

 １ 

公園における 
雨水浸透機能の充実 

こどもの成長と可能性を支える  ２ 

 次世代を担うこどもたちの成長や可能性を

支えるために、公園空間を活用したこど

もや子育て世代に配慮した取組を推進

します。 

 

【主な取組例】 

⚫ 子育てひろば公園づくりの促進 

⚫ こどもと一緒に考える公園づくり 
子育てひろば公園づくり 

（萩中公園） 

区民一人ひとりの健康増進とくらしを支える 

 全ての世代を見据えた運動施設や健康遊具

を公園に配置することで、誰もが気軽に体

を動かせる環境整備を進めます。 

 

【主な取組例】 

⚫ いきいき健康公園づくりの推進 

⚫ 公園におけるスポーツ環境の整備・充実 

 ３ 

健康遊具の設置 

スポーツ施設の整備 
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守りつなぐ 人・自然・歴史をつなぐ、地域の絆づくり 

 人と地域の個性を守り、コミュニティをつなぐ 

 区民一人ひとりの多様なニーズを捉

え、公園を活用した花壇づくりや清掃活動な

どを通じて地域の魅力を高めます。 

 

【主な取組例】 

⚫ ふれあいパーク活動の推進 

⚫ 地域コミュニティの形成 

 １ 

ふれあいパーク活動 
による花壇づくり 

地域の歴史文化を守り、次世代へつなぐ  ２ 

名勝洗足池公園の保存・活用 

池上梅園のライトアップ 

 公園に点在する地域の歴史文化を魅力と

して保存活用するとともに広く発信し、

次の世代へ繋げていきます。 

 

【主な取組例】 

⚫ 公園内における歴史文化資源の保存活用 

⚫ 歴史・文化を公園の魅力とする運営・整備

及び発信 

豊かな自然環境を守り、未来へつなぐ  ３ 

バタフライガーデンの 
維持・保全 

公園が有する生物生息空間を保全するととも

に、公園整備を通じて新たに創出することで、

環境視点からのまちづくりの課題解決を

図り、持続可能な公園づくりに繋げます。 

 

【主な取組例】 

⚫ 生物生息空間の創出・保全 

⚫ ネイチャーポジティブに寄与する取組推進 
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つかう 公園の可能性を広げ、創意工夫してつかう 

 みどりの空間を巧みにつかう  １ 

公園を活用したヨガ教室 

 公園の特性を活かした新たな魅力やシンボルを

創出することで、幅広い世代が集い、憩いや

にぎわいを生み出す空間を形成します。 

 

【主な取組例】 

⚫ 花壇、施設、地形及び自然など公園の特性や

特徴を活用した魅力やシンボルの創出 

⚫ 様々なアクティビティを通じた多様な人々に

よる公園の利用促進 

公園を多面的につかう  ３ 

公園での花火試行実施 

 公園の有する機能を最大限に引き出すために、

時代や地域のニーズに合わせて従来の公園運営に

関するルールを見直し、様々な活用方法によ

るさらなる機能拡充を図ります。 

 

【主な取組例】 

⚫ ボール遊びや花火など、公園利用に関するル

ールの見直し 

⚫ こどもの参画による公園課題への対応 

みどりの拠点を学びの場としてつかう  ２ 

公園での田植え体験 

 公園の持つ豊かな自然環境などを最大限に活用

し、「生きた学びの場」を通じて幅広い世代

の人々の交流を促進します。 

【主な取組例】 

⚫ 様々な分野の学習機会を提供するための環境

整備（歴史文化、自然環境、交通安全など） 

⚫ 二次元コードによる取組の紹介や効果・機能

の発信 

⚫ 環境学習空間の創出、保全及び更新の実施 
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高める 公園の機能や魅力をさらに高める 

 公園を主軸とした地域力を高める 

キッチンカーの導入 

飲食スペースの整備 

 １ 

 地域団体や事業者と連携することで、公園の特

性を活かした様々な公民連携手法により魅力や

地域力を高める取組を推進します。 

 

【主な取組例】 

⚫ 様々な制度活用による魅力の向上 

⚫ キッチンカーなどによるにぎわいの創出 

⚫ 事業者との連携による公園利用の活性化 

公園の快適性や居心地の良さを高める  ２ 

遊具の安全点検 

計画的な樹木更新 

 安全・安心を第一に、公園施設や樹木の適正な維

持管理により、幅広い世代が快適に過ごせる居

心地の良い空間づくりを進めます。 

 

【主な取組例】 

⚫ グリーンインフラによる防災機能の向上 

⚫ 公園施設の定期点検などによる適切な維持管理 

⚫ 植栽の剪定や更新などによる樹木管理 

⚫ DXの活用による維持管理の効率化 

多様なニーズに応え公園の利便性を高める  ３ 

 国籍・性別・年齢・障がいの有無にかかわらず、

誰もが快適に過ごせる利便性の高い公園づ

くりを推進します。 

 

【主な取組例】 

⚫ ユニバーサルデザインによる公園整備 

⚫ 公園施設のバリアフリー化の推進 

⚫ トイレや遊具などの老朽化した公園施設の更新 

公園トイレの 
バリアフリー化 
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7  公園における取組方針の設定 

将来像の実現に向けて、５つのアプローチである「つくる」「支える」「守りつなぐ」「つかう」

「高める」を踏まえ、公園における「運営」「整備」「管理」の視点で取組の方針を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園の拡張整備（古径公園） 

運営方針 

公園満足度の向上をめざして、子育て環

境の充実やグリーンインフラの推進などの

方針や方向性を明確化します。また、公園

の整備及び管理を計画的・効果的に推進す

るため、区民や事業者との連携をはじめと

する総合的な取組方針を示します。 

公園における計画を具現化するために、

運営方針を踏まえた新たな公園の整備や既

設公園のリニューアルを推進します。また

公園の特徴やシンボルとなる施設を生み出

すことで、新たな魅力の創出につながる方

向性を示します。 

整備方針 

 

公園を安全・安心で快適な場所として維

持管理していくために、公園施設の定期的

な点検や植栽管理などを図るとともに、親

水施設や交通公園をはじめとした特色を活

かすための総合的な管理につながる方向性

を示します。 

管理方針 

スカシユリ（ソラムナード羽田緑地） 

 

子育てひろば（池上五丁目公園） 
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8  重点的な取組による公園のさらなる魅力向上 

本計画はまちづくりの課題解決に寄与するとともに公園のさらなる魅力向上を図るため、重点

的な取組を位置づけ、パークマネジメントを推進します。 

 

 

 

 

公園の姿や利用方法をこどもと一緒に考えることで、地域への関心や愛着の形成を図ります。

また、公園を子育て世代が利用しやすい環境として整備することで、「子育て No.1 都市」の実現

に寄与します。 

●パークマネジメントの方向性 

 

  

 
 

 
 

 

 

● 第３章 公園の取組方針との連動 

 

 

 

重点１ こども・子育て支援に寄与するパークマネジメント 

整備方針 運営方針 

 
P61 

 

＜運営方針＞     P.51参照 

  

    

  

こどもの視点で創る公園づくり

対応するアプローチ 

＜整備方針＞     P.61参照 

  

    

  

こどもの笑顔を育む公園整備 

対応するアプローチ 

＜管理方針＞     P.66参照 

  

    

  

公園施設の適正な管理 

対応するアプローチ 

花火の試行実験 

怪獣の遊具（西六郷公園） 

子育てひろば（サンサン児童公園） 

こどもや子育て世代

が利用しやすい公園

づくり 

こどもと一緒に公園

利用のルールを考え

る公園運営 

大きな遊具やアスレ

チックなどのシンボ

ルとなる整備 
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公園の有する環境保全、レクリエーション、防災及び景観形成の役割をグリーンインフラとし

て活用することで、まちづくりの課題解決を図るとともに、都市部に残る貴重な自然環境を守り、

後世に引き継いでいきます。 

●パークマネジメントの方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 第３章 公園の取組方針との連動 

 

 

 

 

 

整備方針

運営方針 管理方針 

公園施設の適正な管理  

管理方針 重点２ グリーンインフラを積極的に活用するパークマネジメント 

P66 

 

P62 

 

＜運営方針＞     P.52参照 

  

    

  

防災・減災に寄与する公園づくり 

対応するアプローチ 

＜整備方針＞     P.62参照 

  

    

  

グリーンインフラによる公園整備 

対応するアプローチ 

＜管理方針＞     P.66参照 

  

    

  

公園施設の適正な管理 

対応するアプローチ 

雨水貯留・浸透機能の整備 

水生植物園（洗足池公園） 

グリーンインフラの効果を

発信し、区民の理解や意識

の充実を促す環境学習の場 

防災・減災、環境及び地域

振興の視点から公園をグリ

ーンインフラとして活用 
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駅周辺の公園において、憩いやにぎわいを創出し地域の魅力をさらに高めることで、人々が

活発に行き交い交流を深める場を形成します。 

●パークマネジメントの方向性 

 

 

 

 

 

 

● 第３章 公園の取組方針との連動 

 

 

 

 

 

重点３ 駅周辺のにぎわい創出に寄与するパークマネジメント 

＜運営方針＞     P.54参照 

  

    

  

駅周辺公園における利活用の促進 

対応するアプローチ 

＜管理方針＞     P.68参照 

  

    

  

植栽・緑地の適正な管理 

対応するアプローチ 

キッチンカーの導入 

公民連携などの様々な制度

や取組の活用による地域の

にぎわい創出 

人々の交流を深める芝生広場 

大田区独自の景観や芝生広

場などのオープンスペース

を活かす、まちの憩い・く

つろぎの場の創出 
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9  パークマネジメントの考え方 

公園は、まちの魅力と活力を高める重要なまちの基盤であり、まちづくりの課題解決と持続可

能なコミュニティ形成の中心となる存在です。 

大田区におけるパークマネジメントの考え方は、公園の特徴や周辺環境を十分に踏まえながら、

「つくる」「支える」「守りつなぐ」「つかう」「高める」の５つのアプローチを取り入れるととも

に、「各駅周辺地区グランドデザイン」、「大田区景観計画」及び「大田区歴史的風致維持向上計

画」などのまちづくりにおける関連計画と整合を図るマネジメント方針を示します（図 6）。 

 

まちづくりにおける関連計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 6  パークマネジメントにおける方針の考え方 

 

こども・子育て支援に寄与する 

パークマネジメント 駅周辺のにぎわい創出に 

寄与するパークマネジメント 

グリーンインフラを積極的に

活用するパークマネジメント 
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10  計画の構成 

本計画の構成は、次のとおりです。 

 

図 7 計画の構成 



  

第 ２ 章 

公園を取り巻く 

現状と課題 
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1  公園の現状 

1.1  公園の概要 

(1)  公園の箇所数と面積 

区の公園は、令和 7年（2025年）4月 1日現在、区立公園が 562箇所、都立公園が 10箇所

あり、全部で 572箇所設置されています。（図 8） 

公園の面積の合計は、区立公園が約 224ha、都立公園が約 84haで、区民一人当たりの公園

面積は 4.15㎡になります。 

また公園の現状として、グリーンプランにおいて町目別公園面積率（図 9）及び公園の配置

が望ましいエリア（図 10）を示しています。 

 

表 2 公園・緑地等の箇所数と面積（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 種別 箇所数 面積（㎡） 一人当たり面積※ 

 

 

 

 

区立公園 

公園 155 1,103,602.21  

児童公園 346 166,564.67 

児童遊園 32 11,887.86 

緑地 12 871,204.74 

一時開放運動場 1 40,670.00 

その他緑地 16 49,523.47 

計 562 2,243,452.95 3.02 ㎡ 

都立公園 海上公園  C 10 839,399.77  

計 572 3,082,852.72 4.15 ㎡ 

※区民一人当たり面積は、公園面積を大田区の人口 742,842 人（令和 7 年 4 月 1 日現在）で割り返した値。 
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図 8 大田区公園緑地箇所図（令和 7 年 4 月１日現在） 
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― 23 ― 

 

 
図 9 町目別公園面積率（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

出典：大田区緑の基本計画グリーンプランおおた 

 

 

図 10 公園未配置町丁目と公園の配置が望ましいエリア 

出典：大田区緑の基本計画グリーンプランおおた 
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1.2  拠点となる公園 

区内にある概ね 10,000㎡以上の面積を有する公園で、都市公園法上の近隣公園、地区公園、

総合公園、運動公園に該当する 15か所の公園を拠点公園と位置づけます。（表 3）。これらは

「グリーンプラン」で位置づけられている「環境保全」「レクリエーション」「防災」「景観形

成」の４つのみどりの役割を広く担う地域の拠点となる公園です。 

また拠点公園に位置づかない街なかの身近な公園は、地域に根ざした公園と位置づけます。 

 

表 3 拠点公園の一覧 

No. 拠点公園名 面積（㎡） 都市公園の種別 

1 洗足池公園 78,808.77 総合公園 

2 多摩川台公園 68,052.25 地区公園 

3 田園調布せせらぎ公園 43,459.81 運動公園 

4 東調布公園 25,229.12 近隣公園 

5 宝来公園 12,408.99 近隣公園 

6 本門寺公園 28,366.05 総合公園 

7 池上梅園 9,880.82 総合公園 

8 平和の森公園 104,839.39 総合公園 

9 大森ふるさとの浜辺公園 144,809.02 地区公園 

10 下丸子公園 12,812.81 近隣公園 

11 萩中公園 64,114.78 運動公園 

12 東糀谷防災公園 27,945.20 近隣公園 

13 本羽田公園 12,366.73 近隣公園 

14 平和島公園 74,492.00 運動公園 

15 昭和島二丁目公園 24,633.55 近隣公園 

 

  



 

― 25 ― 

 

1.3  特徴的な施設 

(1)  歴史文化 

   区内の公園には、地域の歴史文化や昔からの風景を継承している場所が多くあります。 
 

洗足池公園 
昭和 5年（1930年）に風致地区指定され、平成 31年（2019年）3月

に東京都指定名勝となりました。 

多摩川台公園 国指定史跡亀甲山古墳などが公園の中に残る珍しい公園です。 

下丸子公園 
「史跡 矢口の渡し」のモニュメントが設置され、昔の風景を後世に

伝えています。 

池上梅園 梅園、茶室、和室、水琴窟などがあります。 

大森ふるさとの 

浜辺公園 

海苔の生産地だったことを伝える「大森 海苔のふるさと館」があり

ます。 

水神公園 
水神様の伝承を伝える解説板や湧き水を活用した洗い場を復元した

施設などがあり、かつての情景を残しています。 
 

  

大森 海苔のふるさと館 

（大森ふるさとの浜辺公園） 

「史跡 矢口の渡し」モニュメント 

（下丸子公園） 
 

(2)  交通公園 

交通公園は、実際の道路空間を再現した、遊びながら交通ルールを学べる公園です。区内

では大森西交通公園、森ヶ崎交通公園、萩中公園、東調布公園、入新井西公園の５か所で個

性豊かな自転車を借りて園内を走ることができます。 

  

森ヶ崎交通公園 大森西交通公園 
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(3)  個性的な施設や遊具 

区には個性的な施設や遊具を有する公園が数多くあります。萩中公園や東調布公園には機

関車や電車などの大型モニュメント、西六郷公園には大小の古タイヤを利用した怪獣やロボ

ットの遊具があります。このほか、コンクリートで整形した独特な形状をした滑り台や、区

公式キャラクター「はねぴょん」をモチーフにした幼児用の遊具などがあります。 

  

宇宙船の遊具 

（萩中公園） 

「はねぴょん」の遊具 

（池上五丁目公園） 

 

(4)  川や池などの水辺空間 

区内の公園には、多摩川河川敷や自然の地形に由来する洗足池など、親水空間を有してい

る場所が多く存在しています。多摩川、呑川、海老取川や臨海部の近くにある公園は、水辺

の景観を楽しむことができ、潤いを感じられる空間が広がっています。 

  

洗足池公園 多摩川河川敷 
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1.4  区民意識 

(1)  大田区基本構想（自由記述分析） 

「大田区基本構想」（令和６年（2024年））策定

の際、5,318人から「まちの将来像に関する自由

記述」を集め、ワードクラウドを作成しました。 

ワードクラウドにおいては「公園」「子ども」

「子育て」といったキーワードが強調され、特に

小学５年生から中学３年生までの自由記述頻出

単語の分析では、どの学年でも「公園」が一番多

い頻出割合となりました。また大人編（高校生を

含む）における年代別自由記述頻出語において

は、「子育て」「公園」といったキーワードの頻出

割合が高い結果となりました。 

公園がまちの将来像に大きな役割を果たすこ

とを期待されています。 

 

図 11 ワードクラウドの結果 

出典：大田区基本構想（令和６年） 

 

(2)  大田区区民意識調査 

1)  概要 

令和６年度（2024 年）の大田区区民意識調査は、新たな基本計画策定の基礎資料及び各種

計画に掲げる施策の検証並びにより効果的な施策立案に資することを目的に実施しました。

公園に関する調査結果を示します。 

 

表 4 調査概要 

調査年度 実施期間    調査対象 
有効 

回収数 
調査内容 

令和４年 
令和4年11月10日～ 

令和4年12月6日 

大 田 区 内 に 居 住 す る 

満 18 歳以上の男女個人

（外国人を含む） 

792件 

・公園や子どもの遊び場の満足度…2) 

・公園の利用状況…3) 

・公園の利用目的…4) 

令和５年 
令和5年11月17日～ 

令和5年12月8日 
601件 ・公園でしてみたいこと…5) 

令和６年 
令和6年8月1日～ 

令和6年8月22日 
713件 ・公園や子どもの遊び場の満足度…2) 
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2)  公園や子どもの遊び場の満足度 

公園や子どもの遊び場の満足度は、令和４年（2022年）と令和６年（2024年）の調査では、

約 50％となりました。 

 

図 12 公園や子どもの遊び場 

（令和４年度及び令和６年度の区の施策検証等に向けた大田区区民意識調査報告書の結果を基に作成） 

 

3)  公園の利用状況 

公園の利用状況は、「利用している」が 32.1％、「利用していない」が 65.8％となりました。

おおよそ３人に１人が公園を利用している結果となりました。 

 
図 13 公園の利用状況 

（令和４年度の区の施策検証等に向けた大田区区民意識調査報告書の結果を基に作成） 

 

4)  公園の利用目的 

公園の利用目的は、「散歩、ウォーキング」が 43.3％で最も高く、次いで「子どもと遊ぶ」

が 35.0％、「休憩・休息」が 26.0％となりました。 

 
図 14 公園の利用目的 

（令和４年度の区の施策検証等に向けた大田区区民意識調査報告書の結果を基に作成） 

 

43.3

35.0

26.0

9.4

5.9

0.0

7.9

13.0

0 10 20 30 40 50

散歩、ウォーキング

子どもと遊ぶ

休憩・休息

スポーツ（野球、サッカー、水泳など）

趣味（写真、植物鑑賞、バードウォッチング等）

仕事（テレワークなど）

その他

無回答

（％）

n=254 
 

n=792 
 
 

令和 4 年度 n=792  令和 6 年度 n=713 
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5)  公園でしてみたいこと 

公園でしてみたいことは、「季節の草花等の自然を楽しむ」が 29.0％で最も高く、次いで

「ゆっくり休憩する」が 28.6％、「カフェ等で飲食をする」が 22.6％となりました。自然を

楽しむことや、休憩やカフェ等の飲食など、公園をやすらぎの場とするような利用ニーズが

高い結果となりました。 

 

図 15 公園でしてみたいこと 

（令和５年度の区の施策検証等に向けた大田区区民意識調査報告書の結果を基に作成） 
 

(3)  こどもアンケート 

1)  概要 

こどもたちの公園に関する利用実態やニーズを調査するため、区立小中学校・保育園の 

こどもたちを対象として、アンケートを実施しました。 

 

表 5 こどもアンケート概要 

実施期間 調査対象 回答件数 備考 

令和７年７月１日～ 

７月 31日 

区立小中学校の 

児童・生徒 
3,417件 

※未就学児・小学校低学年児童

は保護者と一緒に回答 

※設問ごとに一部無回答あり 
令和７年７月 28日～ 

８月 17日 
区立保育園の未就学児 

 
 

図 16 地域別の回答件数 図 17 学年別の回答件数 

29.0

28.6

22.6

21.5

20.0

14.8

11.8

11.6

11.3

10.6

9.5

6.5

6.3

6.0

5.8

4.2

1.2

2.8

0.0

0 5 10 15 20 25 30 35

季節の草花等の自然を楽しむ

ゆっくり休憩する

カフェ等で飲食をする

手軽な運動（ウォーキング、ランニング等）

キッチンカー等で飲食物を買って公園内で食べる

安心して小さいこどもを遊ばせる

マルシェやバザー、講演会や演奏会などのイベントの参加・開催

花火

キャンプやバーベキュー

ボール遊び（キャッチボール等）

面白い遊具で遊ぶ

火遊びや穴掘り、木登りなど通常の公園ではできないような遊び（プレーパーク）

噴水や流れる川で水遊びをする

ペットをのびのびと遊ばせる

生き物と触れ合う

歴史文化に触れる

スケートボード、ローラースケート、BMX（自転車競技）

その他

無回答

（％）

14

0

419

372

740

293

444

945

0 200 400 600 800 1000

その他

⑦空港臨海部

⑥糀谷・羽田地域

⑤多摩川沿い地域

④蒲田地域

③大森地域

②馬込・池上地域

①台地部地域

地

域

区

分

回答件数（人）

29

260

591

411

558

682

619

67

112

82

0 200 400 600 800

未就学児

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生

中学１年生

中学２年生

中学３年生

学

年

回答件数（人）

※回答は３つまで選択でき

る形式 

n=601 

n=3,227 
n=3,411 
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2)  公園の利用頻度 

 設問：どのくらい公園に行きますか。 

公園の利用頻度は、「１週間に１～２日」が最も多く、次いで、「ほとんどいかない」、「１

か月に１～２日」が多くみられました。おおよそ４人のうち３人が公園を利用していること

が伺えました。 

 
図 18 公園の利用頻度 

 

3)  公園の利用状況 

 設問：公園でどんなことをしますか。（3つまで） 

公園の利用状況は、「おにごっこやかくれんぼ」が最も多く、次いで、「遊具あそび」、「ボ

ール遊び」、「友達とおしゃべり」が多くみられました。 

 
図 19 公園の利用状況 

ほぼ毎日,376件,

11%

１週間に３～４日,

529件,16%

１週間に１～２日,

972件,29%
１か月間に１～２日,

624件,18%

ほとんど行かない,

902件,26%

n=3,403

0 500 1,000 1,500 2,000

その他

昔のこと（歴史・文化）を学ぶ

バーベキューやキャンプ

読書や勉強

イベントに参加する

植物や生き物の観察

さんぽ

のんびりする

ごはん（ピクニック）やおかしをたべる

スマホやゲーム

みずあそび

スポーツの練習

友達とおしゃべり

ボールあそび

遊具あそび

おにごっこやかくれんぼ

回答件数（件）

69【2%】

5【0%】

18【1%】

38【1%】

82【2%】

112【3%】

136【4%】

256【7%】

288【8%】

359【11%】

370【11%】

463【14%】

795【23%】

818【24%】

1,249【37%】

1,476【43%】

n=6,534 

※【 】内の数字は、回答者数に対する割合  

n=3,403 
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4)  公園で直してほしいこと 

 設問：大田区の公園で直してほしいと思うところはありますか。（3つまで） 

公園で直してほしいことは、「ボールあそびのできる場所が少ない」が最も多く、次いで「ゴ

ミがよく落ちている」、「禁止事項が多い」が多い結果になりました。 

「その他」では、トイレが臭い・汚いこと、公園にゴミがあったり汚いこと、ボールあそ

びや花火が禁止されていることなどの意見がみられました。 

 

   

図 20 公園で直してほしいこと 

  

5)  公園でやってみたいこと 

 設問：公園でやってみたいことはありますか。（3つまで） 

公園でやってみたいことは、「アスレチックで遊びたい」が最も多く、次いで、「大きな遊

具で遊びたい」、「ボール遊びをしたい」、「噴水や流れる川で遊びたい」、「花火をしたい」が

多い結果となりました。「その他」では、生き物の観察・ふれあいがしたい、スケートボード

や野球がしたいなどがありました。 

大規模な遊具に関するもののニーズが高いことが伺えました。 

 

 

図 21 公園でやってみたいこと 

0 500 1,000 1,500 2,000

その他

公園が近くにない

ルールが分かりづらい

汚かったり薄暗い

遊具が古い

禁止事項が多い

ゴミがよく落ちている

特にない

ボールあそびのできる場所が少ない

回答件数（件）

1,447【42%】

1,135【33%】

1,095【32%】

756【22%】

638【19%】

493【14%】

250【7%】

209【6%】

277【8%】

回答件数（件）

0 1,000 2,000

その他

昔のこと（歴史・文化）を学びたい

静かに読書をしたい

いろんな植物を見て楽しみたい（草、木、花など）

いろんなイベントに参加したい

ベンチ・テーブルでのんびりしたい

バーベキューやキャンプをしたい

乗り物や生き物の遊具であそびたい

芝生広場で遊びたい

お店やキッチンカーなどでおいしい物を食べたい

友達とスマホやゲームで遊びたい

専用のコートでスポーツをしたい（野球、サッカーなど）

おにごっこやかくれんぼのようなあそび

花火をしたい

噴水や流れる川であそびたい

ボール遊びをしたい（キャッチボール、サッカーなど）

大きな遊具であそびたい

アスレチックであそびたい

回答件数（件）

1,963【57%】

1,216【36%】

923【27%】

723【21%】

603【18%】

535【16%】

528【15%】

335【10%】

333【10%】

331【10%】

291【9%】

281【8%】

227【7%】

201【6%】

147【4%】

112【3%】

71【2%】

99【3%】

n=6,300 
 

n=8,919 
 

※【 】内の数字は、回答者数に対する割合  

 

※【 】内の数字は、回答者数に対する割合  

 

 



 

― 32 ― 

 

6)  好きな公園 

 設問：一番好きな公園はどこですか。（※大田区外の公園も可） 

回答数が最も多かった５つの公園のうち、西六郷公園（タイヤ公園）が最も多く、次いで

萩中公園、東調布公園となりました。 

好きな理由としては、広いこと、遊具の種類や数が豊富であることなどの回答が多く、面

積が広い公園や特徴的な施設や遊具のある公園は人気が高いことが伺えました。 

 

表 6 好きな公園 

公園 回答数 好きな理由（一部抜粋） 

西六郷公園（タイヤ公園） 315 
・大きなすべり台があるから。 

・タイヤの遊具があり楽しいから。 

萩中公園 189 
・自転車に乗れるから。 

・いろいろな遊具があるから。 

東調布公園 157 
・いろいろな遊具があるから。 

・面積が広いから。 

新蒲田公園 90 
・いろいろな遊具があるから。 

・面積が広いから。 

洗足池公園 86 
・自然が多くあるから。 

・ボール遊びができるから。 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 大田区のシンボル「タイヤ公園」 

区民の皆様から「タイヤ公園」の愛称で親しまれる西六郷公園は、昭和 44年（1969年）

3月に開園しました。“タイヤ”をコンセプトとした公園は、全国でも例を見ないことから、

令和５年（2023年）に「都市公園制度制定 150 周年記念公園施設」に登録されました。 

“タイヤ”をテーマとしたきっかけは、当時、公

園内でタイヤをころがしたり、通り抜けたりし

て遊ぶこどもからヒントを得ました。「タイヤ公

園」は、こどもたちの豊かな想像力を活かし、創

意工夫して遊ぶことができる空間として生まれ

た公園です。 

 開園から 50年が経った今も、日々こどもたち

の声でにぎわっています。ぜひ、区のシンボル

「タイヤ公園」を訪れてみてはいかがでしょう

か。 

 

 

こどもたちでにぎわうタイヤ公園 

 



 

― 33 ― 

 

2  公園を取り巻く動向 

2.1  国の動向 

(1)  持続可能な開発目標（SDGs） 

持続可能な開発目標とは、平成 27 年（2015 年）9 月の国連サミットにおいて採択された

「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に記載された国際目標です。 

この目標は、地球上の誰一人として取り残さないことを理念とし、人類と地球の繁栄のた

めに設定された行動計画であり、17のゴールと 169のターゲットで構成され、日本でも積極

的に取り組まれています。 

令和元年（2019年）12月に改定された国の SDGs実施指針では、「政府及び各ステークホル

ダーは、各種計画や戦略、方針、個別の施策の策定や改訂、実施に当たって SDGs 達成に向け

た貢献という観点を取り入れ、その要素を最大限反映する」と触れています。 

区においても令和 4 年（2022 年）3 月に策定した「大田区における SDGs 推進のための基

本方針」に基づき、SDGs に関する区職員、区民及び事業者などの理解促進を図るとともに、

各種計画などへ SDGs を反映し、多様な主体と連携しながら、目標達成に向けた様々な取組を

推進していきます。 

 

【本計画に関連する主な SDGs のゴール】 

 

目標３ 保健 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的

な生活を確保し、福祉を促進する。 

 

目標 11 持続可能な都市 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住を

実現する。 

⇒バリアフリーの整備、健康遊具の設置やスポーツ施設の

充実を図り、心身の健康づくりを推進します。 

⇒雨水浸透・貯留施設や仮設マンホールトイレの設置

や、オープンスペースの確保などにより防災・減災に

寄与する取組を推進します。 

 

目標 13 気候変動 

気候変動及びその影響を軽減するため

の緊急対策を講じる。 

 

目標 14 海洋資源 

持続可能な開発のために、海洋・海洋

資源を保全し、持続可能な形で利用す

る。 

⇒緑陰形成やミストによる涼しい空間の確保を図るとと

もに、樹木や芝生地等の適正な管理に努めます。 

⇒海辺に面する公園において、海辺環境を保全するため

の取組を推進します。 

 

目標 15 陸上資源 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な

利用の推進、持続可能な森林の経営、

砂漠化への対処ならびに土地の劣化の

阻止・回復及び生物多様性の損失を阻

止する。 

 

目標 17 実施手段 

持続可能な開発のための実施手段を強

化し、グローバル・パートナーシップ

を活性化する。 

⇒公園における生物の多様性や生態系を適切に保全する

とともに、人が自然とふれあう機会の創出に努めま

す。 

⇒区民・事業者・区・こどもたちなど多様な人々との連

携による公園運営を推進します。 
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(2)  国土交通省提言「都市公園新時代（～公園が活きる、人がつながる、まちが変わる～）」 

国土交通省は、令和 4年（2022年）10月に「都市公園新時代（～公園が活きる、人がつな

がる、まちが変わる～）」に関する提言を公表しました。この提言では、人中心のまちづくり

の中で公園がそのポテンシャルを最大限発揮するため、パートナーシップの公園マネジメン

トで多様な利活用ニーズに応え、地域の価値を高め続ける「使われ活きる公園」をめざすべ

きとしています。その実現に必要な３つの変革として「まちの資産とする」「個性を活かす」

「共に育て共に創る」を示しました。 

都市公園新時代に向けた重点戦略は下記の３つが掲げられたほか、施策の方向性として７

つの取組が示されています。 

表 7 重点戦略と施策の方向性 

重点戦略 施策の方向性 横断的方策 

１ 

新たな価値創出や社会課

題解決に向けたまちづく

りの「場」とする 

① グリーンインフラとしての保全・利活用 

② 居心地が良く、誰もが安全・安心で、快

適に過ごせる空間づくり 

⑦デジタル技術と

データの利活用 ２ 
しなやかに使いこなす

「仕組み」をととのえる 

③ 利用ルールの弾力化 

④ 社会実験の場としての利活用 

３ 
管理運営の「担い手」を

広げ・つなぎ・育てる 

⑤ 担い手の拡大と共創 

⑥ 自主性・自律性の向上 

国土交通省資料を基に作成 
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(3)  こどもまんなか公園づくり支援事業 

国土交通省は、公園で遊ぶこどもの声に苦情が寄せられるなど、社会全体としてこどもを

生み育てることをためらわせる意識・雰囲気もある中、こどもや子育て世帯が安心・快適に

日常生活を送ることができるようにするため、こどもや子育て世帯の目線に立ち、こどもの

遊び場の確保や、親同士・地域住民の交流機会の創出に資する都市公園の整備等を支援する

「こどもまんなか公園づくり支援事業」を創設しています。 

 

 

図 22 こどもまんなか公園づくり支援事業の概要 

出典：国土交通省都市局「令和６年度 都市局関係予算概算要求概要」（令和５年８月） 
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2.2  東京都の動向 

(1)  パークマネジメントマスタープラン（令和６年３月改定） 

東京都は、目指す公園づくりの方向性を示すとともに、都民、NPO、企業等の多様な主体と

連携しながら利用者の視点に立った取組を進めるために、都立公園全体の整備、管理運営の

指針となるものとして「パークマネジメントマスタープラン」を策定しています。 

当該プランでは、2040年代の都立公園の目指す姿を図 23のように整理しています。 

 
 

図 23 2040 年代の都立公園の目指す姿 

出典：パークマネジメントマスタープラン 
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2.3  区の上位・関連計画 

本計画が整合・連携を図る区の上位計画及び関連計画を整理しました。 

 

(1)  上位計画 

1)  大田区基本構想（令和６年３月策定） 

「大田区基本構想」は、2040 年（令和 22 年）

ごろの区のめざすべき将来像「心やすらぎ 未来

へはばたく 笑顔のまち 大田区」を掲げ、今後

のまちづくりの方向性を明らかにした、区の最上

位の指針です。 

基本理念とは、基本構想全体を貫き、将来像や

基本目標を実現していく上での基本的な考え方

です。そして、将来像を実現するためのまちの姿

として、4つの基本目標を定めています。 

 

 

 

 

2)  大田区都市計画マスタープラン（令和４年３月改定） 

「大田区都市計画マスタープラン」は中長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし、

その実現に向けた大きな道筋を示しています。 

本計画が掲げる都市づくりのテーマの一つである「地球に優しい環境の創出」に向け、地

域の活動が活発な魅力的な公園や、緑にあふれる憩いの場を整備することで、「水と緑のネッ

トワークによる安らぎのある都市」の実現を目指します。 

 

 

図 25 都市計画マスタープランの都市づくりのテーマと視点 

 

図 24 基本構想の基本理念・将来像・基本目標 
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3)  大田区緑の基本計画 グリーンプランおおた（令和５年３月改定） 

「大田区緑の基本計画 グリーンプランおおた」は、公園・緑地や農地などの適正な保全、

緑化の推進及び都市公園・緑地の整備・管理など、緑豊かで快適な都市を形成するための取

組方針を示しています。 

令和 12年度（2030年度）を目標年次とし、基本理念を「地域力が支える 空からも見える

豊かなみどりを 未来を担う子どもたちに贈ります」としています。基本理念の趣旨に基づ

き、みどり豊かな潤いのあるまちのあるべき姿として「こころ豊かに住み続けられる みどり

あふれるまち」、「多様なみどりが広がる世界に向けた おもてなしのまち」、「みどりがつなが

る 地球にやさしいまち」を将来像と定め、目指すみどりのまちの実現に向けた具体的な取組

が示されています。 

将来像に向けて、貴重なみどり空間である公園の創出やリニューアルを図るとともに、み

どりのネットワークを充実させていきます。 

 
図 26 グリーンプランの将来像イメージ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然豊かな公園で野鳥を観察してみよう！ 

洗足池公園は、区内でも有数の自然豊かな

スポットとして広く知られており、望遠鏡を

使わなくても鳥を観察できるバードウォッチ

ングの名所です。池の周囲を散策しながら、キ

ンクロハジロやオナガガモなど、さまざまな

野鳥を観察できます。 

 区は、区民団体との連携により鳥の生態を

丁寧に解説する自然観察会を開催しており、

それらを通じて公園を生物生息環境の保全や

環境意識の醸成の場として活用するネイチャ

ーポジティブに繋がる取組を進めています。 

 

冬の洗足池に飛来するキンクロハジロ 

（洗足池公園） 
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(2)  関連計画 

1)  大田区景観計画（平成 25年 10月策定） 

「大田区景観計画」は、「東京都景観計画」、「大田区都市計画マスタープラン」などを踏ま

え、地域特性を反映したきめ細かい良好な景観を形成することを目的とし、景観法を根拠と

して策定しています。 

景観計画では、「自然」、「歴史」、「生活文化」、更に空港臨海部が日本の玄関口であるとい

う大きな特徴を踏まえて、「自然を活かした景観づくり」、「歴史と文化を活かした景観づく

り」、「地域の個性を育む景観づくり」、「日本の玄関口にふさわしい景観づくり」の 4 つの基

本方針を掲げています。 

景観形成重点地区内の公園や、景観重要公共施設に指定された公園などは、景観形成にあ

たり適切な整備や保全が求められています。 

 

 
図 27 地形、水辺、緑などの自然を活かした景観づくりの方針図 

出典：大田区景観計画 

 

2)  大田区シティプロモーション戦略（令和７年３月策定） 

「大田区シティプロモーション戦略」はブランディングによる地域の価値づくり及びプロ

モーションによる価値の発信について示しています。 

ターゲットを子育て世帯を中心とした区民とし、提案する「大田区の暮らし」として、「１

利便性が高く世界に一番近いまちで暮らす」、「２豊かな水辺とみどりに癒されながら暮ら

す」、「３充実した子育て環境と安全なまちで暮らす」、「４活気とあたたかさあふれるまちで

人とのつながりを感じながら暮らす」、「５魅力ある文化・芸術や歴史の根付くまちで自分ら

しく暮らす」を定め、これらに沿ったブランディング、プロモーションを行うことで、住み

続けたいまち No.1の実現を目指すこととしています。 
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3)  大田区こども未来計画（令和７年３月策定） 

「大田区こども未来計画」の基本理念は「すべてのこどもが尊重され、保護者やまわりの

人々の愛情に包まれて健やかに育ち、その育ちを地域全体で支えるまちにします」としてい

ます。 

 計画の重点ポイントの「地域・社会づくり」において、地域・社会全体でこども・子育て家

庭を応援する機運を醸成するため、こども家庭庁の社会全体の意識改革を後押しする取組で

ある「こどもまんなかアクション」と連動し、区ホームページやＳＮＳ、イベントなどによ

る普及啓発、公民連携を行う企業・団体やこども・子育て支援団体・個人などと連携した活

動などを実施していくとしています。 

 公園においても、「こどもまんなか社会」との連動を図りながら、取組を推進していきます。 

 
図 28 大田区こども未来計画が目指す「こどもまんなか社会」 

出典：大田区こども未来計画 
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4)  大田区歴史的風致維持向上計画(令和８年３月策定) 

令和６年（2024年）３月に策定した「大田区基本構想」において、「文化を伝え育み誰もが

笑顔でいきいき暮らすまち」を基本目標の一つとして掲げ、めざすまちの姿として「多彩な

文化や芸術、歴史や伝統が暮らしとともにあることで、心が潤い、豊かな感性が育まれてい

ます」としています。 

「大田区歴史的風致維持向上計画」を通じて、区内の貴重な歴史や文化を後世に残し、魅

力的なまちづくりに寄与するとともに、ハード整備とソフト事業の連携により、歴史・文化

をめぐり、訪れたくなる、ウォーカブルなまちづくりを推進するとしています。 

歴史的建造物などにおける周辺環境の保全や向上を図るため、公園などの公共施設の整備

においても歴史的建造物との調和を考慮した景観形成を推進していきます。 

 

図 29 歴史的風致の範囲（例） 

出典：大田区歴史的風致維持向上計画 
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5)  大田区グリーンインフラ事業計画（令和７年３月策定） 

区では、グリーンインフラを「住みやすいまちをつくる社会基盤施設（インフラ）に、海、

河川、池、緑地等の自然環境（グリーン）が有する機能を活用することで、まちづくりの課

題解決につなげる取組」としています。公園は「大田区グリーンインフラ事業計画」におい

て、雨水の一時貯留による内水氾濫の抑制・防止、レクリエーションの場の創出、地域コミ

ュニティの形成、自然が持つ機能を活かした環境分野を中心とした学習の場・機会の創出及

び街の暑熱環境の改善などの多様な役割が期待されています。 

 

図 30 公園におけるグリーンインフラの取組により期待される効果 

出典：大田区グリーンインフラ事業計画 

6)  大田区地域防災計画（令和６年修正） 

「大田区地域防災計画」は、区内における地震や風水害などに対して、大田区、防災関係

機関がその有する全機能を有効に発揮し、災害の予防及び応急対策、復旧・復興対策を円滑

に実施することにより、区民の生命、財産を守り、被害を最小限に抑えることを目的として

います。区内のさまざまな公園において、一時集合場所や避難場所などの防災の役割が位置

づけられています。 

表 8 公園における防災の主な役割 

役割 主な対象の公園または施設 

一時集合場所 
避難を行う場合に一時的に集合
して集団で避難するための身近
な集合場所。 

区内多数の公園 

避難場所 

大地震時に発生する延焼火災等
の危険から避難者の身の安全を
確保し、火勢の弱まりを待つ場
所。 

・平和の森公園、平和島公園（平和島地区） 
・昭和島野球場（昭和島野球場一帯） 
・森ケ崎公園 
・萩中公園 
・本門寺公園、池上梅園（池上本門寺一帯） 
・多摩川河川敷緑地（多摩川河川敷・ガス橋
一帯、多摩川河川敷・田園調布先一帯） 

・洗足池公園（洗足池公園一帯） 

補完避難所 
避難所が不足する場合に、新たに
開設し避難者を受け入れる施設。 

・東糀谷防災公園 

災害時給水ステー
ション（給水拠点） 

地震による水道施設の被害が発
生した際における飲料水の確保。 

・西六郷三丁目公園 
・萩中公園 
・都堀公園 
・下丸子公園 
・女塚なかよし公園 

輸送ネットワーク 
災害時、道路障害物などにより輸
送に支障を生じる恐れがある場
合の陸路輸送の補完。 

・夫婦橋親水公園船着場 
・大森南一丁目公園船着場 
・大森ふるさとの浜辺公園船着場 

大田区地域防災計画（令和６年修正）を基に作成 
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7)  大田区高台まちづくり基本方針（令和７年３月策定） 

「大田区高台まちづくり基本方針」は、近年の気候変動により、水害が激甚化・頻発化し

ていることを踏まえ国民の生命、財産を保護することを目的に、強靭で回復しやすい減災都

市を目指し、持続可能なまちづくりを推進するため、高台の必要性の高いエリアを分析した

上で、具体的な実現化方策の整理を行い、地域特性に応じた計画的な高台化の考え方を示す

こととしています。 

公園の役割として、垂直避難が可能な建築物や工作物を創出することや、既存の広場に築

山を創出することなどが示されています。 

 

図 31 取組内容イメージ 

出典：大田区高台まちづくり基本方針 

 

8)  大田区 DX推進計画（令和７年３月策定） 

DX（デジタル・トランスフォーメーション）とは、デジタル技術やデータを活用して既存

の業務のあり方やサービスを変革・創造することです。「大田区 DX 推進計画」では、デジタ

ルの力を使った地域課題解決や魅力向上や、デジタルツールを活用した業務効率化などが示

されています。 

 
図 32 大田区 DX の目指すべき姿 

出典：大田区 DX 推進計画 
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9)  第２次大田区環境基本計画（令和７年３月策定） 

「第２次大田区環境基本計画」は、区

の施策を環境という視点から整理・体系

化するとともに、区が策定する個別計画

や事業等に対して、環境の保全に関する

基本的方向を示すものです。 

区民・事業者・区、あらゆる主体のパ

ートナーシップを土台とし、脱炭素社会

への移行（カーボンニュートラル）、自

然再興の取組（ネイチャーポジティブ）、

循環経済への意向（サーキュラーエコノ

ミー）の３つの目標達成を通じて、環境・

生活・経済の好循環による持続可能な環

境先進都市おおたを実現するとしてい

ます。 

公園は自然環境を有する空間として、

区がめざす将来像に資する取組の推進

を図ります。 

 

 

10)  空港臨海部グランドビジョン 2040（令和 4年 3月策定） 

区は、平成 22年 3月に「空港臨海部グランドビジョン 2030」を策定し、空港臨海部の発展

に向けた様々な事業に取り組んできました。その後、社会ニーズの変化を踏まえ、空港臨海

部における新たなまちづくりの指針「空港臨海部グランドビジョン 2040」を策定しています。 

公園は、区民や大田区で働く人にとって憩いの場となり、訪れる人には多様なアクティビ

ティを体験できる賑わいのある空間を創出する場として位置づけられています。 

 

 
 
 

図 34 将来像の実現に向けた基本方針②（人の活動と自然の調和） 

出典：空港臨海部グランドビジョン 2040 

自然の核：東京都心部近傍にありながら、貴重な自然環境に身近に触れることができる公園 

賑わいの核：区民、働く人、訪れる人にとって楽しく過ごせる魅力ある新しい賑わいの拠点 

レジャー・憩いの核：スポーツ施設や、水辺近接の公園、区民や働く人、訪れる人が休憩する場 

図 33 第２次大田区環境基本計画における

区がめざす環境像 

出典：第２次大田区環境基本計画 
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3  公園を取り巻く課題 

国や東京都の動向、区のまちづくりにおける関連計画に基づく方向性や課題及び公園を対

象としたアンケートなどによる区民ニーズを踏まえ、本計画が解決すべき課題を、公園を取

り巻く課題として整理します。 

 

(1)  計画的な公園ストック活用 

国土交通省は、「使われ活きる公園」の実現に向けて、従来の公園整備や管理などから、

３つの変革として「まちの資産とする」「個性を活かす」「共に育て共に創る」を示していま

す。区内の公園に対する利用実態を踏まえた公園ストックの計画的な活用が求められます。 

   

(2)  まちづくりに関する計画との連携 

「大田区基本構想」をはじめ、「大田区都市計画マスタープラン」「グリーンプラン」など

のまちづくりにおける関連計画と積極的な連携を図ることで、公園の運営、整備及び管理を

通じたまちづくりの課題解決が求められます。 

 

(3)  公園満足度の向上 

公園は区民のウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に良好な状態）の向上に寄与す

る空間として、地域の課題や特性に応じた公園機能を活用する必要があります。公園満足度

の更なる向上をめざし、緑の保全や景観形成を図るとともに健康増進、こども・子育て支援

及び地域コミュニティの形成を促進することが求められます。 

 

(4)  ネイチャーポジティブの推進 

区には、国分寺崖線や南北崖線沿いに広がる武蔵野の風景を残した自然環境をはじめ、多

摩川、吞川及び洗足池などの水辺環境が残り、様々な生き物が生息する独特な地域特性を有

しています。水と緑の貴重な自然資源として、ネイチャーポジティブの視点を踏まえ積極的

に保全・活用しながら後世に継承していくことが求められます。 

 

(5)  歴史文化を考慮した公園運営 

区の公園は、多摩川台公園の国指定史跡亀甲山古墳や東京都指定名勝となった洗足池公

園など、様々な歴史文化資源を有しています。既存の歴史文化を公園における魅力の一つと

して、適切な保全・活用を通じて後世に継承していくことが求められます。 

 

(6)  公園を活用した防災・減災に寄与する取組推進 

区で想定される災害として、首都直下地震や津波のほか、集中豪雨などによる浸水被害が

懸念されています。公園を活用した避難場所の確保や雨水貯留・浸透施設の整備など、防災

施設の適正な運用が求められます。 
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(7)  誰もが快適に利用できる公園づくり 

区の公園は、幅広い世代の人々が誰でも利用しやすい空間をめざし、ユニバーサルデザイ

ンやバリアフリーの理念に基づいて整備する必要があります。障がいの有無や年齢に関わ

らず、すべての利用者が快適に過ごせる環境を整えていくことが求められます。 

 

(8)  安全・安心に寄与する公園運営 

公園における安全・安心は、公園施設や樹木の定期的な点検に加え、感染症対策や熱中症

対策など、利用者の安全・安心に十分配慮した適切な公園管理が求められます。 

 

(9)  多様化する区民ニーズへの対応 

人々のライフスタイルの多様化や少子高齢化の進行といった社会構造の変化により、公

園に求められるニーズは日々変化しています。大田区区民意識調査やこどもを対象とした

アンケートで得られた結果を踏まえ、公園に関する新たな計画や取組の統合などによる区

民ニーズに寄り添った柔軟な公園運営が求められます。 

 

(10)  最新技術の導入による公園運営の効率化 

「大田区 DX 推進計画」を踏まえ、デジタル技術を用いた公園整備や管理の効率化や地域

課題解決及び魅力の向上が求められます。 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大田区の公園におけるネイチャーポジティブの取組 

生物生息空間を創出する擁壁工事 

ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失を止め、自然を回復軌道に乗せるために、

状況を反転させるための行動を取ることです。国内では、2023年 3月に閣議決定した「生

物多様性国家戦略 2023-2030」にて、2030年までにネイチャーポジティブの達成を目標に

掲げています。 

また、2025年３月に策定した「第２次大田

区環境基本計画」にて、自然再興の取組とし

て「持続可能な環境先進都市おおた」の実現

に向けた目標のひとつに位置づけています。 

区の公園における取組例として、石積擁壁

の整備に伴い、安全・安心に加えて生物多様

性の視点を組み込み、石の隙間などによる生

物生息環境の創出や景観の形成に繋げてい

ます。 
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4  計画の視点 

 都市におけるみどりは、環境保全、レクリエーション、防災及び景観形成の４つの役割を有し

ています。公園を取り巻く課題解決に向けて、みどりの役割を踏まえるとともに、「つくる」「支

える」「守りつなぐ」「つかう」「高める」の５つのアプローチを巧みに活用して、計画の視点を示

します。 
 

(1)  公園をグリーンインフラとして活用するまちづくりの推進 

⚫ 公園をグリーンインフラとして活用し、防災・減災、環

境及び地域振興の３つの視点からまちづくりの課題解

決を図ります。 

⚫ 地域課題などを的確に捉え、公園整備に伴う雨水貯留

施設の整備や生物生息環境の創出を図るとともに、公

園運営においてにぎわいの創出などに繋がる様々な手

法の導入を図ります。 

 

(2)  公園の魅力向上をめざした個性や特性の創出・活用 

⚫ 大田区らしい良好な景観、生物生息環境の保全及び地域

の歴史文化などを公園の資源と捉え、保存・活用するこ

とで、公園の魅力向上を図ります。 

⚫ 公民連携をはじめとした様々な手法の導入による公園

の個性や特性を発掘・再確認し、こども・子育て支援、

健康増進及び地域コミュニティの形成を推進すること

で、区民のウェルビーイングの向上をめざします。 

⚫ 季節の草花などの自然を楽しめる公園、ボール遊びのできる公園及び大きな遊具のある公園

など、こどもを含む区民のニーズを踏まえた取組を推進します。 

 

(3)  各公園におけるマネジメント方針の明確化 

⚫ 「グリーンプラン」で示す７つの地域を踏まえ、特別

な景観を形成する範囲やグリーンインフラの対象地域

などのまちづくりにおける関連計画との整合を図り、

個々の公園に沿ったマネジメント方針を示します。 

 

(4)  実効性のある計画の推進 

⚫ 実効性の高い計画推進を図るため、公園における様々

な取組を対象に協議・意見交換を行うための推進体制

を示します。 

⚫ 計画の推進体制については、まちづくりに関する計画

を通じた庁内連携体制の強化を図るとともに、専門的

な知見を有する学識経験者も含め取組改善や個別計画

の検討を行っていきます。 

グリーンプラン 

大田区グリーンインフラ事業計画 

大田区景観計画 

駅周辺グランドデザイン 

大田区歴史的風致維持向上計画 





２２ 

 

  

第 ３ 章 

公園の取組方針 
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1  取組方針の構成 

第３章は、前章までで示した公園を取り巻く課題及び計画の視点を踏まえ、５つのアプローチ

とまちづくりにおける関連計画を踏まえ、公園の「運営方針」「整備方針」「管理方針」という３

つの取組方針を示します。 

運営方針 

公園満足度の向上を目指して、子育て環境の充実やグリーンインフラの推進などの方針や方

向性を明確化します。また、公園の整備及び管理を計画的・効果的に推進するため、区民や事

業者との連携をはじめとする総合的な取組方針を示します。 

整備方針 

公園における計画を具現化するために、運営方針を踏まえた新たな公園の整備や既設公園の

リニューアルを推進します。また公園の特徴やシンボルとなる施設を生み出すことで、新たな

魅力の創出につながる方向性を示します。 

管理方針 

公園を安全・安心で快適な場所として維持管理していくために、公園施設の定期的な点検や

植栽管理などを図るとともに、親水施設や交通公園をはじめとした特色を活かすための総合的

な管理につながる方向性を示します。 
 

表 9 取組方針の構成 

取組方針 

５つのアプローチ 

     

運
営
方
針 

(１) こどもの視点で創る公園づくり 重点 ● ●  ●  

(2) 防災・減災に寄与する公園づくり 重点  ●  ● ● 

(3) 駅周辺公園における利活用の促進 重点 ● ●   ● 

(4) 景観を活かした公園づくり    ●  ● 

(5) 歴史文化を保存活用する公園づくり    ● ●  

(6) 区民の健康を支える公園づくり   ●  ●  

(７) 持続可能な公園運営  ● ● ● ● ● 

整
備
方
針 

(1) こどもの笑顔を育む公園整備 重点 ● ●  ●  

(2) グリーンインフラによる公園整備 重点 ● ● ● ●  

（３） 健康増進に寄与する公園整備  ● ●    

（４） 利便性の高い公園整備    ●  ● 

（５） 大田区らしさあふれる公園整備  ●  ● ● ● 

管
理
方
針 

(1) 公園施設の適正な管理 重点  ● ● ● ● 

(2) 植栽・緑地の適正な管理 重点   ● ● ● 
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2  取組方針の内容 

2.1  運営方針 

(1)こどもの視点で創る公園づくり     
 

公園は、こどもたちにとって最も馴染みのある遊び場であり、心や体の成長を支えるための

大切な空間です。こどもたちの視点や子育て世代のニーズを取り入れ、公園への愛着を育むと

ともにさらに使いやすく魅力のある空間としていきます。 
 

             

 

1) 子育てひろば公園づくり  
 

 

⚫ 区全域における公園ストック再編の取組として、公園

の一部または全域において、主に未就学児とその保護

者が安心して遊べる乳幼児用遊具コーナーを整備し

ます。 

⚫ 子育て環境の利便性や快適性を図るため、飛び出し防

止や日よけの設置による整備を図ります。 

⚫ 遊具の種類やデザインなどは、近隣の保育園にヒアリ

ングやアンケートを実施し、意見の反映を図ります。 

⚫ 子育てひろばを活用し、幼児を対象とした絵本の読み

聞かせ会などのソフトの取組を推進します。 

 
乳幼児用遊具コーナー 

（池上五丁目公園） 

 

2) こどもの視点で考える公園づくり    

⚫ 区立小学校などと連携を図り、区独自の教科である

「おおたの未来づくり」で公園ルールの見直しや公園

リニューアルにおけるデザイン提案をテーマとする

など、こどもたちが公園運営に携わる機会を創出しま

す。 

⚫ 大きな遊具・アスレチックの整備や、ボール遊び、花

火利用など、こどもたちのニーズが高いものについて

は、こどもの意見を集約し試行実施などを通じて、適

切な運用に向けた検討を進めます。 

 

「おおたの未来づくり」 

ロゴマーク 

  

3) 学びの場としての活用    

⚫ 萩中公園などの「交通公園」を活用し、交通ルールなどについて楽しく学べる取組を進

めます。 

⚫ 自然環境、歴史文化及び防災など、公園施設を活用した学習体験などができる場を創出

し、取組の目的や効果を学ぶ場として活用します。 

  

重点 

取組紹介 
Ｐ. 70 

こどもの笑顔を育む公園整備≪整備方針≫ Ｐ.61  

 

取組の方向性 取組の方向性 
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(2)防災・減災に寄与する公園づくり     
 

区の地形は崖線などの特異性により、集中豪雨や台風時における浸水被害が懸念されていま

す。公園はまちづくりにおける重要な役割のひとつとして、都市型水害の軽減を目指し、公園

をグリーンインフラとして活用することで、レクリエーションの場にとどまらず、都市環境の

保全や減災にも貢献することが期待されます。 

 

 

1) 公園をグリーンインフラとする取組推進   
◀大田区グリーンインフラ事業計画 

◀大田区高台まちづくり基本方針 

⚫ 雨水集積範囲に位置する公園は、雨水浸透・貯留施設

の設置推進を図ります。 

⚫ グリーンインフラの取組箇所について、機能や効果を

わかりやすく解説・周知する仕組みづくりを行いま

す。 

⚫ 区全域を対象とした高台まちづくりの推進に向けて、

公園の立地や地形などを考慮したうえで、身近な避難

場所となる整備に努めます。  

雨水貯留・浸透機能の整備 

 

 

 

2) 安全・安心に寄与する公園運営   ◀大田区地域防災計画 

⚫ 「大田区地域防災計画」にて示す一時集合場所や避難

場所として指定されている公園は、日常と災害時の機

能を一体として捉え、安全性と利便性を両立させた運

用体制を整えます。 

⚫ 公園施設や植栽の配置を留意し、整備、管理の両面か

ら公園内の見通しを確保します。 

⚫ 管理状況などに応じた防犯カメラや夜間照明の適正

な配置、夜間パトロールなどを実施し、安全・安心な

公園利用ができる環境を提供します。 

 
オープンスペースの確保 

（萩中公園） 

⚫ 感染症などに応じて、看板設置や非接触型自動水栓の設置などによる柔軟な対応を図

ります。 

 

  

重点 

グリーンインフラによる公園整備≪整備方針≫ Ｐ.62 

 

公園施設の適正な管理≪管理方針≫ Ｐ.66  

 

取組の方向性 取組の方向性 
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3) 災害時における公園の活用    

⚫ 台風や集中豪雨への対策として、公園に土のう置場を設置し、緊急時における円滑な対

応を図ります。 

⚫ 災害時給水ステーションは、災害時の応急給水が必要とされる際に適切に区民が利用

できるように運営します。 

⚫ 「大田区地域防災計画」にて示す災害時の水上輸送ネットワークの一部として位置づ

けられている「大森ふるさとの浜辺公園」、「大森南一丁目公園」などの船着場は、その

適切な活用や管理を推進します。 

⚫ 「大田区地域防災計画」に基づき、必要に応じて仮設マンホールトイレの整備を図ると

ともに、災害時における適切な運用を行います。 

 

 

  

公園施設の適正な管理≪管理方針≫ Ｐ.66  
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(3)駅周辺公園における利活用の促進     
 

駅周辺は、多くの人々が集まる活気ある交流の場です。この地域特性を活かし、駅周辺の公

園を地域交流の拠点として機能させることで、まちの回遊性を高めることを目指します。また、

まちづくりの動向を見据えた公園のリニューアルや、魅力向上のための制度を積極的に活用し、

駅周辺の公園をまちの魅力を引き出す重要な原動力とします。 
 

 

 

1) 多様なにぎわいを創出する駅周辺の公園づくり  ◀各駅周辺地区グランドデザイン 

⚫ 駅周辺の公園が持つ人々が集い、行き交うポテンシャ

ルを最大限に引き出すために、公民連携手法の導入や

芝生広場などの憩いややすらぎを提供する空間づく

りに努めます。 

⚫ 駅周辺地区グランドデザインなどの方針を踏まえ、駅

周辺の公園を計画的・効果的にリニューアルしていき

ます。 

 

芝生広場のある空間づくり 

 

 

2) 駅周辺の活気あふれる取組の推進    

⚫ 公園の再整備や維持管理において、恒例イベントの開

催などを見据えたオープンスペースや動線の確保を

図ります。 

⚫ キッチンカーの導入など、公園のにぎわい創出に寄与

する新たな取組の検討を進めます。 

 

キッチンカーの試験導入 

 

3) 公民連携手法の導入  
 

 

⚫ 公園の立地や地域特性を捉え、Park-PFI や指定管理者制度などの公民連携手法を導入

することで、カフェ、アクティビティ及びスポーツ施設などの多様なサービスを提供

し、公園のさらなる魅力向上を図ります。 

 

  

重点 

グリーンインフラによる公園整備≪整備方針≫ Ｐ.62 

 

取組紹介 
Ｐ. 70 

取組の方向性 取組の方向性 
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(4)景観を活かした公園づくり    
 

身近な公園を通じて、水辺環境の活用や生物生息空間の創出などによる特色あふれる景観形

成を図り、地域の魅力を高めていきます。また、これらの取組をシティプロモーションと結び

つけ、訪れる人々に愛される公園づくりを目指します。 

 

 

1) 生物生息空間の創出・活用   ◀大田区グリーンインフラ事業計画 

⚫ 生物生息空間の創出・活用を図ることで、自然環境を

豊かにし、持続可能な環境の実現を目指します。 

⚫ 公園の自然環境を活用し、訪れる人々が自然とふれあ

う機会を設けることで、生物多様性の機能や効果を広

く理解してもらうための取組や情報発信を行います。 

 
生き物とふれあえるビオトープ 

（東糀谷防災公園） 

 

 

2) 公園施設を活用した暑さ対策   ◀大田区グリーンインフラ事業計画 

⚫ 公園施設の配置は、安全安心を十分配慮したうえで、

景観形成に寄与する緑陰の形成などを図ります。 

⚫ 暑さ対策として、親水施設やミストによる涼しい空間

形成を図ることで、公園の満足度向上を図ります。 

⚫ 植栽は、温暖化や平均気温の上昇に対応する適切な樹

種などを選定するとともに、公園のシンボルとなるよ

うな樹木や花壇を設けることで、公園の新たな魅力を

創出します。 
 

ミストによる涼しい空間形成

（仲蒲田公園） 

 

 

3) 水辺環境の活用推進    

⚫ 海や池などの水辺空間を活かして、にぎわいの創出や生き物とのふれあいなどを目的

とした公園づくりを進めます。 

⚫ 大森ふるさとの浜辺公園や洗足池公園などが有する区を代表する水辺空間は、水質向

上に繋がる取組をはじめ、継続的な環境整備を推進します。 

 

 

グリーンインフラによる公園整備≪整備方針≫ Ｐ.62 

 

グリーンインフラによる公園整備≪整備方針≫ Ｐ.62 

 

グリーンインフラによる公園整備≪整備方針≫ Ｐ.62 

 

取組の方向性 取組の方向性 
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4) 特色あふれる景観形成   ◀大田区景観計画 

⚫ 「大田区景観計画」において景観重要公共施設となる

公園は、それぞれの特徴を踏まえ景観に配慮した整備

や管理を行います。また、景観形成重点地区内の公園

については、地域特性や公園における取組の方向性を

整合させ、美しい景観の形成を図ります。 

⚫ まちの顔となるシンボルや特色を生み出し、特別な景

観を形成します。 
 

大田区を代表する白い浜辺 

（大森ふるさとの浜辺公園） 

 

 

5) 公園における魅力の発信   ◀大田区シティプロモーション戦略 

⚫ ユニークな遊具のある特徴的な公園、ウメやスカシユ

リのような四季を感じられる植物の開花状況など、公

園情報や魅力を区公式サイトや区シティプロモーシ

ョンサイト「ユニークおおた」、SNSなどを活用して発

信します。 

⚫ 公園の誇る景観や遊具などの魅力を公園利用者

が SNS などを通じて発信することを促す環境整

備を図ります。 

⚫ 池上梅園や大森ふるさとの浜辺公園でのライトアッ

プの実施など、公園の景観や特徴を活かした魅力を発

信する取組を推進します。 

 

区の花 ウメのライトアップ

（池上梅園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大田区らしさあふれる公園整備≪整備方針≫ Ｐ.65  

 

 
他自治体における海辺空間の活用事例 

海辺空間を活用する「海づり施設」は、安全安心を最優先

に防波堤や桟橋などのインフラ整備と、公民連携によるイ

ベント等を通じて、地域の空間を活用する仕組みを創出し

ます。また、家族で楽しめ、こどもが安全に遊べる施設とし

て、食育や生き物を学ぶ場としての機能を担い、安全性と教

育機会を複合的に具現化しています。多様な公園・緑地像と

して持続可能な空間づくりを推進し、地域資源のさらなる

活用を図ることが期待されます。 

 
本牧海づり施設（横浜市） 

区公式サイト 

公園紹介ページ 
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(5)歴史文化を保存活用する公園づくり    
 

洗足池公園や多摩川台公園をはじめとする区内の公園は、豊かな歴史文化資源に恵まれてい

ます。これらの貴重な資源を適切に保存し、積極的に活用することで、地域の魅力をさらに高

めていくことを目指します。古き良き伝統や文化を大切にしながら、新たなアイデアやイベン

トを取り入れることで、地域の誇りと絆を育む魅力あふれる公園づくりを推進していきます。 

 

 

1) 公園における名勝、史跡などの保存活用  
 

◀名勝洗足池公園保存活用計画 

⚫ 公園に残る地域の歴史文化資源を適切に保存し、観光

振興や社会教育などによる活用を推進します。 

⚫ 各公園は、まちづくりの動向を踏まえるとともに、関

係部局との協議のうえ、方針や計画を策定し、歴史文

化資源の保存活用に必要な区の施設の適正な管理を

図ります。 

⚫ 洗足池公園については、「名勝洗足池公園保存活用計

画」を推進し、洗足池の誇る風致景観を守るための整

備や管理に取り組みます。 

 

名勝が誇る風致景観 

（洗足池公園） 

 

2) 歴史文化資源の活用による魅力の向上   ◀大田区歴史的風致維持向上計画 

⚫ 公園は、「大田区歴史的風致維持向上計画」に基づ

く歴史文化の観点と整合を図り、公園空間の活用

方法のひとつとして、各種歴史的風致を踏まえた

学びの場や公園施設の整備などを行うことで、地

域の魅力をさらに向上させる取組を推進します。 

 

歴史的風致との連動 

 

 

 

 

  

取組紹介 
Ｐ. 71 

取組の方向性 取組の方向性 
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(6)区民の健康を支える公園づくり     
 

公園を活用し、地域住民が手軽に利用できる環境を整備することで、健康増進を図ります。

公園に健康遊具を設置するほか、スポーツ施設の充実を図り多様なアクティビティの場を提供

します。これらの取組により区民の身体的・精神的な健康を育んでいきます。 

 

 

1) いきいき健康公園づくり  
 

 

⚫ 公園ストック再編の視点を踏まえ、区内の一定規模を

有する公園を対象に、高齢者の人口や区民の健康意識

などの指標を分析し、戦略的に健康遊具を設置しま

す。 

⚫ 健康遊具を設置した複数の公園を結ぶウォーキング

コースを設定し、大田区健康アプリ「はねぴょん健康

ポイント」と連動することで、日常的な運動や健康づ

くりの場として楽しく効果的に活用できる環境整備

を推進します。 

 

公園を活用した健康増進 

（くすのき公園） 

 

 

2) 公園におけるスポーツ施設の充実    

⚫ 利用しやすいスポーツ施設の整備に向けて、公園の特

性や地域環境を踏まえながら、野球場、サッカー場及

びテニスコートをはじめとする多様なスポーツ施設

の充実を図り、あらゆる世代が気軽にスポーツを楽し

める魅力的な空間を創出します。 

 

公園でのスポーツ促進 

（大森ふるさとの浜辺公園） 

 

 

 

  

取組紹介 
Ｐ. 72 

 

健康増進に寄与する公園整備≪整備方針≫ Ｐ.63  

 

健康増進に寄与する公園整備≪整備方針≫ Ｐ.63  

 

取組の方向性 取組の方向性 
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(7)持続可能な公園運営    
 

新たな公園の整備や老朽化した施設の改修に関する計画的な運営を進めるとともに、

地域との連携を強化し、補助制度の積極的な活用による財源確保を推進します。また公園

の統廃合などを通じて、資源の効率的な利用と機能的なスペースの提供を図るとともに、

デジタル技術を導入することで、公園の利用促進や管理の効率化を実現します。  

このような取組を通じて、未来を見据えた持続可能な公園運営を推進し、地域社会に貢

献していきます。 

 

 

1) ふれあいパーク活動の推進  
 

 

⚫ 区民参画の取組として、公園の清掃や花壇づくりなど

のボランティア活動や様々なイベントを行うことの

できる「ふれあいパーク活動」を推進します。これに

より公園の魅力創出や、地域社会とのつながりによる

区民の社会的健康を育みます。 

 

地域の団体による花壇づくり 

 

2) 各種団体との連携による公園運営    

⚫ NPOや企業など様々な活動団体と連携し、生き物や植物とふれあえる催しなどをはじめ 

とする様々な体験ができる取組を推進します。 

 

3) メッセージベンチ整備事業の推進  
 

 

⚫ 地域への愛着を深めるとともに、「大田の工匠 100

人」の技術を通じて、ものづくりの街としての親し

みを感じてもらうため、寄付による名前やメッセー

ジを入れたベンチを設置します。 

 

人の想いを紡ぐメッセージベンチ 

 

 

  

取組紹介 
Ｐ. 71 

取組紹介 
Ｐ. 72 

取組の方向性 取組の方向性 
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4) デジタル技術の導入    

⚫ 公園の歴史、イベント情報及びグリーンインフラの機能や効果などの情報を、ＡＲ機能

や二次元コードなどのデジタル技術を活用して発信していきます。 

⚫ 公園施設に関するデータの一元管理や、調査・点検業務にロボット技術を導入するな

ど、最新技術を活用して DXを推進します。 

 

5) 誰もが利用しやすい公園運営 
◀大田区移動等円滑化促進方針 おおた街なか“すいすい”方針 

◀大田区ユニバーサルデザインのまちづくり基本方針 

⚫ ユニバーサルデザインの視点で、利便性が高く、管理の行き届いた公園運営を図りま

す。また、公園におけるユニバーサルデザインのさらなる推進に向けて、区民と区が協

力して公園の点検などを実施します。 

⚫ 公園は、高齢者や障がい者などが社会生活において利用する生活関連施設として、施設

内外のバリアフリー化を積極的に進めることで、まちなかの移動など円滑化に寄与し

ます。 

 

 

6) 公園の創設と運営  

⚫ 区立公園は、概ね徒歩 5分（直線距離で約 250ｍ）以内への配置を推進し、誰もが気軽

に歩いて行ける公園づくりをめざします。 

⚫ 公園の配置が望ましいエリアや公園未配置町丁目では、優先的な用地取得や新たな公

園の創出に努めます。 

⚫ 活用用途に乏しい公園やトイレなどの施設については、実態を踏まえた統廃合などを

図ることで機能的な公園運営につなげます。 

⚫ 施設の老朽化に応じて、公園の全面改修や一部改修を計画的に推進します。 

 

7) 都市計画事業の推進  

⚫ 区民が健康で文化的な生活をするうえで必要となる機能を有し、一定条件（面積が 300

㎡以上、接道していること、面的に連続していることなど）を満たすことができる公園

は、都市計画事業に位置づけ、計画的な公園の創出を推進します。 

 

8) その他  

⚫ 公園用地の取得や整備などの様々な取組に対して、社会資本整備総合交付金や都市計

画交付金などの財源確保を図っていきます。 

⚫ 臨海部に点在する海上公園は、区内のまとまった緑を形成する重要な拠点であり、区立

公園とのネットワークによる相互効果が期待され、防災、自然環境及び地域住民のレク

リエーションの機会が一層充実し、持続可能な都市環境の実現に寄与します。また、海

上公園を区へ移管する場合は、今後の地域ニーズや管理面での課題解決など、必要に応

じた検討を図ります。 

 

  

利便性の高い公園整備≪整備方針≫ Ｐ.64  
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2.2  整備方針 

(1) こどもの笑顔を育む公園整備      

既存の公園施設の再編を考慮し、地域の特性や利用者のニーズに応じた子育て環境の整備を

進めます。また、こどもたちのニーズを具体的に抽出し、居場所や遊び場を公園に具現化させ

ていきます。 
 
 

 

1) 子育てひろば公園づくりの推進  

 

こどもたちの意見を取り入れた 
設計・整備 

⚫ 取組の候補公園は、現地確認及び地元調整を行い選定

します。 

⚫ 近隣保育園などに実施したヒアリングやアンケート

結果を踏まえた公園の設計・整備を行います。 

 
 

2) こどもたちのニーズを取り入れた公園整備  

 

フィールドアスレチック 
（平和の森公園） 

⚫ 「おおたの未来づくり」などの取組を通じて、こども

と一緒に考えながらニーズを把握し、魅力的な大型遊

具やアスレチック、ボール遊びのできる空間といった

公園施設の整備を推進します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点 

こどもの視点で創る公園づくり≪運営方針≫ Ｐ.51  

 

こどもの視点で創る公園づくり≪運営方針≫ Ｐ.51  

 

 プレーパークによる公園の魅力向上 

プレーパークは、公園などで工作、たき火、木登り及び水遊びなど、自由な遊びを通じて、

こどもから高齢者まで幅広い世代がさまざまな体験や交流を重ね、自主性や主体性を育むこ

とを目的とする取組です。 

プレーパークを導入できる公園としては、近隣にお住い

の方々の理解を得ることができる場所など、周辺環境への

配慮も必要です。運営面では、ＮＰＯ団体などにより、専

門的な知識を有したプレーリーダーが常駐し、こどもの遊

びを見守り安全性を確保しています。地域のみんなで創

る、安心と創造の遊び場としての機能が期待されます。 出典：世田谷区 

取組の方向性 取組の方向性 
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(2) グリーンインフラによる公園整備     
 

多様な自然環境を有する公園のみどり空間をグリーンインフラの拠点として活用し、防災・

減災、環境、地域振興の３つの視点でまちづくりの課題解決に資する整備を推進します。 

 

 

1) 雨水浸透・貯留施設の設置    

⚫ 「大田区グリーンインフラ事業計画」に基づき、雨水集積範囲に位置する公園を対象

に、雨水浸透・貯留施設の整備を促進します。 

⚫ グリーンインフラの取組における機能や効果を広く周知することを目的とした解説板

などを設置します。 

 

 

2) 生物生息空間の整備    

⚫ 整備に伴い、蝶が飛び交う花壇づくり（バタフライガ

ーデン）などの生物多様性の視点により生物生息環境

の創出に努めます。 

⚫ 区民が公園で多様な生き物と身近にふれあえる環境

づくりを進めます。 

⚫ グリーンインフラの取組における機能や効果を広く

周知することを目的とした解説板などを設置します。  

バタフライガーデンの保全 

（多摩川台公園） 

 

 

3) にぎわいを創出する公園づくり  
 

 

⚫ 制度活用などによる民間活力を導入し、地域の特性を

踏まえた公園のにぎわい創出を図ります。 

⚫ 駅周辺の公園は、人々の導線を活かし、園路や広場の

整備、ベンチや野外卓の設置及びカフェの導入などの

整備を図り、にぎわいの創出につなげます。 

 

にぎわい創出のイメージ 

 

 

 

 

 

重点 

防災・減災に寄与する公園づくり≪運営方針≫ Ｐ.52  

 

景観を活かした公園づくり≪運営方針≫ Ｐ.55  

 

取組紹介 
Ｐ. 70 

駅周辺公園の利活用の促進≪運営方針≫ Ｐ.54   

 

取組の方向性 取組の方向性 
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(3) 健康増進に寄与する公園整備    
 

大田区基本構想で掲げる『気軽にスポーツを楽しみ、健康づくりに取り組むことで、生涯に

わたっていきいきとした生活を送っています。』を実現するために、公園を活用したバスケット

コート、サッカーコートなどのスポーツ施設に加え、健康遊具やウォーキングコースの整備を

進めることで、幅広い年齢層が気軽に運動ができる環境を提供します。 

 

 

1) いきいき健康公園づくりの推進  
 

 

⚫ いきいき健康公園づくりの推進に向けて、公園ストッ

クに健康遊具を設置するとともに、対象公園をネット

ワークで繋いだウォーキングコースを整備します。 

⚫ 取組の候補公園は、現地確認及び地元調整を行い選定

します。 

 
いきいき健康公園づくり 

 

 

2) スポーツ施設の充実    

⚫ 公園の特性や地域特性を踏まえながら、野球場、サッ

カー場、テニスコートをはじめとする多様なスポーツ

施設の整備・充実を図ります。 

 

スポーツ施設の充実 

（大森ふるさとの浜辺公園） 

 

 

 

  

取組紹介 
Ｐ. 72 

区民の健康を支える公園づくり ≪運営方針≫ Ｐ.58  

 

区民の健康を支える公園づくり ≪運営方針≫ Ｐ.58  

 

取組の方向性 取組の方向性 
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(4) 利便性の高い公園整備    
 

すべての人が快適に利用できる空間となるよう、段差の解消やバリアフリートイレの設置な

どに加え、多様な利用者に配慮した分かりやすいサインなど、ユニバーサルデザインの考え方

を取り入れた公園整備を推進します。 

 

 

1) ユニバーサルデザインによる公園整備 ◀大田区ユニバーサルデザインのまちづくり基本方針 

⚫ ユニバーサルデザインの視点に基づく公園の整備、改修を進め、年齢、性別、国籍及び

障がいの有無に関わらず、誰もが安全、安心に利用できる公園を目指します。 

⚫ 公園の整備に伴い、「大田区ユニバーサルデザインのまちづくり基本方針」に基づき、

整備基準を遵守した公園整備や、障がい者団体、高齢者及び有識者などと公園の現地点

検及び意見交換を実施します。 

 
誰もが見やすい案内板の設置（池上梅園） 

 

 

2) 公園におけるバリアフリー整備の推進    

⚫ 園路の段差解消やバリアフリートイレの設置など、園

内の整備を進めるとともに、公園と道路の接続部分を

意識した設計を行うことで、公園内外の整備を推進し

ます。 

⚫ 道路に接する外周部には、可能な限り通行する人が一

時休息できるような工夫を行います。 

 

公園内のバリアフリー化 

（洗足池公園） 

 

持続可能な公園運営≪運営方針≫ Ｐ.59  

 

持続可能な公園運営≪運営方針≫ Ｐ.59  

 

取組の方向性 取組の方向性 
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(5) 大田区らしさあふれる公園整備    
 

多様な地域特性、豊かな歴史文化及びものづくりの伝統産業など、大田区らしさを取り入れ

た公園整備を推進します。公園が地域のシンボルを生み出し、アイデンティティを育むことで、

地域に親しまれ愛される空間となることを目指します。 

 

 

1) 大田区らしさあふれる公園整備    

⚫ 「西六郷公園（タイヤ公園）」など、地域の特色や観

光資源を活かした特色のある公園を創出します。 

⚫ みどりのネットワークの拡充に向けて、呑川緑道や桜

のプロムナードなどの散策路と連携した公園整備を

推進します。 

⚫ 特徴的な花壇や遊具などを整備することで、公園施設

を地域のシンボルとして位置づけ、訪れる人々に親し

まれる空間を創出します。 

⚫ ワークショップやオープンハウスの開催などを通じ

て区民と協働で公園づくりを行い、地域に親しまれる

公園整備を行います。 

 

古タイヤを利用した遊具の公園 

（西六郷公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観を活かした公園づくり≪運営方針≫ Ｐ.55  

 

 ワークショップによる区民参画 

「大森ふるさとの浜辺公園」は、都内で最初の砂浜と干潟を有する公園です。この砂浜は、

公園を造る際の埋立工事により人工的に整備され、渡り鳥が飛来する干潟は沖合に復元し

たものです。本公園の計画段階及び完成後の運営には、区民参画によるワークショップが

大きく関わっています。 

平成 14 年には、公園の計画段階で区民と行政の連携体制によるワークショップを開催

し、「区民と海とのふれあいを育む拠点を創出する」という目指すべき姿や、公園の基本

方針を区民と行政の協働により考えていくべきなどの意見がでました。 

平成 15 年に「大森ふるさとの浜辺公園を

つくる会」を設置し、公園の具体的な利用方

法や管理方針について区民どうしの活発な

議論が交わされ、現在の公園管理に反映され

ています。 

現在も、区民と行政における協働の精神

を核に、「大森ふるさとの浜辺公園」は地

域の自然と暮らしをつなぐ拠点として、魅

力あふれる空間を提供し続けています。 

 

 

 

 

第２号大森ふる浜だより 掲載 

平成 22年 4月 1日 

取組の方向性 取組の方向性 
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2.3  管理方針 

(1) 公園施設の適正な管理 
 

  
   

公園を安全・快適に利用するためには、園内にある施設の適正な管理が重要です。定期的な

清掃・点検、適切な維持・補修などを実施し、利用者の安全確保に向けた施設管理を行います。 

一般的な公園施設の管理として共通事項の対応を行い、それに加えて特記すべき内容につい

ては施設ごとにそれぞれ示します。 

 

管理する主な公園施設 

園路広場 ： 園路、広場  

修景施設 ： 植栽、花壇、親水施設 など  

休養施設 ： 休憩所、ベンチ、キャンプ場 など  

遊戯施設 ： 遊具 など  

運動施設 ： 野球場、テニスコート、サッカー場 など  

教養施設 ： 植物園、歴史文化施設 など  

便益施設 ： 公園トイレ、駐車場 など  

管理施設 ： 柵、管理事務所、雨水貯留・浸透施設 など  

その他の施設 : 展望台、集会場、災害応急対策施設 など 

 

 
 

１）共通事項    

① 清掃・点検 

⚫ 広場や園路の落葉清掃や施設の清掃を日常的に行い、公園を清潔に保ちます。 

⚫ 日常及び定期的に、施設に異常や故障がないか点検確認を行います。 

⚫ 定期的に排水・透水施設の清掃を行うとともに、梅雨や台風時期を見据えた点検・清掃を行

います。 

 

② 維持・補修 

⚫ 日常及び定期的な施設の維持・補修を行います。 

⚫ 老朽化した施設やインフラ設備などを計画的に更新します。 

⚫ 施設に応じて適切な材料・方法により修繕を行います。 

⚫ すぐに修繕できない施設などは、速やかに施設の危険性を表示するなどの対策を行いま

す。 

 

 

  

重点 

取組の方

向性 

取組内容 
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２）特記事項    

① 修景施設 

親水施設 

⚫ 噴水、流れる川及びミストなどの親水施設は、涼しさとにぎわいを提供する施設として、概

ね５月初旬から９月下旬にかけて稼働します。ただし、気温や天候の状況などにより、稼働

期間や時間を変更するなど、柔軟な対応を行います。 

⚫ 親水施設の規格に応じてろ過機や配管設備の点検や清掃を定期的に実施し、機能性と安全

性を維持します。 

⚫ 親水施設の周辺については、適切な植栽管理や落ち葉対策を図り、安全で魅力的な水辺空

間を提供します。 

 

② 遊戯施設 

公園遊具 

 

⚫ 安全点検を実施し、最新の安全基準に基づき、ぐらつき

や部品の緩み、破損、腐食などの異常を早期に発見しま

す。また必要に応じて精密点検を実施します。 

⚫ 遊具の設置後の経過年数を考慮した計画的な更新や、安

全基準の変更に応じた改修を実施します。 

 

遊具点検の実施 

 

③ 教養施設 

歴史文化施設 

 

⚫ 区の保有する史跡や歴史的建造物の価値を保全しつつ、公園利用者が安全に鑑賞などを行

える環境づくりに努めます。 

⚫ 歴史文化施設周辺の植栽管理を適切に行い、根の侵入や落枝による損傷を防止するととも

に、景観との調和を図る維持管理を行います。 

⚫ 建築物などは火災による消失を防止するため、消火設備などの定期的な点検を行います。 

⚫ 史跡名勝天然記念物の指定がかかる範囲については、状況に応じて現状変更申請をしなが

ら、景観保全に配慮した整備を行います。 

 

④ 便益施設 

公園トイレ 

 

⚫ 日常的にトイレの清掃を行い、清潔なトイレの維持管理を

徹底します。 

⚫ 日常的な点検により、消耗品（トイレットペーパー、電球な

ど）の補充・交換を行うとともに、破損個所の修繕や落書

きなどの除去などを実施します。 

⚫ 日常清掃のほか、定期的にトイレ全体を清潔に保つため

の特別清掃を実施します。 

⚫ 老朽化の度合に応じた計画的な改修または建替を行い

ます。 

清潔な公園トイレの維持管理 
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(2) 植栽・緑地の適正な管理    
   

植栽は公園を構成する重要な要素の一つであり、四季折々に咲く花木やみどり豊かな樹木は、

訪れる人々に安らぎと季節の移ろいを感じさせ、人々の豊かなくらしに寄与しています。これ

らの魅力を引き出すとともに倒木などによる事故を未然に防ぐため、計画的かつ適正な植栽・

緑地の管理を行います。 

 

 

 

１）樹木    

① 安全に配慮した樹木管理  

⚫ 樹木の定期的な点検を実施し、倒木や落枝などの利用者

や近隣住民に対する危険が想定される場合は、伐採や剪

定を行います。また、必要に応じて樹木診断を実施し、樹

木の適正な管理を図ります。 

⚫ 害虫被害などの異常が確認される場合は、環境負荷など

を考慮したうえで、必要に応じて薬剤散布などによる病

害虫の防除を行います。 

⚫ 混み過ぎた低木の間引きや高さを押さえる刈込、剪定を

行います。 

 

樹木診断による 

樹木の健康状態の把握 

 

② 樹木の様々な機能を発揮する管理  

⚫ 見通しを確保するとともに明るく開放的な樹木管理を行い、良好な景観を維持します。 

⚫ 樹木の特性や周辺環境を踏まえた適切な剪定を行い、酷暑でも快適に過ごせるような緑陰

空間を形成します。 

⚫ 多様な生物が生息できる環境を保全・創出します。 

 

③ 公園の魅力を高める樹木管理  

⚫ 地域で親しまれているサクラやウメなどの花木は、今後

も引き続き楽しめるよう適切な樹木管理と計画的な更

新を進めます。 

⚫ 池上梅園などの庭園のある公園では、季節や風情を感じ

られる植栽の演出を図ります。 

⚫ 「おおたの名木選」に指定されている樹木は区内のシン

ボルツリーとしての魅力を保全し、後世に引き継ぎます。  

雪吊りによる演出 

（池上梅園） 

 

 

  

重点 

取組の方

向性 

取組内容 
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２）芝生・草地広場    

⚫ 草刈りを適宜行い、適正な草丈を保ちます。 

⚫ 適宜清掃を行い、ごみや危険物などを除去するほか、不陸を解消します。 

⚫ 草刈後の集草、処理を適切に行います。 

⚫ 裸地や枯損箇所は補植を行い、必要に応じて養生期間を設けます。 

⚫ 不陸整正などにより、水はけを保ちます。 

⚫ 他の草本の移入を許容しない芝生地は選択的除草などを行い、良好な景観を維持します。 

⚫ 必要に応じて植栽基盤の改良や、病害虫防除などを行い、適正に管理します。  

 

３）花壇    

⚫ 生物多様性の保全に貢献した管理を行います。 

⚫ 多年草や宿根草などによる花壇管理により、一年を

通して四季を感じられる花壇管理を行います。 

⚫ 魅力ある景観を楽しめるように、特性に応じた作業を適

切な時期や方法により実施します。  

⚫ 適宜水やり、除草、花がら摘みなどを実施するほか、高さ

管理や密度管理を行うほか、必要に応じてより装飾性に

配慮した配植を検討します。 色あざやかな花壇づくり 

（西六郷公園） 
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3  取組紹介 

現在、区で取り組んでいる主な事業について紹介します。 
 

3.1  子育てひろば公園づくり 

「子育てひろば公園づくり」は、大きな公園だけでなく地域の身近な公園でも、未就学児

のこどもとその保護者の方が安心して遊べる環境を創出していく取組です。 

外遊びを通じたこどもの健やかな成長をサポートするため、年齢に見合った遊具で遊べ

るように、公園内に乳幼児用遊具を充実させた遊具コーナーの整備を推進しています。 

子育てひろばのある公園  

 

⚫ 池上五丁目公園   

⚫ 京浜蒲田公園 

⚫ 萩中公園 

⚫ サンサン児童公園 

⚫ しんせい児童公園 

⚫ 徳持公園      

 

（令和８年３月時点）  子育てひろば（サンサン児童公園） 
   

3.2  公民連携手法の導入 

公民連携（Public-Private Partnership）とは、行政と民間企業などが協働で公共サービス

の提供などを行うことを言います。 

区内の公園においても公民連携手法を導入しており、指定管理者制度、公募設置管理制度

（Park-PFI）、キッチンカーの試験導入などがあります。 

カフェや新たなスポーツ施設の設置など、民間活力を取り入れた公園施設の運営、整備及

び管理を行い、多様なニーズに応えることで公園のさらなる魅力向上を図っていきます。 

 

表 10 公民連携手法の導入例 

指定管理者によるイベント開催 
DBO方式及び公募設置管理制度（Park-PFI）を 

活用した公園の整備 

 

 

キッチンカー試験導入の様子 

   

田園調布せせらぎ公園 

羽田空港跡地第１ゾーン都市計画公園 イメージパース 西六郷公園 
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3.3  「名勝洗足池公園保存活用計画」の推進 

「名勝洗足池公園保存活用計画」は、洗足池公園が平成 31 年３月に東京都指定名勝にな

ったことを契機として、洗足池公園の美しく貴重な景観、文化を継承するための計画として

策定しました。 

「保存」「活用」「整備」「運営・体制」の４つの観点で基本方針を定め、それらの方向性

及び方法に基づいた様々な施策に取り組んでいます。 
 

基本方針 主な施策 

 

保 存 

⚫ 池水環境の維持・保全 

⚫ 景観構成重要木の保護・育成 

⚫ 公園内史跡、文化財などの保存管理 

活 用 
⚫ 社会教育活動の場や地域おこし、 

観光資源としての活用 

整 備 
⚫ 歴史文化的資源の保存、復元 

⚫ 池の水際環境の整備、擁壁改修整備 

運営・体制 ⚫ 名勝洗足池保存活用連絡協議会の運営 
サクラの樹木更新の実施 

 

 

3.4  ふれあいパーク活動 

ふれあいパーク活動は、地域のグループで区立公園の清掃や花壇作りなどのボランティ

ア活動や様々なイベントを行う制度です。 

本活動では、日常活動として公園の清掃を依頼しており、活動面積に応じた支援金の支給

や、清掃用具の提供を行っています。 

 

図 35 ふれあいパーク活動団体数 



 

― 72 ― 

 

3.5  いきいき健康公園づくり 

「いきいき健康公園づくり」は、身近な公園を運動、

健康づくりの場として活用いただけることを目指した

取組です。 

街なかにある身近な公園に設置された健康遊具で運

動し、それらの公園をつないだ「いきいき健康公園ウォ

ーキングコース」を歩くことで、気軽な健康づくりを推

進しています。「いきいき健康公園ウォーキングコース」

は、街なかを歩くことや、イベントに参加することでポ

イントが貯まる大田区健康アプリ「はねぴょん健康ポイ

ント」と連携しており、楽しく運動に取り組むことがで

きます。 

 

 

 

表 11 いきいき健康公園 

ウォーキングコース 

 仲池上・久が原地区コース 

 

 

 コース 1 周約 1.6km 

鵜の木地区コース 大森東地区コース 東糀谷地区コース 

   

北コース （1 周約 1.1km） 

中コース （1 周約 1.3km） 

南コース （1 周約 1.3km） 

初級コース （1 周約 0.9km） 

中級コース （1 周約 1.3km） 

上級コース （1 周約 2.3km） 

初級コース （1.1km） 

中級コース （1.7km） 

上級コース （2.3km） 
    

3.6  メッセージベンチ整備事業 

「メッセージベンチ整備事業」は結婚・出産や野球大

会優勝などの記念となるメッセージや寄付者名を記念

プレートにして付けたベンチを、個人や団体から寄付し

ていただき、特定の公園などに設置する事業です。 

メッセージベンチのプレートは、「大田の工匠 100 人」

を受賞した職人さんに作っていただいています。 
 

 
表 12 メッセージベンチ設置状況 

（令和８年３月現在） 

 

公園 設置数 

平和島公園 1基 

平和の森公園 2基 

都堀公園 1基 

本門寺公園 1基 

下丸子公園 1基 

萩中公園 3基 

本羽田公園 1基 

小池公園 2基 

洗足池公園 15基 

東調布公園 4基 
 

メッセージベンチ（洗足池公園） 

 



 

  

第 ４ 章 

地域特性を活かした 

パークマネジメント方針 
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●基本的な考え方 

  第４章では第３章の取組方針を踏まえ、大田区の公園における将来像の実現に向けたマネジ

メントの方針を示します。 

各種取組は、公園やその地域の特性などを踏まえ、機能的・効果的な推進を図ります。 

 

＜地域区分＞ 

上位計画である「グリーンプラン」では、大田区を７つの地域に区分し、地域別のみどりの

まちづくりの方針を示しています。（図 36） 

本計画では「グリーンプラン」において示す方針を踏まえ、地域特性を活かしたパークマネ

ジメント方針を示します。 

 

 

 

図 36 「グリーンプラン」における７つの地域区分 
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＜関連計画との整合＞ 

パークマネジメントの考え方は、公園の特徴や周辺環境を十分に踏まえながら、まちづくり

に関連する計画との整合性を図ることが重要です。 

「各駅周辺地区グランドデザイン」、「大田区景観計画」及び「大田区歴史的風致維持向上計

画」などのまちづくりにおける関連計画の示す範囲やエリアを整理（表 13）し、各地域のめざ

す複合的なまちの方向性を一つの図として整理します。（図 37）。 

 

 

表 13 関連計画に応じたパークマネジメントの方針に関する範囲 

凡例 関連計画 範囲 

 駅周辺地区グランドデザイン、 

まちづくり方針 
駅周辺計画などの方針の対象範囲 

□ 大田区景観計画 景観形成重点地区 

 大田区グリーンインフラ事業計画 雨水集積範囲 

■ 大田区歴史的風致維持向上計画 歴史的風致の範囲※ 

※景観や地域特性などを踏まえ、計画内の歴史的風致のうち、歴史文化と公園が密接な関係性を

持つもの（日蓮信仰、洗足池の景観保全、馬込文士村）を対象とします。 

 

 

 

 
図 37  パークマネジメントにおける方針の考え方 

 

まちづくりにおける関連計画 
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●本章の構成 

＜パークマネジメント方針の掲載地域と公園＞ 

パークマネジメント方針を示す地域及び公園は、７つの地域ごとに、地域に根ざした公園と

その地域にある拠点公園の順にマネジメント方針を示します。（表 14） 

 

表 14 パークマネジメントの掲載地域と公園 

地域 公園など 

1  台地部地域 1-1.地域に根ざした公園（台地部地域） 

1-2.洗足池公園 

1-3.多摩川台公園 

1-4.田園調布せせらぎ公園 

1-5.東調布公園 

1-6.宝来公園 

2  馬込・池上地域 2-1.地域に根ざした公園（馬込・池上地域） 

2-2.本門寺公園 

2-3.池上梅園 

3  大森地域 3-1.地域に根ざした公園（大森地域） 

3-2.平和の森公園 

3-3.大森ふるさとの浜辺公園 

4  蒲田地域 4-1.地域に根ざした公園（蒲田地域） 

5  多摩川沿い地域 5-1.地域に根ざした公園（多摩川沿い地域） 

5-2.下丸子公園 

6  糀谷・羽田地域 6-1.地域に根ざした公園（糀谷・羽田地域） 

6-2.萩中公園 

6-3.東糀谷防災公園 

6-4.本羽田公園 

7  空港臨海部地域 7-1.地域に根ざした公園（空港臨海部地域） 

7-2.平和島公園 

7-3.昭和島二丁目公園 

その他 多摩川河川敷緑地※ 

※多摩川河川敷緑地は大田区の広範囲に及ぶ重要なみどりの拠点であることから方針を

示します。 
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＜各地域のパークマネジメント方針の構成＞ 

 各地域のパークマネジメント方針の構成は次のとおりです。 

 

地域における特

性、公園数及び面

積を記載してい

ます。 

 

地域に根ざした

公園におけるパ

ークマネジメン

トの基本的な考

え方を示してい

ます。 

地域の特徴的な

公園を紹介して

います。 

各地域の主なま

ちづくりの方向

性や拠点公園な

どを取りまとめ

た図を示してい

ます。 

各地域の主な関

連計画の位置づ

ける方針や取組

の対象範囲を示

しています。 

本計画において

も、「グリーンプ

ラン」における

地域別のみどり

のまちづくりの

方針に示すまち

の姿をめざしま

す。 
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拠点公園におけ

る施設や景観な

どの特徴を紹介

しています。二

次元コードを読

み込むことで、

区ホームページ

の公園紹介ペー

ジへアクセスで

きます。 

各拠点公園及び

地域に根ざした

公園におけるマ

ネジメント方針

を 示 し て い ま

す。 

拠点公園や地域

に根ざした公園

におけるパーク

マネジメントの

推 進 に お い て

は、めざすまち

の実現に向けた

主な取組を位置

づけます。 

拠点公園の位置

を示しています。 

 

拠点公園の基礎

情報を記載して

います。 

個別計画のある

場合は計画名を

記載しています。 

 

５つのアプロー

チとの関係を表

しています。 

公園の平面図を

用いて主な公園

施設を紹介して

います。 
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1  台地部地域 

1.1  地域特性 

 台地部地域は、変化に富んだ地形を活かした住宅地が広がり、貴重な自然資源が豊富な地域

です。 

この地域には、133箇所の公園が点在し、地域に根ざした公園が 128箇所、洗足池公園や多摩

川台公園などの拠点公園が５箇所あります。 

  歴史文化や自然環境などの地域資源を憩いや観光の場として活用する公園づくりを進めます。 

 

1.2  台地部地域におけるパークマネジメント方針 

「グリーンプラン」における本地域のみどりのまちづくりの方針を踏まえるとともに、まち

づくりにおける関連計画との整合を図り、パークマネジメントの方針を整理します。 

 

 

 
 

 

 
 

図 38 台地部地域のパークマネジメント方針図  

●洗足池公園 

●多摩川台公園 
 
●田園調布せせらぎ公園 

●東調布公園 

公園不足 
地域の解消 

国分寺崖線 

公園不足地域の解消 
 

■凡例 

＜公園分類＞ 
●：拠点公園 ●：地域に根ざした公園 

 

●宝来公園 

下丸子駅周辺地区 
グランドデザイン 

洗足池駅周辺地区 
まちづくり方針 

洗足池駅 

田園調布駅 

多摩川駅 

大岡山駅 

 

「豊かな自然と潤いのある住環境がつながるみどりのまち」 
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地域に根ざした公園（台地部地域） 
 
台地部地域の地域に根ざした公園には、水辺空間を有する小池公園や崖線沿いの貴重な緑が残

る鵜の木松山公園などがあります。独特な地形や特性を踏まえ、グリーンインフラや防災のため

の施設整備、子育て施設の拡充や健康づくりの推進及び、公園不足地域の解消に向けた公園整備

などに取り組み、関連計画と連携しパークマネジメントを推進していきます。 

 

 
図 39 地域に根ざした公園（台地部地域）の 

パークマネジメント方針図 

 

■凡例 

＜関連計画に応じたパークマネジメントの方針に関する範囲＞ 

範囲  範囲 

 グランドデザインなどの対象範囲 □ 景観形成重点地区 
 雨水集積範囲 ■ 歴史的風致の範囲 

 
＜公園分類＞ 

●：地域に根ざした公園 

01 

西嶺高砂公園 02 

武蔵野の雑木林が多く残
る。梅の木もあり、四季を
楽しめる公園。 

02 

03 

鵜の木松山公園 

広々とした草原、緑豊かな
松林、埋蔵文化財である横
穴墓のある丘の上の公園。 

03 

小池公園 

水辺環境を活かし、身近な
生き物との共生をテーマ
に整備された公園。 

01 

洗足池駅周辺地区 
まちづくり方針 

国分寺崖線 
景観形成重点地区 

多摩川景観形成
重点地区 

吞川景観形成
重点地区 

洗足池景観形成重点地区・
景観保全誘導区域 

下丸子駅周辺地区 
グランドデザイン 

大岡山駅 

雪が谷大塚駅 

田園調布駅 

多摩川駅 

久が原駅 

洗足池駅 

1-1. 
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●地域に根ざした公園のマネジメント方針 
 

表 15 地域に根ざした公園（台地部地域）のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

・公園ストック再編として、計画的・効果的に「子育てひろば公園づくり」を推進します。 

・こどものニーズを具現化する取組として、大きな遊具やアスレチックなどを整備します。 

対象公園 子育てひろば（しんせい児童公園(R7)） 

② 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・「大田区グリーンインフラ事業計画」における雨水集積範囲に位置する公園は、雨水浸透・貯留施設な

どの設置を促進します。 

対象公園 雨水対策（東中公園 ほか）※資料編参照 

③ 
【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「下丸子駅周辺地区グランドデザイン」「洗足池駅周辺地区まちづくり方針」の考え方を踏まえ、公民

連携などの様々な手法によるにぎわいの創出や公園のリニューアルに取り組みます。 

④ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・「大田区景観計画」の景観重要公共施設に該当または景観形成重点地区に位置する公園は、景観に配慮

した公園づくりに努めます。 

対象公園 小池公園、鵜の木松山公園 ほか ※資料編参照 

⑤ 

【運営】歴史文化を保存活用する公園づくり 

・「大田区歴史的風致維持向上計画」との計画間連動を図り、歴史的風致の情景や活動を感じられる公園

づくりを推進します。 

対象公園 東嶺公園、南千束東児童公園、千束西児童公園 ほか ※資料編参照 

⑥ 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

・公園ストック再編として、利用者ニーズを的確に捉え「いきいき健康公園づくり」に取り組みます。 

対象公園 鵜の木地区(R4)（田園調布南公園、鵜の木二丁目児童公園 ほか） 

仲池上・久が原地区(R5)（久が原久根児童公園、仲池児童公園 ほか）※資料編参照 

⑦ 

【運営】持続可能な公園運営 

・ふれあいパーク活動を通じた区民協働による公園清掃や花壇づくりを継続的に推進します。 

・都市計画事業による公園の拡張整備を計画的に推進します。 

・公園不足地域における公園用地の確保及び新設に努めます。 

対象公園 都市計画事業（石川公園、三本松児童公園、かにくぼ公園） 

          公園不足地域（南千束三丁目、南雪谷二丁目、田園調布五丁目付近など） 

⑧ 【整備】大田区らしさあふれる公園整備 

・公園施設を地域のシンボルとして位置づけるために、特徴的な花壇や遊具などを整備します。 

⑨ 
【管理】公園施設の適正な管理 

・区民主導による管理を行う公園は、コンセプトや方針に基づく体制を図ります。 

対象公園 くさっぱら公園 

⑩ 
【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・「おおたの名木選」指定の樹木は、区内のシンボルツリーとしての魅力を保全し、後世に引き継ぎます。 

対象公園 千鳥いこい公園（ｸｽﾉｷ、ｻｸﾗ）、東中公園（ｱｶﾏﾂ）、久が原光児童公園（ｴﾉｷ） 

※対象公園については、関連計画の改定、公園ごとの詳細設計及び地元調整などにより変更する

場合があります。 
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洗足池公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗足池 07 

江戸時代から景勝地とし
て親しまれた池。平成 31年
3 月に都指定名勝に登録。 

池月橋 

池の景観を風情豊かにす
る木製の三連太鼓橋。5 月
には「春宵の響」が開催。 

06 

桜山 

春に桜が満開になると花
見の場として地域から親
しまれている。 

水生植物園 

ボートハウス 

 

桜広場 

 

自然観察や野鳥観察など、
自然とのふれあいの場と
して利用されている。 

04 

周囲を桜に囲まれた広場
で池を望むようにパーゴ
ラやベンチが整備。 

05 

池月之像 03 

源頼朝の馬で、佐々木高綱
に与えられ活躍した名馬・
池月の銅像。 

08 

洗足池の貸しボートおよ
び休憩施設（民間による運
営）。 

洗足池にある島。昭和 9 年
に現在の鎮座地に再興し
た厳島神社がある。 
（弁天島の説明） 

弁天島 

洗足池公園は、大田区内初の東京都指定名勝です（平成31年（2019

年）３月に指定）。江戸時代、歌川広重の名所江戸百景『千束の池袈

裟懸松』にも描かれた美しい景観は、今現在もサクラや紅葉、豊かな

緑で彩られ、四季折々の表情を見せます。 

公園には池月橋、水生植物園のほか、勝海舟夫

妻墓所、西郷南洲（隆盛）留魂詩碑、徳富蘇峰詩

碑（両雄詠嘆之詩碑）、名馬池月之像など、多くの

魅力があります。 

令和７年度（2025年度）には、美しい街並みや

自然環境などを表彰する都市景観大賞特別賞を受

賞しました。 

 

 

02 

01 02 

所在地：南千束 2-14-5 

面積：78,809 ㎡ 

開設年月日：1990 年 4 月 1 日 

都市公園の種類：総合公園 

洗足池駅 

1-2. 

区公園紹介ページ 

 

平面図 

公園区域 
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●洗足池公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 
表 16 洗足池公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

・自然環境や歴史文化における意識醸成を図るため、学校や地域などとの連携により学び場としての積

極的な活用を図ります。 

② 

【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「洗足池駅周辺地区まちづくり方針」の考え方を踏まえ、駅周辺の公園のにぎわい創出に向けて、洗足

池公園のさらなる利用を促進します。 

・まちの活性化や公園の魅力向上を目指して歴史文化行事やイベントを実施し、にぎわいを創出します。 

③ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

【運営】歴史文化を保存活用する公園づくり 

・古くから親しまれてきた洗足池を中心とした風致景観を適切に保存し継承していきます。 

・池水環境の保全維持に向けて、池の水量確保や水質浄化対策に取り組んでいきます。 

・園内の史跡、文化財、石碑などの歴史文化資源を後世に継承していくため適切に保護・保全し、さら

なる活用を図ります。 

・歴史的風致の情景や活動を感じられる公園づくりを推進します。 

④ 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・災害時の避難場所として安全に避難できるよう防災機能の向上を図ります。 

・集中豪雨による内水氾濫や海、河川による外水氾濫を抑制するため、公園空間における雨水浸透・貯

留機能の確保など、グリーンインフラの整備を推進します。 

⑤ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑥ 
【管理】公園施設の適正な管理 

・公園内の史跡、文化財及び石碑などの歴史的資源は定期的な現状把握を実施し、保存管理に向けた適

切な措置に取り組んでいきます。 

⑦ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・池周辺の樹木やサクラなど、洗足池の景観を構成する重要な樹木については景観に配慮した管理を行

い、適切に保全・更新していきます。 

・「おおたの名木選」に指定されているムクノキは、区内のシンボルツリーとしての魅力を保全し、後世

に引き継ぎます。 

洗足池公園は、都内屈指の広さを有する「洗足池」を中心とする開放的な水と緑の景観が広

がっており、古くから江戸近郊における景勝地として多くの人々に親しまれてきました。 

当公園は、地域が一丸となって“景観づくり”に取り組んできたことから、「洗足池」の美し

く貴重な景観は江戸時代から現在に引き継がれ、次世代へと着実に受け継がれています。 

「名勝洗足池公園保存活用計画」と連動を図り、水と緑に加え、歴史文化資源を保存活用す

ることで公園のさらなる魅力を引き出し、区のシンボルとなる公園を目指していきます。 

個別計画：名勝洗足池公園保存活用

計画 
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多摩川台公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図 

公園区域 

多摩川台公園は、多摩川に沿って伸びる丘陵地に約750mにわたって

展開しています。見晴台、亀甲山
かめのこやま

古墳
こ ふ ん

、宝莱山古墳、海南亭、水生植

物園、四季の植物園、あじさい園及び、ふたつの広場があります。 

四季折々の花や自然林の道の散策を楽しむことが

でき、高い標高から眺める多摩川、丹沢山地、富士

山などの景色は「多摩川八景」にも数えられていま

す。 

07 

所在地：田園調布 1-63-1 

面積：68,052 ㎡ 

開設年月日：1953 年 6 月 15日 

都市公園の種類：地区公園 

 

児童向けの遊具のある約
3,000 ㎡の児童広場。 

01 

古墳展示室 

6 世紀に造られた前方後円
墳のイメージを実物大で
復元。 

03 

水生植物園 

アサザやアヤメなどの湿
地の植物や四季折々の野
草を観察できる植物園。 

06 

約 2,300 ㎡の運動広場。野
外ステージが設けられ、運
動会やイベントで利用。 

02 

亀甲山古墳 

4 世紀後半に築造と推定さ
れる多摩川流域最大規模
の前方後円墳。 

05 
あじさい園 

7 種類 3,000 株の開花が楽
しめるあじさいの園路。 
 

見晴台 

「多摩川八景」の一つに数
えられ、多摩川の風景を一
望できる広場。 

04 

1-3. 

区公園紹介ページ 

 

07 

 

多摩川駅 
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●多摩川台公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

表 17 多摩川台公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 
【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・「大田区景観計画」における景観形成重点地区及び景観重要公共施設に位置づけられており、みどり

豊かでうるおいのある景観の保全に努めます。 

・多摩川八景のひとつである多摩川台公園の眺望は、見晴台から望む多摩川や背景の山々で構成する雄

大な景観を守るために、樹木や草本の適切な管理を行い、その景観を保全します。 

・多摩川台公園には鳥や昆虫をはじめとする多くの生き物が生息していることから、これらの生き物に

とって住みやすい環境づくりを進めます。 

③ 

【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・駅に近い拠点公園であるという立地を活かし、多くの人々が訪れるにぎわいを創出する取組を推進し

ます。 

④ 

【運営】歴史文化を保存活用する公園づくり 

【管理】公園施設の適正な管理 

・国指定史跡亀甲山古墳をはじめとした古墳群は、歴史的価値を保全するための適切な管理を行うとと

もに、その文化的重要性を発信・継承していくための取組を推進します。 

・解説板の充実などにより、古墳群の歴史や文化を学べる場としてのさらなる活用を図ります。 

⑤ 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・集中豪雨による内水氾濫や海、河川による外水氾濫を抑制するため、公園空間における雨水浸透・貯

留機能の確保など、グリーンインフラの整備を推進します。 

⑥ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑦ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・あじさい園、四季の植物園及び水生植物園などに生息する多様な植物を、四季を通じて楽しめるよう

適切に維持管理します。 

・アカマツ、ケヤキ、ナラ及びクヌギなどで構成されるみどり豊かな自然林は、倒木や落枝の発生や、

害虫被害を防ぐための点検を日常的に行い、異常が確認された場合は必要な処置を行います。 

 

多摩川台公園は、古墳群を中心とした歴史文化資源に加え、春の桜や初夏のアジサイなど四

季折々の植栽による彩りある空間を創出します。また、国分寺崖線沿いの貴重な樹林帯は、生

物多様性にも配慮した適切な保全・管理を行い、都市における貴重なみどり空間として景観の

維持・向上に努め、歴史と自然が調和した公園の魅力を次世代へ継承していきます。 
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田園調布せせらぎ公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

04 

平面図 

公園区域 

田園調布せせらぎ公園は湧水池があり、様々な生物が生息している

とともに崖線沿いのみどりに囲まれた豊かな自然景観が評価され、大

田区の「景観重要公共施設」に指定されています。 

また、園内にある田園調布せせらぎ館は、集会

所、読書や飲食のスペースを有しています。体育

施設ではスポーツやトレーニングができ、様々な

利用が楽しめる公園です。 

所在地：田園調布 1-53-12 

面積：43,460 ㎡ 

開設年月日：2008 年 4 月 1 日 

都市公園の種類：運動公園 

 

03 

多目的広場 

運動やイベントが行える
多目的広場。 

集会所や休憩・読書・飲食
スペースのある地域文化
活動の拠点。 

滝 

急傾斜地から池に流れる
落ちる滝。 
 

第一湧水池 

東京の名湧水 57 選を形成
する園内湧水の一つ。様々
な水生生物が生息。 

大山坂 

約 50ｍのまっすぐな大階
段。 

第二湧水池 

第一湧水池と同様、東京の
名湧水 57 選を形成する園
内湧水の一つ。 

06 

1-4. 

体育施設 

屋内スポーツ・トレーニン
グスペース。災害時は防災
備蓄倉庫としても機能。 

富士見坂園地 

湧水による稲作体験ので
きる池や自然観察路があ
る。 
 

08 

区公園紹介ページ 

 

多摩川駅 
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●田園調布せせらぎ公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 
 

表 18 田園調布せせらぎ公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

・田んぼを活用した農業体験や、植物・生き物の観察会の実施など、学びにつながる取組を推進してい

きます。 

② 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・スポーツ・レクリエーションの拠点として、体育施設や多目的広場などをはじめとしたスポーツや健

康づくりのための利用環境の充実を図ります。 

③ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・公園には樹林や草地、水辺などの多様な自然空間が形成されており、昆虫や鳥などの多くの生き物が

生息していることから、これらの生き物にとって住みやすい環境づくりを推進します。 

・東京の名湧水 57 選にも選ばれた湧水池からなる豊かな水辺空間として、区民に親しまれるよう保全管

理していきます。 

・「大田区景観計画」における景観重要公共施設として、湧水と崖線の緑に囲まれ、豊かな自然の特色を

活かした景観形成を図ります。 

④ 

【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・駅に近接した立地的特徴を活かし駅利用者や区外からの来訪者を呼び込み、より多くの人々に利用し

楽しまれる取り組みを推進します。 

・田園調布せせらぎ公園らしい文化的かつ活気あるイベントを開催し、自然と調和したにぎわいのある

公園運営を推進します。 

・指定管理者制度の導入による民間企業と連携した柔軟で魅力あふれる公園づくりを進めます。 

⑤ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑥ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・おおたの名木選に指定されているイチョウやシラカシをはじめとする園内の樹木、崖線の樹林の適切

な維持管理を行います。 

 

田園調布せせらぎ公園は多摩川駅に隣接し、自然とのふれあい、スポーツやにぎわいの場と

して整備された公園で、さらなる魅力向上を図るため指定管理者制度が導入されています。 

また、体育施設はスポーツ・レクリエーションの拠点として、スポーツや健康づくりに親し

まれるにぎわいの場となっています。 

区民が自然風景や四季を感じながら、文化活動、スポーツ活動などを通じて地域コミュニテ

ィがさらに発展することを目指したパークマネジメントを推進していきます。 
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東調布公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

所在地：南雪谷 5-12-1、5-13-1 
面積：25,229 ㎡ 
開設年月日：1964 年 4 月 1 日 
都市公園の種類：近隣公園 

 

平面図 

公園区域 

東調布公園は、緑に囲まれた区民のためのスポーツと憩いの場とし

て、1964年に開園しました。 

園内には、児童遊具や蒸気機関車の展示、湧水による「流れる川」、

さくらの広場、水泳場・野球場が整備されており、来園者の憩いの場と

なっています。 

また、交通公園では、自転車やゴーカートを

貸し出し、運転を楽しみながら交通ルールを学

ぶことができます。 

01 

交通公園 01 

こども広場 

船の形をした遊具やブラ
ンコなどがある広場。 

05 

水泳場 

ガラス張りの明るい室内
にあるプール（25ｍプー
ル、幼児用プールなど）。 

06 

1-5. 

野球場 

ナイター付きの野球場。 

02 流れる川 

湧水を利用した流れる川。 

03 機関車 D51 

昭和 15 年に製造され、伯
備線で活躍した蒸気機関
車を展示。 

04 

区公園紹介ページ 

 

御嶽山駅 

雪が谷大塚駅 
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●東調布公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 19 東調布公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

・交通公園は、こどもたちが安全に楽しく交通ルールを学べるよう運営していきます。 

② 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・野球場や水泳場など、スポーツ施設の更なる利用環境の充実を図ります。 

③ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・「大田区景観計画」における景観重要公共施設として、緑に囲まれたスポーツと憩いの公園として特色

を活かした景観づくりを目指します。 

④ 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・集中豪雨による内水氾濫や海、河川による外水氾濫を抑制するため、公園空間における雨水浸透・貯

留機能の確保など、グリーンインフラの整備を推進します。 

⑤ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑥ 

【管理】公園施設の適正な管理 

・展示されている機関車や交通公園の交通施設などの特色ある施設は、引き続き親しみを持って楽しん

でもらえるよう適切な管理を行います。 

⑦ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・さくらの広場については樹木更新を計画的に行い、引き続き区民に親しまれるとともに見ごろの時期

に楽しめるよう管理します。 

 

東調布公園は野球場や水泳場といった運動施設、機関車や交通公園など、幅広い施設を有し、

一年を通して多くの来園者で賑わっています。 

本公園では、公園のシンボルとなる機関車や交通公園、サクラの広場など区民に親しまれる

施設を引き続き適切に管理していくとともに、グリーンインフラ機能やスポーツ環境の充実を

図ります。 

街のみどりを担う良好な景観の形成と保全を推進しながら、年齢を問わず愛される東調布公

園の魅力をさらに磨き、世代を超えて親しんでもらえる公園を目指します。 
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宝来公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝来公園は、田園調布駅から放射状に伸びるイチョウ並木の南西端

に位置する自然林を生かした、武蔵野の面影が残る公園です。 

1925年、武蔵野の旧景を保存し永く後世に残すために、地元自治会

が街の一角の潮見台の地を広場としたのが前身となり、1944年に都立

「宝来公園」として開園し、1950年に区へ移管された区内第１号の公

園です。 

自然斜面林を残した約1.2ヘクタールの面積を

有するこの公園には、約70種1,500本の花や樹木

があり、春のサクラやウメ、初夏のフジ、秋の

どんぐり、冬のツバキなど、四季折々の自然を

楽しめます。 

 

 

 

 

02 

椿の森 

ツバキが多くみられるみ
どり豊かな森。 

01 

住所：田園調布 3-31-1 

面積：12,409 ㎡ 

開設年月日：1950 年 10 月 1日 

都市公園の種類：近隣公園 

 

03 

04 

05 

01 

池 

みどりに囲まれ、湧水で満
たされた池。 

02 

遊具広場 

ブランコや複合遊具のあ
る広場。 

03 

梅林 

春先に紅白のウメを楽し
める梅林。 

04 噴水広場 

森の中噴水。アカガエルな
ども見られる。 

05 

1-6. 

区公園紹介ページ 

 

平面図 

公園区域 

田園調布駅 

多摩川駅 



 

― 91 ― 

 

●宝来公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

表 20 宝来公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 
【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・多様な生き物が生息する豊かな自然環境を適切に管理し、生き物とふれあえる環境づくりを推進しま

す。 

・梅林や池の景観、多様な生き物が生息する豊かな自然環境を活かし、シティプロモーションにおける

活用を推進します。 

③ 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・集中豪雨による内水氾濫や海、河川による外水氾濫を抑制するため、公園空間における雨水浸透・貯

留機能の確保など、グリーンインフラの整備を推進します。 

④ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑤ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・ウメやツバキなど、四季を通じて花木が楽しめるように維持管理を行います。  

・倒木や落枝の発生や、害虫被害を防ぐための点検を日常的に行い、異常が確認された場合は必要な処

置を行います。 

  

宝来公園は、田園調布の閑静な住宅街のほとりにあり、自然の地形を活かした緑と池のうる

おいを感じられる公園で、喧騒から離れて静かに散歩を楽しめるスポットです。 

 かつての自然林を残すことで、武蔵野の森の姿を現在に引き継ぎながら、多摩川台公園と並

び空から見える骨太のみどりを形成し、緑の回廊として生物多様性にも貢献しています。 

太古の森と悠久の時を感じさせる景観を、これからも大切に引き継ぐとともに、近代都市に

おいて貴重なまとまった緑とその価値を守り、広めていきます。 
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2  馬込・池上地域 

2.1  地域特性  

 馬込・池上地域は、台地部に位置し、池上本門寺や馬込文志村跡地などの歴史文化を伝え

る地域資源があるとともに、南北崖線沿いには緑豊かな自然が残る地域です。 

 この地域には、77 箇所の公園が点在し、地域に根ざした公園が 75箇所、本門寺公園や池上

梅園の２箇所の拠点公園があります。 

歴史文化を保存活用し、区民や来訪者が訪れやすい公園づくりを進めます。 

 

2.2  馬込・池上地域におけるパークマネジメント方針 

「グリーンプラン」における本地域のみどりのまちづくりの方針を踏まえるとともに、ま

ちづくりにおける関連計画との整合を図り、パークマネジメントの方針を整理します。 

 

 
 

図 40 馬込・池上地域のパークマネジメント方針図  

 

「歴史的・文化的資産や豊かな自然による落ち着いたみどりのまち」 

●本門寺公園 

●池上梅園 

池上本門寺 

大森駅周辺地区 
グランドデザイン 

池上地区まちづくり 
グランドデザイン 

■凡例 
＜公園分類＞ 

●：拠点公園 ●：地域に根ざした公園 

馬込駅 

西馬込駅 

池上駅 

公園不足地域の解消 
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地域に根ざした公園（馬込・池上地域） 
 
馬込・池上地域における地域に根ざした公園は、馬込文士村跡地や池上本門寺などの歴史文化

資源を有する地域特性を活かすとともに、まちづくり方針などを踏まえた駅周辺公園の活用を図

ります。また、公園不足地域の解消に向けた公園の整備などを進めるなど、関連計画と連携して

パークマネジメントを推進していきます。 

 

 
図 41 地域に根ざした公園（馬込・池上地域）の 

パークマネジメント方針図  

■凡例 

＜関連計画に応じたパークマネジメントの方針に関する範囲＞ 

範囲  範囲 

グランドデザインなどの対象範囲 □ 景観形成重点地区 

 雨水集積範囲 ■ 歴史的風致の範囲 
 
＜公園分類＞ 

●：地域に根ざした公園 

馬込自然林緑地 
 

台地部の南側に位置する
みどり豊かな斜面林。 

01 

01 

0203 

03 

佐伯栄養専門学校の跡地
を区が譲り受け整備した
高低差のある緑地。 

02 佐伯山緑地 
  

中央五丁目公園 
  

起伏に富み、高低差を活か
したすべり台などの遊具
のある公園。 

03 

吞川景観形成
重点地区 

池上地区まちづくり 
グランドデザイン 

大森駅周辺地区 
グランドデザイン 

馬込駅 

西馬込駅 

池上駅 

2-1. 
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●地域に根ざした公園のマネジメント方針 
 

表 21 地域に根ざした公園（馬込・池上地域）のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

・公園ストック再編の取組として、計画的・効果的に「子育てひろば公園づくり」を推進します。 

・こどものニーズを具現化する取組として、大きな遊具やアスレチックなどを整備します。 

対象公園 子育てひろば（池上五丁目公園(R3)、徳持公園(R7)、馬込西公園(R8)） 

② 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・「大田区グリーンインフラ事業計画」における雨水集積範囲に位置する公園は、雨水浸透・貯留施設な

どの設置を促進します。 

対象公園 雨水対策（馬込西公園 ほか）※資料編参照 

③ 

【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「池上地区まちづくりグランドデザイン」「大森駅周辺地区グランドデザイン」の方針を踏まえ、公民

連携などの様々な手法によるにぎわい創出や公園のリニューアルに取り組みます。 

④ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・「大田区景観計画」における呑川景観形成重点地区に位置する公園は、景観形成の目標に基づき水と緑

の景観づくりを推進します。 

⑤ 

【運営】歴史文化を保存活用する公園づくり 

・「大田区歴史的風致維持向上計画」との連動を図り、馬込文士村などの歴史的風致が感じられる公園づ

くりを推進します。 

対象公園 古径公園、池上門前児童公園 ほか ※資料編参照 

⑥ 

【運営】持続可能な公園運営 

・ふれあいパーク活動を通じた区民協働による公園清掃や花壇づくりを継続的に推進します。 

・都市計画事業による公園の拡張整備を計画的に推進します。 

・公園不足地域における公園用地の確保及び新設に努めます。 

対象公園 都市計画事業（中央五丁目公園）、公園不足地域（池上周辺など） 

⑦ 
【整備】大田区らしさあふれる公園整備 

・公園施設を地域のシンボルとして位置づけるために、特徴的な花壇や遊具などを整備します。 

⑧ 

【管理】公園施設の適正な管理 

・文化財などに関連する公園は、関係部署と連携した管理体制を図ります。 

対象公園 龍子公園 

⑨ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・特別緑地保全地区に指定されている公園は、保全方針に基づく植栽管理を図ります。 

・「おおたの名木選」は、区内のシンボルツリーとしての魅力を保全し、後世に引き継ぎます。 

対象公園 馬込自然林区民緑地（特別緑地保全地区）、佐伯山緑地（ｲﾁｮｳ） 

※対象公園については、関連計画の改定、公園ごとの詳細設計及び地元調整などにより変更する

場合があります。 
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本門寺公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図 

公園区域 

本門寺公園は、池上本門寺の東側に位置する起伏に富んだ地形を活

かした公園で、園内には古くから受け継がれてきた斜面樹林の中を

散策できる園路が造られ、池上本門寺と繋がることで、悠久の時を

共に歩んできた荘厳な空間が広がっています。 

公園中段には、長年地域に親しまれてきたキャ

ンプ場や桜の広場があり、公園下段には古くから

地域の憩いの場であった運動広場や子ども広場が

配置されています。また、園内にある弁天池は、水

辺に親しめる貴重な空間として親しまれています。 

 

 

所在地：池上 1-11-1 

面積：28,366 ㎡ 

開設年月日：1951 年 1 月 30日 

都市公園の種類：総合公園 

 

桜の広場 

３～４月ごろ、サクラの開
花を楽しめる広場。 

03 

キャンプ場 

かまどや水場が整備され
ているデイキャンプ場（有
料）。 

04 弁天池 

湧水より涵養された池。 

01 

子ども広場 

砂場やブランコ、すべり
台、複合遊具、健康遊具の
ある広場 

02 運動広場 

運動会などの多目的な利
用のできるグラウンド。 

05 

2-2. 

区公園紹介ページ 

 

池上駅 
千鳥町駅 

西馬込駅 
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●本門寺公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

表 22 本門寺公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 
【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

③ 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・健康増進に向けた環境の整備とその活用を推進し、区民の健康づくりに貢献します。 

④ 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・災害時の避難場所として安全に避難できるよう防災機能の向上を図ります。 

・集中豪雨による内水氾濫や海、河川による外水氾濫を抑制するため、公園空間における雨水浸透・貯

留機能の確保など、グリーンインフラの整備を推進します。 

⑤ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・「大田区景観計画」における景観重要公共施設として、サクラやケヤキなどの武蔵野の自然林の景観を

活かした整備・保全に努めます。 

・バタフライガーデンは、蝶をはじめとする多様な生き物の住処となるよう適切に運営するとともに、

区民が自然の生き物とふれあえる憩いの場としていきます。 

・貴重な水辺空間として区民に親しまれている弁天池の水質改善に取り組みます。 

⑥ 
【運営】歴史文化を保存活用する公園づくり 

・「大田区歴史的風致維持向上計画」との連動を図り、歴史的風致の情景や活動を感じられる公園づくり

を推進します。 

⑦ 
【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「池上地区まちづくりグランドデザイン」の方針を踏まえ、池上のよりよい街の形成に向けた取組を進

めます。 

⑧ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・みどり豊かな自然林は、倒木や落枝の発生や、害虫被害を防ぐための点検を日常的に行い、異常が確

認された場合は必要な処置を行います。 

・桜の広場については、樹木更新を適正に行い、区民に親しまれるよう引き続き管理します。 

・「おおたの名木選」に指定されているケヤキは、区内のシンボルツリーとしての魅力を保全し、後世に

引き継ぎます。 

本門寺公園では周辺に残る歴史的な風景や文化財と調和する豊かな樹林や水辺などの自然

環境を保全していきます。同時に、健康増進や世代間交流の場として、また都市における貴重

な緑のオアシスとして、四季を通じて親しまれる魅力ある公園づくりを進めます。区民に愛さ

れ、次世代へと継承される緑の空間を目指していきます。 
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池上梅園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図 

公園区域 

池上梅園は、池上本門寺の西側に位置し、丘陵地形を生かした梅

園・庭園です。 

園内には、区の花であるウメが約30品種と、その他様々な草花が植

栽されており、四季を通じて多様な見どころがあります。そのほか園

内には茶室や和室、水琴窟、見晴台があり、冬には雪吊が設置され、

風情を感じることができます。 

 観梅期には夜間にライトアップを実施し、多くの

人々が訪れ、色鮮やかに染まる花々を楽しんでいま

す。 

所在地：池上 2-2-13、2-3-2 

面積：9,881 ㎡ 

開設年月日：1978 年 8 月 26日 

都市公園の種類：総合公園 

 

 

茶室（聴雨庵） 

政治家・藤山愛一郎所有の
茶室が 1983 年に大田区へ
寄贈・移築されたもの。 

04 梅園 01 

茶室（清月庵） 
 

建築家・川尻善治の離れを
華道家・茶道家中島恭名が
買取り大田区に寄付され
たもの。 

03 

和室棟 

茶会や句会などの静かな
催しものを行う際に利用
できる（有料）。 

05 見晴台 

園内の景色を一望するこ
とができる見晴台。 

02 

2-3. 

雪吊り 

冬季には、雪吊りが行わ
れ、季節の移ろい感じるこ
とができる。 

06 

区公園紹介ページ 

 

池上駅 
千鳥町駅 

西馬込駅 
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●池上梅園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

表 23 池上梅園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 
【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・丘陵斜面でたくさんのウメが咲く景観を適切に保全・更新・運営していきます。 

・梅園のライトアップや菊花展などによる公園の景観を活かした催しに加え、景石や灯篭などによる歴

史文化資源を活用する魅力溢れる景観づくりにより、シティプロモーションの促進を図ります。 

③ 

【運営】歴史文化を保存活用する公園づくり 

・清月庵や聴雨庵といった茶室・和室、庭園などの文化資源を適切に保全するとともに、これらを広く

発信するための利活用を図ります。 

④ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・観梅期には多くの来園者が訪れることからも、ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、

誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備を行います。 

⑤ 

【管理】公園施設の適正な管理 

・茶室、和室は、当時の伝統的な建築技術や文化を損なわないよう、適切に維持管理・補修を行います。 

・垣や柵に和の雰囲気を持たせ、空間全体で庭園を楽しめるよう管理します。 

⑥ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・ウメは、剪定や施肥、病害虫対策などの管理を適切に行い、美しい花々を楽しめる梅園を維持します。 

・ツツジ、ボタン、シャクヤクなどの花が四季折々楽しめるよう、樹種の開花時期などを考慮した管理

を行います。 

・雪吊りや藁ボッチなどによる季節に応じた植栽の演出を行い、庭園の風情を感じられる管理を行いま

す。 

 

  

池上梅園は、斜面地に並んだ数多くのウメの景観により区内外、国内外を問わず多くの人を

楽しませる大田区を代表する庭園です。観梅期には多くの来園者が訪れることから誰もが安

全・快適に利用できる環境づくりを進めるとともに、植栽や文化施設、景観といった池上梅園

の持つ魅力を適切に保全していきます。 

シティプロモーションに寄与する重要な公園として、池上梅園の更なる魅力向上と発信に取

組み、変わらぬ価値と新たな魅力を追求し続けていきます。 
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3  大森地域 

3.1  地域特性  

 大森地域は、大森駅周辺の活力とにぎわいのあるまちなみや、潮風かおる海辺空間や充実し

たスポーツ施設などで形成されます。 

 この地域には、103箇所の公園が点在し、地域に根ざした公園が 101箇所、平和の森公園や大

森ふるさとの浜辺公園の２箇所の拠点公園があります。 

  拠点公園を中心としたまちの魅力向上に繋がる公園づくりを進めます。 

 

3.2  大森地域におけるパークマネジメント方針 

「グリーンプラン」における本地域のみどりのまちづくりの方針を踏まえるとともに、まち

づくりにおける関連計画との整合を図り、パークマネジメントの方針を整理します。 
 

 

 

 
図 42 大森地域のパークマネジメント方針図  

 

「暮らしを感じるにぎわいと、浜風と文化のかおるみどりのまち」 

●大森ふるさとの浜辺公園 
公園 

●平和の森公園 

■凡例 
＜空港臨海部グランドビジョン 2040＞ 
〇：自然の核  〇：レジャー・憩いの核 

 
＜公園分類＞ 

●：拠点公園 ●：地域に根ざした公園 
 

公園不足 
地域の解消 

大森駅周辺地区 
グランドデザイン 

平和島駅周辺地区 
グランドデザイン 

大森駅 

平和島駅 

大森町駅 
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地域に根ざした公園（大森地域） 
 

大森地域における地域に根ざした公園は、馬込文士村跡地などの歴史・文化的資源や、海辺空

間のにぎわいや安らぎといった地域特性を考慮しつつ、南北崖線沿いや平和島運河沿いのみどり

の保全、各駅周辺地区グランドデザインによる公園の活用、公園不足地域の解消に向けた公園の

整備など、関連計画と連携しパークマネジメントを推進していきます。 

 

図 43 地域に根ざした公園（大森地域）の 
パークマネジメント方針図  

■凡例 

＜関連計画に応じたパークマネジメントの方針に関する範囲＞ 

範囲  範囲 

グランドデザインの対象範囲 □ 景観形成重点地区 

雨水集積範囲 ■ 歴史的風致の範囲 
 
＜空港臨海部グランドビジョン 2040＞ 
〇：自然の核  〇：レジャー・憩いの核 

＜公園分類＞ 
●：地域に根ざした公園 
 
 

大森西交通公園 

子供用自転車や三輪車な
どの乗り物を貸出してお
り、交通ルールを学べる。 

02 

大森八景坂 
景観形成重点地区・ 
景観保全誘導区域 

 

空港臨海部 
景観形成重点地区 

大森駅周辺地区 
グランドデザイン 

平和島駅周辺地区 
グランドデザイン 

大森駅 

平和島駅 

大森町駅 

梅屋敷駅 

3-1. 

02 

04 

貴船堀公園 

かつての運河を埋め立て
て造られた細長い形状の
公園。 

04 

01 

入新井西公園 

汽笛のなる SL や子供用自
転車のコースのある、大森
駅のそばにある公園。 

01 

都堀公園 

キャッチボール場や壁打ち
テニス練習場、災害時給水
ステーションのある公園。 

03 
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●地域に根ざした公園のマネジメント方針 
 

表 24 地域に根ざした公園（大森地域）のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

・公園ストック再編の取組として、計画的・効果的に「子育てひろば公園づくり」を推進します。 

・こどものニーズを具現化する取組として、大きな遊具やアスレチックなどを整備します。 

対象公園 子育てひろば（サンサン児童公園(R6)） 

② 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・「大田区グリーンインフラ事業計画」における雨水集積範囲に位置する公園は、雨水浸透・貯留施設な

どの設置を促進します。 

対象公園 雨水対策（春日公園、大森西七丁目公園 ほか）※資料編参照 

③ 
【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「大森駅周辺地区グランドデザイン」「平和島駅周辺地区グランドデザイン」の方針を踏まえ、公民連

携などの様々な手法によるにぎわい創出や公園のリニューアルに取り組みます。 

④ 
【運営】景観を活かした公園づくり 

・「大田区景観計画」における大森八景坂景観形成重点地区などに位置する公園は、景観形成の目標に基

づき地形や歴史・文化を活かした人が主役の景観づくりを推進します。 

⑤ 

【運営】歴史文化を保存活用する公園づくり 

・「大田区歴史的風致維持向上計画」との連動を図り、馬込文士村などの歴史的風致と調和する公園づく

りを推進します。 

対象公園 蘇峰公園 ほか ※資料編参照 

⑥ 
【運営】区民の健康を支える公園づくり 

・公園ストック再編として、利用者ニーズを的確に捉え「いきいき健康公園づくり」に取り組みます。 

対象公園 大森東地区(R6)（都堀公園、大森東一丁目第一公園 ほか）※資料編参照 

⑦ 

【運営】持続可能な公園運営 

・ふれあいパーク活動を通じた区民協働による公園清掃や花壇づくりを継続的に推進します。 

・都市計画事業による公園の拡張整備を計画的に推進します。 

・公園不足地域における公園用地の確保及び新設に努めます。 

対象公園 都市計画事業（貴船堀公園、貴船堀緑地、貴船児童公園）公園不足地域（山王二丁目付近など） 

⑧ 

【整備】大田区らしさあふれる公園整備 

【管理】公園施設の適正な管理 

・公園施設を地域のシンボルとして位置づけるために、特徴的な花壇や遊具などを整備します。 

・シンボルとなる施設などを活用した演出により、公園利用者が体験できる魅力を提供します。 

対象公園 入新井西公園(SL) 

⑨ 
【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・「おおたの名木選」指定の樹木は、区内のシンボルツリーとしての魅力を保全し、後世に引き継ぎます。 

対象公園 蘇峰公園(ｶﾀﾙﾊﾟ) 

※対象公園については、関連計画の改定、公園ごとの詳細設計及び地元調整などにより変更する

場合があります。 



 

― 102 ― 

 

平和の森公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図 

公園区域 

平和の森公園は、環状７号線をはさんで南北に広がる約10万5,000

㎡を有する区内最大級の公園です。恒久平和を求める区民の願いを込

め、「平和の森公園」と名付け、1984年に区が「平和都市宣言」を行

い、その記念として「愛し子」の像を建立し、この公園のシンボルと

しています。 

園内には、平和の広場やひょうたん池のほか、テ

ニスコートや弓道場、アーチェリー場、相撲場など

のスポーツ施設があります。また、40種目が楽しめ

るフィールドアスレチック（有料）があるのが特徴

です。 

所在地：平和の森公園 2-1 

面積：104,839 ㎡ 

開設年月日：1982 年 5 月 22日 

都市公園の種類：総合公園 

 

 

平和の森公園展示室 

公園内のみどりに関する
情報を提供している気軽
に休憩できる施設。 

02 

平和の広場 

中央にシンボルの「愛し
子」像がある広大な芝生広
場。 

01 ひょうたん池 

水辺の生き物や、梅雨明け
頃にはきれいなハスが見
られる。 
 

04 

カスケード 

水遊びのできる親水施設。
夏場はこどもたちでにぎ
わう。 

03 

 

区内の文化財や歴史を模
した全 40 種目のアスレチ
ックコース。 

05 

3-2. 

スポーツ施設 

相撲や弓道、アーチェリ
ー、テニスなど、様々なス
ポーツを楽しめる。 
 

区公園紹介ページ 

 

06 

大森駅 
大森海岸駅 

平和島駅 
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●平和の森公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

表 25 平和の森公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 
【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・スポーツ施設における利用環境の充実を図り、多様なレクリエーション空間を創出します。 

③ 
【運営】駅周辺公園の利活用の促進 

・「平和島駅周辺地区グランドデザイン」の方針を踏まえ、公民連携の取組について導入を検討し、イベ

ントなどによるにぎわい創出や施設のリニューアルに取り組みます。 

④ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

・NPO などをはじめとする地域の活動団体と連携し、公園の自然空間を活用した区民が楽しみ、体験で

きる取組を推進します。 

⑤ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・樹林や池など多様な生き物の生息環境となる整備を推進し、区民が身近に生き物とふれあえる環境づ

くりを進めます。 

・「大田区景観計画」における景観重要公共施設として、多様な特色を活かした景観形成を図ります。 

⑥ 
【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

・災害時の避難場所として安全に避難できるよう防災機能の向上を図ります。 

⑦ 

【管理】公園施設の適正な管理 

・フィールドアスレチックは安全点検を日々行うとともに計画的な遊具更新を進め、安全な利用に向け

た適正な管理を行います。 

・スポーツ施設は利用者が安全で快適に利用できるよう清潔で良好な状態を保つほか、必要に応じて維

持・補修を行います。 

⑧ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・ウメやサクラ、ハスなどをはじめとする花々が四季を通じて楽しめるよう適切な植栽管理を行います。 

・平和の広場は、区民におけるオープンスペースとして芝生などを適切に維持・更新し、憩いやにぎわ

いを創出する空間として管理します。 

平和の森公園は、スポーツ施設やフィールドアスレチック、池や展示施設など多様な施設を

有する総合公園です。区内随一の広大な公園敷地を活かし、みどり豊かで開放的な自然空間の

創出に努めるとともに、樹林や池などを通じて生き物にとって住みやすい環境を整え、豊かな

自然とふれあえる機会を創出します。また、スポーツ施設やフィールドアスレチックにより、

区民の健康増進や余暇活動を支援します。 

多面的な機能を持つ都内の貴重な公園として、世代を問わず多くの利用者が楽しめるパーク

マネジメントを推進します。 
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大森ふるさとの浜辺公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04 

平面図 

公園区域 

特別緑地 
保全地区 

大森ふるさとの浜辺公園は、大田区内を流れる内川の河口部を埋

め立てて造成されたもので、砂浜や干潟を有する都内初の区立公園

です。完成までには区民参加型のワークショップや報告会を繰り返

し開催しました。 

かつての大森海岸を再現した浜辺での砂浜遊びや、 

サクラやウメに彩られた園内を散策することができ、 

区内でも身近に自然に触れられる数少ない公園です。 

また園内には、ビーチバレー場、フットサル場

などのスポーツ施設があるほか、マリンスポーツ

が利用できます。 

 

 

 

 

船着場 

平時はクルーズツアーや
水上バス、緊急時は物資輸
送などに活用される。 

浜辺 

小豆島の白砂を敷き詰め
た人工砂浜。 

07 
レストハウス 

白砂の海辺を一望できる、
更衣室やシャワーを備え
た休憩施設。 

05 

所在地：ふるさとの浜辺公園 1-1、

平和の森公園 2-2 ほか 

面積：144,809 ㎡ 

開設年月日：2007 年 4 月 1 日 

都市公園の種類：地区公園 

 

 ふるさとの広場 

全長 30mのローラースライ
ダーのある丘の広場。 

02 

3-3. 

区公園紹介ページ 

 

03 ビーチバレー場 

４面のコートが整備され、
ビーチバレー、ビーチテニ
スが楽しめる。 

 

かつての大森の海苔作り
の歴史を学ぶことができ
る施設。 

01 

大森の干潟 

多くの水鳥が訪れる干潟。
特別緑地保全地区に指定
されている。 

06 

04 

平和島駅 
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●大森ふるさとの浜辺公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

表 26 大森ふるさとの浜辺公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 
【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・ビーチバレー場などスポーツ環境の充実を図るとともに、更なる利活用を推進します。 

・マリンスポーツを気軽に快適に楽しめる環境づくりに取り組みます。 

③ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・「大田区景観計画」景観重要公共施設として浜風のかおるふるさとを満喫できる景観形成を図ります。 

・独特な景観をつくりだす浜辺の保全や園内のライトアップによる演出など、魅力溢れる景観づくりに

より、シティプロモーションの促進を図ります。 

・生態系及び海辺環境の保全・活用に向けて海の水質改善に取り組みます。 

・海草などによるブルーカーボンの活用を検討し、脱炭素社会に向けた取組を推進します。 

・自然環境の調査を行い多様な生き物に優しい環境づくりに活かしていきます。 

・公園に集まる鳥類や魚類など多様な生き物について学べる取組を推進します。 

・特別緑地保全地区については、区民や自然環境保護団体などと連携しながら、東京港における生物生

息環境のネットワークを形成する重要な干潟として守り育てていきます。 

④ 

【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「平和島駅周辺地区グランドデザイン」の方針を踏まえ、地域の活性化、利便性、にぎわいや交流の機

会を創出します。 

・OTA ふれあいフェスタやビーチスポーツ体験などの様々なイベントの開催を推進し、公園のにぎわい

を創出します。 

⑤ 
【運営】歴史文化を保存活用する公園づくり 

・「大森 海苔のふるさと館」と連携し、海苔養殖に関する歴史・文化の発信に関する取組を推進します。 

⑥ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑦ 
【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・公園の大部分を占める芝生は、憩いの場・遊びの場として利用しやすいよう、適切な管理を行います。 

・四季を通じてアジサイや梅などの花木が楽しめるように維持管理します。 

大森ふるさとの浜辺公園は、浜辺の景観やビーチバレー場をはじめとしたスポーツ施設な

ど、多くの特色を有する大田区を代表とする公園です。多彩なスポーツ環境を拡充するととも

に、鳥類や魚類などの多様な生き物が集まる豊かな自然環境であることから生き物に配慮した

管理を行い、自然とふれ合える環境学習の場としても活用していきます。 

レクリエーション、自然、文化、防災の重要な拠点として、それらの機能をより発揮するパ

ークマネジメントを推進していきます。 
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4  蒲田地域 

4.1  地域特性  

蒲田地域は、大田区の中心部に位置し区内最大の商業集積地となります。一方で、７つの地

域の中で最もみどりが少なく緑地の保全や緑化の推進が求められる地域です。 

この地域には、60箇所の公園が点在し、拠点公園はなく、地域に根差した公園が 60箇所あり

ます。 

駅周辺公園が多い立地特性を活かし、にぎわい創出の起点として活用する公園づくりを進め

ます。 

 

4.2  蒲田地域におけるパークマネジメント方針 

「グリーンプラン」における本地域のみどりのまちづくりの方針を踏まえるとともに、まち

づくりにおける関連計画との整合を図り、パークマネジメントの方針を整理します。 
 

 

 
 

図 44 蒲田地域のパークマネジメント方針図  

 

「世界に開かれたにぎわいと活力の中に潤いを感じるみどりのまち」 

■凡例 
＜公園分類＞ 

●：拠点公園 ●：地域に根ざした公園 

公園不足 
地域の解消 

蒲田駅周辺地区 
グランドデザイン 

矢口渡駅 
蒲田駅 

梅屋敷駅 

京急蒲田駅 
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地域に根ざした公園（蒲田地域） 
 

蒲田地域における地域に根ざした公園は、７つの地域の中で最も緑が少ないことから既存緑地

の保全及び緑化の推進を図ります。また、ヒートアイランド現象による熱中症対策としたクール

スポットの充実、憩いの場となる空間の創出、公園不足地域の解消などを推進します。加えて「蒲

田駅周辺地区グランドデザイン」の方針を踏まえた公園運営など、関連計画と連携しパークマネ

ジメントを推進していきます。 

 
図 45 地域に根ざした公園（蒲田地域）の 

パークマネジメント方針図  

03 

 

梅の名所として知られ、ア
ヤメも楽しめる公園。 

02 

02 

東蒲田公園 

大田区総合体育館に隣接
した、複合遊具や健康器具
のある公園。 
 

03 西蒲田公園 

モニュメントや花壇、遊具
広場・多目的広場のある公
園。 
 

01 

01 

■凡例 

＜関連計画に応じたパークマネジメントの方針に関する範囲＞ 

範囲  範囲 

 グランドデザインの対象範囲 □ 景観形成重点地区 

 雨水集積範囲 ■ 歴史的風致の範囲 

 
＜公園分類＞ 

●：地域に根ざした公園 

吞川景観形成
重点地区 

蒲田駅周辺地区 
グランドデザイン 

矢口渡駅 

蒲田駅 

梅屋敷駅 

京急蒲田駅 

多摩川景観形成
重点地区 

4-1. 
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●地域に根ざした公園のマネジメント方針 
 

表 27 地域に根ざした公園（蒲田地域）のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

・公園ストック再編の取組として、計画的・効果的に「子育てひろば公園づくり」を推進します。 

・こどものニーズを具現化する取組として、大きな遊具やアスレチックなどを整備します。 

対象公園 子育てひろば（京浜蒲田公園(R4)） 

② 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・「大田区グリーンインフラ事業計画」における雨水集積範囲に位置する公園は、雨水浸透・貯留施設な

どの設置を促進します。 

対象公園 雨水対策（蒲田一丁目公園 ほか）※資料編参照 

③ 

【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「蒲田駅周辺地区グランドデザイン」の方針を踏まえ、公民連携などの様々な手法によるにぎわい創出

や公園のリニューアルに取り組みます。 

④ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・「大田区景観計画」における呑川景観形成重点地区及び多摩川景観形成重点地区に位置する公園は、景

観形成の目標に基づき水と緑の景観づくりを推進します。 

⑤ 

【運営】持続可能な公園運営 

・ふれあいパーク活動を通じた区民協働による公園清掃や花壇づくりを継続的に推進します。 

・公園不足地域における公園用地の確保及び新設に努めます。 

対象公園 公園不足地域（西蒲田二丁目、東矢口二丁目） 

⑥ 
【整備】大田区らしさあふれる公園整備 

・公園施設を地域のシンボルとして位置づけるために、特徴的な花壇や遊具などを整備します。 

⑦ 

【管理】公園施設の適正な管理 

・クールスポットの取組として、ミストや親水施設を設け、うるおいとにぎわいを創出することで、公

園施設の魅力を広く発信します。 

対象公園 本蒲田公園、仲蒲田公園、京浜蒲田公園、蒲田一丁目公園 

※対象公園については、関連計画の改定、公園ごとの詳細設計及び地元調整などにより変更する

場合があります。 
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5  多摩川沿い地域 

5.1  地域特性  

 多摩川沿い地域は、多摩川河川敷や下丸子公園など広大なオープンスペースやスポーツ及びレ

クリエーションが身近に親しむことができる地域です。 

 この地域には、77箇所の公園が点在し、拠点公園が下丸子公園の１箇所、地域に根差した公園

が 76箇所あります。 

 水辺環境やレクリエーション機能などの地域特性を活かした公園づくりを進めます。 

 

5.2  多摩川沿い地域におけるパークマネジメント方針 

「グリーンプラン」における本地域のみどりのまちづくりの方針を踏まえるとともに、まち

づくりにおける関連計画との整合を図り、パークマネジメントの方針を整理します。 
 

 

 
図 46 多摩川沿い地域のパークマネジメント方針図 

 

 

 

 

 

「多摩川を生かした水辺環境により、区民がにぎわい、いきいきと過ごせるみどりのまち」 

■凡例 
＜公園分類＞ 

●：拠点公園 ●：地域に根ざした公園 
 

●下丸子公園 
 

公園不足 
地域の解消 

下丸子駅周辺地区 
グランドデザイン 

下丸子駅 

鵜の木駅 

雑色駅 

六郷土手駅 
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地域に根ざした公園（多摩川沿い地域） 
 

多摩川沿い地域における地域に根ざした公園は、防災やグリーンインフラによる施設整備や、

こどものニーズを取り入れた公園整備を推進するとともに、豊かなみどりを有する多摩川河川敷

と一体となったみどりのネットワークの拡充を進めていきます。 

さらには大田区を代表する西六郷公園（タイヤ公園）などの魅力向上や、公園不足地域の解消

に向けた整備の推進、下丸子駅周辺地区のまちづくりとの連携など、関連計画と連携しパークマ

ネジメントを推進していきます。 

 
図 47 地域に根ざした公園（多摩川沿い地域）の 

パークマネジメント方針図  

「タイヤ公園」の愛称で親
しまれている、数多くのタ
イヤ遊具のある公園。 

西六郷公園 01 

-
02 

■凡例 

＜関連計画に応じたパークマネジメントの方針に関する範囲＞ 

範囲  範囲 

まちづくり構想の対象範囲 □ 景観形成重点地区 

 雨水集積範囲 

 
＜公園分類＞ 

 ●：地域に根ざした公園 

六郷水門に近く、六郷水門
を眺めるパーゴラや広場
がある緑地。 

南六郷緑地 03 

 

桜が多く花見の名所であ
る。また、遊具や水遊びでき
る流れがある公園。 

西六郷三丁目公園 02 

多摩川景観形成
重点地区 

多摩川景観形成
重点地区 

下丸子駅周辺地区 
グランドデザイン 

下丸子駅 

鵜の木駅 

雑色駅 

六郷土手駅 

5-1. 

01 

03 
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●地域に根ざした公園のマネジメント方針 
 

表 28 地域に根ざした公園（多摩川沿い地域）のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

・公園ストック再編の取組として、計画的・効果的に「子育てひろば公園づくり」を推進します。 

・こどものニーズを具現化する取組として、大きな遊具やアスレチックなどを整備します。 

対象公園 子育てひろば（高畑第三児童公園(R8)） 

② 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・「大田区グリーンインフラ事業計画」における雨水集積範囲に位置する公園は、雨水浸透・貯留施設な

どの設置を促進します。 

対象公園 雨水対策（今泉児童公園 ほか）※資料編参照 

③ 

【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「下丸子駅周辺地区グランドデザイン」の方針を踏まえ、公民連携などの様々な手法によるにぎわい創

出や公園のリニューアルに取り組みます。 

④ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・「大田区景観計画」における多摩川景観形成重点地区に位置する公園は、景観形成の目標に基づき水と

緑の景観づくりを推進します。 

⑤ 

【運営】持続可能な公園運営 

・ふれあいパーク活動を通じた区民協働による公園清掃や花壇づくりを継続的に推進します。 

・公園不足地域における公園用地の確保及び新設に努めます。 

対象公園 公園不足地域（下丸子一丁目、三丁目付近など） 

⑥ 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

【管理】公園施設の適正な管理 

・公園施設を地域のシンボルとして位置づけるために、特徴的な花壇や遊具などを整備します。 

・公園の魅力を継続的に維持、活用するために、管理基準などに基づく適切な管理を行います。 

対象公園 西六郷公園（タイヤ公園） 

⑦ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・「おおたの名木選」指定の樹木は、区内のシンボルツリーとしての魅力を保全し、後世に引き継ぎます。 

対象公園 仲六郷三丁目公園（ﾄｳｶｴﾃﾞ） 

※対象公園については、関連計画の改定、公園ごとの詳細設計及び地元調整などにより変更する

場合があります。 
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下丸子公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平面図 

公園区域 

下丸子公園は、かつて多摩川の渡船場であった「史跡 矢口の渡

し」の景観を一部に再現した公園です。公園北側にある丘より流れる

せせらぎは、石組みの池に注ぎ込み、木組みの渡し場や小舟と相まっ

て、当時の風情を感じられる景観となっています。 

園内にある花壇は地域住民の活動によって美しく

彩られており、アジサイなどの植栽を楽しむことがで

きます。また、こども広場では「わんぱくトリデ」と

呼ばれるコンビネーション遊具や健康遊具がありま

す。そのほか、テニスコート、バスケットボール・フ

ットサルに利用できる運動広場や多目的広場があり

ます。 

 

多目的広場 

約 2,500㎡の様々な用途に
利用できる広場。 

04 こども広場 

コンビネーション遊具や
健康遊具が設置された広
場。 

01  

アジサイをはじめとする
色とりどりの花々が植栽
された小径。 

03 

所在地：下丸子 4-21-2 

面積：12,813 ㎡ 

開設年月日：1984 年 3 月 31日 

都市公園の種類：近隣公園 

 

 

5-2. 

運動広場 

フットサルとバスケット
ボールに利用できる運動
広場。 

05 

多摩川の「史跡 矢口の渡
し」の景観を再現したも
の。 

02 

テニスコート 

２面分のテニスコート（有
料）。 

06 

区公園紹介ページ 

 

下丸子駅 
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●下丸子公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 29 下丸子公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・テニスコート、運動広場をはじめとするスポーツ施設の更なる利用環境の充実を図ります。 

③ 
【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「下丸子駅周辺地区グランドデザイン」の方針を踏まえ、下丸子公園の更なる利活用を促進します。 

④ 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

・災害時給水ステーションは、災害時の応急給水が必要とされる際に区民が利用できるよう適切に運営

します。 

⑤ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ふれあいパーク活動を推進し、地域住民との協働による公園の花壇づくり、日常清掃を行っていきま

す。 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑥ 

【管理】公園施設の適正な管理 

・多摩川の旧跡「矢口の渡し」のモニュメントやスポーツ施設、親水施設などをはじめとする下丸子公

園を構成する施設を適切に維持管理していきます。 

⑦ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・ウメやサクラなど、四季を通じて花木が楽しめるように維持管理します。 

・あじさいなどの花壇は見ごろの時期に多くの人がさまざまな品種を鑑賞して楽しめるよう、地域住民

との協働により、適切に管理します。 

下丸子公園は、四季折々の彩りあるみどりに囲まれた環境の中で多摩川の豊かな自然環境と

調和しながら、地域の核となる魅力的な公園づくりを目指します。 

スポーツ施設の充実による健康づくりを推進し、地域の人々との連携による公園運営を推進

することで地域コミュニティを深める交流拠点として機能させていきます。 

また「下丸子駅周辺地区グランドデザイン」と連携し、駅周辺の都市機能と多摩川沿いの自

然環境をつなぐ重要な地域資源として、多様な利活用を促進するパークマネジメントを推進し

ていきます。 
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6  糀谷・羽田地域 

6.1  地域特性  

糀谷・羽田地域は、多摩川をはじめとする河川沿いの散策路や旧呑川緑地をはじめとする緑

地があることで、連続性のある豊かな自然環境が特徴的な地域です。 

この地域には、106 箇所の公園が点在し、萩中公園や東糀谷防災公園などの拠点公園が３箇

所、地域に根差した公園が 103箇所あります。 

連続性のある自然環境の保全に加え、スポーツ機能の充実や健康増進に寄与する公園づくり

を進めます。 

 

6.2  糀谷・羽田地域におけるパークマネジメント方針 

「グリーンプラン」における本地域のみどりのまちづくりの方針を踏まえるとともに、まち

づくりにおける関連計画との整合を図り、パークマネジメントの方針を整理します。 
 

 

 

 
図 48 糀谷・羽田地域のパークマネジメント方針図  

 

「地域の活力を育み、安心・安全で訪れる方をもてなすみどりのまちづくり」 

●萩中公園 

■凡例 
＜空港臨海部グランドビジョン 2040＞ 
〇：レジャー・憩いの核 

 
＜公園分類＞ 

●：拠点公園 ●：地域に根ざした公園 
 

●東糀谷防災公園 

●本羽田公園 

「羽田の防災まちづくりの整備計画」 
優先公園整備エリア 

糀谷駅 

大鳥居駅 
穴森稲荷駅 
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地域に根ざした公園（糀谷・羽田地域） 
 

糀谷・羽田地域は木造住宅密集地域を多く抱えていることから、災害に強いまちの実現に向け

てオープンスペースとなる新たな公園整備や公園を活用した防災性の向上を図ります。また複数

の緑地や散策路などを活用したみどりのネットワークの拡充や、森ケ崎公園や森ケ崎緑華園をは

じめとする各公園の魅力向上に向けた取組の推進、スポーツや健康増進のための施設整備など、

関連計画と連携しパークマネジメントを推進していきます。 

 

図 49 地域に根ざした公園（糀谷・羽田地域）の 

パークマネジメント方針図 

02 

旧吞川緑地 01 

01 

■凡例 

＜関連計画に応じたパークマネジメントの方針に関する範囲＞ 

範囲  範囲 

雨水集積範囲 ■ 歴史的風致の範囲 

□ 景観形成重点地区 
 
＜空港臨海部グランドビジョン 2040＞ 
〇：レジャー・憩いの核 

 
＜公園分類＞ 

●：地域に根ざした公園 
 

森ケ崎公園 

森ケ崎水再生センターの
屋上に整備されたスポー
ツ施設を有する公園。 

03 

多摩川 
景観形成 
重点地区 

吞川景観形成
重点地区 

空港臨海部 
景観形成重点地区 

03 

糀谷駅 

大鳥居駅 

穴森稲荷駅 

「羽田の防災まちづくりの整備計画」 
優先公園整備エリア 

6-1. 

森ケ崎緑華園 

バラ園やハーブ園などエ
リアごとに季節の草花を
楽しめる。 
 

02 
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●地域に根ざした公園のマネジメント方針 
 

表 30 地域に根ざした公園（糀谷・羽田地域）のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

・公園ストック再編の取組として、計画的・効果的に「子育てひろば公園づくり」を推進します。 

・こどものニーズを具現化する取組として、大きな遊具やアスレチックなどを整備します。 

・公園利用に関するルールなどを近隣の小中学校と一緒に考え、新たな視点を加えた運営を行います。 

対象公園 東糀谷四丁目児童公園(R8) 

② 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・「大田区グリーンインフラ事業計画」における雨水集積範囲に位置する公園は、雨水浸透・貯留施設の

設置を促進します。 

・「羽田の防災まちづくりの整備計画」における優先公園整備エリアでは、災害に強いまちづくりに向け

て、既存公園の拡張や用地確保により公園整備を図ります。 

対象公園 旧呑川緑地(雨水) ほか ※資料編参照  

③ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・「大田区景観計画」における呑川景観形成重点地区及び多摩川景観形成重点地区に位置する公園は、景

観形成の目標に基づき水と緑の景観づくりを推進します。 

④ 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

・公園ストック再編として、利用者ニーズを的確に捉え「いきいき健康公園づくり」に取り組みます。 

・公園のコンセプトを踏まえ、テニスコートやサッカー場などのスポーツ空間の充実を目指します。 

対象公園 東糀谷地区(R7)（東糀谷防災公園、北前堀緑地 ほか ※資料編参照）、森ケ崎公園 

⑤ 

【運営】持続可能な公園運営 

・ふれあいパーク活動を通じた区民協働による公園清掃や花壇づくりを継続的に推進します。 

・公園不足地域における公園用地の確保及び新設に努めます。 

対象公園 公園不足地域（羽田旭町付近など） 

⑥ 

【整備】大田区らしさあふれる公園整備 

・公園施設を地域のシンボルとして位置づけるために、特徴的な花壇を整備します。  

対象公園 森ケ崎緑華園(ﾊﾞﾗ園、ﾊｰﾌﾞ園) 

※対象公園については、関連計画の改定、公園ごとの詳細設計及び地元調整などにより変更する

場合があります。 
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萩中公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

交通公園 

楽しく交通ルールを学べ
る、信号機や横断歩道のあ
るエリア。 

05 

ガラクタ公園 

蒸気機関車、トラック、ボ
ートなどの遊具が設置さ
れた公園。 

04 

水泳場 

流れるプールや幼児プー
ル、ウォータースライダ
ーのあるプール。 
 

02 芝生広場・流れる川 

木々に囲まれた芝生広場
と水遊びのできる流れる
川。 

03 

04 

02 

野球場・少年野球場 

ふたつの野球場が整備さ
れている。一般用野球場に
はナイター設備有。 

01 

平面図 

公園区域 

萩中公園は、水泳場、野球場及び交通公園などがあり、多くの利用

者が訪れる人気の公園です。交通公園は、道路を模した信号機付きの

コースでこどもたちが正しい交通マナーや安全意識を育む重要な役割

を担っています。また、通称「ガラクタ公園」は、かつて活躍した蒸

気機関車、都電及び消防車などの乗り物が展示され、 

時代を超えて乗り物文化に触れることができる貴 

重な空間となっています。 

こどもたちの冒険と学びの場として愛され続

け、開園から50年以上にわたり地域の記憶を紡ぎ

ながら、次代を担うこどもたちの笑顔と共に大田

区の貴重な文化的景観を形成しています。 

 

 

所在地：萩中 3-25-26、 

萩中 3-26-46 

面積：64,115 ㎡ 

開設年月日：1963 年 6 月 15日 

都市公園の種類：運動公園 

6-2. 

区公園紹介ページ 

 

大鳥居駅 
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●萩中公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 31 萩中公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

・子育ち・子育てを支える施設の整備や仕組みづくりを推進します。 

・交通公園は、こどもたちが安全に楽しく交通ルールを学べるよう運営していきます。 

② 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・水泳場や野球場などをはじめとするスポーツ施設の更なる利用環境の充実を図ります。 

・健康遊具の広場の整備とそれらを活用した取り組みにより、区民の健康づくりを推進します。 

③ 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

・災害時の避難場所として安全に避難できるよう防災機能の向上を図ります。 

・災害時給水ステーションは、災害時の応急給水が必要とされる際に適切に区民が利用できるよう運営

します。 

④ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑤ 
【運営】景観を活かした公園づくり 

・景観重要公共施設として指定されている「大田区景観計画」に基づき、豊かな自然景観に配慮した公

園整備に努めます。 

⑥ 

【管理】公園施設の適正な管理 

・ガラクタ公園内の乗り物や遊具を安全に遊べるように適切に点検するとともに、必要に応じた改修・

更新を行います。 

・流れる川などの親水施設は落ち葉や危険物の除去を日常的に行うとともに循環ろ過装置の定期的な点

検を実施し、安全な利用環境に努めます。 

⑦ 
【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・「おおたの名木選」に指定されているクスノキとヒマラヤスギは、区内のシンボルツリーとしての魅力

を保全し、後世に引き継ぎます。 

萩中公園は、京急線大鳥居駅近くに位置し、スポーツ、レクリエーション、憩いなど多くの

機能を有する大規模な公園です。 

本公園では広々とした芝生の広場や親水施設などにより、区民の憩いの場となる空間を提供

するとともに、スポーツ施設や健康遊具により区民の健康増進を促します。また乗り物や大き

な魅力的な遊具、交通公園などにより、こどもたちが伸び伸びと楽しめる公園としていきます。 

本公園では、この様々な特性を活かして幅広い世代に対し、多様な利用目的に応えるパーク

マネジメントを推進していきます。 
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東糀谷防災公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

防災広場 

平時は地域イベントや防
災訓練、災害時は緊急車両
の基地として利用される。 

01 

災害用トイレ 

井戸水を利用したマンホ
ール式災害トイレを 10 基
×3 箇所の計 30 基を整備。 

06 

01 

平面図 

公園区域 

東糀谷防災公園は、糀谷地域の防災機能を高めるために整備された

区内初の防災公園です。災害時、近隣の小中学校などの避難所が不足

する場合の補完避難所として位置付けられています。 

防災資機材が格納された管理棟や避難テントを

張れる多目的広場、災害時に必要な災害トイレや

かまど型ベンチなどがあります。平時にはイベン

トが開催できる広場や、花木の美しい周回園路、

地域の小学校、保育園が活用している体験農園、

地域の自然環境保全に寄与するビオトープなどが

整備されています。 

住所：東糀谷 4-5-1 

面積：27,945 ㎡ 

開設年月日：2010 年 4 月 1 日 

都市公園の種類：近隣公園 

 

管理棟 02 多目的広場 03 

コミュニティ農園 

地域のこどもたちが農作
物体験のできる農園。 

05 

ビオトープ 04 

6-3. 

区公園紹介ページ 

 

大鳥居駅 
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●東糀谷防災公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 32 東糀谷防災公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

・農園を活用し、農業体験などのこどもたちの多様な学びにつながる取組を推進していきます。 

② 

【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

【管理】公園施設の適正な管理 

・地域の防災拠点として、災害時に防災設備を適切に運用するための運営体制の構築や、防災機能の拡

充を進めます。 

・災害用トイレやかまどベンチ、避難テントなど、災害時に適切に運用できるよう、定期的な点検確認

を行います。 

③ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

【整備】グリーンインフラによる公園整備 

・「大田区景観計画」における景観重要公共施設として、良好な景観の維持・保全に努めます。 

・ビオトープ池は、多様な生き物が生息する環境として保全していくとともに、区民が生き物と親しめ

る空間としていきます。 

④ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑤ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・公園の大部分を占める芝生は、園全体が憩いの場・遊びの場として利用しやすいよう管理します。 

・園路に沿って植えられている様々な花木は、四季を通して楽しめるよう適切な植栽管理を行います。 

 

  

東糀谷防災公園は、地域の防災拠点として、多くの備わっている防災のための施設や設備を

災害時に適切に運用するための運営体制の構築や防災機能の拡充を進め、地域の防災力をさら

に高めていきます。 

またコミュニティ農園を活用した近隣小学生向けの体験農園を通しての環境教育や食育な

ど、多様な学び体験のできる環境を創出していきます。 

今後も引き続き、安心安全の拠り所としての備えをしながら、地域の拠点となる公園として

様々な利活用を図っていきます。 
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本羽田公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本羽田公園は、多摩川沿いにある区道を挟んで２か所に分かれた公

園で、５面分のテニスコートや多目的広場などが整備されています。 

公園の大部分を占めるテニスコートは、全天候型の砂入り人工芝で

整備されているほか、更衣室やトイレ、駐車場（有料）が完備されて 

いるため利用しやすい施設となっています。メイ

ンとなる三角形状の園内には、サクラやウメなど

の花木が多く植栽され、サクラの名所として区民

に親しまれています。 

多摩川沿いの園地には、展望台からは多摩川の

川面を眺められ、天気の良い日には富士山を望む

ことができます。

 

 東糀谷防災公園は、区内初の防災公園であり、糀谷地域の防災機能

を高めるため、また近隣の小中学校の指定避難場所が不足した場合の

「補完避難場所」としての機能を期待し整備されました。 

防災資機材が格納された管理棟や避難テントを

張れる多目的広場、災害時に必要な災害トイレやか

まど型ベンチ等があります。平時には、イベントが

開催できる広場や花木の美しい周回園路、地域の小

学校、保育園が活用している体験農園、地域の自然

環境保全に寄与するビオトープ等も整備されてい

ます。 

03 

展望台 

多摩川河川敷沿いに設け
られた景色を一望できる
展望台。 

03 

平面図 

公園区域 

所在地：本羽田 3-23-10、3-29-4 

面積：12,367 ㎡ 

開設年月日：1968 年 3 月 18日 

都市公園の種類：近隣公園 

 

 
テニスコート 

５面のテニスコートを整
備。 

01 

01 

6-4. 

多目的広場 

園内中央に位置する多目
的利用ができる広場。 

02 桜並木 

道路沿いに植栽されたソ
メイヨシノの桜並木。 

04 

区公園紹介ページ 

 

大鳥居駅 
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●本羽田公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

表 33 本羽田公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・テニスコートなどのスポーツ施設の利用環境の充実を図ります。 

③ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

④ 

【管理】公園施設の適正な管理 

・テニスコートやトイレなどをはじめとする公園施設については、老朽化の度合いに応じて適切に更新・

改修していきます。 

⑤ 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・桜並木は樹木更新を適正に行い、区民に親しまれているサクラの名所として引き続き楽しめるよう管

理します。 

・「おおたの名木選」に指定されているサクラは、区内のシンボルツリーとしての魅力を保全し、後世に

引き継ぎます。 

 

 

 

  

本羽田公園はサクラの名所として区民に親しまれていることから、桜の健全な生育に向け

た維持管理を行います。またテニスコートや多目的広場などスポーツ施設としてのサービス

を拡充し、利便性を高めていきます。 

花の名所、スポーツ施設、良好な景観を適切にパークマネジメントし、地域に愛されるパ

ークマネジメントを推進していきます。 
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7  空港臨海部地域 

7.1  地域特性  

空港臨海部地域は、羽田空港のある臨海部に位置し、７地域で最もみどりが多い地域です。 

 この地域には、７箇所の公園が点在し、平和島公園、昭和島二丁目公園の２箇所の拠点公園

と、地域に根差した公園が５箇所あります。また、城南島海浜公園や京浜島つばさ公園をはじ

めとした都立公園が１０箇所あります。 

 都立公園と区立公園におけるみどりのネットワークを維持、保全し、公園機能に加え、スポ

ーツやレクリエーションの充実を図る公園づくりを進めます。 

 

7.2  空港臨海部地域におけるパークマネジメント方針 

「グリーンプラン」における本地域のみどりのまちづくりの方針を踏まえるとともに、まち

づくりにおける関連計画との整合を図り、パークマネジメントの方針を整理します。 

 

 
図 50 空港臨海部地域のパークマネジメント方針図 

 

 

 

「海辺の水と緑に包まれた、世界につながるみどりのまち」 

●平和島公園 
 

■凡例 

＜空港臨海部グランドビジョン 2040＞ 
〇：自然の核  〇：レジャー・憩いの核 

 
＜公園分類＞ 

●：拠点公園 ●：地域に根ざした公園 ●：都立公園 

羽田空港 

●昭和島二丁目公園 
 

平和島駅周辺地区 
グランドデザイン 

羽田空港跡地第１ゾーン 
都市計画公園（整備予定） 
  

流通センター駅 

昭和島駅 

天空橋駅 
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地域に根ざした公園（空港臨海部地域） 
 

空港臨海部地域における地域に根ざした公園では、臨海部における豊かな自然環境に加え、ス

ポーツ・レジャーを楽しめる賑わいや憩いの場の多い地域特性を活かします。公園や親水施設の

ネットワーク化や海上公園の整備・拡充の推進、「空港臨海部グランドビジョン 2040」などの関連

計画との連携により、パークマネジメントを推進していきます。 

 

図 51 地域に根ざした公園（空港臨海部地域）の 

パークマネジメント方針図 

■凡例 

＜関連計画に応じたパークマネジメントの方針に関する範囲＞ 

範囲  範囲 

グランドデザインの対象範囲 □ 景観形成重点地区 

 
＜空港臨海部グランドビジョン 2040＞ 
〇：自然の核  〇：レジャー・憩いの核 

 
＜公園分類＞ 

●：地域に根ざした公園 
 

昭和島運動場 01 

野球場や芝生広場のある
運動場。 

01 

羽田空港 

01 

ソラムナード羽田
緑地 

羽田空港跡に整備した全
長約 2.0km の緑地。 

03 

03 

多摩川景観形成
重点地区 

空港臨海部 
景観形成重点地区 平和島駅周辺地区 

グランドデザイン 

流通センター駅 

昭和島駅 

天空橋駅 

02 

大井ふ頭中央海浜公園 

東京湾野鳥公園 東海緑道公園 

城南島ふ頭公園 

京浜島ふ頭公園 

城南島海浜公園 

京浜島緑道公園 

京浜島つばさ公園 

東海ふ頭公園 

城南島緑道公園 

7-1. 

おおたキャナルサ
イドウォーク公園 

京浜運河沿いの水と緑の
散策路。 

02 
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●地域に根ざした公園のマネジメント方針 
 

表 34 地域に根ざした公園（空港臨海部地域）のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

【整備】こどもの笑顔を育む公園整備 

・こどものニーズを具現化する取組として、大きな遊具やアスレチックなどを整備します。 

② 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・「大田区景観計画」における空港臨海部景観形成重点地区に位置する公園は、景観形成の目標に基づき

臨海部の魅力を高め、風格のある景観づくりを推進します。 

③ 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

・公園のコンセプトを踏まえ、テニスコートやサッカー場などのスポーツ空間の充実を目指します。 

対象公園 昭和島運動場、京浜島防災広場 

④ 

【運営】持続可能な公園運営 

・東京都の所管する海上公園と区立公園のネットワークを構築し、自然環境やレクリエーション、防災

などの公園機能における公園間の連携を推進します。 

・海上公園の区への移管については、今後の地域ニーズや管理面での課題解決など、必要に応じた検討

を図ります。 

⑤ 

【整備】大田区らしさあふれる公園整備 

【管理】公園施設の適正な管理 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・公園施設を地域のシンボルとして位置づけるために、特徴的な花壇や遊具などを整備します。 

・緑地や海などの自然に関連する多様な体験ができる場として、公園にレジャー環境を整備する

ことでにぎわいの創出を図り、さらなる魅力向上に繋げます。 

・公園の魅力を継続的に維持、活用するために、管理基準などに基づく適切な管理を行います。 

対象公園 ソラムナード羽田緑地(ｽｶｼﾕﾘ)、おおたキャナルサイドウォーク公園(海辺) 

※対象公園については、関連計画の改定、公園ごとの詳細設計及び地元調整などにより変更する

場合があります。 
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平和島公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 バスケットボール
コート 

3on3 などが楽しめるバス
ケットボール専用コート。 

01 大田区青少年交流セン
ター「ゆいっつ」 

スポーツ、地域交流などの
活動拠点として利用でき
る。 

平面図 

公園区域 

昭和45年に開園した平和島公園は、カリヨンの調べが流れる水景広

場や、野球場、バスケットボールコート、水泳場、キャンプ場、遊具

コーナーがあり、様々な利用を楽しめる公園です。 

公園内の大田区青少年交流センター「ゆいっつ」

では、宿泊研修や団体生活、地域交流などが行えま

す。 

公園内にはウメやサクラなどが生育しており、初

春から初夏にかけて美しい花が楽しめるとともに、

秋には葉が黄色く色づいたイチョウを楽しむことが

できます。 

03 

02 

04 

05 

06 

01 

所在地：平和島 4-2-2 

面積：74,492 ㎡ 

開設年月日：1970 年 6 月 1 日 

都市公園の種類：運動公園 

 

7-2. 

03 水景広場 

ケヤキ並木の正門園路の
先にあるカリヨンと噴水
のある広場。 

野球場 

ナイター設備が備わって
おり、野球やソフトボール
が利用できる。 

05 水泳場 

一年を通して利用できる
プール。 

区公園紹介ページ 

 

06 キャンプ場 

02 

  

平和島駅 



 

― 127 ― 

 

●平和島公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

表 35 平和島公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・水泳場や野球場などをはじめとするスポーツの拠点となる公園として、多様なスポーツ環境の充実を

図ります。 

③ 

【運営】駅周辺公園における利活用の促進 

・「平和島駅周辺地区グランドデザイン」の方針を踏まえ、公民連携手法について導入を検討し、イベン

トなどによるにぎわい創出や施設のリニューアルに取り組みます。 

④ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

⑤ 
【運営】防災・減災に寄与する公園づくり 

・災害時の避難場所として安全に避難できるよう防災機能の向上を図ります。 

⑥ 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・景観重要公共施設として指定されている「大田区景観計画」に基づき、埋立地ならではの平坦で広々

とした特徴を活かした景観づくりに努めます。 

⑦ 

【管理】公園施設の適正な管理 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・平和島公園水泳場については、利用者ニーズに応じた施設の改修または更新を図ります。 

・キャンプ場は、利用者が安全・快適に利用できるよう植栽管理・施設管理を行います。 

 

  

平和島公園は、水泳場、野球場、キャンプ場などの多様な施設を備えた運動公園です。これ

らの施設を活用し、区民にスポーツ環境とレクリエーションの場を提供することで、区民の心

身の健康増進に貢献していきます。また、イベント開催や公民連携を積極的に推進し、区民の

交流の場を創出するとともに、地域全体の賑わいと活力を高めていきます。 

本公園では、この様々な特性を活かして幅広い世代に対し、多様な利用目的に応えるパーク

マネジメントを推進していきます。 
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昭和島二丁目公園 

 

●公園の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和島二丁目公園は、昭和島の京浜運河沿いに位置し、空港臨海部

地域の緑の保全を推進するともに、臨海部の特色を生かしてスポーツ

などのレクリエーションの場を提供することを目的として整備されま

した。 

フットサルコート３面兼少年サッカー場１面の

広さを有する人工芝の多目的広場や高速道路の高

架下空間を活用したテニスコート、壁打ち・壁あて

広場、テニス壁打ち練習場が整備されています。高

架下に整備されたコートは、雨天や日差しの強い日

でも快適に利用することができます。 

 

02 壁打ち壁あて広場 

球技の壁打ち・壁あてがで
きる広場。 

04  

テニスの壁打ちができる
練習場。 

01 多目的広場 

フットサルコート３面兼
少年サッカー場１面分の
人工芝を整備。 

平面図 

公園区域 

01 

所在地：昭和島 2-3-1 

面積：24,634 ㎡ 

開設年月日：2018 年 4 月 1 日 

都市公園の種類：近隣公園 

 

03 

02 

04 

7-3. 

03 テニスコート 

高速道路の高架下にある
２面のテニスコート。 

区公園紹介ページ 

 

昭和島駅 



 

― 129 ― 

 

●昭和島二丁目公園のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

表 36 昭和島二丁目公園のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛される魅力あふれる公園づくりをめざします。 

② 

【運営】区民の健康を支える公園づくり 

【整備】健康増進に寄与する公園整備 

・多目的広場やテニスコートをはじめとするスポーツ施設の利用環境の充実を図ります。 

③ 

【運営】持続可能な公園運営 

【整備】利便性の高い公園整備 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に基づき、誰もが安全・快適に利用できる運営及び整備

を行います。 

④ 

【管理】公園施設の適正な管理 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・多目的広場やテニスコートといったスポーツ施設については、快適に利用できるよう日々点検を行い、

必要に応じた改修を行います。 

・利用者が安全・快適に利用できるよう植栽管理・施設管理を行います。 

 

 

 

  

昭和島二丁目公園は、空港臨海部地域における重要なスポーツ拠点としたパークマネジメ

ントを実施します。フットサルコートやサッカー場、テニスコートなど多様なスポーツ施設

の機能を拡充するとともに、利用者の安全に配慮した公園運営を行い、臨海部におけるスポ

ーツ拠点の核となる公園として利便性を高めていきます。 
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多摩川河川敷緑地 
 

●緑地の特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 52 多摩川河川敷緑地位置図 
  

表 37 多摩川河川敷緑地の面積、主な施設、開設年月日 

No 名称 面積 主な施設 開設年月日 

① 多摩川田園調布緑地 78,797 ㎡ 野球場、庭球場、ｻｯｶｰ場 1978 年 12 月 1 日 

② 多摩川丸子橋緑地 18,148 ㎡ 少年野球場、公園、丸子の渡し跡記念碑 1967 年 10 月 20 日 

③ 多摩川田園調布南・鵜の木緑地 22,911 ㎡ 球技場、多目的小球技場 2006 年 1 月 1 日 

④ 多摩川ガス橋緑地 123，543 ㎡ 野球場、庭球場、球技場 1962 年 12 月 4 日 

⑤ 多摩川大橋緑地 22,350 ㎡ 公園、矢口の渡し跡案内碑 1968 年 6 月 1 日 

⑥ 多摩川緑地 361,113 ㎡ 野球場、ｻｯｶｰ場、陸上競技用ﾄﾗｯｸ 1964 年 12 月 15 日 

⑦ 多摩川六郷橋緑地 128,634 ㎡ 野球場、庭球場、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 1959 年 7 月 18 日 

⑧ 多摩川大師橋緑地 48,362 ㎡ 野球場、多目的広場、陸上競技用ﾄﾗｯｸ 1969 年 6 月 10 日 

②多摩川丸子橋緑地 

④多摩川ガス橋緑地 
 

⑤多摩川大橋緑地 
 

①多摩川田園調布緑地 

⑥多摩川緑地 
 

⑧多摩川大師橋緑地 
 

⑦多摩川六郷橋緑地 
 

③多摩川田園調布南・鵜の木緑地 
 

８つの緑地から構成される多摩川河川敷緑地は、多摩川沿いの４つの地域（台地部地域、蒲

田地域、多摩川沿い地域、糀谷・羽田地域）に跨っており、広大な多摩川河川敷の土地空間を

活かして野球場やサッカー場、テニスコート、競技用トラック、多目的広場などが整備された

スポーツに特化した緑地です。 

老若男女幅広い世代のニーズに応えたスポーツ広場や遊び場などのレクリエーション施設が

整備されており、連日多くの人々で賑わっています。トイレやベンチ、水飲み場が各所に配備

されており、快適にスポーツや散歩が行える環境が整っています。 

その他/ 

  
凡例 

：多摩川景観形成重点地区 
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●多摩川河川敷緑地のマネジメント方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

表 38 多摩川河川敷緑地のマネジメント方針 

パークマネジメントの推進に向けた取組 

① 

【運営】こどもの視点で創る公園づくり 

・公園における取組や再整備などにおいて、こどもの意見を取り入れた公園運営を行うことで、世代を

超えて愛されるとともに、魅力ある公園づくりを目指します。 

② 

【運営】景観を活かした公園づくり 

・多摩川河川敷緑地一帯は景観計画における多摩川景観形成重点地区に指定されていることから、開放

的な空間と緑豊かな環境を活かした、親水性のある水とみどりの景観づくりを推進します。 

③ 
【運営】区民の健康を支える公園づくり 

・多摩川沿いのコンセプトを踏まえ、野球やテニスなどのスポーツが楽しめる空間を創出します。 

④ 

【管理】公園施設の適正な管理 

【管理】植栽・緑地の適正な管理 

・多摩川沿いの親水空間の持つ魅力を継続的に維持、活用するために、管理基準などに基づく適

切な管理を行います。 

・関係部署との連携により、多摩川沿いの豊かな自然環境を保全し、効果的に活用していきます。 

  

  
多摩川大橋緑地 多摩川六郷橋緑地 

 

 

 

 

多摩川河川敷緑地は広大な敷地を活かし、スポーツ・レクリエーション機能の向上と更なる

利活用の推進を目指します。 

野球場など多様なスポーツ施設の整備や多目的な利用が可能な広場を充実させ、河川景観と

の調和を重視した良好な景観形成・保全に努めます。 

加えて運動施設やトイレなどの計画的な改修・更新を行い、子どもから高齢者まで多世代が

安心して快適に利用できる魅力的な河川敷空間を目指します。 
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第 ５ 章 

計画の推進に向けて 
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1  計画の推進に向けて 

1.1  進行管理 

本計画は、公園の運営、整備及び管理に関する方向性を示すとともに、地域特性やまちづくり

における関連計画と整合性のある取組推進に向けて、PDCAサイクルによる計画の機能的で効果的

な促進を図ります。 

「グリーンプラン」を踏まえ、区民、事業者及び区の役割を活かした協働体制により公園づく

りを推進し、「豊かなくらしと彩りあるまち みんなで育む愛され公園」の実現に向けた歩みを一

歩ずつ前進させます。 

 

図 53 PDCAサイクルのイメージ 
 

表 39 本プランの進行管理 

ステップ 主体 主な実施内容 

Plan 

（計画）  
⚫ 本計画の策定・推進 

Do 

（実行） 

 ⚫ 公園の運営・整備・管理への参画 

⚫ 地域コミュニティの形成 

 

⚫ 計画目標の実現に向けた取組推進 

⚫ 地域特性を活かしたパークマネジメントの促進 

 
⚫ 公民連携による憩いやにぎわいの創出 

Check 

（評価） 

 

⚫ 公園の取組と本計画の方向性との整合性の確保 

⚫ 関連計画や各種公園の取組における実施計画を踏ま

えた進捗に関する評価・意見交換 

Action 

（改善） 

⚫ 専門的な知見による取組改善や個別計画の検討 

⚫ ５年毎の計画の改定または見直しの検討・実施 

区 

区 

事業者 

大田区パークマネ

ジメントマスター

プラン推進委員会 

豊かなくらしと彩りあるまち みんなで育む愛され公園 

協
働
体
制
に
よ
る
横
断
し
た
連
携 

区民 
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1.2  計画の推進体制 

計画の推進に向けた体制として、「大田区パークマネジメントマスタープラン推進委員会」を設

置し、計画的・効果的な推進を図ります。 

 

表 40 大田区パークマネジメントマスタープラン推進委員会の体制 

大田区パークマネジメントマスタープラン推進委員会 

構成員 

⚫ 学識経験者 

⚫ 公園課 

⚫ 地域基盤整備第一課 

⚫ 地域基盤整備第二課 

⚫ 地域基盤整備第三課 ほか 

所管事項 

⚫ グリーンプランをはじめとした関連計画や各種公園の取組における実施計

画を踏まえ、本計画の方向性の整合を図り、取組の進捗を評価・改善する

こと。 

 

1.3  各公園の特性を活かすマネジメントと財源の確保 

社会情勢の変化に加え区民ニーズの多様化により、公園の取組を計画的に実施するために必要

な財源は、ますます厳しい状況です。本計画を計画的・効果的に推進するためには、各公園の特

性を活かすマネジメントが求められるとともに、さまざまな制度活用による積極的な財源確保を

図ります。 

 

(1)  各公園の特性を活かすマネジメント 

⚫ 公園の景観、歴史文化及び新たな魅力の創出などについて、まちづくりの方向性を踏まえつ

つ、地域の動向に応じて、個別の公園計画を策定します。 

⚫ 地域特性を活かしたパークマネジメントは、まちづくり関連計画の改定時期を捉え、継続的

に更新することで、まちを構成する公園の整備を促進します。 

 

(2)  財源の確保 

⚫ 公園の取組を計画的に推進するため、社会資本整備総合交付金や都市計画交付金などの補助

制度を積極的に活用します。 

⚫ グリーンインフラ活用型都市構築支援事業など、公園の取組を対象とする制度活用により、

緑地の拡充、雨水貯留・浸透機能の向上及び生物生息空間の保全・創出などを推進します。 
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2  新たな制度や技術の活用 

公園を取り巻く環境は日々変化しており、近年では公園を柔軟に使うための新たな制度の開設

や、さまざまな自治体による公園へのデジタル技術の導入が進められています。本計画の着実な

推進に向けてこれらを積極的に導入していくことで、さらなる取組推進を図ります。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Park-PFI(公募設置管理制度) 

Park-PFI は、平成 29 年（2017 年）の都市公園法改正により創設された制度です。都市

公園にて、民間企業がカフェ、スポーツ施設及び商業施設などの収益施設を整備・運営し、

その収益を公園の整備や維持管理に充てます。これにより、区民ニーズを的確に捉えた魅

力向上を目指す公民連携手法のひとつとなります。 

Park-PFIの活用は、公園を人が集い、学び、楽しむ場としての機能を一層充実し、まち

の自然と暮らしを循環させ、持続可能な運営の実現が期待されます。 

 

出典：都市公園の質の向上に向けた Park-PFI活用ガイドライン 

（国土交通省 都市局 公園緑地・景観課） 

 
区民と連携して公園の問題点を解決!! 

区民と行政の連携体制による取組は、公園の満足度を高めるとともに、区民の愛着を醸成

することが期待されます。 

自治体の事例として、練馬区では、スマート

フォンの専用アプリを使って、公園遊具や道

路の破損、街路灯の不点灯など、まちの不具合

を撮影し、写真付きで手軽に区に投稿できる

取組を実施しています。投稿を受けた区は、で

きるだけ早く対応し、不具合を解決します。 

「ねりまちレポーター」は、ICTを活用して区

民と行政、区民同士がつながる、新しい情報受

発信の仕組みのひとつです。 

 

出典：練馬区 



 

  

資料編 
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1  策定関係者 

1.1  庁内検討委員会 

本計画の策定にあたり、公園に関連する部署で構成される「大田区パークマネジメントマスタ

ープラン庁内検討委員会」を設置し、計画策定に向けて検討を行いました。 
 

表 41 大田区パークマネジメントマスタープラン庁内検討委員会の構成 

所属等 

委員長 都市基盤整備部 部長 

委員 企画経営部 企画課長 

委員 総務部 防災計画担当課長 

委員 
地域未来創造部 

地域力推進課長 

委員 スポーツ推進課長 

委員 
福祉部 

元気高齢者担当課長 

委員 障害福祉課長 

委員 健康政策部 健康づくり課長 

委員 こども未来部 子育ち支援課長 

委員 
まちづくり推進部 

都市計画課長 

委員 副参事（空港跡地調整担当） 

委員 鉄道・都市づくり部 鉄道・都市づくり課長 

委員 

都市基盤整備部 

都市基盤管理課長 

委員 地域基盤整備第一課長 

委員 地域基盤整備第二課長 

委員 地域基盤整備第三課長 

委員 資源環境部 みどり・環境保全担当課長 

委員 教育総務部 教育施設担当課長 

事務局 都市基盤整備部 公園課 

 

1.2  学識経験者ヒアリング 

本計画の策定にあたり学識経験者にヒアリングを実施し、計画内容の助言・提言をいただきま

した。 

表 42 策定に携わった学識経験者 

氏名 所属等 

島田 正文 
一般社団法人 日本公園緑地協会副会長 

元 日本大学生物資源科学部教授 

金子 忠一 元 東京農業大学地域環境科学部教授 

柳井 重人 千葉大学大学院園芸学研究院 教授 
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2  各公園における各種計画との関係 

① 台地部地域 

表 43 各公園における各種計画との関係（台地部地域） 

No 公園名（台地部地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 

風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

1 かにくぼ公園 2,518.96     ●     

2 くさっぱら公園 1,299.60     ●     

3 つきやま公園 1,206.16     ●     

4 ふくし公園 1,317.90          

5 鵜の木松山公園 9,029.65    ● ●     

6 久が原公園 1,816.42          

7 小池公園 11,235.11    ●      

8 上池台三丁目公園 2,263.15     ●     

9 上池台四丁目公園 813.37     ●     

10 上池台射水坂公園 1,408.02          

11 水神公園 1,121.42     ●     

12 西嶺高砂公園 1,996.54     ●     

13 石川公園 1,090.90   ●  ●     

14 石川町上の台公園 1,977.33          

15 千鳥いこい公園 6,200.43     ●     

16 
洗足池公園 

※拠点公園 
78,808.77  ●  ●  ●    

17 
多摩川台公園 

※拠点公園 
68,052.25   ● ●      

18 
田園調布せせらぎ公園 

※拠点公園 
43,459.81    ●      

19 田園調布一丁目東公園 1,239.96     ●     

20 田園調布南公園 2,085.79         ● 

21 東原くすのき公園 1,520.89          

22 東雪谷二丁目公園 822.95          

23 東中公園 2,101.86          

24 
東調布公園 

※拠点公園 
25,229.12    ● ●     

25 東嶺公園 1,243.47      ●    

26 
宝来公園 

※拠点公園 
12,408.99   ●  ●     

27 あおぞら児童公園 331.74         ● 

28 あすなろ児童公園 358.73      ●    

29 コアラ児童公園 351.18          

30 ことり児童公園 548.94      ●    

31 こばと児童公園 363.98     ● ●    
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No 公園名（台地部地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
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グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
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イ
ン
フ
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事
業
計
画
（
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災
・
減
災
） 

大
田
区
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史
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風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
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０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

32 サンキュー児童公園 115.00          

33 しばざくらきんたろう児童公園 588.27   ●  ●     

34 しんせい児童公園 279.41     ●   ●  

35 スクランブルパーク児童公園 535.22          

36 すずむし児童公園 328.07     ●     

37 すみれ児童公園 242.44          

38 せみやま児童公園 437.88     ●     

39 たんぽぽ児童公園 277.69   ●       

40 ちどりみなみ児童公園 552.29     ●     

41 ねむの木児童公園 371.59     ●     

42 はなみずき児童公園 452.96          

43 ピノキオ児童公園 707.39   ●       

44 ふうの木児童公園 500.15     ●     

45 みゆき児童公園 833.44          

46 稲荷坂児童公園 721.32          

47 鵜の木三丁目児童公園 440.85         ● 

48 鵜の木三丁目児童公園 783.71     ●    ● 

49 鵜の木二丁目児童公園 790.32     ●    ● 

50 華園児童公園 209.26   ●       

51 開光坂児童公園 217.81     ●     

52 久が原さくら児童公園 519.44          

53 久が原なかよし児童公園 835.49          

54 久が原久根児童公園 457.79   ●      ● 

55 久が原光児童公園 528.95          

56 久が原四丁目児童公園 310.50          

57 久が原清水坂児童公園 561.58          

58 久が原東児童公園 337.24          

59 久が原南児童公園 138.00          

60 久が原南台児童公園 731.25          

61 久が原二丁目児童公園 318.36          

62 久が里児童公園 410.90          

63 桑の木児童公園 330.00          

64 御嶽児童公園 236.89      ●    

65 根方児童公園 412.27     ●     

66 三本松児童公園 477.73     ●     

67 市ヶ谷方児童公園 440.87          

68 若竹児童公園 452.84     ●     

69 出世稲荷児童公園 280.18     ●     

70 女堀緑地児童公園 260.52     ●     

71 小池けやき児童公園 549.92          

72 松仙児童公園 665.29          

73 松仙さくら児童公園 291.17          

74 上呑川児童公園 231.76   ●       
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No 公園名（台地部地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
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辺
地
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成
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点
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区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

75 吹上緑地児童公園 205.57          

76 清水窪児童公園 233.12          

77 西の橋児童公園 594.68          

78 西嶺児童公園 560.33     ●     

79 石川台児童公園 133.97     ●     

80 石川町二丁目児童公園 981.03      ●    

81 石川町二丁目第三児童公園 363.57   ●  ●     

82 石川町二丁目第二児童公園 632.20   ●       

83 雪谷大塚中央児童公園 274.10          

84 千束西児童公園 512.34      ●    

85 千鳥第二児童公園 382.48     ●     

86 千鳥平成児童公園 217.50     ●     

87 洗足流れ東雪児童公園 231.94     ●     

88 多摩堤児童公園 269.11     ●     

89 大久保坂児童公園 173.00     ●     

90 池上三丁目児童公園 440.91      ●    

91 池上平和児童公園 375.55   ●   ●    

92 仲池児童公園 971.99   ●      ● 

93 仲池ふれあい児童公園 615.04          

94 仲池上二丁目児童公園 549.09          

95 仲池上二丁目第二児童公園 592.52          

96 仲池富士見児童公園 518.93          

97 田コロ児童公園 183.00          

98 田園調布すずめ児童公園 468.83          

99 田園調布南児童公園 406.84   ●       

100 田園調布本町児童公園 413.91     ●     

101 東久児童公園 477.60     ●     

102 東雪児童公園 175.00          

103 東雪谷あすなろ児童公園 312.30  ●        

104 東雪谷四丁目児童公園 846.82          

105 東嶺相生児童公園 275.67          

106 東嶺町児童公園 771.23          

107 東嶺町フラワー児童公園 244.64          

108 道々橋のぞみ児童公園 594.66   ●       

109 道々橋まほろば児童公園 143.63          

110 道々橋第二児童公園 330.74          

111 南久が原児童公園 828.19     ●     

112 南久が原さつき児童公園 281.42     ●     

113 南久が原二丁目児童公園 778.48     ●     

114 南雪谷四丁目児童公園 275.27          

115 南千束東児童公園 879.43     ● ●    

116 日下山児童公園 1,054.51          

117 入船児童公園 240.74      ●    
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No 公園名（台地部地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 
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内 

景
観
重
要
公
共
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118 美富士橋児童公園 743.94          

119 北千束児童公園 340.50      ●    

120 北千束北児童公園 741.03          

121 北嶺町児童公園 430.25      ●    

122 昴児童公園 503.75          

123 一の橋児童遊園 287.58   ●   ●    

124 久が原西部八幡児童遊園 546.55          

125 雪ヶ谷児童遊園 573.70          

126 千束児童遊園 154.07      ●    

127 池の台児童遊園 184.53      ●    

128 東稲荷児童遊園 103.07     ●     

129 嶺稲荷児童遊園 246.64     ●     

130 
暁星苑緑地 

※その他緑地 
453.19   ●  ●     

131 多摩川丸子橋緑地 18,147.60   ●       

132 多摩川田園調布緑地 78,797.02   ●       

133 多摩川田園調布南・鵜の木緑地 22,911.26   ●       

合計 448,363.96          

 

  



― 143 ― 

 

② 馬込・池上地域 

表 44 各公園における各種計画との関係（馬込・池上地域） 

No 公園名（馬込・池上地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 

風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
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２
０
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０ 

子
育
て
ひ
ろ
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園
づ
く
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い
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き
健
康
公
園
づ
く
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景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

1 たぬき山公園 3,028.45     ● ●    

2 桐里自然公園 1,061.20  ●   ● ●    

3 古径公園 1,437.91      ●    

4 桜並木公園 1,188.71     ● ●    

5 女塚なかよし公園 1,699.33     ●     

6 大倉山公園 2,809.74  ●   ● ●    

7 池上五丁目公園 2,121.59     ● ●  ●  

8 
池上梅園  

※拠点公園 
9,880.82  ●    ●    

9 中央五丁目公園 2,175.41  ●   ●     

10 中馬込貝塚公園 1,408.50          

11 湯殿公園 1,542.95     ● ●    

12 徳持公園 2,776.85     ●   ●  

13 徳持ポニー公園 1,019.31          

14 南馬込うえだい公園 1,029.46      ●    

15 南馬込五丁目公園 971.60     ● ●    

16 馬込ゆりの木公園 1,377.34     ●     

17 馬込西公園 5,563.47     ●     

18 馬込二本木公園 1,238.03     ●     

19 北馬込わくわく公園 2,246.43          

20 北馬込寺郷公園 1,035.63     ● ●    

21 
本門寺公園 

※拠点公園 
28,366.05  ●  ● ● ●    

22 龍子公園 2,564.84     ● ●    

23 あさひが丘児童公園 251.61  ●   ● ●    

24 あずまにこにこ児童公園 307.68     ●     

25 きたのこばと児童公園 833.65     ● ●    

26 きたの天神山児童公園 175.86     ● ●    

27 こうま児童公園 331.04     ● ●    

28 しんめい児童公園 457.31     ● ●    

29 どんぐりの木児童公園 283.60     ● ●    

30 まごめばし児童公園 702.81      ●    

31 ゆうやけ児童公園 465.64     ● ●    

32 臼田坂児童公園 347.47     ● ●    

33 宮ノ下児童公園 813.59     ●     

34 宮ノ下にこにこ児童公園 488.14     ●     

35 桐里児童公園 989.66  ●   ● ●    

36 市野倉南児童公園 847.56  ●   ●     

37 市野倉北児童公園 334.56  ●   ●     

38 池上みどり児童公園 199.00  ●   ●     
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No 公園名（馬込・池上地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 
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内 

景
観
重
要
公
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施
設 

39 池上二丁目北野児童公園 162.12  ●    ●    

40 池上八丁目児童公園 643.14     ●     

41 池上本町児童公園 179.43  ●    ●    

42 池上門前児童公園 381.95      ●    

43 池上六丁目児童公園 602.63     ●     

44 中井児童公園 539.47      ●    

45 中央八丁目児童公園 386.87  ●   ●     

46 中央八丁目第二児童公園 250.00  ●   ●     

47 中央六丁目宮下児童公園 576.30  ●   ●     

48 中馬込児童公園 347.10     ●     

49 中馬込一丁目児童公園 875.80          

50 中馬込大久保児童公園 476.99          

51 天沼児童公園 968.40          

52 東馬込児童公園 349.78     ●     

53 東馬込霜田児童公園 672.16          

54 堂寺児童公園 742.64     ●     

55 徳持児童公園 734.04     ● ●    

56 徳持第二児童公園 427.90     ● ●    

57 南馬込さくら児童公園 535.53     ● ●    

58 南馬込一丁目児童公園 918.10      ●    

59 南馬込中和児童公園 448.51     ● ●    

60 馬込三本松児童公園 353.13          

61 馬込松原児童公園 544.83      ●    

62 馬込浅間西児童公園 343.91          

63 梅田第一児童公園 371.18  ●    ●    

64 梅田第二児童公園 401.00  ●    ●    

65 富士が丘児童公園 221.90  ●   ●     

66 文化児童公園 712.47  ●   ●     

67 平張児童公園 914.99  ●   ● ●    

68 平張第二児童公園 1,013.91     ● ●    

69 北馬込わんぱく児童公園 491.40          

70 龍子児童公園 611.19     ●     

71 ひばり児童遊園 576.17     ● ●    

72 西二児童遊園 246.62     ●     

73 北野児童遊園 86.26     ● ●    

74 
池上梅園付属緑地 

※その他緑地 
133.44      ●    

75 
馬込自然林区民緑地 

※その他緑地  
716.33     ● ●    

76 佐伯山緑地 15,229.08     ●     

77 馬込自然林緑地 1,409.03      ●    

合計 119,968.50          
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③ 大森地域 

表 45 各公園における各種計画との関係（大森地域） 

No 公園名（大森地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 

風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

1 さくら通り三丁目公園 1,201.46        ●         

2 貴船堀公園 3,723.67                  

3 三和公園 1,073.35                  

4 山王公園 2,172.71  ●       ●       

5 山王花清水公園 1,045.11  ●     ● ●       

6 若竹公園 1,238.10        ●         

7 春日公園 1,162.41       ● ●       

8 清花公園 2,902.47  ●               

9 蘇峰公園 4,190.40  ●     ● ●       

10 
大森ふるさとの浜辺公園 

※拠点公園 
144,809.02  ●   ●     ●   ● 

11 大森三輪公園 1,606.16                  

12 大森山谷公園 1,339.25                  

13 大森諏訪公園 1,286.32                  

14 大森西交通公園 3,300.23                  

15 大森西三丁目公園 1,337.14                  

16 大森西四丁目公園 1,408.01                  

17 大森西七丁目公園 1,045.44                  

18 大森東一公園 966.11  ●             ● 

19 大森東一丁目第一公園 6,856.45  ●             ● 

20 大森東一丁目第二公園 2,080.94  ●             ● 

21 大森北公園 1,927.50  ●               

22 鶴渡公園 3,293.91                  

23 都堀公園 11,960.27  ●             ● 

24 入三西公園 1,020.83  ●     ●         

25 入新井公園 3,001.65  ●               

26 入新井西公園 2,589.61  ●     ●         

27 八幡塚公園 1,425.35                  

28 不入斗パーク公園 1,312.10  ●               

29 
平和の森公園 

※拠点公園 
104,839.39  ●   ●     ●     

30 うさぎ児童公園 481.54  ●               

31 こがねむし児童公園 121.30        ●         

32 サンサン児童公園 256.22  ●     ● ●   ●   

33 サンサン根岸児童公園 783.38  ●     ● ●       

34 ほうせいきらめき児童公園 297.80                  

35 みこころ児童公園 241.18  ●       ●      

36 みどり石川児童公園 376.03  ●               

37 みなみにこにこ児童公園 231.73  ●               
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No 公園名（大森地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 
風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

38 観音通り児童公園 516.54        ●         

39 貴船児童公園 422.89                  

40 鷺之森児童公園 867.22  ●               

41 三輪児童公園 628.09                  

42 山王どんぐり児童公園 204.83  ●       ●       

43 山王なかよし児童公園 470.06  ●     ● ●       

44 山王稲穂児童公園 431.54  ●     ● ●       

45 山王三丁目児童公園 821.19  ●     ● ●       

46 山王第一児童公園 683.03  ●       ●      

47 山王二丁目児童公園 545.94         ●      

48 山王木原山児童公園 411.33  ●     ● ●       

49 子母沢児童公園 456.13       ●         

50 春日橋児童公園 147.47  ●     ●         

51 新井宿児童公園 592.09       ●         

52 新井宿七丁目児童公園 402.50                  

53 新井宿第一児童公園 599.40  ●     ● ●      

54 新五フラワー児童公園 788.72        ●         

55 西三児童公園 474.16                  

56 西富士見児童公園 396.23                  

57 大森西一丁目児童公園 652.98        ●         

58 大森西一丁目セブンパーク児童公園 545.73        ●         

59 大森西一丁目北児童公園 333.38        ●         

60 大森西五丁目児童公園 477.79        ●         

61 大森西二丁目児童公園 834.62                  

62 大森西二丁目第二児童公園 220.44                  

63 大森中川端児童公園 897.71                  

64 大森中二丁目児童公園 402.66          ●       

65 大森仲町児童公園 802.10  ●               

66 大森東三丁目児童公園 374.62                  

67 大森東二丁目児童公園 573.67                  

68 大森北三丁目くすのき児童公園 311.05  ●               

69 大森北三丁目さくら児童公園 601.43  ●               

70 大森北三丁目梅の花児童公園 276.36  ●               

71 大森北四丁目児童公園 723.33  ●               

72 大森北青空児童公園 305.58  ●     ●         

73 大森北六丁目児童公園 193.54  ●     ●         

74 大森北六丁目南児童公園 583.06  ●               

75 大森堀之内児童公園 531.07                  

76 沢田児童公園 253.04  ●               

77 谷戸児童公園 451.26                  

78 中央一丁目児童公園 444.52       ● ●       

79 中央三丁目児童公園 397.83       ●         

80 中央二丁目児童公園 264.46       ●         
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No 公園名（大森地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 
風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

81 中央二丁目第三児童公園 361.84       ●         

82 中央二丁目第二児童公園 377.87        ●         

83 東和児童公園 360.11  ●     ●         

84 八幡橋児童公園 846.51  ●               

85 美原児童公園 2,045.22  ●               

86 平成児童公園 170.21                  

87 邦西児童公園 479.29                  

88 邦西ふれあい児童公園 451.41                  

89 邦西第二児童公園 1,150.00                  

90 北三児童公園 82.11  ●               

91 北野にこにこ児童公園 130.45  ●     ● ●       

92 本町児童公園 165.45  ●               

93 ひめゆり児童遊園 216.93                  

94 根ヶ原児童遊園 315.64  ●     ● ●       

95 大森海岸児童遊園 147.73  ●               

96 東貫森児童遊園 306.60  ●               

97 八景児童遊園 436.96  ● ●     ●      

98 平和児童遊園 212.16  ●               

99 平和島入口児童遊園 114.93  ●               

100 弁天池児童遊園 1,411.56  ●     ● ●       

101 
貴船堀緑地 

※その他緑地 
7,675.00                  

102 
根ヶ原緑地 

※その他緑地 
81.00  ●     ● ●       

103 
邦西児童公園付属緑地 

※その他緑地 
213.67                  

合計 357,968.78                  
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④ 蒲田地域 

表 46 各公園における各種計画との関係（蒲田地域） 

No 公園名（蒲田地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 

風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

1 タワーふれあい公園 1,015.36    ●             

2 蒲田一丁目公園 4,204.13        ●         

3 蒲田交差公園 674.32                  

4 蒲田本町一丁目公園 4,223.12                  

5 蒲田本町二丁目公園 2,048.46                  

6 京浜蒲田公園 1,009.35               ●   

7 新蒲田公園 1,878.02                  

8 聖蹟蒲田梅屋敷公園 4,364.66                  

9 西蒲田公園 4,103.73  ●              

10 仲蒲田公園 3,281.28                 

11 東蒲田公園 2,011.31                 

12 東蒲田二丁目公園 1,326.62       ●         

13 東矢口三丁目公園 795.36                 

14 道塚南公園 1,921.56                 

15 南蒲田三丁目さくら公園 1,275.33                 

16 南二くすのき公園 1,171.19                 

17 夫婦橋親水公園 1,655.90  ● ●             

18 本蒲田公園 2,049.25  ●               

19 安方南児童公園 204.99       ●         

20 蒲三アイリス児童公園 104.87  ● ●             

21 蒲田三丁目ひろば児童公園 420.78                  

22 蒲田二丁目児童公園 861.17        ●         

23 原児童公園 300.00                  

24 古川第二児童公園 413.08                  

25 若草児童公園 200.00                  

26 出村児童公園 379.51        ●         

27 女塚児童公園 277.09                  

28 小林児童公園 346.62                  

29 新蒲田二丁目児童公園 286.28                  

30 西蒲田たけのこ児童公園 849.43                  

31 西蒲田一丁目児童公園 887.53                  

32 西蒲田一丁目さくら児童公園 893.39                  

33 西蒲田五丁目ふれあい児童公園 170.08                  

34 西蒲田五丁目青葉児童公園 793.44                  

35 西蒲田四丁目まつお児童公園 348.85                  

36 西蒲田相生児童公園 538.63                  

37 西蒲田太平橋児童公園 495.00    ●             

38 多摩川二丁目児童公園 865.19                  

39 池上徳持南児童公園 427.75                  

40 東さくら児童公園 159.65                  
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No 公園名（蒲田地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 

風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

41 東蒲田一丁目児童公園 221.24                  

42 東矢口一丁目児童公園 437.02                  

43 東矢口二丁目児童公園 612.74                  

44 道塚第三児童公園 634.48                  

45 南一児童公園 771.25                  

46 南蒲田ひまわり児童公園 367.30                  

47 南蒲田三丁目児童公園 495.91                  

48 南蒲田三丁目第二児童公園 585.09                  

49 南蒲田二丁目児童公園 800.60                  

50 南二児童公園 939.52                  

51 南二ふれあい児童公園 571.68                  

52 日の出児童公園 230.51                  

53 本蒲田児童公園 171.67        ●         

54 本二児童公園 336.16        ●         

55 本二北児童公園 324.27  ●     ●         

56 蓮沼児童公園 670.00                  

57 蓮沼ジュニア児童公園 510.56                  

58 
タワーふれあい公園前緑地 

※その他緑地 
978.96    ●             

59 
西蒲田五丁目緑地 

※その他緑地 
165.28                  

60 多摩川大橋緑地 22,349.58    ●             

合計 81,406.10                  
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⑤ 多摩川沿い地域 

表 47 各公園における各種計画との関係（多摩川沿い地域） 

No 公園名（多摩川沿い地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 

風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

1 いずも公園 973.80                  

2 くすのき公園 2,373.57  ●             ● 

3 
下丸子公園 

※拠点公園 
12,812.81  ●               

4 下丸子なかよし公園 1,063.82        ●         

5 下丸子多摩川公園 3,013.23                  

6 下丸子二丁目公園 1,811.42                  

7 下丸子余情公園 1,023.51  ●             ● 

8 西六郷（タイヤ）公園 5,691.22      ●           

9 西六郷三丁目公園 5,829.12                  

10 西六郷四丁目公園 1,010.00    ●             

11 仲六郷三丁目公園 1,310.08                  

12 仲六郷三丁目第二公園 964.86                  

13 仲六郷二丁目公園 1,357.57                  

14 東六郷一丁目公園 1,400.15                  

15 南光公園 1,385.80                  

16 南三堤公園 2,821.86    ●             

17 南六郷公園 8,395.03    ●             

18 矢口せせらぎ公園 1,061.97                  

19 矢口二丁目公園 3,268.00                  

20 矢口二丁目小公園 883.07                  

21 あけぼの児童公園 396.69  ●               

22 こまどり児童公園 245.52        ●         

23 たいよう児童公園 968.22                  

24 みなさん児童公園 970.00                  

25 下丸子一丁目児童公園 243.12        ●         

26 古市中央児童公園 670.71        ●         

27 古市中央第二児童公園 450.73        ●         

28 古川児童公園 729.34                  

29 高畑第五児童公園 344.47        ●         

30 高畑第三児童公園 771.55                  

31 高畑第四児童公園 958.11                  

32 高畑第二児童公園 515.30                  

33 高畑友和児童公園 500.00    ●             

34 今泉児童公園 985.43        ●         

35 雑色児童公園 493.93                  

36 西一中央児童公園 311.17                  

37 西六郷一丁目児童公園 199.87                  

38 西六郷二丁目児童公園 475.90                  

39 千鳥ふれあい児童公園 455.13        ●         
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No 公園名（多摩川沿い地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 

風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

40 千鳥三丁目児童公園 736.79        ●         

41 千鳥緑地児童公園 165.50        ●         

42 仲よし児童公園 502.84                  

43 仲一ひばり児童公園 226.46                  

44 仲一みどり児童公園 668.56                  

45 仲三児童公園 658.05                  

46 仲二児童公園 804.09                  

47 仲六郷一丁目児童公園 440.64                  

48 町屋児童公園 230.73                  

49 鳥のひろば児童公園 167.26                  

50 天王木児童公園 135.65                  

51 東三児童公園 363.00                  

52 東三さわやか児童公園 297.51                  

53 東三はなみずき児童公園 229.89                  

54 東六郷ひまわり児童公園 629.51                  

55 東六郷二丁目児童公園 331.72                  

56 南二なかよし児童公園 409.34                  

57 南二和児童公園 547.78                  

58 南六郷一丁目児童公園 364.97                  

59 南六郷三丁目児童公園 156.16                  

60 武蔵新田児童公園 572.46                  

61 平成仲三児童公園 457.44                  

62 矢口三丁目児童公園 100.47                  

63 矢口南児童公園 525.34                  

64 矢口二丁目児童公園 498.82        ●         

65 下丸子児童遊園 635.66  ●               

66 古市児童遊園 409.03    ●             

67 諏訪児童遊園 355.65  ●               

68 仲四児童遊園 901.81                  

69 氷川児童遊園 775.71                  

70 多摩川緑地 361,113.72    ●             

71 多摩川ガス橋緑地 123,543.08    ●             

72 多摩川大橋緑地 22,349.58    ●             

73 多摩川六郷橋緑地 128,634.63    ●             

74 
宮本台緑地 

※その他緑地 
1,828.00    ●             

75 
高畑第三児童公園付属緑地 

※その他緑地 
641.31                  

76 
道塚第三児童公園付属緑地 

※その他緑地 
234.88                  

77 
南六郷緑地 

※その他緑地 
3,074.77                  

合計 723,854.89                  
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⑥ 糀谷・羽田地域 

表 48 各公園における各種計画との関係（糀谷・羽田地域） 

No 公園名（糀谷・羽田地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
の 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ 

 
 

事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
的 

 

風
致
維
持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
ラ
ン
ド 

 

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
４
０ 

子
育
て
ひ
ろ
ば
公
園
づ
く
り 

い
き
い
き
健
康
公
園
づ
く
り 

景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

1 あさひ海老取川公園 8,121.48            ●     

2 羽田西前公園 2,430.53                  

3 海老取川公園 2,644.51                  

4 見晴らしばし公園 3,251.05                  

5 桜梅公園 2,432.22    ●             

6 森ケ崎公園 37,805.12      ●     ●     

7 森ヶ崎海岸公園 8,398.60        ●   ●     

8 森ヶ崎交通公園 2,624.81                  

9 森ケ崎緑華園 5,341.62                  

10 西糀谷さざんか公園 1,669.85                  

11 西糀谷二丁目南公園 1,122.42                  

12 大四前くすのき公園 1,198.88                  

13 大森南一丁目公園 3,346.56    ●             

14 大森南四丁目公園 1,396.34                  

15 大森南第一公園 1,081.90        ●         

16 仲江名公園 978.83                  

17 東糀谷あおぞら公園 2,057.34                  

18 東糀谷いきいき公園 1,243.65                  

19 東糀谷一丁目公園 1,299.32                  

20 東糀谷一丁目呑川公園 2,154.99    ●             

21 東糀谷五丁目公園 2,135.76                ●  

22 東糀谷第一公園 1,929.78                  

23 東糀谷第二公園 840.62    ●             

24 
東糀谷防災公園 

※拠点公園 
27,945.20     ●         ●  

25 南蒲公園 2,313.14                  

26 
萩中公園 

※拠点公園 
64,114.78      ●      ●   

27 萩中くすのき公園 2,106.94                  

28 萩中一丁目公園 1,744.83                  

29 北糀谷一丁目公園 1,538.26        ●         

30 北糀谷中央公園 2,248.09                  

31 
本羽田公園 

※拠点公園 
12,366.73    ●             

32 本羽田一丁目公園 1,450.00                  

33 本羽田第三公園 2,457.94                  

34 本羽田本町公園 1,014.47                  

35 六間堀仲羽公園 1,478.07                  

36 あじさい児童公園 922.92                  

37 はばたき児童公園 461.00        ●         
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No 公園名（糀谷・羽田地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
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辺
地
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グ
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景観計画 大
田
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グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
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事
業
計
画
（
防
災
・
減
災
） 

大
田
区
歴
史
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持
計
画 

空
港
臨
海
部
グ
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く
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景
観
形
成
重
点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

38 旭つばさ児童公園 160.49                  

39 羽田一丁目児童公園 984.85                  

40 羽田五丁目児童公園 702.20                  

41 羽田三丁目ひろば児童公園 414.72                  

42 羽田三丁目第一児童公園 346.96                  

43 羽田三丁目第三児童公園 247.29                  

44 羽田三丁目第二児童公園 328.26                  

45 羽田西町児童公園 370.61                  

46 羽田仲七児童公園 309.15                  

47 横町児童公園 106.19                  

48 下袋児童公園 163.66    ●             

49 下萩中児童公園 451.36                  

50 元羽田児童公園 228.27                  

51 七辻児童公園 109.81                  

52 上東児童公園 110.94                  

53 新宿東児童公園 949.90                  

54 森が崎児童公園 669.48                  

55 西三うぐいす児童公園 389.79                  

56 西糀谷一丁目児童公園 432.19                  

57 西糀谷三丁目児童公園 903.58                  

58 西糀谷二丁目北児童公園 934.77                  

59 前河原児童公園 276.27                  

60 大師橋児童公園 584.90    ●             

61 大森東四丁目児童公園 466.96                  

62 大森東四丁目第二児童公園 430.09        ●         

63 大森南稲荷前児童公園 333.43                  

64 大森南五丁目児童公園 295.94                  

65 大森南四丁目児童公園 463.96                  

66 大森南二丁目児童公園 330.57                  

67 大森南二丁目第二児童公園 909.40                  

68 大鳥居児童公園 966.58                  

69 竹の子児童公園 698.43        ●         

70 仲羽田児童公園 492.65                  

71 仲町児童公園 227.30                  

72 仲東児童公園 341.76    ●             

73 潮見児童公園 788.80                  

74 東糀谷さくら児童公園 430.34                ●  

75 東糀谷一丁目児童公園 395.68                  

76 東糀谷三丁目増田橋児童公園 711.56                  

77 東糀谷四丁目児童公園 194.22                  

78 東糀谷二丁目児童公園 900.49                  

79 藤兵衛堀児童公園 756.86    ●             

80 萩中三丁目児童公園 848.83                  
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No 公園名（糀谷・羽田地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 
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区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

81 萩中中央児童公園 562.92                  

82 萩中南児童公園 256.03                  

83 萩中二丁目児童公園 236.00                  

84 武蔵野の路仲七児童公園 165.29                  

85 舞の浦児童公園 557.61        ●         

86 北糀谷第一児童公園 757.37                  

87 本羽田三丁目西児童公園 707.07                  

88 本羽田多摩児童公園 162.52        ●         

89 本羽田第一児童公園 455.93                  

90 本羽田第二児童公園 761.25        ●         

91 本羽田二丁目児童公園 795.26                  

92 末広橋児童公園 409.90    ●   ●         

93 旭児童遊園 471.35                  

94 羽田なかよし児童遊園 90.61                  

95 浦守稲荷児童遊園 106.20                  

96 上田稲荷児童遊園 212.81                  

97 西仲児童遊園 405.98                  

98 東糀谷三丁目児童遊園 293.64                  

99 萩中児童遊園 483.63                  

100 浜竹児童遊園 357.30                  

101 弁天神社児童遊園 220.78        ●         

102 旧呑川緑地 22,326.09      ● ●         

103 多摩川大師橋緑地 48,362.97    ●             

104 
南前堀緑地 

※その他緑地 
8,470.00                  

105 
北前堀緑地 

※その他緑地 
8,093.00                ●  

106 
六間堀緑地 

※その他緑地 
6,650.81                  

合計 341,200.36         
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⑦ 空港臨海部地域 

表 49 各公園における各種計画との関係（空港臨海部地域） 

No 公園名（空港臨海部地域） 面積（㎡） 

関連計画 個別計画 

駅
周
辺
地
区
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グ
ラ
ン
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デ
ザ
イ
ン
等 

大田区 

景観計画 大
田
区
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
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業
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画
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災
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減
災
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大
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区
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史
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致
維
持
計
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臨
海
部
グ
ラ
ン
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ジ
ョ
ン
２
０
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育
て
ひ
ろ
ば
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い
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い
き
健
康
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園
づ
く
り 

景
観
形
成
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点
地
区
内 

景
観
重
要
公
共
施
設 

1 おおたキャナルサイドウォーク公園 5,600.13                  

2 昭和島南緑道公園 9,149.75            ●     

3 
昭和島二丁目公園 

※拠点公園 
24,633.55            ●     

4 
平和島公園 

※拠点公園 
74,492.00  ●   ●     ●     

5 
京浜島防災広場 

※その他緑地 
10,113.83                 

6 ソラムナード羽田緑地 28,380.68                  

7 
昭和島運動場 

※一時開放地 
40,670.00            ●     

合計 193,039.94                  
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3  用語解説 

表 50 用語解説 

 用語 説明 

あ ウォーカブル 居心地が良く歩きたくなること。まちなかにおける交流・

滞在空間の創出に向けた官民の取組が進んでいる。 

ウェルビーイング 身体的・精神的・社会的に良い状態にあることで、短期的

な幸福のみならず、将来にわたる持続的な幸福を含むも

の。また、個人のみならず、地域、社会が持続的に良い状

態であることを含む包括的な概念。国や地域の文化的・

社会的背景により捉え方が異なり、日本では利他性、協

働性、社会貢献意識な、人とのつながり・関係性に基づく

要素が重要な意味を有している。 

SDGs Sustainable Development Goals（＝持続可能な開発目標）

の略。2015年 9月に開催された国連サミットにおいて採

択された「2030アジェンダ」の中核となる、2030年まで

に達成すべき国際目標。 

NPO団体 特定非営利活動法人の略称で、特定非営利活動促進法に

基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、

同法の定めるところにより設立された法人（＝NPO法人）。 

おおたの未来づくり 実社会で活躍する様々な人や先端技術をもつ企業等と連

携し、地域の多様な特色を教育資源として、地域社会や

人々のウェルビーイングにつながる「もの」や「取組」を

創造・発信する学習を実施する大田区の独自教科。 

か カーボンニュートラル CO2などの温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、そ

の排出量を「実質ゼロ」にすること。 

グリーンインフラ 社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面におい

て、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で

魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組。 

クールスポット 夏の暑さ対策のためにつくり出す、涼しく過ごせる空間、

又は場所（スポット）。 

公園ストック活用 既存の公園（ストック）の持つ多様な機能を最大限に引

き出し、みどりの役割である環境保全、レクリエーショ

ン、防災及び景観形成の効果を継続的に発揮するために、

再編・集約化などを行うこと。 
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 用語 説明 

さ サーキュラーエコノミー 循環経済（資源を効率的に利用し、廃棄を最小限にした、

持続可能な経済社会システム）のこと。 

サードプレイス 家庭を第一の場所、学校、職場を第二の場所とした際に、

居心地の良い空間として趣味や息抜きの場となり、心が

やすらぎ、人々のストレスが軽減される大切な場所。 

指定管理者制度 地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の

管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法

人・ＮＰＯ法人・市民グループなど法人その他の団体が

包括的に代行する制度。 

シティプロモーション 区の直面している現状や課題を踏まえて、地域ブランド

を捉え直し、内外に街の魅力を発信することで、区のイ

メージや価値を高め、ヒトやモノなどを呼び込み、地域

経済の活性化や住民協働の醸成などにつなげる活動や、

広報・PR活動を行うこと。 

た DX（デジタル・トランス

フォーメーション） 

ICTの活用により、人々の生活をあらゆる面でより良い方

向に変化させること。デジタル・トランスフォーメーシ

ョンが進展することによって、特定の分野、組織内に閉

じて部分的に最適化されていたシステムや制度等が社会

全体にとって最適なものへと変貌すると予想される。 

な ネイチャーポジティブ 生物多様性の損失を止め、自然を回復軌道に乗せるため

に、状況を反転させるための行動を取ること。 

は Park-PFI（公募設置管理

制度） 

平成 29（2017）年の都市公園法改正により創設された、

飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募

対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用

してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用

できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、

公募により選定する制度。 

バリアフリー 高齢者・障がい者等が社会生活をしていく上で障壁（バ

リア）となるものを除去（フリー）すること。 

ま マンホールトイレ 下水道管路にあるマンホールの上に簡易な便座やパネル

を設け、災害時において迅速にトイレ機能を確保するも

の。 

ゆ ユニバーサルデザイン 障がいの有無、年齢、性別、国籍等にかかわらず、多様な

人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする

考え方。 
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「大田区役所エコオフィス推進プラン」令和６年度実績報告について

大田区役所では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく地方公共団体実行計画

（事務事業編）として「大田区役所エコオフィス推進プラン」（第６次）を策定し、区の事

務事業に伴う環境負荷の低減に取り組んでいる。

＜計画期間＞ 第６次：令和６年度～令和12年度

• 温室効果ガス排出量は基準年度（2013年度）と比較して30.8％削減

• 前年度（令和５年度）と比較すると微増

• 令和７年度は、再エネ電力の割合が増加するため、温室効果ガス排出量は減少する予測

※温室効果ガスは二酸化炭素（CO2）のみを対象

【令和６年度実績】
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35,220

2013年度比

▲30.８%
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▲51.0%

【大田区役所の温室効果ガス排出量推移】

まちづくり環境委員会
令和８年３月５日

資源環境部 資料19番

所管 環境政策課
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